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第３部 災害応急対策計画 

 

第１章 応急活動計画 

 

 

 

  

 

市の防災体制 
第３非常体制 

災害対策本部（第４非常体制） 

防災関係機関の防災体制 

応
急
活
動
計
画 

防災体制と動員体制 

  

指定地方行政機関・指定公共 

機関・指定地方公共機関  

防災上重要な施設の管理者等 

県の防災体制 

各部局等の所掌事務 

  

防災体制 

動員方法 

災害対策総合連絡本部 

構成機関 

所掌事務 

防災関係機関相互支援体制 

動員体制 

設置機関  

連絡本部の長 

設置場所 

各機関との関係 
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第１節 市の防災体制 

 

基本的な考え方 

市の地域に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、国、地方公共団体防災関係機

関及び住民は一致協力して、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮し

つつ、災害の拡大防止と被災者の救援救護に努め、被害の発生を最小限に止める必要がある。 

 

第１項 防災体制と動員体制 

 

１ 防災体制 

(１）火災・事故災害時の防災体制 

防災体制 設置基準 体制の概要 

第１警戒体制 

（非常） 

県、警察、消防局から連絡が

あった場合 

防災危機管理課による情報収集活動または、

防災危機管理課の指示により、防災関係課職

員の自宅待機等 

第２警戒体制 

（非常） 

防災危機管理課からの指示

又は、消防局から連絡があっ

た場合 

防災関係課による災害予防対策を実施する

体制、または災害応急対策を実施する体制 

第３非常体制 相当規模の災害が発生した

とき、または発生するおそれ

のあるとき 

防災関係課を中心とし、災害予防・応急対策

を実施する体制 

第４非常体制 

（災対本部体制） 

大規模な災害が発生したと

き、または発生するおそれの

あるとき 

全庁体制による災害応急・復旧対策を実施す

る体制 

※ すべての体制について、市長（防災危機管理課）は上記の基準に関わらず、体制の設

置、廃止を命ずることができる。 

※ 配備課については、第２部第６章災害応急体制の整備を参照 

（２）災害別設置基準 

＜火災＞ 

防災体制 設置基準 

第１警戒体制 火災が発生し、避難させるおそれのある場合 

第２警戒体制 火災が発生し、避難させる必要がある場合 

第３非常体制 火災が発生し、死傷者が多数（１０人以上）発生するおそれのある場合 

第４非常体制 

（災対本部体制） 
大規模な火災が発生し、応援要請が必要であると見込まれる場合 

＜海上交通災害＞ 

防災体制 設置基準 

第１警戒体制 船舶事故が発生し、沿岸へ流出油やその他の物が漂着する可能性がある場合 

第２警戒体制 船舶事故が発生し、沿岸へ流出油やその他の物の漂着が見込まれる場合 

第３非常体制 船舶事故が発生し、沿岸へ流出油やその他の物が漂着した場合 

第４非常体制 

（災対本部体制） 
船舶事故が発生し、沿岸へ大量の流出油やその他の物が漂着した場合 
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＜航空災害＞ 

防災体制 設置基準 

第１警戒体制 

（非常） 

市域内で航空機が遭難又はアクシデント等により墜落するおそれのある場合。

または、市域外で山口宇部空港就航機が遭難又は墜落等した場合 

第２非常体制 航空機事故が発生し、火災等により避難させる必要がある場合 

第３非常体制 航空機事故が発生し、死傷者が多数（１０人以上）発生するおそれのある場合 

第４非常体制 

（災対本部体制） 

大規模な航空機事故が発生した場合。または、応援要請が必要であると見込ま

れる場合 

＜陸上交通災害・危険物等災害・石油コンビナート等災害＞  

防災体制 設置基準 

第１警戒体制 事故等により、避難させるおそれのある場合 

第２警戒体制 事故等により、避難させる必要がある場合 

第３非常体制 事故等により、死傷者が多数（１０人以上）発生するおそれのある場合 

第４非常体制 

（災対本部体制） 
大規模な事故が発生した場合。または、応援要請が必要であると見込まれる場合 

 

２ 職員の動員体制 

（１）動員体制の確立 

ア 災害対策本部設置時の本部員は、それぞれの部内の動員計画を作成し、職員に周知

しておく。 

イ 各所属長は、発災初期の情報収集、本部設置時の活動に従事する職員について出勤

時間を勘案しあらかじめ指名しておく。 

（２）動員系統図 

ア 勤務時間内の場合 

 

 県防災危機管理課（消防保安課）     消 防 局  

 

 市防災危機管理課            警 察 署  

 

 市防災関係課  

 

イ 勤務時間外の場合 

 

 県防災危機管理課（消防保安課） 

 

 消 防 局      警 察 署  

 

 市防災危機管理課  

 

 市防災関係課  
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第２項 第３非常体制 

 

大規模な火災・危険物の爆発その他重大な事故が発生した場合は、当該災害の対策主管部

課及び関係部課をもって第３非常体制に入る。 

この場合、災害状況の推移により、市長は本部体制を命ずる。 

 

第３項 災害対策本部（第４非常体制） 

 

１ 災対本部の組織 

災対本部の組織は、本部長（市長）、副本部長（副市長）及びその下に設置される各部局

等をもって構成する。 

 

本部長 市 長 
 

副本部長 副市長 
 

本 部 員 総務部長 

総合政策部長 

観光スポーツ 

文化部長 

市民環境部長 

健康福祉部長 

こども未来部長 

産業経済部長 

都市政策部長 

土木建設部長 

北部総合支所長 

教育長 

教育部長 

会計管理者 

議会事務局長 

宇部中央消防署長 

交通局長 

水道局長 

─ 

 

事務局 

防災危機管理課 

 

 

総務部 
総務課、職員課、デジタル推進課、契約監理課、財産管理課、市民税課、資産税課、

収納課 

総合政策部 
政策企画課、市史編さん室、移住定住推進課、行革推進課、連携共創推進課、財政課、 

秘書課、広報広聴課 

観光スポーツ文化部 観光交流課、ときわ公園課、スポーツ振興課、文化振興課 

市民環境部 

市民活動課、人権・男女共同参画推進課、市民課、環境政策課、廃棄物対策課、 

環境保全センター施設課、 

東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野市民センター 

健康福祉部 
地域福祉課、生活支援課、障害福祉課、高齢者総合支援課、健康増進課、 

地域医療対策室、新型コロナウイルス感染症医療対策室、保険年金課 

こども未来部 こども政策課、こども支援課、保育幼稚園課 

産業経済部 
商工振興課、企業立地推進課、成長産業創出課、地域ブランド推進課、農業振興課、 

農林整備課、水産振興課、卸売市場 

都市政策部 
都市計画課、中心市街地活性化推進室、住宅政策課、新庁舎建設課、公園緑地課、 

建築指導課、営繕課 

土木建設部 土木河川課、道路整備課、下水道経営課、下水道整備課、下水道施設課、地籍調査課 

北部総合支所 北部地域振興課、市民生活課、 

出 納 室 出納室 

教育委員会 
教育総務課、教育施設課、学校教育課、教育支援課、社会教育課、人権教育課、 

学校給食課、学びの森くすのき・地域文化交流課、図書館、小・中学校 
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議   会 議事総務課 

選挙管理委員会 選挙課 

公平委員会 事務局 

監 査 委 員 監査課 

農業委員会 事務局 

消 防 局 総務課、情報財政課、警防課、通信指令課、予防課、宇部中央消防署、宇部西消防署 

水 道 局 総務企画課、財務課、営業課、上水道整備課、浄水課、水道広域推進室 

交 通 局 交通事業課 

 

２ 現地災害対策本部 

本部長が必要と判断したときは、災害対策本部の事務の一部を行う組織として、被災地

に現地対策本部を設置する。 

 

３ 市本部設置の報告及び周知 

市本部を設置し、又は廃止した場合には直ちに、知事（防災危機管理課）にその旨を報

告し、警察署、関係防災機関等に通報するとともに、報道機関、防災無線、広報車等可能

な限りの手段を用いて市民に対して周知をはかるものとする。 

 

４ 市本部設置時の関係機関との連携 

  市本部を設置した場合には直ちに、警察署及び自衛隊に連絡して連絡員の派遣要請を行 

 い、連絡員を通じて各機関と密接な連携を図るものとする。 

 

第４項 各部局等の所掌事務 

 

部局等 担当課 所掌事務 

総務部 防災危機管理課 １ 防災体制に関すること 

２ 通信機器・観測機器に関すること 

３ 気象情報に関すること 

４ 災害情報に関すること 

５ 被害報告に関すること 

６ 自衛隊の災害派遣要請の要求に関すること 

７ 厚東川ダム放流の通報連絡に関すること 

８ 防災関係機関に関すること 

９ 消防団の災害活動等に関すること 

総務課 １ 災害時の情報収集の協力に関すること 

２ 自衛隊の派遣部隊との連絡に関すること 

３ 部内及び他部等への協力に関すること 

職員課 １ 情報収集の協力に関すること 

２ 被災職員の救済に関すること 

３ 職員の応援動員に関すること 

４ 職員の派遣要請及び派遣職員等の受入れに関 

すること 

５ 職員の食料等の確保等に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

  ６ 職員の公務災害補償等に関すること 

７ 市災害ボランティアセンターとの連絡等地域

福祉課への協力に関すること 

デジタル推進課 １ 部内への協力に関すること 

契約監理課 １ 部内への協力に関すること 

財産管理課 １ 市有普通財産の被害調査等に関すること 

２ 来庁者の避難誘導、安全管理に関すること 

３ 市庁舎管理及び庁内電話に関すること 

４ 部内への協力に関すること 

市民税課 

資産税課 

収納課 

１ 家屋被害の被害調査に関すること 

２ 被災者に対する税の減免、猶予に関すること 

総合政策部 政策企画課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 部内及び他部等への協力に関すること 

市史編さん室 １ 部内への協力に関すること 

移住定住推進課 １ 部内への協力に関すること 

行革推進課 １ 部内への協力に関すること 

連携共創推進課 １ 部内への協力に関すること 

財政課 １ 災害対策に必要な財政措置に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

秘書課 １ 本部長、副本部長の秘書に関すること 

２ 市長の対外事務（電報等）に関すること 

３ 市長会との連絡に関すること 

４ 災害視察者、見舞者の接遇に関すること 

広報広聴課 １ 報道機関との連絡調整に関すること 

２ 災害に関する広報及び広聴活動に関すること 

３ 災害記録に関すること 

観光スポーツ 

文化部 

観光交流課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 要配慮者（外国人）に関すること 

３ 山口宇部空港との連絡調整に関すること 

ときわ公園課 １ ときわ公園の安全対策に関すること 

スポーツ振興課 １ 体育施設の被害調査等に関すること 

２ 陸上輸送拠点に関すること 

文化振興課 １ 文化施設の被害調査等に関すること 

２ 被害彫刻の保護、修復に関すること 

市民環境部 市民活動課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 市民・ふれあいセンターの動員に関すること 

３ 各ふれあいセンター（船木、万倉及び吉部を 

除く）管内の災害情報に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

４ 厚東川ダム放流の通報連絡に関すること 

  ５ 災害に関する市民相談に関すること 

６ 部内及び他部等への協力に関すること 

人権･男女共同参画推

進課 

１ 環境改善施設の被害調査等に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

市民課 １ 市民の安否情報に関すること 

２ 埋火葬に係る諸手続きに関すること 

環境政策課 １ 油濁等による公害の防止対策に関すること 

２ 遺体収容、埋火葬に関すること 

３ 仮設トイレ対策の応援に関すること 

廃棄物対策課 １ 一般廃棄物の収集・運搬に関すること 

環境保全センター施

設課 

１ 清掃施設の被害調査等に関すること 

２ 汚物取扱業者の応援作業に関すること 

東岐波･西岐波･厚南･

原･厚東･二俣瀬･小野

市民センター 

１ 各センター管内の災害情報に関すること 

２ 厚東川ダム放流の通報連絡に関すること 

３ 罹災届出証明書に関すること 

健康福祉部 地域福祉課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 災害救助法の適用（罹災証明含む）に関する 

こと 

３ 救助事務に関すること 

４ 義援物資に関すること 

５ 緊急避難場所及び避難所に関すること 

６ 日本赤十字社との連絡に関すること 

７ 市災害ボランティアセンターとの連絡に関す

ること 

８ 被災地における民生安定に関すること 

９ 社会福祉施設の被害調査等に関すること 

10 避難行動要支援者（災害時避難支援制度）に

関すること 

生活支援課 １ 被災した生活保護者等の保護に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

障害福祉課 １ 障害者世帯等の保護に関すること 

２ 障害福祉施設の被害調査等に関すること 

３ 要配慮者（障害者）に関すること 

４ 部内への協力に関すること 

高齢者総合支援課 １ 高齢者世帯等の保護に関すること 

２ 老人福祉施設の被害調査等に関すること 

３ 要配慮者（高齢者）に関すること 

４ 介護保険施設の被害調査等に関すること 

５ 部内への協力に関すること 

健康増進課 １ 保健福祉専門職の活動調整に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

２ 宇部健康福祉センターとの連絡に関すること 

３ 防疫に関すること 

  ４ 要配慮者（高齢者）に関すること 

５ 部内への協力に関すること 

地域医療対策室 １ 救護所・応急医療に関すること 

２ 災害救助法による医療に関すること 

３ 医療機関との連絡に関すること 

４ 部内への協力に関すること 

５ 災害救助法による助産に関すること 

新型コロナウイルス

感染症医療対策室 

１ 部内への協力に関すること 

保険年金課 １ 罹災者に対する保険料の減免等に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

こども未来部 こども政策課 １ 部内及び防災危機管理課への協力に関するこ

と 

こども支援課 １ 要配慮者（乳幼児、妊婦等）に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

保育幼稚園課 １ 保育園、幼稚園との連絡調整に関すること 

２ 要配慮者（乳幼児）に関すること 

３ 部内への協力に関すること 

産業経済部 商工振興課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 商業施設の被害調査等に関すること 

３ 工業施設の被害調査に関すること 

４ 罹災商工業者に対する金融相談に関すること 

５ 中小企業の被害調査等に関すること 

６ 港湾及び海岸の被害調査等に関すること 

７ 港湾施設の斡旋等に関すること 

企業立地推進課 １ 部内への協力に関すること 

成長産業創出課 １ 部内への協力に関すること 

地域ブランド推進課 １ 部内への協力に関すること 

農業振興課 １ 農地、農業用施設等の被害調査及び応急復旧 

に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

農林整備課 １ 農林関係の被害調査等に関すること 

２ 山地災害危険地区の調査等に関すること 

３ 応急農林業対策に関すること 

４ 農林業の災害融資に関すること 

５ 危険ため池等の調査等に関すること 

６ 地すべり防止区域の調査等に関すること 

７ 部内への協力に関すること 

水産振興課 １ 水産関係の被害調査等に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

２ 漁港施設及び漁港海岸保全施設の被害調査等 

に関すること 

３ 応急水産業対策に関すること 

４ 水産業の災害融資に関すること 

５ 部内への協力に関すること 

卸売市場 １ 生鮮食料品の確保及び集荷対策に関すること 

２ 市場施設等の被害調査に関すること 

都市政策部 都市計画課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 被災地の復興計画の作成に関すること 

３ 所管工事の災害応急対策に関すること 

中心市街地活性化推

進室 

１ 部内への協力に関すること 

住宅政策課 １ 被災者への公営住宅の提供等に関すること 

２ 市営住宅の被害調査等に関すること 

３ 危険家屋移転促進に関すること 

４ 応急仮設住宅の建設に関すること 

新庁舎建設課 １ 所管工事の災害応急対策に関すること 
２ 部内への協力に関すること 

公園緑地課 １ 公園、街路樹等の被害調査等に関すること 

２ 都市公園等の安全対策に関すること 

建築指導課 １ 開発行為に伴う防災に関すること 

２ 住宅修理等の災害復興融資に関すること 

３ 住宅政策課への協力に関すること 

営繕課 １ 応急仮設住宅の建設の協力に関すること 

２ 市有施設の点検及び支援に関すること 

土木建設部 土木河川課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 防災関係機関との連絡調整に関すること 

３ 地すべり防止区域の調査等に関すること 

４ 急傾斜地崩壊危険区域の調査等に関すること 

５ 土砂災害の応急対策等に関すること 

６ 砂防、土石流等に係る被害調査等に関するこ 

  と 

７ 河川の被害情報等に関すること 

８ 浸水状況の把握及び報告に関すること 

９ 河川に係る応急対策等に関すること 

道路整備課 １ 道路、橋梁等の被害情報等に関すること 

２ 通行止めの措置及び報告に関すること 

３ 緊急輸送道路の確保に関すること 

下水道経営課 １ 下水道の被害情報等に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

下水道整備課 １ 浸水状況の把握及び報告に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

２ 下水道施設等の被害調査等に関すること 

下水道施設課 １ 下水道施設及びポンプ場に関すること 

２ 終末処理等の被害調査等に関すること 

地籍調査課 １ 部内への協力に関すること 

北部総合支所 北部地域振興課 １ 防災危機管理課との連絡調整に関すること  

２ 災害情報に関すること 

３ 今富ダム放流の通報連絡に関すること  

市民生活課 １ 船木、万倉及び吉部の各ふれあいセンター管

内の災害情報に関すること 

２ 罹災証明書に関すること 

３ 所内への協力に関すること 

出納室 出納室 １ 災害関係経費の出納に関すること 

２ 災害義援金の募集、受付に関すること 

３ 他部等への協力に関すること 

教育委員会 教育総務課 １ 部内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 教育関係義援金品の受付、配布に関すること 

３ 教育関係の被害調査等に関すること 

４ その他応急教育対策に関すること 

教育施設課 １ 教育関係施設の被害調査に関すること 

２ 教育関係施設の安全対策に関すること 

学校教育課 

教育支援課 

１ 児童、生徒の避難対策に関すること 

２ 災害時の応急教育対策に関すること 

３ 罹災児童等への学用品の配布に関すること 

４ 県費支弁職員の公務災害等に関すること 

５ 学校の衛生管理等に関すること 

６ 学校における避難者への協力に関すること 

７ 私立学校との連絡調整に関すること 

８ 要配慮者（児童、生徒）に関すること 

社会教育課 

人権教育課 

図書館 

小・中学校 

１ 当該課等の災害対策に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

学校給食課 １ 学校給食施設の被害調査等に関すること 

２ 学校給食施設及び機器の使用協力に関するこ 

  と 

学びの森くすのき･地

域文化交流課 

１ 被災文化財の保護、修復に関すること 

２ 部内への協力に関すること 

議会 

選挙管理委員会 

公平委員会 

監 査 委 員 

農業委員会 

議事総務課 

選挙課 

事務局 

監査課 

１ 災害時における特命事項に関すること 

２ 他部等への協力に関すること 
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部局等 担当課 所掌事務 

事務局 

水道局 総務企画課 

財務課 

水道広域推進室 

１ 局内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 水道関係の被害状況のとりまとめに関するこ 

と 

３ 水道災害の広報活動に関すること 

営業課 １ 応急の水道対策に関すること 

２ 緊急給水及び給水方法に関すること 

上水道整備課 １ 水道の被害防止及び復旧に関すること 

浄水課 １ 災害時の給水の確保に関すること 

２ 浄水場、配水池等の被害調査等に関すること 

交通局 交通事業課 １ 局内及び防災危機管理課との連絡調整に関す 

ること 

２ 市営バス関係の被害調査等に関すること 

３ 交通災害の広報活動に関すること 

４ 災害時における交通及び輸送に関すること 

５ 避難者及び罹災者の輸送に関すること 

 

第２節 県の防災体制 

 

第１項 防災体制 

 

１ 防災体制 

種別 体制の設置基準 体制の内容 

第２警戒体制 大規模な火災交通災害、産業災害

等が発生した場合 

個別の事故災害対策にお

いて配備基準を定めてい

る場合は、その配備基準

による 

災害応急対策に関係のある部課

の所要人員で配備し、情報収集、

連絡活動及び災害応急措置を実

施するとともに、事態の推移に伴

い直ちに災害対策本部体制に移

行する体制とする 

災害対策本部体制 １ 県内に大規模な火災又は爆

発が発生し、必要と認めるとき 

２ 県内に有害物、放射性物質の

大量の放出又は多数の者の遭

難を伴う列車、航空機及び船舶

等の事故その他重大な事故が

発生し、必要と認めるとき 

災害の程度又は形態により、必要

な体制をとる 

２ 災害別防災体制 

（１）油流出事故発生時の体制 

＜第３部第１９章「交通災害対策計画」第１節参照＞ 

（２）航空機事故発生時の体制 

＜第３部第１９章「交通災害対策計画」第２節参照＞ 
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第２項 動員体制 

 

１ 動員体制の確立 

（１）災害対策本部設置時の部長にあてられる者は、それぞれの部の動員計画を作成し、職

員に周知しておく。 

（２) 各所属長は発災初期の情報収集、本部設置準備等の活動に従事する職員について出勤

時間等を勘案し、あらかじめ指名しておく。 

（３）夜間、休日等の勤務時間外の災害発生に備え、初動体制、情報連絡体制を整備してお

く。 

 

第３項 動員方法 

 

１ 勤務時間内にあっては、庁内放送、防災行政無線、電話及び携帯電話へのメール送信で

呼出しを行う。 

 

２ 勤務時間外 

第１・第２・特別警戒体制では、配備当番に対して非常連絡網による電話及び携帯電話

へのメール送信で呼出しを行う。 

 

３ 非常参集 

災害による交通途絶のため所定の配備につくことができないときは、本庁又は最寄りの

出先機関に参集し、各部長又は所属出先機関の長の指示に従うものとする。 

 

４ 部相互間の応援動員 

（１）動員要請 

県本部の各部長は、他の部の職員の応援を受けようとするときは、次の事項を示して

総務部長（職員班）に要請するものとする。 

・応援を要する時間 ・応援を要する職種等 

・勤務場所 ・集合日時、場所、携行品 

・勤務内容 ・その他参考事項 

（２）動員の措置 

ア 総務部長（職員班）は、応援要請内容により、余裕のある他の部から動員の措置を

講じるものとする。 

イ 応援のための動員指示を受けた部は、部内の実情に応じて協力班を編成し、所要の

応援を行うものとする。 

 

 

５ 地方機関相互の応援措置 

（１）管轄区域内の全部又は一部を同じくする地方機関は、災害応急対策の実施にあたり相

互に協力するものとする。 

（２）地方機関は、他の部に所属する地方機関の応援を受けようとするときは、県本部の所

属部長にその旨要請するものとし、この場合の応援動員は、上記４により処理するもの



3－1－13 

とする。 

 

［資料］３－１－１ 山口県宇部災害対策地方本部 

 

 

第３節 防災関係機関の防災体制 

 

第１項 指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関 

 

１ 市の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び

県の地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実

施するとともに、県及び市町の実施する応急対策が、的確かつ円滑に行われるよう必要な

措置を講ずる。 

 

２ 上記１の責務を遂行するために必要な組織体制を整備するとともに、災害応急対策に従

事する職員の配置及び服務の基準等を定めておくものとする。 

 

第２項 防災上重要な施設の管理者等 

 

市の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者、企業及びその他の法令の規定等に

よる防災に関する責任を有する者は、市の地域に災害が発生し、又発生するおそれがある場

合は法令、県・市の防災計画並びに自ら定める防災計画等により、その所掌事務に係る災害

応急対策を速やかに実施するとともに、指定地方行政機関、県及び市の実施する応急対策が

的確かつ円滑に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

このため必要な組織体制を整備するとともに、災害応急対策に従事する職員の配備、服務

の基準を定めておくものとする。 

 

 

第４節 防災関係機関相互支援体制 

 

災害時において、各地方公共団体及び関係機関は、相互の協力による支援活動体制を確立

し、迅速かつ円滑な応急対策を実施する。 

＜第３部第６章「応援要請計画」参照＞ 
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第５節 災害対策総合連絡本部 

 

災害応急対策責任者は、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、県、市、

警察、他の地方公共団体、公共的団体、医師会、企業体等の各種機関の応援を受けて災害応

急対策を実施する場合は、各機関が有機的な関連をもって、役割と分担を明確にし、有効に

防災活動を実施するため、次のとおり災害対策総合連絡本部（以下、「連絡本部」という。）

を設置するものとする。 

連絡本部を設置すべき機関以外の機関が連絡本部設置の必要を認めたときは、設置すべき

機関にその旨を申し出るものとする。 

 

第１項 設置機関 

 

１ 市長 

主として陸上災害の場合 

 

２ 知事 

２以上の市町にわたる主として陸上の大災害の場合 

 

３ 海上保安本部長 

主として海上災害の場合 

 

４ 空港事務所長 

主として航空事故の場合 

 

５ 西日本旅客鉄道（株）広島支社長又はその指名する者 

ＪＲの事故の場合 

 

６ その他 

主として、上記以外の機関の管理に属する施設等にかかる災害又は事故 

 

第２項 構成機関 

 

災害応急対策の実施にあたる機関の長又は災害現地に出動した部隊等の指揮者をもって構

成するものとし、各機関は積極的に参加するものとする。 

 

第３項 連絡本部の長 

 

設置機関の長又はその指名する者が本部の長となるものとする。 

本部の長は、連絡本部を設置しようとするときは、関係機関にその旨を連絡するとともに、

本部の所掌事務を統括するものとする。 
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第４項 設置場所 

 

設置機関の事務所又は被災地付近の適当な場所 

 

第５項 所掌事務 

 

１ 災害応急対策を効果的に推進するための協議 

 

２ 災害情報の収集、分析、検討 

 

３ 総合的応急活動計画の樹立とその実施の推進 

 

４ 各機関の活動の連絡調整 

 

５ その他災害応急対策実施についての必要な事項 

 

第６項 各機関との関係 

 

連絡本部で協議した応急対策は、各機関の責任のもとに実施するものであるから、連絡本

部の各構成員はそれぞれ所属機関の長又は災害対策本部長と密接な連絡をとり、応急対策の

円滑なる実施の推進に努めるものとする。 
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第２章 災害情報の収集・伝達計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害情報計画 火災気象通報及び火災警報の伝達 

災
害
情
報
の
収
集
・
伝
達
計
画 

災害気象注意報・警報 

緊急警報放送 

災害情報の収集・伝達計画 

気象注意報・警報及び気象情報 

に係る伝達 

情報収集・伝達連絡系統 

通信運用計画 

災害時の放送 

広報計画 

通信施設設備の整備 

通信の確保  

災害時の広報活動  

広報実施機関   

安否情報の提供 

放送局に対する放送の要請 

放送局の報道計画 
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第１節 災害情報計画 

 

第１項 災害気象注意報・警報 

 

１ 火災気象通報の発表基準 

気象台が、県知事に対して火災予防上危険であるとして通報する場合の気象観測値は、

おおむね次のとおりである。 

火災気象通報【乾燥】 

（乾燥注意報） 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される

場合。 

最小湿度が４０％以下で、かつ、実効湿度が６

５％以下になると予想される場合 

火災気象通報【強風】 

（強風注意報（陸上）） 

強風によって災害が起こるおそれがあると予測

される場合。 

平均風速が１０ｍ／ｓをこえると予想される場

合 

火災気象通報【乾燥・強風】 

（乾燥注意報及び強風注意報（陸上）） 
（上段二つの条件に該当する場合） 

※ ただし、日降水量１㎜以上の場合を除く  

※ 実効湿度：本日の実効湿度＝0.3×本日の日平均湿度＋0.7×前日の実効湿度 

 

２ 気象注意報・警報の種別、発表基準 

火災・事故災害に特に関係のある気象注意報・警報は次のとおり。 

その他については風水害編参照 

種類 発表基準 

強 風 注 意

報 

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

平均風速が１０ｍ／ｓをこえると予想される場合 

暴風警報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

平均風速が２０ｍ／ｓをこえると予想される場合 

波 浪 注 意

報 

風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

有義波高が３ｍ（東部と西部の瀬戸内側は１．５ｍ）をこえると予想される

場合 

波浪警報 風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合 

有義波高が６ｍ（東部と西部の瀬戸内側は３ｍ）をこえると予想される場合 

風 雪 注 意

報 

風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

降雪を伴い平均風速が１０ｍ／ｓをこえると予想される場合 

暴 風 雪 警

報 

暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

平均風速が２０ｍ／ｓをこえると予想される場合（雪を伴う） 

大 雪 注 意

報 

大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

２４時間の降雪の深さが平地で５cm、山地で１５cm をこえると予想される

場合 

大雪警報 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 



3－2－3 

 

２４時間の降雪の深さが平地で１０cm、山地で３０cm をこえると予想され

る場合 

乾 燥 注 意

報 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合 

最小湿度が４０％以下で、かつ、実効湿度が６５％以下になると予想される

場合 

濃 霧 注 意

報 

濃霧によって、交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想され

る場合 

濃霧によって視程が 

陸上で１００ｍ以下 のいずれかになると予想される場合 

海上で５００ｍ以下 

（注）１ 発表基準欄に記載した数値は、山口県における過去の災害発生頻度と気象条件

との関係を下関地方気象台で調査して決めたものであり、気象要素によって災害

発生を予想する際のおおむねの目安である。 

２ 注意報・警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新た

な注意報・警報が発表されるときは、これまで継続中の注意報・警報は 自動的に

解除又は更新されて、新たな注意報・警報に切り替えられる。 

 ３ 発表基準欄に記載した数値は常に検討と見直しが行われ、必要な場合は変更さ

れる。 

 

３ 気象予報区分 

１次細分区

域 
２次細分区域 市町名 

山口県西部 
下関 下関市 

宇部・山陽小野田 宇部市、山陽小野田市 

山口県中部 
周南・下松 周南市、下松市 

山口・防府 山口市、防府市 

山口県東部 
岩国 岩国市、玖珂郡 

柳井・光 柳井市、光市、大島郡、熊毛郡 

山口県北部 
萩・美祢 萩市、美祢市、阿武郡 

長門 長門市 

 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達（消防法第２２条） 

 

１ 火災気象通報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報車 
県防災行政無線 

（ＦＡＸ） 
（火災警報） 

【時間外】 

  連絡員室 

下 
関 
地 
方 
気 
象 
台 

消防局 

市 

市民 

森林整備課 

オンライン 防災危機管理課 
（消防保安課） 

県 

防災危機管理 
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２ 火災気象通報の伝達 

（１）下関地方気象台は、気象の状況が火災予防上危険であると認められるときは、火災気

象通報をもってその状況を知事に通報する。 

ア 定時に行う火災気象次報 

    気象台は毎朝５時頃に、おおよそ２４時間先までの気象状況の概要を、気象概況と 

   して知事に通報する。 

 この気象概況通報において、火災気象通報の通報基準に該当または該当するおそれ 

がある場合は、見出しに「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。 

 ただし、火災気象通報の通報基準に該当する全ての地域・時間帯で降水（降雪を含 

む）が予想される場合には、火災気象通報に該当しないこととして、見出しの明示は 

行わない。 

  イ 随時に行う火災気象通報 

    アで通報した内容と異なる見通しとなった場合は、その旨を随時通報する。 

（２）知事（防災危機管理課（消防保安課））は、下関地方気象台から気象概況通報及び火災

気象通報があったときは直ちにこれを市町長に通報する。 

 

３ 火災警報の発令（宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例等施行規則第２条） 

市長（消防長）は、県知事（防災危機管理課（消防保安課））から火災気象通報を受けたと

き、又は気象状況が火災の予防上危険であると認めるときは、一般に対して警戒を喚起す

るため「火災警報」を発令する。 

（１）火災警報の発令基準は、次のとおりである。 

実効湿度が８０％以下で最大風速が１７ｍ／ｓ以上のとき 

実効湿度が６５％以下で最大風速が１３ｍ／ｓ以上のとき 

実効湿度が５８％以下のとき。 

※ ただし、日降水量１㎜以上の場合を除く。 

（２）火災警報発令中における火の使用制限（宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例第２

９条） 

ア 山林、原野等において火入れをしないこと。 

イ 煙火を消費しないこと。 

ウ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

エ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこ

と。 

オ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した

区域内において喫煙しないこと。 

カ 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

キ 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。 

（３）火災警報の解除 

市長（消防長）は、下関地方気象台長等の発する乾燥、強風注意報等の解除の通報を受

けたとき又は当地の気象状況が火災発生の危険状態を脱したと認めたときに、火災警報

を解除するものとする。 
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４ 火災気象通報・火災警報の周知 

（１）火災発生防止のための住民への呼び掛け 

ア 県（防災危機管理課（消防保安課））は、下関地方気象台から火災気象通報を受けた

場合、森林整備課に連絡するとともに市町及び消防局に防災行政無線（一斉ファック

ス）により伝達し注意を促す。 

イ 市長（消防長）は、県から通報を受けた場合、防災行政無線、広報車等を活用して住

民に対して火の元の確認、たき火の中止等について呼び掛け、火災発生の未然防止を

図る。 

（２）市は、火災警報を発令したときは以下の方法により（消防局と協力して）一般に周知

を図る。 

ア 主要公共建物の掲示板に必要事項を掲示 

イ 主要地域における吹流しの掲揚 

ウ 広報車による巡回広報 

 

５ 防火パトロールの実施 

市は、火災の多発期には、火災予防と火災の早期発見のため、市職員、消防職員、消防 

団員等による防火パトロールを強化するとともに、乾燥・強風時（火災気象通報、警報・ 

注意報発表中）には、特に警戒体制を増強し、広報車等でパトロールを強化する。 

 

第３項 気象注意報・警報及び気象情報に係る伝達 

 

１ 気象台からの伝達系統図 

 

２ 気象注意報・警報及び気象情報の伝達 

（１）気象台 

気象情報等を防災関係機関（ＮＴＴ西日本山口支店、ＮＨＫ山口放送局、ＮＨＫ北九

州放送局、山口県警察本部、山口県、門司海上保安部、中国地方整備局、国土交通省山口

下関地方気象台 

山 口 県 
防災関係機関 

宇 部 市 消 防 局 

消防団 防災 
関係 
機関 

住                    民 

市民・ 
ふれあい 
センター 

県
出
先
機
関 

広
報
車 

広
報
車 

広
報
車 

防
災
メ
ー
ル 

広
報
車 

広
報
車 

広
報
車 

（時間外） 

防災無線等 
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河川国道事務所、西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部、中国電力山口支店、山口放送

株式会社、サンデン交通株式会社）に伝達する。 

（２）県 

ア 気象注意報及び警報について、気象台、警察本部から通報を受けたとき又は自ら知

ったときは、直ちに、防災行政無線（地上系・衛星系）により市町及び消防局に通知す

るとともに、関係部局及び関係防災機関に通報する。 

この場合において、緊急を要するときは通信統制を行い、他の通信に先立った取扱

いを行うものとする。 

イ 地象、水象その他の災害原因に関する情報について、気象台、市町、県出先機関、防

災関係機関等から通報を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに、関係市町、消防

局に対して伝達するとともに、関係部局、関係防災機関に通報する。 

通報を受けた部局は、直ちに、所属出先関係機関に通報する。 

（３）警察本部 

ア 警察本部は、気象台、中国四国管区警察局から気象情報の通報を受けたときは、警

察署・駐在所に通知するとともに、県（防災危機管理課（消防保安課））に連絡する。 

イ 警察署長は、異常現象を認知したとき又は住民からの通報を受けたときは、速やか

に、関係市町及び下関地方気象台に通報する。 

（４）市（防災危機管理課） 

ア 気象注意報及び警報について、県、ＮＴＴ西日本から通報を受けたとき又は自ら知

ったときは、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者、自主防災組織等に対

して通報するとともに、直ちに、住民に周知する。 

この場合、警察機関、消防機関、県出先機関等へ協力を要請するなどして、万全の措

置を講じるものとする。 

イ 住民等への避難指示等の伝達広報手段、体制の確立が迅速に実施できるよう、平常

時から訓練等を行うなどして習熟しておくものとする。 

また、伝達先等に漏れがないよう、平素から連絡系統、伝達先等再確認をしておく

ものとする。 

（５）消防局 

ア 災害のおそれのある注意報及び警報について、県、市防災危機管理課等から通報を

受けたときは、直ちに消防署等に一斉通知し、消防団と協力し住民への周知を図る。 

イ 異常現象、水防に関する情報を収集又は入手したときは、これを市防災危機管理課、

県（防災危機管理課（消防保安課））及び関係機関に通報するとともに、住民に周知す

る。 

（６）海上保安署 

災害のおそれのある注意報及び警報等について、気象庁から通報を受けたときは、航

行警報、安全通報、標識の掲揚並びに巡視船艇及び航空機による巡回等により直ちに船

舶及び海上作業関係者等へ周知するとともに、必要に応じて関係事業所に周知する。 

（７）西日本電信電話株式会社 

気象業務法に基づいて、下関地方気象台からＮＴＴ西日本山口支店に伝達された警報

は、市防災危機管理課に連絡する。 

（８）報道機関 

本章第４節に記述。 

（９）その他の防災関係機関 
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気象台、県、警察、市、海上保安署等から通報を受けた災害に関する重要な情報につい

ては、所属機関に対して、直ちに通報するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

 

２ 異常現象発見時の措置 

（１）異常現象の種別等 

次の異常気象に関する気象予・警報が発表されていないときに、当該異常気象現象を

発見した場合、下関地方気象台に通報する。 

 

異常現象 通報する基準 

異常波浪 海岸等に被害を与える程度以上のうねり、風浪であって、前後の気象状

況から判断して異常に大きい場合 

なだれ 建造物又は交通等に被害を与える程度以上のもの 

 

（２）通報系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）通報項目 

ア 現象名又は状況 

イ 発生場所 

ウ 発現日時分 

エ その他参考となる事項 

 

  

発  見  者 

防災関係機関 

下関地方気象台 

県防災危機管理課 
（消防保安課） 

海上保安官 警 察 官 

市防災危機管理課 

消防局 
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第２節 災害情報の収集・伝達計画 

 

第１項 情報収集・伝達連絡系統 

 

１ 情報収集連絡系統 

（１）連絡系統図 

ア 海上災害が発生した場合 

 

  

付近船舶 

災
害
発
生
事
業
所
・
災
害
発
生
船
舶
・
発
見
者
・
原
因
者 

大量流出関係機関 

関門・宇部海域油
災 

宇部海上保安署 

関係指定行政機関 

宇  部  市 
防災危機管理課 

（水産振興課） 
（商工振興課） 
（道路整備課） 
（環境政策課） 
（その他関係機関） 

宇部・山陽小野田消防

宇 部 警 察 署 

国 

災害対策本部 

山  口  県 
防災危機管理課 
（ 消防保安

課 ） 
（漁港漁場整備課） 
（ 環境政策課 ） 
（   港湾課   ） 
（   厚政課   ） 
（ 医療政策課 ） 
（ その他関係課 ） 

県 出 先 機 関 
 

下関水産振興局 
健康福祉センター 
農林水産事務所 
港湾管理事務所 
土木建築事務所 

関係漁業協同組合 

関 係 警 察 署 

警 察 本 部 
警  察  庁 

中国管区警察局 

自   衛   隊 

・陸上自衛隊第１７普通科連隊 
・海上自衛隊小月教育航空群 
・海上自衛隊第３１航空群 
・海上自衛隊呉地方総監部 
・海上自衛隊佐世保地方総監部外 

消  防  庁 

中国四国産業保安監督 

中国・九州運輸局 

中国・九州地方整備局 

下関地方気象台 

関係沿岸市町村 

関係機関・関係団体 

関係消防本部 

※
必
要
に
応
じ 



3－2－9 

 

イ 山口宇部空港地内及び周辺地域で発生した場合 

 

大阪航空局山口宇部空港出張所 大阪航空局 国土交通省 

空港消防救難隊構成機関 関係団体等 

消 防 庁 

港湾課 山 口 宇 部 

空港事務所 

地 域 行 政 

連絡協議会 

宇部・山陽 

小 野 田 

消 防 局 

宇部市 

空港派出所 

宇部海上保安署 

当 該 

航 空 会 社 

（県庁内関係課） 

監理課・厚政課・交通政

策課・医療政策課・広報

広聴課等 

防災危機管理課 

（消防保安課） 

近 隣 消 防 本 部 

近隣市町・地元医療機関 

宇部警察署 警察本部 
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ウ その他の火災・事故災害が発生した場合 

市災害
ボランティアセンター

防災関係機関

市
（災害対策本部）

消 防 局 警 察 署

警察本部
県

（災害対策本部）

自 衛 隊

非常災害対策本部
（内閣府）

消 防 庁

災
対
法
53
条
第
１
項

住民・公共的団体・災害上重要な施設の管理者等

災
対
法
68
条
の
2
第
１
項

緊
急
非
常
時
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 （２）市から県への災害情報の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

２ 市の措置 

（１）情報収集体制 

災害情報体制により、情報の収集・集約を行う。また、以下の点について留意し、実施

する。 

ア 防災関係課は職員のパトロール等積極的な情報収集を行う。 

イ 情報収集の実施については、住民等からの通報のほか、消防局への出動指示（要請）、

消防団の活動、警察署への協力要請・情報交換等関係機関との連携を図る。 

ウ 被害規模を早期に把握するため、消防局へ救急依頼が殺到する等の情報を消防無線

や火災情報案内電話等により積極的に収集する。 

エ 火災発生時における応急対策活動を効率よく実施するためには、正確かつ的確な情

報を迅速に入手し、判断することが重要となる。 

 市災害対策本部 

総務部 

健康福祉部 

産業経済部 

都市政策部 

土木建設部 

教育委員会 

水道局 

 県災害対策本部 

総務部 

災害救助部 

商工労働対策部 

農林水産対策部 

 土木建築対策部 

環境生活対策部 

文化対策部 

〃 

総務部 
（学事文書班） 

人的被害・物的被害速報、総括被害報告 

人的被害・物的被害速報 

一般罹災・救助関係各種被害報告 

社会福祉施設関係被害報告、医療機関被害報告 

商工業、中小企業関係各種被害報告 

農林水産事務所・水産振興局 

水産業関係各種被害報告 

公共土木施設・住宅関係各種被害報告 

児童生徒・教育施設関係各種被害報告 

（私立県立学校を除く） 

県立学校・社会教育施設等各種被害報告 

県立大学・私立学校各種被害報告 

水道施設関係被害報告 

（情報収集） 関係各社 電話・ガス被害 

（情報収集） 関係各社 電力・鉄道 

航空災害 

宇部土木建築事務所 

（情報収集） 山口河川 

国道事務所 

国直轄道路・ 

河川被害 

（情報収集） 高速道路 

被害 

西日本高速道
路㈱中国支社
山口高速道路
事務所 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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このため、消防局は情報収集体制を早期に確立するとともに、使用可能なあらゆる

手段を有効に活用し、必要な情報を収集する。（消防局） 

オ 宇部市総合気象システム（ＵＷＳ）及び山口県土木防災情報システムを活用して、

気象情報等を収集し、迅速かつ的確な災害発生の予測等を行う。 

初期情報 中期情報 

・火災発生の場所、程度、延焼方向  

・大規模救助、救急事象の発生場所及び

程度  

・付近の消防水利の状況  

・進入路確保の有無  

・その他必要事項 

・延焼拡大発生場所、程度、現場活動着手

の有無及び延焼危険とその方向  

・消火活動の見通し  

・交通混雑による通行不能箇所及び状況  

・住民の避難状況及び避難者の動向  

・危険物、高圧ガス等の漏洩・流出及び火

災危険の状況  

・その他必要事項 

 

［資料］２－５－２ 宇部市災害情報体制 

 

（２）情報伝達体制 

災害情報体制により、情報の共有・発信を行う。また、以下の点について留意する。 

ア 気象情報、災害発生の予想、避難に関する情報等は、住民その他関係機関に伝達し

てはじめて効果が現れるものであり、その伝達については、防災メールをはじめ防災

屋外スピーカー、電話、広報車、連絡員等状況に応じた方法により伝達を行うととも

に、必要に応じ、その伝達について関係機関の協力を要請する。 

イ 市が収集した情報は、県、警察署その他の関係機関に対して報告・伝達を行う。特

に、人命に関わる場合や堤防の決壊等大規模な被害が予想される場合は、応援体制等

の準備が必要であるため、未確認であっても早期に伝達を行う。 

ウ 消防局は、火災が発生し、拡大し、又は拡大が予想されるときは、推移状況、被害状

況、拡大予想等について関係機関（県、警察署、隣接市町）に対して速やかに伝達す

る。 

また、詳細な情報が不明の段階であっても概要を速報するものとし、具体的、詳細

な情報は判明次第逐次伝達する。 

エ 消防局は、航空機事故が発生し、発見者、関係機関から通報を受けた場合は、直ちに

県（防災危機管理課（消防保安課））、近隣市町（近隣消防本部）、医療機関等の防災関

係機関に通報する。 

 

［資料］２－５－２ 宇部市災害情報体制 

 

（３）被害報告 

各被害状況調査担当課は、災害情報体制により災害対策本部事務局（防災危機管理課）

へ被害報告するとともに、県の所管部局へ報告する。 

被害報告は、全体の被害状況が判明してからの報告では国、県が実施する市への応援

活動に支障をきたすため、災害が発生した場合は、直ちに判明した範囲内の災害の態様

を通報するとともに、災害に対してとった措置の概要を県に速報し、応援の必要性等を

連絡する。 
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ただし、通信の途絶等により県に連絡できない場合は、消防庁に直接連絡するものと

する。（災対法５３条） 

総務省消防庁電話  ０３－５２５３－５１１１ 

また、被害程度の認定基準については資料編に定める。 

 

［資料］３－２－１ 被害程度認定基準 

［資料］２－５－２ 宇部市災害情報体制 

 

ア 火災・災害等即報 

  「火災・災害等即報要領について」（昭和５９年１０月１５日消防災第２６７号）を

準用し、報告する。 

 

［資料］３－２－２ 火災・災害等即報要領 

 

イ 災害報告 

危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故については、消防

局は、事故発生月の翌月１０日までにその概要を「様式（事故報告）」により県石油コ

ンビナート等防災本部（防災危機管理課（消防保安課））に報告する。 

 

（４）その他の報告 

被害報告以外の報告は、関係法令、通達等に基づき取り扱う。救助法に基づく報告に

ついては、第３部第８章「災害救助法の適用計画」に定めるところによる。 

 

 

第３節 通信運用計画 

 

第１項 通信の確保 

 

１ 通信連絡責任者・事務連絡従事者の選任 

市（防災危機管理課）及び防災関係機関は、災害発生時における通信連絡事務を迅速円

滑に行うため、通信連絡責任者（防災危機管理課長）及び事務連絡従事者（防災危機管理

課職員）をあらかじめ選任しておくものとする。 

通信連絡責任者は、通信回線の確保及び関係機関の通信施設の使用優先利用等について、

適時適切に通信の確保が図られるよう努める。 

 

２ 通信の確保 

市（防災危機管理課）は、情報連絡手段として防災屋外スピーカー、防災用移動系無線

（デジタルＭＣＡ無線）、の確保に努める。また重要情報の収集、伝達を優先的かつ迅速に

行うため、次の措置をとる。 

（１）回線統制 

全回線又は任意の回線について、その発着信を統制する。 

（２）割り込み及び強制切断 

任意の話中回線に、割込みを行うほか、その回線の強制切断を行う。 
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（３）上記（１）及び（２）の措置をとる場合は、制限の内容その他必要事項について関係端

末局の無線管理者に事前に通知し、混乱を回避するものとする。 

 

３ 通信手段の確保が困難な場合 

災害により通信の確保が困難になったときは、他の機関の専用通信施設等を使用するな

どして、通信の確保を図る。 

（１）電話・電報施設の優先利用 

市（各課）及び防災関係機関は、災害時における予警報の伝達等を迅速に行なうため、

電話もしくは電報施設を優先利用する。それらが使用できない場合は、他機関が設置す

る専用電話を使用する。 

ア 一般電話及び電報 

災害時における非常通話の迅速、円滑を図りかつ輻輳を避けるため、加入電話の一

部を「災害時優先電話」として、西日本電信電話株式会社山口支店に申請し、あらかじ

め承認を受けている。 

非常電話については、災害等の非常事態が発生した場合、すべての通話に優先して

接続される。 

使い方は、１００番をダイヤルして「非常電話」又は「緊急電話」であること及び必

要とする理由を伝える。ただし、やむをえない特別の理由がある場合を除き、災害時

優先電話から申し込むものとする。 

非常電話及び緊急電話の通話内容については、次による。 

非常電話 

非常電報 

洪水、津波、高潮等が発生し、もしくは発生の恐れがあることの通報又

はその警報もしくは予防のため緊急を要する事項 

災害の予防又は救援のため緊急を要する事項 

災害の予防又は救援のため必要な事項 

緊急電話 

緊急電報 

火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故、その他人命の安全にかかわ

る事態が発生し、又は発生する恐れがある場合においてその予防、救

援、復旧に関し緊急を要する事項 

水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活

基盤を維持するため緊急を要する事項 

非常電報については、すべての電報に優先して取り扱われる。 

１１５番をダイヤルして「非常電報」又は「緊急電報」を申し込むか又は、ＮＴＴ西

日本山口支店に電報発信紙の欄外余白に「非常」又は「緊急」と朱書きして申し込むも

のとする。内容については上記のとおり。 

イ 専用電話 

防災関係機関が設置している専用電話には、警察電話等がある。災対法第５７条に

より市長は防災関係機関及び市民に対し必要な通知及び警告ができる。 

ウ 携帯電話 

災害時等における非常通話の迅速、円滑を図りかつ輻そうを避けるため、つぎの携

帯電話をあらかじめ「優先群収容回線」として、株式会社ＮＴＴドコモ中国支社山口

支店に申請し、承認を受けている。 
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防災危機管理課

（課長） 

〃  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

０９０－８９９９－４９０１ 

０９０－３１７７－４９０４ 

０９０－８９９９－４９００ 

０９０－８９９９－４９０２ 

０９０－８９９９－４９０５ 

０８０－８２４７－９０６６ 

０８０－８２４７－９０６７ 

０８０－８２４７－９０６８ 

０９０－７１３０－３７７２ 

携帯電話の「優先群収容回線」の使い方は、通常と同じ操作でよく、特別な操作は必

要ない。 

（２）防災関係機関の無線通信の利用 

防災関係機関は、激甚な災害が発生し、自己の無線通信機能が不通になったときには、

代替無線設備の配備を県に要請し、あるいは他の機関が設置している無線通信を使用す

るなどして必要な通信を確保する。 

宇部市には、県防災行政無線局が市役所、消防局、宇部県民局、県税事務所、宇部土木

建築事務所、山口宇部空港、宇部港湾管理事務所、厚東川ダム管理事務所、真締川ダム管

理事務所、山口大学医学部附属病院にある。 

ア 非常無線通信の発受 

非常無線通信は、無線局の免許人自らが発信、受信するほか、災害対策関係機関か

らの依頼に応じて発信、受信する。 

また、免許人は、防災関係機関以外の者から人命の救助に関する通報及び急迫の危

機又は緊急措置に関する通報の依頼を受けた場合は、非常無線通信実施の是非につい

て判断の上発信する。 

イ 非常通信協議会 

非常通信の利用を円滑、的確に実施するため、「非常通信協議会」が設置されている。 

名 称 機関数 会 長 

中央非常通信協議会 ３８ 総務省総合通信基盤局長 

中国地方非常通信協議会 ２８０ 中国総合通信局長 

ウ 非常無線通信利用に係る依頼文等 

電報頼信用紙又は適宜の用紙に、宛先の住所、氏名、電話番号、本文、及び発信者の

住所、氏名を記載し、最寄りの無線局に「非常」と表示して差し出す。本文は、できる

限り簡略化し、なるべく２００字以内にまとめる。 

エ 非常通報の発信を行なう無線局及び移動無線局の派遣等 

（ア）非常通信協議会所属の無線局及びいずれの無線局からも発信できる。 

（イ）陸上移動無線局の派遣 

有線通信が利用できない状況にあり、かつ付近に利用できる無線局が所在しない

場合等に対処するため、中国地方非常通信協議会は、無線局設置機関と協議して、

所属の陸上移動無線局の派遣を措置するものとする。 

（ウ）船舶無線局の利用 

陸上無線局による非常通信の確保が困難な場合等には、入港中の漁船、商船等の
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船舶無線局に対して発信を依頼することができる。 

オ 非常無線・有線に共通する事項 

（ア）非常通信の電送に要する料金 

・ＮＴＴ以外の無線局に依頼するときは、原則として有料である。 

・伝送途上において、発信局、着信局のうち１局でもＮＴＴ所属の取扱局が関係

すると、「料金免除扱いの電報」を除いて、全て有料となる。 

（イ）非常通信として取扱う通信の内容 

非常通信（無線・有線）として取扱える通信の内容は、次に掲げるもの又はこれに

準ずるものであればよい。 

・人命の救助に関するもの 

・天災の予警報（主要河川の水位を含む）及び天災その他の災害に関するもの 

・緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料 

・電波法（昭和２５年法律第１３１号）第７４条実施の指令及びその他の指令 

・非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非

常事態に伴う緊急措置に関するもの 

・暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの 

・非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの 

・遭難者救護に関するもの 

・非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの 

・鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回線の破損又は障害の状況及びその修理

復旧のための資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの 

・中央防災会議、同事務局、地方防災会議、緊急災害対策本部、非常災害対策本部

及び災害対策本部相互間に発受する災害救援その他緊急措置に要する労務、施

設、設備、物資及び資金の調達、配分、輸送等に関するもの 

・救助法第７条及び災対法第７１条第１項の規定に基づき、都道府県知事から医

療、土木建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの 

カ 防災相互通信用無線 

（ア）大規模災害時に、円滑かつ的確な応急対策を関係機関が実施するため、県、関係市

町、消防、警察、海上保安庁等相互間の通信連絡手段として「防災相互通信用無線」

をそれぞれが整備しなければならない。 

この防災相互通信用無線は、１５０ＭＨｚ帯と４００ＭＨｚ帯とがあり、どちら

も整備する必要がある。 

（イ）この無線は、陸上移動局及び携帯局で構成され、移動範囲は当該無線局の目的を

達成するために必要な陸上、海上又は空域となっていることから、当該地域の災害

応急対策に必要な情報収集、連絡は、これを使用するなどして、通信の確保を図る

ものとする。 

（３）民間団体等の通信施設の活用 

大規模な災害等が発生した場合、アマチュア無線、タクシー等の業務用無線は、発災

初期における被害概況の情報提供、また、応急対策活動時においてはその機動力を活用

しての情報収集・伝達活動等に威力を発揮することができる。 

このため、市（防災危機管理課）は通信途絶時等における情報収集・伝達手段を補完す

るものとしてこれらの円滑な協力が得られるよう検討する。 
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第２項 通信施設設備の整備 

 

１ 市の対策 

市（防災危機管理課）では、楠地域との非常時の無線手段を確保するため新たに防災用

移動系無線（デジタルＭＣＡ無線）システムを導入し、次の２系統の通信網となる。今後

は、防災行政無線（同報系）について、整備促進に努める。 

（１）防災用移動系無線８００ＭＨｚ（デジタルＭＣＡ無線） 

ア 親局１局 半固定局１局 

イ 携帯局１００局 

※令和４年４月１日現在の状況 

（２）携帯電話（防災関係課連絡系統で運用） 

 

 

第４節 災害時の放送 

 

第１項 放送局に対する放送の要請 

 

１ 市の措置 

災害時において、市（防災危機管理課）は災害に関する予警報、災害に対してとるべき措

置について通知、要請、伝達又は警告が緊急を要し、その通信に特別の必要があるときは、

放送機関に放送を要請し（災対法第５７条）、市民等へ必要な情報を提供する。 

 

２ 放送要請取扱要領 

（１）放送要請ができる災害 

大規模な火事もしくは爆発等又は暴風等の自然現象による災害発生時。 

（２）放送手続 

市（防災危機管理課）が、放送要請書により県に対して放送要請を行なう。 

ただし、県との間に通信途絶等特別な事情がある場合は、市長は放送機関に対して直

接要請を行なうことができる。この場合、市長は事後速やかに県に報告するものとする。 

また、株式会社エフエムきららに対しては、協定に基づき市が直接放送要請を行うも

のとする。 

 

［資料］３－２－５ 放送要請書 

 

放送機関 連絡責任者 連絡先 

ＮＨＫ山口放送局 放送部長 ０８３－９２１－３７３７ 

山口放送株式会社 報道部長 ０８３４－３２－１１１０ 

テレビ山口株式会社 報道制作局長 ０８３－９２３－６１１３ 

株式会社エフエム山口 編成制作部長 ０８３－９２４－４５３５ 

山口朝日放送株式会社 報道制作部長 ０８３－９３３－１１１１ 

株式会社エフエムきらら 防災担当ディレクター ０８３６－３５－１２３１ 
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第２項 緊急警報放送 

 

大災害の危機が迫っているときに、事前に市民等に情報を提供する手段として緊急警報放

送がある。 

緊急警報放送は、放送機関が発する緊急信号電波を専用の受信機又はこれを内蔵しラジオ・

テレビ等が受信し、警報音等により市民に知らせるものである。 

 

１ 緊急警報信号の使用 

緊急警報信号は、次のいずれかに該当するときで災害情報の伝達に特に緊急を要しかつ

広域伝達に適した場合に使用される。 

（１）大規模地震対策特別措置法により、大規模地震の警戒宣言が発せられたことを放送す

る場合。 

（２）気象業務法の規定により、津波警報が発せられたことを放送する場合。 

（３）災対法第５７条に基づく、知事からの要請により放送する場合。 

 

２ 放送機関 

緊急警報信号を使用して放送を行う放送機関は、日本放送協会（ＮＨＫ山口放送局）で

ある。 

 

３ 利用方法 

市長（防災危機管理課）は、知事を通じて放送局に対し、緊急警報信号の放送を行うこと

を求める。 

 

４ 緊急警報受信機等の普及 

緊急警報放送を受信するためには、専用の受信機又は内蔵したラジオ・テレビ等が必要

であるが、その普及はまだ十分でなく、今後市及び防災関係機関は、災害予防の観点から

これの普及に努めるものとする。 

 

 

第５節 広報計画 

 

第１項 広報実施機関 

 

担当課 広報広聴課 市民活動課 

対 象 報道機関・市民 市民 
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第２項 災害時の広報活動 

 

１ 災害広報連絡系統図 

 

 
 

２ 情報の収集及び広報資料の作成 

（１）収集事項、収集内容及び収集対象機関 

収集事項 収集の内容 収集対象機関 

気象情報 情報の出所 

情報発表の日時 

情報の内容 

住民の心構え及び対策 

防災危機管理課 

災害情報及び資料 情報の出所 

災害発生の日時場所 

災害の対象、範囲、程度 

災害発生の経過 

防災危機管理課 

各防災関係課 

防災関係機関 

避難等の措置の状況 情報の出所 

避難措置の実施者 

避難した地域、世帯、人数 

緊急避難場所・避難所、避難日時 

理由及び経過 

地域福祉課 

消防団、自衛隊等の出

動状況 

情報の出所 

出動機関又は出動要請者 

出動日時、出動対象、目的 

出動人員、指揮者、携行機械器具等経過 

消防局 

防災危機管理課 

応急対策の情報及び資

料 

情報の出所 

応急対策実施日時 

応急対策の内容 

実施経過及び効果 

防災危機管理課 

各防災関係課 

防災関係機関 

商業施設や金融機関の

営業状況、医療機関の

診療情報 

営業店舗の所在地・営業時間 

診療を実施している医療機関の診療科

目・所在地・診療時間 

商工振興課 

出納室 

地域医療対策室 

山 口 県 災 害 対 策 本 部 

市災害対策本部 防災関係機関 

市 民 

市民・ふれあいセンター 報道機関 消防団 

広報車 広報車 広報車 

防
災
メ
ー
ル 

防
災
情
報
フ
ァ
ッ
ク
ス 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 
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その他災害に関する各

種措置の状況 

 

情報の出所 

措置の実施者 

措置の内容、対象、実施機関 

実施理由、経過、効果 

防災危機管理課 

各防災関係課 

防災関係機関 

美談などの災害関連情

報 

情報の出所、日時、場所 

内容、経過、連絡先 

防災危機管理課 

各防災関係課 

防災関係機関 

（２）災害広報の実施方法 

広報対象 広報事項 実施担当 広報手段 

市民 気象情報等の周知 

防災上の注意事項 

応急対策状況の周知 

避難指示等の周知 

商業施設や金融機関

の営業状況 

医療機関の診療情報 

市民活動課 

広報広聴課 

商工振興課 

出納室 

地域医療対策室 

消防機関 

防災危機管理課 

広報車巡回 

報道機関へ依頼 

防災関係機関へ依頼 

防災メール・防災屋外ス

ピーカー・エリアメー

ル・緊急速報メールなど  

防災関係機

関 

気象情報等の周知 

防災上の注意事項 

応急対策状況の周知 

避難指示等の周知 

防災危機管理課 防災用移動系無線 

報道機関 気象情報等の周知 

防災上の注意事項 

応急対策状況の周知 

避難指示等の周知 

商業施設や金融機関

の営業状況 

医療機関の診療情報 

広報広聴課 

防災危機管理課 

Ｌアラート配信、ＦＡＸ

送信 

 

３ 消防局の災害広報活動 

地域住民の不安や混乱の防止及び消防活動への協力を得るため、迅速かつ適切な広報活

動を実施する。 

この場合、情報の混乱をきたさないよう、市（防災危機管理課）と情報の一元化、役割分

担について協議する。 

（１）住民広報 

住民に対する注意と警戒を喚起するとともに避難指示等により不安の解消と迅速適切

な避難を行うために実施する。 

ア 災害情報 

（ア）気象情報 

（イ）被害状況 

（ウ）危険区域の状況、警戒区域の設定状況 

（エ）安否情報 

（オ）道路交通情報 
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（カ）その他必要事項 

イ 避難広報 

（ア）避難指示の出された地域の範囲等 

（イ）避難先（緊急避難場所等の所在地、名称） 

（ウ）避難経路 

（エ）避難の理由（危険切迫の理由） 

（オ）避難上の留意事項（戸締まり、火気の点検、服装、携行品、集団避難等） 

（カ）避難順位 

（キ）その他必要事項 

（２）報道広報 

警察、消防局、市（広報広聴課）と調整の上、次の事項について、発表する。なお、市

対策本部が設置された場合は、消防単独の発表は行わない。 

ア 被災状況等 

（ア）消防活動の概況及び関係機関の対応状況等 

（イ）災害危険区域等 

（ウ）避難、警戒区域設定状況 

（エ）避難状況、災害に対する留意事項 

（３）伝達・広報手段 

ア 広報は、有線放送、広報車、航空機、口頭伝達、テレビ、ラジオ等公共放送機関を活

用して行う。 

イ 住民等への伝達内容が緊急を要し、他の方法による伝達が困難な場合は、放送要請

の手続きをとる。 

 

第３項 放送局の報道計画 

 

１ 法令に基づく放送送出 

（災対法第５７条、気象業務法第１５条、日本赤十字社法第３４条） 

要請者 放送機関 要請受理窓口 措 置 

知事 

市長 

日本赤十字社

等 

ＮＨＫ 

日本放送協会山口放送局 

ＫＲＹ 

山口放送株式会社 

ＴＹＳ 

テレビ山口株式会社 

ＦＭＹ 

株式会社エフエム山口 

ＹＡＢ 

山口朝日放送株式会社 

 

放送部長 

 

報道部長 

 

報道制作局長 

 

編成制作部長 

 

報道制作部長 

ＮＨＫ、ＫＲＹ、ＴＹＳ、 

ＦＭＹ、ＹＡＢは、緊急 

放送の要請を受けたと

きは、検討の上、次の事

項等に留意して、その都

度決定し、放送を実施す

る 

・放送送出内容 

・要請側の連絡責任者 

・優先順位 

・その他必要な事項 
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２ 各放送局の対応 

（１）ＮＨＫ山口放送局 

種 類 放送要領 

臨時ニュース （１）チャイムを鳴らす。 

（２）番組を中断して送出。定時放送終了後も臨時に送出。 

ニュース速報 番組を中断又はステーションブレイクを利用して送出。 

テレビ画面は、スーパーで送出する場合もあり。 

気象警報等 気象警報、津波警報・注意報、地震情報、台風情報等は「臨時ニュー

ス」又は「ニュース速報」に準じて送出。 

 

（２）山口放送 

ア 定時ニュースの時間で放送 

イ 定時の天気予報の時間で放送 

ウ 番組の途中又はステーションブレイクに、ニュース速報として放送 

エ 報道特別番組の制作、放送 

（３）テレビ山口 

ア ＪＮＮニュース、ＴＹＳニュースによる定時のニュース報道 

イ 天気予報の利用による報道 

ウ 番組中のスーパーインポーズによる速報及びスポットによる臨時報道 

エ 緊急事態発生の際は、ローカル番組を変更し、報道特別番組等を組み放送 

（４）エフエム山口 

ア ＪＦＮニュース 

イ 天気予報の利用による放送 

ウ 自社制作の番組の途中又はステーションブレイクにニュース速報として放送 

エ 緊急事態の際は特別報道番組を制作、放送 

（５）山口朝日放送 

ア ＡＮＮニュース、ＹＡＢニュースによる定時のニュース報道 

イ 天気予報の利用による報道 

ウ 番組中のスーパーインポーズによる速報及びスポットによる臨時ニュースを放送 

エ 緊急事態の際は、自社制作番組を変更し、報道特別番組等を制作、放送 

（６）エフエムきらら 

  ア 災害発生時又は発生の恐れがある場合に災害情報を放送 

（７）山口ケーブルテレビジョン 

  ア Ｌ字画面に切替え、文字放送による放送 

 

第４項 安否情報の提供 【県（防災危機管理課（消防保安課））・市】 

 

県及び市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益

を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障

を及ぼさない範囲で、安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合において、安否

情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係機関と協力して、被災者に関する情報
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の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐

れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者

の個人情報の管理を徹底する。 
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第３章 事前措置及び応急公用負担計画 

 

 

    

                  

 

事前措置計画 

警察署長、海上保安署長の事前措置の指示 

消防長の事前措置命令 

事
前
措
置
及
び
応
急
公
用
負
担
計
画 

市長の事前措置の指示  

事前措置の指示、命令、要求の手続き 

応急公用負担計画 

事前措置の予告  

警察官、海上保安官の権限 

自衛官の権限 

市長の権限  

消防吏員又は消防団員の権限 

知事の権限  

消防長の権限 
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第１節 事前措置計画 

 

第１項 市長の事前措置の指示（災対法第５９条１項） 

 

１ 指示権発動の条件 

災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させ

るおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡

大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置

をとることを指示することができる。 

この措置は、災害の発生するおそれのあるとき以外の平常時において、とることはでき

ない。 

（１）予警報が発せられたとき（災対法第５９条１項） 

（２）警告をしたとき（災対法第５６条） 

（３）水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき（水防法第１２条） 

（４）水防上危険であると認められる所があるとき（水防法第９条） 

（５）地震、台風、水害、火災の非常事態における知事の指示があった場合 

（消防組織法第４３条） 

 

２ 指示の対象 

危険物の製造所・貯蔵所・高圧線・高い煙突・ネオン看板・材木・危険物等災害が発生

した場合にその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の所有者、占有

者又は管理者 

 

３ 指示の内容 

災害が発生した場合に災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の除去、

補強、保安措置、その他必要な措置 

 

４ 代執行 

指示事項を履行しない場合は、行政代執行法に基づいて市長が代執行できる。（第２節応

急公用負担関連） 

 

第２項 警察署長、海上保安署長の事前措置の指示（災対法第５９条２項） 

 

警察署長、海上保安署の長は、市長から要求があったときは、第１項の市長の指示を行う

ことができる。 

ただし、指示を行ったときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

第３項 消防長の事前措置命令（消防法第３条） 

 

１ 命令発動の条件 

（１）屋外において火災の予防に危険であると認める場合 

（２）屋外において消防活動に支障となると認める場合 
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２ 命令の対象 

屋外において火災予防に危険であると認める行為者又は火災予防に危険であると認める

物件もしくは消防活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有

する者。 

 

３ 命令の内容 

（１）火遊び、喫煙、たき火、溶接その他これらに類する行為の禁止もしくは制限又はこれ

らの行為を行う場合の消火準備 

（２）残火、取灰又は火粉の始末 

（３）危険物又は放置されもしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その

他の処理 

（４）みだりに存置された物件の整理又は除去 

 

第４項 事前措置の指示、命令、要求の手続き 

 

原則として文書によるのが適当であるが、緊急を要する措置であるので、口頭により、事

後文書を交付する。 

 

第５項 事前措置の予告 

 

事前措置の指示、命令、要求は緊急事態が切迫した場合に即時に管理者等に対して行うこ

とができるが、その時になって初めて指示等を行ったのでは、直ちに適切な措置ができない

場合が予測されるので、災害が発生した場合、事前措置の対象となることが予測できるもの

については、あらかじめ管理者等に対して次の様式により予告を行うものとする。 

 

［資料］３－３－１ 事前措置予告通知書 

 

 

第２節 応急公用負担計画 

 

第１項 市長の権限（災対法第６４条、６５条） 

 

１ 権限行使の要件 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するた

め緊急の必要があると認めるとき。 

 

２ 公用負担の内容 

（１）物的公用負担（災対法第６４条） 

ア 土地建物その他の工作物の一時使用 

イ 土石、竹木その他の物件の使用又は収用 

ウ 現場の災害を受けた工作物又は物件で、応急措置の実施の支障となるものの除去、

破壊、移転、伐採等 
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（２）人的公用負担（災対法第６５条） 

住民又は現場にある者を応急措置に従事させることができる。 

 

３ 公用負担の手続き等 

（１）物的公用負担 

公用令書は要しないが、事後速やかに手続きを要す。（災対法第６４条、同法施行令第

２４条～２７条、行政代執行法第５条、６条） 

（２）人的公用負担 

相手方に口頭で指示する。 

 

４ 損失補償及び損害賠償 

災対法第８２条１項、８４条１項の規定による。 

 

第２項 警察官、海上保安官の権限（災対法第６４条７項、６５条２項、６３条２項） 

 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいないとき、又はこれらの要求があった

ときは、市長の公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

第３項 自衛官の権限（災対法第６４条８項、６５条３項、６３条３項） 

 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官は、市長の公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

第４項 消防吏員又は消防団員の権限（消防法第２９条） 

 

火災のみならず、水災を除く他の災害に準用する。（消防法第３６条） 

 

１ 権限行使の要件と権限の内容 

（１）物的公用負担 

消火、延焼の防止、人命救助のため必要があるときは、火災が発生しようとし、又は

発生した消防対象物及びこれらのある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限する

ことができる。 

（２）人的公用負担 

緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火もしくは延焼防止又は人命

救助その他の消防作業に従事させることができる。 

 

２ 損失補償及び損害補償 

消防法第２９条３項、３６条の３の規定による。 
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第５項 消防長の権限（消防法第２９条、３０条、３６条） 

 

火災のみならず、水災を除く他の災害に準用する。（消防法第３６条） 

 

１ 権限行使の要件と内容 

（１）火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して、延焼防止のためやむを得

ないと認めるときは、延焼のおそれのある消防対象物及びこれらのある土地を使用し、

処分し又はその使用を制限することができる。 

（２）消火、延焼防止、人命救助のため緊急の必要があるときは、（１）以外の消防対象物及

びこれらのある土地を使用し、処分し又は使用を制限することができる。 

（３）火災の現場に対する給水を維持するため緊急の必要があるときは、水利を使用し又は

用水路の水門、樋門、水道の制水弁の開閉を行うことができる。 

 

２ 損失補償及び損害補償 

消防法第２９条３項、３６条の２の規定による。 

 

第６項 知事の権限（救助法第７条、８条、災対法第７１条、８１条） 

 

１ 救助法を適用した場合（救助法第７条、８条、災対法第７１条、８１条） 

（１）従事命令 

ア 権限行使の要件 

救助を行うため、特に必要があると認めるとき。 

イ 命令の対象（救助法施行令第４条） 

（ア）医療関係者 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師 

（イ）土木建築工事関係者 

土木技術者又は建築技術者、大工、左官、とび職、土木業者、建築業者及びこれ

らの者の従事者 

（ウ）輸送関係者 

地方鉄道業者、軌道経営者、自動車運送事業者、船舶運送事業者、港湾運送事業

者及びこれらの者の従事者 

ただし、内閣総理大臣より他の都道府県の救助の応援を命ぜられた場合は、医療

又は土木建築関係者のみが対象となる。 

ウ 命令の内容 

救助に関する業務に従事させる。 

エ 命令の手続き（救助法第７条第４項） 

オ 実費弁償 

災害救助法７条５項の規定による。 

カ 扶助金の支給 

災害救助法第１２条の規定による（協力命令についても同様）。 

（２）協力命令（救助法第８条） 

救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 
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（３）物的公用負担（救助法第９条） 

ア 権限行使の要件 

救助を行うため特に必要があると認めるとき、又は内閣総理大臣の命令を実施する

とき 

イ 権限の内容と対象（救助法施行令第６条） 

（ア）病院、診療所、旅館又は飲食店の施設の管理 

（イ）土地、家屋、もしくは物資の使用 

（ウ）物資の生産、集荷、販売、配給、保管もしくは輸送を業とする者に対して、その

取扱う物資の保管又は収用 

ウ 公用負担の手続き 

公用令書により命じる。（救助法第９条第２項） 

エ 損害補償 

救助法第９条第２項の規定による。 

 

２ 災対法に基づく知事の命令権（災対法第７１条） 

（１）権限行使の要件 

災害が発生した場合において、次の事項について応急措置を実施するため、特に必要

があると認められるとき。 

ア 災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関する事項 

イ 施設及び設備の復旧に関する事項 

ウ 清掃、防疫、その他の保健衛生に関する事項 

エ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

オ 緊急輸送の確保に関する事項 

カ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

（２) 権限の対象と内容 

救助法を適用した場合の例による。（従事命令、協力命令、物的公用負担） 

（３）命令の手続き 

公用令書により命じる。（災対法第８１条） 

（４）損失補償及び損害補償 

災対法第８２条、８４条の規定による。 

 

［資料］３－３－２ 公用令書 
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第４章 救助・救急、医療等活動計画 

 

 

 

  

 
救助・救急計画 

医療救護体制 

健康管理体制 

救
助
・
救
急
、
医
療
等
活
動
計
画 

救助法に基づく医療・助産計画 

集団発生傷病者救急医療計画 

医療等活動計画 

救助・救急の実施 

傷病者の搬送  

関係機関（者）の措置 

救急医療活動等 

実施方針  

費用の負担 

救急医療活動報告書の提出 

災害時における医療救護の流れ 

医薬品・医療資機材の補給 
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第１節 救助・救急計画 

 

第１項 救助・救急の実施 

 

１ 実施機関 

（１）消防局 

ア 大規模な災害事故発生により多数の傷病者等が発生した場合、宇部・山陽小野田消

防組合救急業務規程によるほか、この計画により消防署、消防団の全機能をあげて救

出、救護、搬送の救急業務を行う。 

大規模災害事故とは、次に掲げる場合で、死傷者が多数に及ぶとき。 

（ア）火災、水災、地震、陥没、崖崩れ、地滑り等によるもの 

（イ）すべての陸上の交通機関及び航空機等の事故によるもの 

（ウ）旋風、突風等及び船舶の転覆、浸水によるもの 

（エ）爆発物等の爆発及びガス・危険物の漏洩等によるもの 

（オ）その他によるもの 

イ 救助・救急活動は、消防機関が行い、消防機関は、災害に対応した救助・救急資機

材を活用して組織的な人命救助・救急活動を実施する。 

ウ 救助・救急の必要な現場への出動は、救命効果を確保するため、状況に応じて救急

隊と他の隊（救助隊等）が連携して出動する。 

エ 救助活動に必要な人員、資機材等が不足する場合は、直ちに、近隣市町に対し必要

な応援要請を行うとともに、県に対して、自衛隊の派遣、緊急消防援助隊の応援要請

を行い、救助活動に必要な体制を確保する。 

オ 救助活動に必要な重機等の資機材が不足する場合は、関係事業者の協力を仰ぎ迅速

に調達する。 

カ 警察、医療機関、県等と積極的に連携し、負傷者の救出・救助に万全を期する。 

キ 救急活動にあたっては、あらかじめ定めた救護所、又は必要に応じ災害現場付近に

救護所を設置し、医療関係機関・消防団・ボランティア等と連携し、負傷者の救護に

あたる。 

ク 負傷者の搬送は、救命処置を必要とする重傷者を最優先とし、関係機関と連携し、

後方医療機関へ搬送する。 

（２）市（地域医療対策室） 

ア 警察、医療機関、県等と積極的に連携し、負傷者の救出・救助に万全を期する。 

イ 救急活動にあたっては、あらかじめ定めた救護所、又は必要に応じ災害現場付近に

救護所を設置し、医療関係機関・消防団・ボランティア等と連携し、負傷者の救護に

あたる。 

（３）警察 

ア 別に定める計画に基づき、救出・救助活動を実施する。 

イ 市、消防局・消防団、自衛隊、日赤山口県支部等と積極的に連携し負傷者の救出・

救助に万全を期する。 

ウ 関係機関と協力して、行方不明者の捜索にあたる。 

（４）海上保安署 

ア 船舶の海難、海上における人身事故（行方不明者を含む。）等が発生した場合は、所

属巡視船艇、航空機を集中的かつ効率的に運用し、救助活動を実施する。 
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イ 必要に応じ、本部に対し船艇、航空機及び特殊救難隊等の派遣を要請する。 

ウ 負傷者の搬送・救護にあたっては、県、市、日赤山口県支部、消防関係機関等と協

力して、救助活動の実効を期する。 

エ 救出・救助に自衛隊の応援が必要と認めるときは、派遣要請を行い、救出・救助に

万全を期する。 

オ 海上における救難・救出活動等の実施に支障を来たさない範囲において、陸上にお

ける救助・救急活動等について支援する。 

（５）自衛隊 

県知事等からの要請を受け、消防機関、警察、医療機関と連携し、負傷者の救助・救

出、行方不明者の捜索にあたる。 

 

２ 救助法による救出の実施 

救助法が適用された災害により、生命身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態に

ある者を捜索し又は救出して、その者を保護することを目的とする。 

この場合の実施機関は、市長に委任されており、消防局が行う。 

（１）救出を受ける者 

ア 災害のため、現に生命身体が危険な状態にある者又は、生死不明の状態にある者 

・地すべり、がけ崩れ等により生き埋めになったような場合 

・行方不明の者で諸般の情勢から生存していると推定される者 

・行方不明は判っているが、生命があるかどうか明らかでない者 

（２）救出の実施期間 

ア 災害発生の日から３日以内。 

イ 災害の状況により内閣総理大臣の承認を得て救出期間を延長することができる。 

（３）救出のための費用 

国庫負担の対象となる費用の範囲は、次のとおり。 

ア 借上費… 船艇その他救出に必要な機械器具の直接捜索及び救出に使用した期間中

の借上費 

イ 修繕費… 救出のため使用（借上使用含む。）した機械器具の修繕費 

ウ 燃料費… 機械器具を使用する場合のガソリン代、石油代、捜索、救出作業を行う

場合の照明代、又は救出した者を蘇生させるために必要な採暖用燃料費 

（４）整備保存帳簿 

消防局は下記の書類を防災危機管理課に提出し、防災危機管理課は内容を確認した後、

地域福祉課に提出し、地域福祉課は県（厚政課）に報告、保存するものとする。 

ア 救助実施記録日計票（様式５－２） 

イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿 

ウ 被災者救出状況記録簿 

エ 被災者救出関係支払証拠書類 

 

３ 住民及び自主防災組織の役割 

住民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救

急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 
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第２項 傷病者の搬送 

 

１ 傷病者の搬送手順 

（１）傷病者搬送手順の判定 

医療救護責任者及び救急隊は、救助隊等から運び込まれた傷病者に救命処置等を行っ

たのち、医療機関に搬送するか否かを判断する。 

（２）傷病者の後方医療機関への搬送 

ア 消防局又は医療機関の救急車等により搬送するものとするが、対応が困難な場合は、

市又は関係機関に搬送用車両の手配、配車を依頼する。 

イ 傷病者搬送の要請を受けた県又は関係機関は、救護班で示された順位に基づき、収

容先医療機関の受け入れ体制を十分確認の上、搬送する。 

ウ 重傷者等の場合は、消防防災ヘリコプター及びドクターヘリを活用し、必要に応じ

て山口大学、自衛隊、海上保安署等に対し、ヘリコプターによる搬送を要請する。 

 

２ 傷病者搬送体制の整備 

（１）情報連絡体制 

傷病者を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬送するためには、収容先医療機関の被災状

況、空きベッド数等情報の把握が必要となる。 

このため、県（健康福祉センター）は、広域災害救急医療情報システムを活用し、災

害発生と同時に管内医療機関の把握に努め、医療救護所との連絡調整を図る。 

（２）搬送順位 

あらかじめ、地域ごとに医療機関の規模、位置、診療科目等をもとに、およその搬送

可能者数を想定しておく。 

 

［資料］３－４－４ 病院 

 

（３）搬送経路の確保 

緊急道路の確保に係る県対策部（道路整備課、交通規制課）との連携体制を図り、柔

軟な後方医療機関への搬送経路を確保する。（道路整備課、警察署） 

（４）トリアージ・タッグの整備 

大規模災害時における傷病者の適切な処置、搬送を混乱なく行うため、医療救護活動

に関わる関係機関（地域医療対策室、消防局）は、治療順位を決定する際に必要となる

トリアージ・タッグの整備を図る。 

 

［資料］３－４－５ 標準トリアージ・タッグ 
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第２節 医療等活動計画 

 

第１項 災害時における医療救護の流れ 

被災現場
（救出・救護） （医療救護班）

・応急措置
緊急避難場所 ・トリアージ
・避難所

入院患者

搬送

搬送 救護所

後方医療施設

災害拠点病院

搬送

搬送

搬送
後方医療施設

基幹災害
拠点病院

山口大学医学
部附属病院

 
  

第２項 医療救護体制  

 

１ 医療救護活動 

（１）医療救護班の編成 

ア 市（地域医療対策室）は、状況に応じ、県（健康福祉センター）の広域災害救急医

療情報システムと連携を図り必要な医療救護所数、医療救護班数を算出し、地域の救

護体制の実情把握に努めるとともに、医師会等の協力を得て、災害時の医療救護班（歯

科医療救護部隊を含む。）を確保する。 

イ 医療救護班の編成基準 

医師・歯科医師 ２～３名  

薬剤師 １名 必要に応じて編入 

看護師・歯科衛生士 ４～６名 うち１名は師長 

事務職員 １名  

診療車等の車両を有するとき運転手１名 

※ 医療救護班はおおむね１救護所１班を目安に編成する。 

（２）市（地域医療対策室）の活動内容 

ア 宇部市医師会等の協力を得て、医療救護班を設置する。 

イ 市のみでは十分でないと判断した場合は、県（健康福祉センター）に応援要請を行

う。要請は電話等でよいが後日正式に文書をもって行う。 

この場合、次の事項を示して応援要請を行う。 

・医療救護班の派遣要請場所及び派遣期間 

・必要とする医療活動の内容（内科、外科、産婦人科等の別）及び必要資機材 

・応援必要班数 

・現地への進入経路、交通状況 

・その他参考になる事項 

ウ 緊急を要する場合は、隣接の市町等に応援の要請を行い、事後県（健康福祉センタ

ー）にその状況を報告するものとする。 
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（３）救護所の設置 

ア 医療救護班は、市があらかじめ定めた救護所又は被害の状況に応じ県が設置する救

護所において、救護活動を実施する。救護所の設置場所は、原則として、緊急避難場

所、避難所、災害現場とするが、災害の状況により必要と認めるときは、関係機関の

協力を得て、発災地周辺の医療施設を救護所とする。 

イ 医療救護班の業務内容は、病院その他の医療施設で本格的な治療を開始するまでの

応急的処置で概ね次のとおりとする。 

（ア）傷病者に対する応急措置 

（イ）後方医療施設への転送の可否及び転送順位の決定 

（ウ）輸送困難な患者、軽傷患者等に対する医療 

（エ）助産救護 

（オ）死亡の確認、死体の検案・処理 

（４）避難所救護センターの設置 

ア 避難生活が長期にわたる場合、避難所救護センターを設置することとなるが、その

設置、運営は、医療機関の稼動状況を勘案して県が行う。この場合、市（地域医療対

策室）、市医師会と協議して設置する。 

イ 避難所救護センターの医師については、初期においては内科系を中心とした編成に

努め、その後、精神科医等を含めた編成に切替える。 

 

２ 後方医療体制 

（１）災害拠点病院 

県（医務班）は、２次医療圏ごとに災害拠点病院を定め、救護所で救急処置された傷

病者のうち、入院し本格的治療を要する者について、必要な医療救護活動を行う。 

（２）基幹災害拠点病院 

県（医務班）は、基幹災害拠点病院を定め、救護所又は災害拠点病院で治療された傷

病者のうち、特殊な治療を必要とする者、また、高度な救命処置を必要とする者につい

て、必要な医療救護活動を行う。 

（３）災害拠点病院、基幹災害拠点病院は、災害時の後方医療機関として迅速かつ的確な医

療措置を実施するために、防災能力の向上を図る。また、担当者の訓練、医薬品、医療

資機材の確保をしておくものとする。 

（４）現場救護班及び避難所救護センターと後方医療機関との間の連絡調整、情報提供は県

（医務班）が実施する。 

（５）後方医療機関への傷病者の搬送について、県は必要に応じ、緊急輸送関係省庁（国土

交通省、海上保安庁、防衛省、消防庁、警察庁）に対し、輸送手段の優先的確保を要請

する。 

 

３ 個別疾病対策 

（１）人工透析 

人工透析については、慢性的患者及び災害によって生じる挫滅症候群（クラッシュ・

シンドローム）による急性的患者に対して実施することが必要となる。 

このため、次の方法により人工透析医療の確保を図る。 

ア 発災時には、日本透析医会が被災地及び近隣における人工透析患者の受療状況及び

透析医療機関の稼働状況を把握し、県（災害救助部）へ伝達する。 
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イ 救急医療情報センターは、透析医療機関の稼働状況を県、市、消防局に提供する。 

ウ これらの情報をもとに、県（医務班）及び市（地域医療対策室）は、報道機関等を

通じて、透析患者や患者団体等へ的確な情報を提供し、診療の確保を図る。 

エ 処置に必要な水、医薬品の確保については、必要な情報を日本透析医会が県に提供

するとともに、必要な措置を要請する。 

オ 県（医務班）は、直ちに関係機関に連絡し、必要な措置を講じるものとする。 

（２）難病 

県（健康福祉センター）は、難病患者等の医療に必要な医薬品等を確保するため、次

の対策を講じる。 

ア 医療機関、県、国と一体となった情報収集及び連絡体制を確立する。 

イ 難病治療に必要な医療機器及び医薬品（例：ＡＬＳ等の在宅人工呼吸器、酸素、ク

ローン病の成分栄養、膠原病のステロイド系薬品等）の把握に努め、薬品の確保を図

る。 

 

第３項 健康管理体制 

 

災害時における健康管理は、一次的には市（健康増進課）が実施する。 

保健福祉専門職活動の一元化が必要な場合、「宇部市災害時保健活動マニュアル」に基づき、

健康増進課長の指示により、市の保健福祉専門職で構成された「健康管理班」が行う。 

県（健康福祉センター）は、これを応援・補完する立場から直轄健康管理班を編成し、市

からの応援要請、また、自ら出動し、健康管理活動を実施するとともに、関係機関に支援を

要請する。 

 

１ 健康管理活動 

医療救護班との連携のもと、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理（保健指導及

び栄養指導等をいう。）を行う。 

（１）健康管理班の編成 

１班あたりの構成は「宇部市災害時保健活動マニュアル」に基づき、保健師・栄養士

を中心とした、保健福祉専門職２名程度とし、状況に応じて、医師・看護職員等を編入

する。 

（２）市（保健福祉専門職）の活動 

ア 医療救護班との連携のもと、保健師等により、被災者のニーズに的確に対応した健

康管理（保健指導・栄養指導）を行う。 

イ 市のみでは十分対応できないと判断した場合は、県（健康福祉センター）に応援要

を行う。 

ウ 緊急を要する場合は、直接近隣の市町に応援要請を行い、事後県（健康福祉センタ

ー）にその状況を報告するものとする。 

（３）健康管理活動の内容 

ア 避難所等における保健指導（健康・栄養相談・健康教育等）及び家庭訪問指導 

イ 要配慮者 （高齢者、障害者、難病患者、妊婦、乳幼児等）に対する保健指導 

ウ メンタルヘルスケアの実施 

エ 避難所における食事、共同調理、炊き出し等の指導助言 

オ 肺血栓塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）、熱中症の予防対策 
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カ 関係機関との連絡調整 

 

第４項 救助法に基づく医療・助産計画 

 

１ 実施機関 

（１）市 

災害時において、平常時の医療及び助産が不可能又は困難になったときは、市長（地

域医療対策室）が医師会長等の協力を得てその対策を実施する。 

（２）県 

救助法が適用されたときは、知事が行う。ただし、知事がその職権を市長に委任した

とき又は緊急に医療救護を実施する必要がある時は、救助法施行細則第２条第１項の規

定により、市長が着手することができる。 

（３）日赤山口県支部 

救助法が適用されたときは、知事の委託を受けて医療救護・助産活動に従事する。 

 

［資料］３－４－７ 山口県赤十字奉仕団 

 

（４）宇部市医師会 

救助法が適用されたときは、市長の委託を受けて医療救護・助産活動に従事する。 

 

２ 医療救護・助産の対象 

（１）医療を受ける者 

ア 応急的に医療を施す必要のある者で、災害のため医療の途を失った者。 

イ 経済的能力の有無は問わない。また、障害を受け又は疾病にかかった日時を問わな

い。 

ウ  被災者のみに限定されない。 

（２）助産を受ける者 

ア 災害発生の日以前又は以後７日以内に分娩（死産及び流産含む）した者で助産の途

を失った者 

イ 経済的能力の有無は問わない。また、被災者であるかどうかも問わない。 

 

３ 医療救護・助産対象の範囲 

（１）医療の範囲 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術、その他の治療及び施術 

エ 病院又は診療所への収容 

オ 看護 

（２）助産の範囲 

ア 分娩の介助 

イ 分娩前及び分娩後の処置 

ウ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 
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４ 医療救護・助産の実施方法 

（１）医療の実施方法 

ア 原則として、救護班により実施する。 

イ 重傷患者等で、救護班では、人的、物的設備又は薬品衛生資材等の不足のため、治

療が実施できない場合は、病院又は診療所へ移送し、治療できるものとする。 

ウ 次の場合、最寄りの一般診療所機関に入院又は通院の措置をとることができるもの

とする。 

（ア）災害の範囲が広範で救護班の派遣能力又は活動能力の限界を超える場合。 

（イ）救護班の到着を待ついとまがないとき。 

（２）助産の実施方法 

ア 医療の場合と同様に救護班によって行われることが望ましいが、出産は一刻を争う

場合が多いことから助産師により実施できる。 

イ 救護班及び助産師によるほか特別の事情があるときは、産院又は一般の医療機関で

実施することができるものとする。 

 

５ 措置手続等 

（１）救護班による場合 

救護班が直接対象者を受け付け、診療記録により処理する。 

次の帳簿等を整備し、市（地域医療対策室）に提出しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票（様式５－２） 

イ 医療品衛生材料受払簿 

ウ 救護班活動状況（様式１２） 

（２）医療機関による場合 

ア 市（地域福祉課、市民活動課）は、生活保護法による医療券に「災害」と朱書きし

て、直接対象者に交付する。 

イ 市（地域福祉課、市民活動課）は、医療券を交付するときは、医療及び助産を実施

する医療機関を指定するものとする。 

ウ 市（地域医療対策室）は、次の帳簿等を整備し防災危機管理課に提出しなければな

らない。防災危機管理課は確認の上、地域福祉課に提出する。地域福祉課は県（厚政

課）に提出し、保存する。 

（ア）救助実施記録日計票（様式５－２） 

（イ）医療衛生材料受払簿 

（ウ）救護班活動状況（様式１２） 

（エ）病院、診療医療実施状況（様式１３） 

（オ）助産台帳（様式１４） 

（カ）診療報酬に関する証拠書類 

（キ）医療品衛生材料等購入関係支払証拠書類 

 

６ 費用の範囲 

（１）医療のために支出できる費用の基準 

ア 救護班の費用 

（ア）使用した薬剤、治療材料及び医療器具破損等の実費 

（イ）事務費、派遣旅費等（旅費、日当、超過勤務手当） 
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日本赤十字社の場合は、知事との委託契約により、救助法第３４条の定めによる

補償費の中に含まれる。 

（ウ）救護班が使用し、又は患者移送のための車両等の借上料及び燃料費（別途輸送費

として取り扱うものとする） 

イ 一般の病院又は診療所で措置した場合の費用 

医療保険制度の診察報酬の額以内（救助法による医療を受ける者が、医療保険制度

に加入している場合の医療費の支出は、法による医療である限り全ての保険給付に優

先するものとする。） 

ウ 施術者で措置した場合の費用 

厚生労働大臣が定める協定料金の額以内 

（２）助産のため支出できる費用の基準 

ア 救護班、産院その他の医療機関で措置した場合 

使用した衛生材料及び処置費（救護班の場合は除く）等の実費 

イ 助産師により措置した場合 

当該地域における慣行料金の８割以内の額 

 

７ 費用の請求 

（１）救護班の費用の請求 

救護班又は医療、助産に要した経費請求書を健康福祉センターを通じて知事（県救助

総務班）に提出する。 

（２）医療機関（助産を含む。）による場合の費用請求 

措置対象者が提出した医療券（生活保護法による医療券に「災害」と朱書きしたもの）

に所要事項を記載して、社会福祉事務所を通じて知事（県救助総務班）に提出する。 

（３）提出経路 

 

 

 

  

（４）日赤救護班又は従事命令による救護班以外の者が任意に行った場合の医療・助産活動

については救助法による実費弁償及び医療、助産経費の実費支出はできない。 

 

８ 実施期間 

（１）医療の期間 

ア 災害発生の日から１４日以内とする。 

イ 特別の事情があるときは、市（地域医療対策室）は県（医務班）に特別基準（期間

の延長）を行う。 

（２）助産の期間 

ア 災害発生の日の以前又は以後７日以内に分娩した者に対し、分娩の日から７日以内

とする。 

イ 特別の事情があるときは、市（地域医療対策室）は県（医務班）に特別基準（期間

の延長）を行う。 

 

市 

地域福祉課 

救 護 班 

医療機関 

健康福祉 

センター 

県 

 

救助総務班 

（日赤救護班の補償請求書） 
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第５項 医薬品・医療資機材の補給 

 

１ 医薬品等の供給体制 

（１）薬剤師の派遣要請 

   必要に応じ、県薬剤師会に対し、災害薬事コーディネーター及び薬剤管理班の派遣を

要請する。 

（２）医薬品等の使用及び補給経路 

ア 緊急初動時の医療及び助産のために必要な医薬品、衛生材料及び医療器具は、当該

業務に従事する医療機関の手持品を繰替使用する。 

イ 補給体制 

 

［資料］３－４－１０ 医薬品、防疫剤主要調達先 

 

２ 血液製剤等の確保 

（１）県 

災害救助部長は、血液製剤の供給について必要と認めた場合は、山口県赤十字血液セ

ンター（以下、「血液センター」という）に供給を要請する。 

（２）血液センター 

血液センターは、自センターの被災状況を調査し、状況に応じ血液製剤の確保を図る。 

ア 血液センターは、輸血用製剤の備蓄場所である３施設（県中央部：血液センター、  

 県西部：西部供給出張所、県東部：東部供給出張所）の備蓄量を調査するとともに、 

被災のない地域へ移動採血車を配備し、県民からの献血を受ける。 

イ 血液センターは、血液製剤が不足する場合は、中四国ブロック血液センターに需給

調整を要請し、県外からの血液製剤の確保を図る。 

健康福祉センター 被 災 市 医薬品業界団体 確保要請 

中国四国 

九州各県 薬 務 班 医 務 班 

厚生労働省医薬・生活衛生局 
山口県赤十字 

血液センター 

協力要請 
連絡調整 

県災害救助部 

（要請） 
協力要請 

報告 連絡 

配送 

関 係 業 界 団 体 

・日本医薬品卸売業連合会 
・メーカー団体 
  日本製薬団体連合会 
  日本衛生材料工業連合会 
  日本医薬機器団体協議会 
  日本医科器械商工団体連合会 

配送 
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ウ 血液センターは、医療機関、救護所等への血液製剤の供給は、県（災害救助部）及

び日本赤十字社山口県支部と密接な連絡の下に行う。 

    なお、原則として血液製剤の輸送は、血液センターが行うが、陸送不可能な場合に

は、県警本部、自衛隊等に空輸や海上輸送の要請を行うなど、輸送体制の確保を図る。 

 

［資料］３－４－１１ 輸血用血液 

 

３ 医薬品・器材等の輸送措置 

被災地への医薬品・器材等の輸送にあたっては、被災状況に応じ防災関係機関の協力を

得ながら、迅速な輸送手段の確保を図る。 

 

 

第３節 集団発生傷病者救急医療計画 

 

第１項 実施方針 

 

１ 目的 

天災、地変、交通・産業災害等により、集団的に多数の傷病者が発生した場合、迅速か

つ適切な救急医療体制を実施するために必要な事項について定める。 

 

２ 対象 

大規模な火事もしくは爆発、放射性物質、有害物の流出、列車、航空機、船舶等の転覆、

墜落、沈没その他の事故等で集団的に多数の傷病者が生じ、関係機関が協力して総合的な

救急医療活動を実施する必要があると認められる事態（以下本節においては「災害」とい

う。）を対象とする。 

 

３ 救急医療の範囲 

本対策における救急医療の範囲は、病院その他の医療施設での本格的な治療を開始でき

るまでの応急的措置とし、その内容は概ね次のとおりとする。 

（１）災害現場での救出 

（２）現場付近での応急手当 

（３）負傷者の分類 

（４）収容医療施設の指示 

（５）医療施設への輸送 

（６）遺体の処理 

（７）関係機関への連絡通報その他の応急的措置 
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（８）救急医療活動の範囲図       

  

 

４ この対策に定める事項以外の救急医療対策に必要な事項は、関連法令及び県又は市の防

災計画に定めるところによるものとする。 

 

第２項 関係機関（者）の措置 

 

１ 災害発生責任者の措置 

災害発生責任者は、災害が発生したことを知ったときは、直ちに消防及び警察機関並び

に状況に応じて、海上保安署又は空港事務所に通報するとともに、自力による救急医療活

動を実施し、必要に応じて関係機関に協力を要請するものとする。 

 

２ 消防及び警察機関、海上保安署又は空港事務所の措置 

消防及び警察機関、海上保安署又は空港事務所の長は、災害の当事者又は発見者等から

の通報その他により本対策による措置が必要と認めたときは、直ちに市長及び知事に通報

するとともにその事態に応じて救出、救護、輸送、警備、緊急輸送道路の確保、交通規制、

続発死傷者の防止等に必要な部隊を出動させるほか適切な措置を講じるものとする。 

 

３ 市の措置（災対法第６２条等） 

市長は、前項の通報を受けたとき又はその他の方法で災害の発生を知ったときは、直ち

に県及び日本赤十字社山口県支部並びに医師会その他の関係機関に通報するとともに、必

要に応じて、市医師会又は日本赤十字社山口県支部その他の関係機関に出動を要請し、知

事、他の市町長等に応援を求めるほか、必要な措置を講じるものとする。 

市と市医師会は、集団発生傷病者救急医療対策に関する協定を結んでいる。 

 

［資料］２－６－２ 集団発生傷病者救急医療対策に関する協定 

 

４ 県の措置（災対法第７０条等） 

知事は、災害の状況等から当該市のみでは、適切な措置を実施することが困難と認める

とき又は市長から応援の要請があったときは、必要に応じて県立病院救護班の出動を命じ、
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自衛隊及び日本赤十字社山口県支部救護班の派遣を要請し、県医師会に出動を要請し、他

の市町に応援を指示し、その他の関係機関に応援を要求するほか連絡調整その他必要な措

置を講じるものとする。 

 

５ 日本赤十字社山口県支部の措置（日本赤十字社法第２７条２項、２８条、３３条） 

日本赤十字社山口県支部長は、知事等から派遣の要請があったとき又は自らその必要を

認めたときは、救護班の派遣に必要な措置を講じるものとする。 

 

６ 医師会等の措置 

県及び市医師会等は、知事又は市等からの出動要請があったとき又は自らその必要を認

めたときは、直ちに管下の医師及び看護職員その他の医療関係者（以下、「医師等」という。）

に対して出動を指示し、連絡調整その他の措置を講じるものとする。 

 

７ 自衛隊の措置（自衛隊法第８３条） 

自衛隊の部隊又は機関の長は、知事、海上保安署長又は空港事務所長から派遣の要請が

あったとき、又は自らその必要を認めたときは、救出、救護に必要な部隊の派遣に必要な

措置を講じるものとする。 

 

８ その他の協力（災対法第６５条、災害救助法第７条、８条、９条、消防法第２９条第５

項、警察官職務執行法第４条第１項、海上保安庁法第１６条） 

その他の関係機関、団体、企業、住民は、知事、市長、消防職員、警察官、海上保安官

の求めに応じて救急医療活動に協力するものとする。 

 

第３項 救急医療活動等 

 

１ 災害対策等の総合調整 

地域防災計画に基づく災害対策総合連絡本部が設置された場合は、各関係機関はこれに

参加し、又は連絡員を派遣して、救急医療活動が迅速かつ適切に行えるよう相互に緊密な

連携を保つよう努めるものとする。 

災害対策総合連絡本部が設置されない場合は、設置された場合の措置に準じて関係機関

が相互に連絡をとり効果的な活動ができるよう努めるものとする。 

 

２ 現地救護所 

災害応急対策責任者は、災害の状況に応じて関係機関と協議の上、現地救護所を設置す

る。現地救護所においては、傷病者を秩序と統制の下に受け付け、応急措置及び救命初療

を行い、症状程度の分類、傷票の作成交付、搬送順位の決定、収容病院の指示その他の措

置を行う。 

 

３ 災害現場における救急医療活動 

（１）総括活動 

ア 情報収集 

イ 連絡通報 

ウ 全般計画 
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エ 人員把握 

オ 各部隊活動指示調整 

カ 救護所設置 

キ 人員、物資の配分、補給計画 

ク 報道 

（２）防災活動 

ア 現場危険排除 

イ 続発傷病者の防止 

（３）治安活動 

ア 現場治安、秩序の維持 

イ 交通規制 

（４）救出活動 

ア 被災者の救出 

イ 傷病者の担架搬送 

（５）医療活動 

ア 現場傷病者の応急処置 

イ 傷病者の分類 

ウ 収容病院指示 

エ 救護所における応急医療 

（６）輸送活動 

ア 傷病者の病院搬送 

イ 搬送間の傷者管理 

ウ 医薬品、医療器具の輸送 

（７）遺体処理活動 

ア 捜索 

イ 検案 

ウ 洗浄、縫合、消毒 

エ 仮安置所の設営 

オ 身元確認、通報、引渡し 

カ 埋葬 

 

４ 事前対策 

救急医療活動の関係機関の長は、あらかじめ救急医療活動に出動できる部隊の編成、資

機材の確保又は所在の確認、医療施設の収容能力の把握、関係機関との連絡調整、通報、

連絡方法の検討等に努めるとともに、随時関係機関が合同して又は単独で訓練を実施する

ものとする。 

 

第４項 費用の負担 

 

１ 実費弁償等の負担区分 

災害に出動した医師等に対する実費弁償及び損害賠償は、次の区分により負担するもの

とする。 

（１）市が対策を実施する責務を有する災害で（２）及び（３）以外の場合は、市（地域医
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療対策室） 

（２）救助法が適用された災害の場合は、その適用の範囲内において県（県が支弁し、国が

負担） 

（３）企業体等の責に帰すべき原因による災害の場合は、企業主又は災害発生責任者 

（４）特別の事情がある場合は、関係機関（者）が相互に協議の上定めるものとする。 

 

２ 実費弁償 

知事又は市長の要請に基づいて出動した医師等に対する手当ては、救助法施行令第１１

条の規定に基づき知事が認めた額（救助法施行細則第１１条）とする。 

医師等が救急医療活動のため使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗については、

その実費を時価で弁償するものとする。 

 

３ 損害補償 

知事又は市長の要請に基づいて出動した医師等が、救急医療活動に従事したため死亡し、

負傷し、疾病にかかり又は廃疾となったときは、救助法施行令中扶助にかかる規定の例に

より、補償するものとする。 

知事又は市長の要請に基づいて出動した医師等にかかる物件が、そのために損害を受け

たときは、その程度に応じてこれを補償するものとする。 

 

第５項 救急医療活動報告書の提出 

 

医師会長等は、知事又は市長の要請により医師等を出動させ救急医療活動を実施したとき

は、事後速やかに、次の各号に掲げる内容を示した報告書を知事又は市長（地域医療対策室）

に提出するものとする。 

 

１ 出動場所 

 

２ 出動者の種別、人員（出動者の出動時間及び期間別に記載） 

 

３ 受診者数（重傷、軽傷、死亡別） 

 

４ 使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗破損等の数量、金額 

 

５ 損害補償を受けるべき者及び物件の程度 

 

６ 救急医療活動の概要 

 

７ その他必要な事項 

 

［資料］２－６－２ 集団発生傷病者救急医療対策に関する協定 
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第５章 避難計画 

 

 

 

  

               

避難指示等 

警戒区域の設定  

避
難
計
画 

避難の実施機関及び実施体制  

避難所の設置運営 

消防警戒区域及び火災警戒区域の設定 

避難所に収容する被災者の範囲 

避難所開設の期間及び費用 

避難所の開設・運営 

広域避難 

避難所及び避難後の警備  

避難誘導 
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第１節 避難指示等 

 

第１項 避難の実施機関及び実施体制 

 

１ 高齢者等避難 

市長は、人的被害の発生する可能性が高まり、一般住民に対して避難準備を呼びかける

必要があるとき、特に避難行動に時間を要する高齢者等の要配慮者が避難行動を開始する

必要があるとき、必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者に対し、高齢者等避難

を発令するものとする。 

 

２ 避難の指示権者及び時期 

指示権者 関係法令 対象となる災害の内容 指示の

対象 

指示の内容 取るべき

措置 

市長 

（委任を

受けた職

員、また

は消防職

員） 

災対法 

第６０条 

第１項 

第３項 

全災害 

・災害が発生し、又は発生

の恐れがある場合 

・人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害

の拡大を防止するため

特に必要があると認め

るとき  

・避難のための立退きを行

うことによりかえって

人の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがあり、

かつ、事態に照らし緊急

を要すると認めるとき 

必要と

認める

地域の

必要と

認める

居住者

滞在者

その他

の者 

立退きの指示 

 

立退き先の指

示 

 

 

 

 

緊急安全確保

措置 

県知事に

報告（県

防災危機

管理課） 

知事 

（委任を

受けた職

員） 

災対法 

第６０条 

第６項 

全災害 

・災害が発生した場合にお

いて当該災害により市

がその全部又は大部分

の事務を行うことがで

きなくなった場合 

同上 同上 事務代行

の公示 

警察官 災対法 

第６１条 

 

警察官職

務執行法 

第４条 

全災害 

・市長が避難のための立退

き若しくは緊急安全確

保措置を指示すること

ができないと認めると

き又は市長から要求が

あったとき  

・重大な被害が切迫したと

認めるとき又は急を要

同上 立退きの指示 

 

緊急安全確保

措置 

 

 

 

警告を発する

こと 

災対法第

６１条に

よる場合

は市長に

通知（市

長は知事

に報告） 



3－5－3 

する場合において危害

を受けるおそれのある

場合 

必要な限度で

避 難 の 指 示

（特に急を要

する場合） 

海上保安

官 

災対法 

第６１条 

 

 

 

 

 

 

 

海上保安

庁法第１

８条 

全災害 

・市長が避難のための立退

き若しくは緊急安全確

保措置を指示すること

ができないと認めると

き又は市長から要求が

あったとき 

 

 

・天災事変等危険な事態が

ある場合にあって、人の

生命身体に危険が及び、

又は財産に重大な損害

を及ぼすおそれがあり、

かつ急を要するとき 

必要と

認める

地域の

必要と

認める

居住者

滞在者

その他

の者 

船舶、船

舶の乗

組員、旅

客その

船内に

ある者 

立退きの指示 

 

緊急安全確保

措置 

 

 

 

 

 

船舶の進行、

停止、指定場

所への移動 

乗組員、旅客

等の下船、下

船の禁止 

その他必要な

措置 

同上 

自衛官 自衛隊法 

第９４条 

全災害 

・災害により危険な事態が

生じた場合  

必要と

認める

地域の

必要と

認める

居住者

滞在者

その他

の者 

避難について

必 要 な 措 置

（警察官がそ

の場にいない

場合に限り災

害派遣を命ぜ

られた部隊の

自 衛 官 に 限

る） 

警察官職

務執行法

第４条の

規定の準

用 

 

３ 避難指示等の基準 

（１）市長（防災危機管理課等）の行う避難の指示の基準は、一般的には次の事態をあげる

ことができる。ただし、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれが

あり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市長は、必要と認める地域の

必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外

に面する開口部から離れた場所での退避その他の緊急に安全を確保するための措置（以

下「緊急安全確保措置」という。）を指示することができる。 

ア 気象台から災害に関する警報が発表され、避難を要すると判断されるとき 

イ 防災関係機関から災害に関する警告又は通報があり、避難を要すると判断されると

き 

ウ 大規模な火災で、風下に拡大するおそれがあるとき 
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エ 大規模な爆発が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

オ 有毒ガスの流出等突発的事故が発生したとき 

カ その他危険が切迫していると認められるとき 

（２）海上保安署は、台風、津波等の気象災害がある事態に際して、港内在泊船舶を対象と

して避難の勧告を行う。この場合の避難の勧告の概要は、一般的には次のものをあげる

ことができる。 

ア 台風 

台風の進路方向により、錨地を選定して移動するよう勧告する。 

イ 津波 

台風に準じて安全な場所に避難するよう勧告する。 

＜第３部第１９章「交通災害対策計画」第１節第４項関連＞ 

 

４ 避難の指示等の区分 

避難指示等の決定に際して最も重要なことは、災害情報の迅速な収集とその情報に基づ

く判断にある。また、指示等のタイミングは要配慮者に十分配慮するものとする。 

種別 事前避難 

【高齢者等避難】 

【避難指示】 

緊急避難 

【緊急安全確保】 

収容避難 

概要 被害が発生し始めた場

合等で、被害を受ける前

に、避難準備又は安全な

場所に避難させる必要

があり、時間的に余裕が

ある場合 

事前避難の余裕がなく

現に災害が発生し、又は

危険が切迫していると

判断される場合 

通常、居住の場所を失っ

た場合、又は比較的長期

にわたり避難の必要が

ある場合 

予想され

る事態 

（１）気象警報が発表さ

れ避難の準備又は事

前に避難を要すると

判断されたとき 

（２）その他諸般の状況

から避難準備又は事

前に避難させる必要

がある場合 

緊急安全確保等を突発

的に行うケースが多い

ので、速やかな伝達手

段、避難場所の周知、避

難方法等平常時に確立

しておく 

（１）収容にあたって

は、輸送用車両、船

舶等あらゆる手段を

講じて迅速かつ安全

に収容避難を行う。 

（２）居住地の問題、保

健衛生等の面につい

て特に考慮する。 

（３）応急住宅の建設等

について総合的に配

慮する。 

 

５ 避難の指示等の伝達 

（１）避難の指示を行った市長（防災危機管理課等）は、速やかにその内容を防災メール、

防災屋外スピーカー、広報車、報道機関の協力等あらゆる広報手段を通じ、又は直接住

民に対し周知する。避難の必要が無くなった場合も同様とする。この場合、情報の伝わ

りにくい要配慮者への伝達には、その円滑かつ迅速な避難の確保が図れるよう必要な情

報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 

また、利用者が入所、入院する社会福祉施設、病院等に対しては、特に当該施設とあ
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らかじめ定められた情報伝達手段により、確実に伝達する。 

（２）避難の伝達に当たっては、市のみでの対応では迅速・確実性に欠けるおそれがあるの

で、防災関係機関、特に警察、消防団、放送局等の協力支援を得るものとする。 

（３）被災時における最も確実な伝達方法は、伝達員によるものであることから、伝達員に

よる伝達方法をとる場合には、伝達の徹底を図るものとする。 

 

６ 避難指示等の解除 

避難指示等の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

 

第２項 警戒区域の設定 

 

１ 警戒区域の設定 

市長（防災危機管理課等）は、災害が発生し又は発生しようとしている場合において、

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域

を設定する。（災対法第６３条） 

警戒区域の設定は、住民の保護を目的としていることから、災害応急対策に従事する者

以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命ずることができる。 

また、市長（防災危機管理課）からの要求等により、警察官、海上保安官及び災害派遣

を命ぜられた部隊等の自衛官が市長の職権を行った場合、その旨を市長（防災危機管理課）

に通知するものとする。 

なお、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと

きは、知事が市長に代わって警戒区域を設定する。 

 

２ 設定の範囲 

警戒区域の設定は、地域住民の生活行動を制限するものであることから、被害の規模や

拡大方向を考慮し、的確に設定する。 

また、設定した警戒区域内について、どのような処分を行うかは、市長の自由裁量行為

であることから、立入制限を行う場合においても、どのような制限（どのような立入を許

可するか）を行うか等について、混乱をきたさないように十分留意しておくものとする。 

 

３ 警戒区域設定の伝達 

警戒区域の設定を行った者は、避難の指示と同様、住民及び関係機関にその内容を伝達

するものとする。 

 

第３項 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定 

 

１ 消防警戒区域の設定 

消防吏員、消防団員又は警察官（消防吏員又は消防団員が現場にいないとき又は消防吏

員又は消防団員の要求があった場合）は、火災現場において、生命又は身体への危険を防

止するため及び消火活動、火災調査等のため、消防警戒区域を設定し、一定の者以外の者

への退去命令又は出入りの禁止若しくは制限を行う。 
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（１）消防警戒区域に出入りできる者 

ア 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれら

に対して救援をしようとする者 

イ 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者 

ウ 電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係がある者 

エ 医師、看護師で救護に従事しようとする者 

オ 法令の定めるところにより消火、救護等の業務に従事する者 

カ 報道に関する業務に従事する者 

キ 消防長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者 

（２）消防隊員は、現場の状況により必要がある場合は、前記（１）ア、イ、カ、キに掲げ

る者の全部又は一部に対して出入りを禁止し又は制限することができる。 

（３）消防隊員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、前記（１）ア、イに掲

げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。 

（４）設定・指示要領等 

ア 警戒区域の設定に当たっては、災害の種別、規模、被害等の要因を総合的に判断し、

設定の時期、範囲、任務分担等を速やかに決定するとともに適切な表示や付近住民に

対する広報等を実施する。 

イ 警戒区域を定めた場合は、掲示板、ロープ、赤色灯等を利用して区域を明示する。

掲示板による表示には、立入禁止の旨と実施責任者名（災害対策本部が設置された場

合は市長又は権限を委任された者、その他の場合は、消防長又は消防署長）を明記し、

必要に応じて区域設定理由、内容、範囲、機関等を付加する。 

ウ 警戒区域には、関係者以外の立入り等の警戒と事故防止のため、所要の警戒員を配

置し、携帯マイク、メガホン、ロープ、照明、赤色灯等を携行させて警戒、広報等を

実施する。 

 

２ 火災警戒区域の設定 

消防長、消防署長又は警察署長（消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受

けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求

があったとき）は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し、当該

事故により火災が発生するおそれが著しく大きく、かつ火災が発生したならば人命、財産

等に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは火災警戒区域を設定し、区域内

での火気の使用禁止、一定の者以外の者への退去命令・出入りの禁止等の措置を行う。 

（１）火災警戒区域に出入りできる者 

ア 火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者 

イ 事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係が

ある者 

ウ 電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係がある

者 

エ 医師、看護師等で救護に従事しようとする者 

オ 法令の定めるところにより消火、救護、応急作業等の業務に従事する者 

カ 消防長又は消防署長が特に必要と認める者 

（２）消防長又は消防署長は現場の状況により、必要があると認める場合は、前記（１）の

各号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ又はその区域
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への出入りを禁止し、若しくは制限することができる。 

 

第４項 避難誘導 

 

避難の指示が出された場合、市は警察署、消防局及び消防団の協力を得て一定の地域又は

自治会、事業所単位に集団の形成を図り、誘導員のもとにより避難させる。 

 

１ 避難誘導にあたっては、緊急避難場所及び避難路や災害発生区域、災害の概要その他の

避難に資する情報の提供に努めるものとする。 

 

２ 被災地近傍の空き地等の一時集合場所に避難者を集合させたのち、あらかじめ定めてあ

る緊急避難場所等に誘導する。 

この場合、高齢者、障害者、妊産婦等要配慮者を優先して避難誘導する。 

火災の場合は、火災現場より風上、風横にある公共施設及び広場を選定する。 

 

３ 避難経路は、できるだけ危険な道路、橋、堤防その他新たに災害発生のおそれのある場

所を避け、安全な経路を選定する。 

火災の場合は、消防活動を阻害しないで避難できる経路を選定する。また、火災現場付

近は極度に混乱することが予想されることから、車両等を使用しないで徒歩を原則とする。 

 

４ 危険な地点には、標示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期する。 

 

５ 高齢者、障害者、妊産婦等要配慮者の避難に際しては、避難路等の状況に応じて、車両、

船艇等を活用するなど配慮する。 

 

６ 誘導中は、事故防止に努める。 

 

７ 交通孤立地区等が生じた場合、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、必要

に応じ他機関に応援を要請し、実施するものとする。 

 

 

第２節 避難所の設置運営 

 

第１項 避難所の開設・運営 

 

１ 避難所の開設 

（１）避難所は、先に選定した避難施設のうちから、災害規模、被災状況等を勘案し、市（地

域福祉課）が開設する。 

また、地域福祉課から連絡を受けた場合又は自ら必要と認めた場合には、あらかじめ

任命された避難拠点要員は、避難所を開設することができる。 

また必要に応じ、あらかじめ協定締結した施設やそれ以外の施設についても、土砂災

害等の危険箇所等に配慮しつつ、管理者等の同意を得て避難所として開設する。 

なお、開設にあたっては、建築物の安全を確認した上で開設する。 
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（２）避難所を開設した場合には、付近住民に対して周知徹底を図るとともに、関係機関（健

康福祉センター、警察署、消防局等）に連絡する。 

 

２ 避難所の管理・運営 

（１）市（地域福祉課）は、管理責任者を任命するとともに、連絡員を配置する。この場合、

避難者の自活能力を高める観点等から避難者の中から協力者を選任する。 

また、可能な限り早期に地域住民による主体的な運営が行われるよう努めるものとす

る。 

（２）管理責任者は、負傷者、高齢者、障害者、妊産婦、遺児等に留意し、避難者の確認を

行い、避難者名簿を作成する。避難者の中に障害者や難病患者がいるときは、定期的な

治療の有無、必要な配慮についても確認する。この名簿は安否情報、物資の配分等に活

用されるものであるので、正確かつ迅速な対応を行う。 

また、救助法が適用された場合、次の帳簿類を整備し、防災危機管理課に提出しなけ

ればならない。防災危機管理課は内容確認の上地域福祉課に提出し、地域福祉課は県厚

政課に提出し、保存する。 

ア 救助実施記録日計票（様式５－２） 

イ 避難所用物資受払簿 

ウ 避難所設置及び収容状況（様式７） 

エ 避難所設置に要した支払証拠書類 

オ 避難所設置に要した物品受払証拠書類 

（３）避難所においては、水、食料、毛布、医薬品、育児用品等の生活必需品やテレビ、ラ

ジオ、仮設トイレ等必要な設備・備品を確保するとともに、食品の必要量を避難者名簿

等により把握し、公共施設の調理施設や仮設炊事場等を利用した炊き出し、食品流通業

者による搬入等の手配を適切に行う。 

（４）避難所における情報の伝達、食料、水等の配付、清掃等については、避難者、住民、

自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体

に対して協力を求めるものとする。 

（５）生活環境の激変に伴い、被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、常

に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態を十分把握し、必要に応じ救

護所等を設けるものとする。 

（６）避難所の運営にあたっては、女性の参画を推進するとともに、照明、換気等の生活環

境や情報伝達、さらには、避難が長期化する場合のプライバシーの確保、男女のニーズ

の違い等多様な主体の視点等に配慮する。 

特に、高齢者、障害者、妊産婦等の生活環境の確保や健康状態の把握、情報提供等に

は十分配慮するとともに、必要に応じ福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車

椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施する。 

（７）避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避

難所の早期解消に努めることを基本とする。 

（８）管理責任者は、地域福祉課又は防災危機管理課と連絡不能の場合は、市民の生命の安

全を第一に考え行動する。 

（９）感染症対策について、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 
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第２項 避難所に収容する被災者の範囲 

 

１ 災害によって現に被害を受けた者 

（１）住家被害を受け、居住の場所を失った者 

（２）現実に災害を受けた者 

自己の住家の直接被害はないが、現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなければなら

ない者 

例えば、旅館・下宿の宿泊人、一般家庭の来訪客、通行人等 

 

２ 災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

（１）避難指示が発せられた場合 

（２）避難指示は発せられていないが、緊急に避難する必要がある場合 

 

第３項 避難所開設の期間及び費用 

 

救助法が適用された場合における避難所の開設期間及び費用は、次のとおりとする。 

 

１ 期間 

災害の発生から７日間以内。災害の状況により、内閣総理大臣の承認を得て期間を延長

することができる。 

 

２ 費用 

（１）賃金職員等雇用費 

（２）消耗機材費 

（３）建物器物等使用謝金 

（４）燃料費 

（５）仮設炊事場及び便所の設置費等 

救助法対象経費については、１００人１日当り３１，０００円以内。ただし、冬季（１

０月～３月）については別に定められた加算額がある。 

 

第４項 広域避難 

 

１ 県内広域避難 

 市長は、市の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の

事態に照らし、災対法第６０条第１項に規定する避難のための立退きを指示した場合にお

けるその立退き先を市の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、か

つ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町の

区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、県内の他

の市町の市町長に協議するものとする。 

なお、他の市町長に協議をするときは、あらかじめ、その旨を県知事に報告するものと

する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報

告するものとする。 

協議を受けた市町長（以下、「協議先市町長」という。）は、居住者等（以下「要避難
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者」という。）を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受

け入れるものとする。この場合において、協議先市町長は、滞在（以下「広域避難」とい

う。）の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所

を提供するものとする。 

協議先市町長は、要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、避難場所を管

理する者その他の内閣府令で定める者に通知し、速やかに、その内容を協議した市長に通

知するものとする。 

市長は、その通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定め

る者に通知するとともに、県知事に報告するものとする。 

市長は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町

長及び内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、県知事に報告するものと

する。 

協議先市町長は、その通知を受けたときは、速やかに、その旨を内閣府令で定める者に

通知するものとする。 

 

２ 県外広域避難 

市長は、県知事と協議を行い、要避難者を一定期間他の都道府県内の市町村の区域に滞

在（以下、「都道府県外広域避難」という。）させる必要があると認めるときは、県知事

に対し、他の都道府県知事と要避難者の受入れについて協議することを求めることができ

る。 

 この要求があったときは、県知事は、要避難者の受入れについて、他の都道府県知事に

協議するものとする。 

 なお、市長は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要避難者の受入れについて、

他の都道府県内の市町村長に協議するものとする。市長は協議をするときは、あらかじめ、

その旨を県知事に報告するものとする。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、

協議の開始の後、遅滞なく、報告するものとする。 

 

３ 県知事による広域避難の代行 

 県知事は、災害が発生し、市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

った場合であって、要避難者の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確

保することが困難な場合において、当該要避難者について広域避難の必要があると認める

ときは、その全部又は一部を当該市町長に代わって実施するものとする。 

県知事は、前項の規定により市長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨

を公示するものとする。 

 県知事は、災害が発生し、市町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

た場合であって、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保

することが困難な場合において、要避難者について都道府県外広域避難の必要があると認

めるときは、要求がない場合であっても、他の都道府県知事による協議をすることができ

るものとする。 

 

４ 広域避難の受入 

県知事等から要避難者の受入について協議を受けた場合、要避難者を受け入れないこと

について正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。 
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５ 要避難者の他地区等への移送について、市が行う事項 

（１）市（地域福祉課）は、市内の避難所に要避難者を収容できないときは、県内の他の市

町への移送について県に要請する。 

（２）他市町への移送を要請した場合は、市（地域福祉課）は避難管理者を定め、 移送先市

町に派遣するとともに、移送に当たっての引率者を定め、引率させる。 

（３）県から要避難者の受け入れを指示された場合は、直ちに避難所を開設し、受け入れ体

制を整備する。 

（４）移送された要避難者の避難所の運営は、移送要請をした市町が行い、要避難者を受け

入れた市町は、避難所の運営に協力するものとする。 

（５）避難所での生活が極めて困難な高齢者、障害者等については、あらかじめ協力・連携

体制を確保している公的宿泊施設や公的住宅、社会福祉施設等への一時的な収容、移送

など必要な配慮を行う。 

 

６ 移送方法 

要避難者の移送方法は、県が当該市町の輸送能力を勘案して決定実施するが、この場合、

県が調達したバス、貨物自動車を中心に警察、自衛隊等の協力を得て実施する。 

 

 

第５項 避難所及び避難後の警備 

 

避難所及び避難後の留守宅等の治安維持不安の解消については、警察、自主防犯組織、地

域住民等による巡視、警ら等を実施し、地域の防犯に努める。 
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第６章 応援要請計画 

 

                        

 

  

 

相互応援協力計画 

応
援
要
請
計
画 

防災関係機関相互協力 

応援協定 

災害時の応急対策協力関係図 

派遣職員に係る身分、給与等 

応援者の受入措置  

自衛隊災害派遣要請計画 

災害派遣要請手続 

災害派遣受入 

災害派遣要請の範囲と対象と 

なる災害 

自主派遣の場合の措置 

災害派遣部隊の撤収 
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第１節 相互応援協力計画 

 

第１項 災害時の応急対策協力関係図 

 

災害対策基本法による場合           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 防災関係機関相互協力 

 

１ 相互協力体制 

（１）他の市町村への応援要請（災対法第６７条） 

市長（防災危機管理課、職員課）は、災害応急対策を実施するにあたり必要があると

認めるときは、他の市町村長に対し応援要請を行うものとする。 

（§74-2応援要求）

§69 §67 §5-2 §74 §75 §5-2 §74-2

（§72応急指示・要求）

（§5-2相互協力）

（§72応急措置実施の指示・災害応急対策実施要求） （§30職員斡旋要求）

（関連・自治法252-17）

（§68応援要求・災害応急対策実施要請）

（応援実施）

（§30職員斡旋要求）

（関連・自治法252-17）

（§31職員派遣）

（関連・自治法252-17） （自§83

（§73応急措置の代行） 災害派遣）

（§29職員派遣要請） （§29職員派遣要請）

（職員派遣）

（職員派遣）

（§70応援措置実施・

§74-3災害応急対策実施要請）

（§77応急措置要請・ （§77応急措置要請・指示）

指示）

（労務施設等応援）

（§80労務施設等応援要求）

（§77応急措置要請・指示）

（§80労務施設等応援要求）

（§80労務施設等応援要求）

（労務施設等応援） （労務施設等応援）

（§70応援措置実施要求）

（§68-2自衛隊派遣要求）

（協力） （協力）

（§68-2災害発生通知）

内閣総理大臣他　県

県市　町

災害対策

応
援

要
求

事
務

委
託

相
互

協
力

応
援

要
求

事
務

委
託

応
援

要
求

応
援

実
施

相
互

協
力

応
援

実
施

災害対策
本　　部

（市町長） （県知事）

指定行政機関

指定地方行政機関

（災害派遣）
自衛隊

（又は指定する者）

防衛大臣

自
主

派
遣

指定公共機関

指定地方公共機関

公共的団体
民間団体

他市町

本　　部
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（２）県への応援要請又はあっせんの要請（災対法第６８条、２９条、３０条） 

ア 市長（防災危機管理課、職員課）は、災害応急対策を実施するにあたり必要がある

と認めるときは、県知事に対し応援を求め、又は災害応急対策の実施について要請す

るものとする。 

イ 市長（防災危機管理課、職員課）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要がある

時は、知事に対し、他の市町、県、指定地方行政機関の職員の派遣要請又は派遣のあ

っせんを求めるものとする。 

相手方 他市町 県 指定地方行政機関 

派遣要請 
自治法 

第２５２条の１７ 

自治法 

第２５２条の１７ 

災対法 

第２９条第２項 

応援要請 
災対法 

第６７条 

災対法 

第６８条 
― 

派遣あっせん要求 
災対法 

第３０条第２項 

災対法 

第３０条第２項 

災対法 

第３０条第１項 

あっせん要請先 
知事 

（防災危機管理課） 

知事 

（防災危機管理課） 

知事 

（防災危機管理課） 

ウ 県への要請は、とりあえず電話等により要請し、後日文書で改めて処理するものと

する。 

要請の内容 要請に必要な事項 備考 

１ 他の市町に対する応

援要請  

２ 県への応援要請又は

応急措置の実施要請 

１ 災害の状況 

２ 応援を要請する理由 

３ 応援を希望する物資、資材等の

品目及び数量 

４ 応援を必要とする場所 

５ 応援を必要とする活動内容 

６ その他必要な事項 

災対法 

第６７条 

 

災対法 

第６８条 

自衛隊災害派遣要請 

 

＜本章第２節参照＞ 

１ 災害の状況及び派遣要請を依頼

する理由 

２ 派遣を必要とする期間 

３ 派遣を希望する勢力  

４ 派遣を希望する区域及び活動内

容 

５ その他参考となるべき事項 

自衛隊法 

第８３条 

指定地方行政機関又は都

道府県職員の派遣のあっ

せんを求める場合 

１ 派遣のあっせんを求める理由 

２ 派遣のあっせんを求める職員の

職種別人員数 

３ 派遣を必要とする期間 

４ 派遣される職員の給与その他の

勤務条件 

５ その他参考となるべき事項 

災対法 

第３０条 

 

自治法 

第２５２条の１７ 

他県消防の応援のあっせ

んを求める場合 

１ 災害の状況及び応援を要する理

由 

消防組織法 

第４４条 
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＜第３部第１８章参照＞ 

２ 要請する人員、車両等の種類、

資機材の数量 

３ 応援隊の活動内容 

４ 応援隊の到着希望日時及び集結

場所 

５ その他必要な事項 

放送機関への災害時放送

要請 

 

＜第３部第２章参照＞ 

１ 放送要請の理由 

２ 放送事項 

３ 放送日時 

４ 放送系統 

５ その他 

災対法 

第５７条 

エ 自主防災組織との協力体制の確立 

市（防災危機管理課・市民活動課）は、避難誘導、緊急避難場所・避難所での救助・

介護業務等への協力、被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等への協力、被災地域

内の社会秩序への協力等の協力が得られるよう自主防災組織との連携に努める。 

 

２ 相互協力の実施 

（１）基本的事項 

ア 各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの応急措置の実施に支障が

ない限り協力又は便宜を供与するものとする。 

イ 各機関相互の協力が円滑に行われるよう、必要に応じ、協議、協定等を締結してお

くものとする 

（２）応援を受けた場合の費用の負担 

ア 他の地方公共団体の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担は、災対法第

９２条によるが、相互応援協定に特別の定めがある場合は、これによるものとする。 

イ 費用の負担の対象となるものは、概ね次のとおりである。 

（ア）派遣職員の旅費相当額 

（イ）応急措置に要した資材の経費 

（ウ）応援業務実施中において第三者に損害を与えた場合の業務上補償費 

（エ）救援物資の調達、輸送に要した経費 

（オ）車両機器等の燃料費、維持費 

 

第３項 応援協定 

 

１ 国の応援協定 

海上保安署は、海上災害発生時における応急対策を迅速、円滑に実施するため、相互に

支援・協力する体制を整えている。 

協定事項等 協定者 

海上保安庁の機関と消防機関と

の業務協定締結に関する覚書 

海上保安庁長官 ･･････ 消防庁長官 

海上における災害派遣に関する

協定 

海上保安庁長官 ･･････ 防衛庁長官 
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海上における災害派遣協力に関

する細目協定 

第七管区海上保安本部長 

･･････ 海上自衛隊佐世保地方総監 

 

２ 地方公共団体の応援協定 

（１）県の相互応援協定 

県は、大規模な災害が発生し、県独自では十分な応急措置が実施できない場合に、他

県に応援要請するための相互応援協定を締結している。（中国、九州・山口、中国・四国、

関西広域連合、全国） 

（２）市の相互応援協定 

ア 消防相互応援 

県内各市町及び消防局は、山口県内広域消防相互応援協定を締結し、大規模災害等

による不測の事態に備えている。 

＜第３部第１８章「火災対策計画」第１節第５項参照＞ 

 

［資料］２－６－１ 山口県内広域消防相互応援協定 

 

イ 自動車専用道における消防相互応援 

関係市町は、中国自動車道及び山陽自動車道において火災、救急及び救助事故等が

発生した場合に災害による被害を最小限に防止することを目的とした消防に関する相

互応援協定を締結している。 

 

［資料］３－６－１ 中国自動車道及び山陽自動車道消防相互応援協定締結状況 

 

ウ 石油コンビナート等の消防活動に関する相互応援 

特別防災区域に係る消防活動に関して、関係市町等は、関係企業と相互応援協定を

締結している。 

 

［資料］３－６－２ 特別防災区域に係る消防相互応援協定締結状況 

 

エ 海上保安署との業務協定 

船舶火災に係る消火活動について、消防局は宇部海上保安署と業務協定を締結して

いる。 

＜第３部第１９章「交通災害対策計画」第１節第２項参照＞ 

 

［資料］３－６－３ 宇部海上保安署と宇部・山陽小野田消防組合との船舶火災に関

する業務協定 

 

（３）県及び市町相互応援協定 

 県内で災害が発生した場合、被災した市町のみでは十分な応急措置等ができない場合

に備え、県及び県内市町が迅速かつ円滑な応援を行えるよう、山口県及び県内市町相互

間の災害時応援協定を締結している。 
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３ 防災関係機関との協定 

（１）県 

協定の目的 協定の相手先 

災害時の医療、助産、遺体の処理 日本赤十字社山口県支部 

災害時の医療、救護 山口県医師会 

山口県歯科医師会 

山口県薬剤師会 

災害時の放送 日本放送協会山口放送局 

山口放送株式会社 

テレビ山口株式会社 

株式会社エフエム山口 

山口朝日放送株式会社 

災害時の通信施設利用 山口県警察本部長 

西日本旅客鉄道株式会社 

海上における捜索活動 北九州救助調整本部 

（管区警察局、海上保安本部他地方機関） 

広島救助調整本部 

（管区警察局、海上保安本部他地方機関） 

（２）市 

協定の目的 協定の相手先 

山口宇部空港及びその周辺におけ

る消防救難活動 

山口宇部空港 

災害時の医療救護活動の協力 宇部市医師会、宇部歯科医師会 

災害時における被災者への医療救

護、健康管理及び薬剤の提供 

宇部市医師会 

宇部薬剤師会 

山口県宇部健康福祉センター 

物資の集積場所の提供等 宇部市内郵便局 

緊急放送 株式会社エフエムきらら 

                           

４ 民間団体との協定 

（１）県 

協定の目的 協定の相手先 

山口宇部空港消防救難活動 空港に所在する民間団体の長 

応急仮設住宅の建設 一般社団法人プレハブ建築協会 

災害救助に必要な物資の調達 食料等関係団体 

消費生活協同組合 

日本百貨店協会 

日本チェーンストアー協会 

災害時における報道要請 新聞社 

緊急輸送車両の誘導、避難場所等の

警備等 

山口県警備業協会 
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人命救助、障害物の除去等 山口県建設業協会 

仮設トイレの供給 山口県衛生仮設資材事業協同組合 

災害時の情報収集等 （一社）日本アマチュア無線連盟山口県支部

山口県赤十字アマチュア無線奉仕団 

災害廃棄物の処理等の協力要請 （一社）山口県産業廃棄物協会 

物資等の緊急・救援輸送 （一社）山口県トラック協会 

石油類燃料の確保及び徒歩帰宅者

支援 

山口県石油商業組合 

（２）市 

協定の目的 協定の相手先 

災害時の福祉避難所運営 宇部市内社会福祉法人等 

災害時における倒木処理 宇部・小野田植木造園業組合宇部市造園研究

会の各会員 

災害時における燃料油の供給 富士商株式会社 

船舶による災害時等の協力 西部マリン・サービス株式会社 

災害時における救援物資の調達及

び供給 

西中国国分株式会社 

生活協同組合コープやまぐち 

山口県ＬＰガス協会宇部・山陽小野田支部、

厚狭支部 

災害対応型自動販売機の運用 コカ・コーラウエスト株式会社 

サントリーフーズ株式会社 

アサヒカルピスビバレッジ株式会社 

 

第４項 派遣職員に係る身分、給与等 

 

災害応急対策又は災害復旧のために派遣された職員の身分については、災対法第３２条、

同施行令第１９条に規定されている。 

派遣職員に係る災害派遣手当については、「宇部市災害派遣手当に関する条例」に定める。 

 

第５項 応援者の受入措置 

 

１ 応援者の受入先 

他の市町からの応援者の受け入れについては、応援を求めた市において受け入れに必要

な措置を講ずるものとする。 

（１）到着場所の指定 

（２）連絡場所の指定 

（３）連絡責任者の氏名 

（４）指揮系統の確認及び徹底 

（５）使用資機材の確保、供給に必要な措置 

 

２ 応援者の帰属 

要請に応じ派遣された者は、応援を求めた市長、又は知事の下に活動するものとする 
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第２節 自衛隊災害派遣要請計画 

 

第１項 災害派遣要請の範囲と対象となる災害 

 

１ 災害派遣要請（要求）系統図 

 

  

 

２ 災害派遣の範囲       

（１）派遣方法 

ア 災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めて要請した場合。 

イ 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防のため要請を

し、やむをえない事情と認めた場合。 

ウ 災害の発生が突発的で、その救援が特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついと

まがないと認めて自主的に派遣する場合。 

この場合の判断基準は、次のとおりである。 

（ア）災害に際し、関係機関に対して当該災害にかかる情報を提供するため、自衛隊が

情報収集を行う必要があると認められること。 

（イ）災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認め

られる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

（ウ）海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活

動が人命救助に関するものであること。 

（エ）その他の災害に際し、上記の（ア）～（ウ）に準じ、特に緊急を要し、知事等か

らの要請を待ついとまがないと認められること。 

この場合において、自主派遣の後、知事から要請があった場合には、その時点か

ら要請に基づく救援活動となる。 
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（２）災害派遣時に実施する活動内容 

活動区分 活動内容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活

動を行い被害の状況を把握 

避難の援助 避難指示が発令され、避難・立ち退き等が行われる場

合で必要があるときは、避難者の誘導・輸送等を行い、

避難を援助 

遭難者等の捜索救助 行方不明者・負傷者等が発生した場合は、通常他の救

援活動に優先して捜索救助を実施 

消防活動 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具

をもって消防機関に協力しての消火活動 

道路又は水路の啓開 道路もしくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、

それらの啓開又は除去 

応急医療、救護及び防疫 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫の実施 

人員及び物資の緊急輸送 救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援

物資の緊急輸送の実施 

給食、給水及び入浴支援 被災者に対し、給食、給水及び入浴支援を実施する 

救援物資の無償貸付又は譲与 「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関

する省令」に基づく被災者に対する救援物資の無償貸

付又は譲与 

危険物の保安及び除去 能力上可能なものについて、火薬類・爆発物等危険物

の保安措置及び除去の実施 

その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能な

ものについての所要措置 

（３）要請の基準 

自衛隊による救助活動は多岐にわたるが、要請にあたっての統一見解としておおむね

次に掲げる事項を満たすものについて、派遣要請を行うものとする。 

なお、派遣を要請しない場合、その旨を連絡すること。 

ア 災害に際し、人命又は財産の保護のため必要であること。 

イ 災害の状況、災害救助に従事している防災関係機関の活動状況からみて、自衛隊の

活動が必要であり、かつ適当であること。 

（ア）救助活動が自衛隊でなければ出来ないと認められるさし迫った必要性（緊急性）

があること。 

（イ）人命又は財産の保護のための公共性を満たすものであること。 

（ウ）自衛隊のほかに災害救助活動について対応できる手段がないこと。 

ウ 救援活動の内容が、自衛隊の活動にとって適切であること。 

 

第２項 災害派遣要請手続 

 

１ 要請権者 

（１）要請権者（自衛隊法第８３条第１項、自衛隊法施行令第１０５条） 

ア 知事 … 主として陸上災害の場合 
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イ 管区海上保安本部長 … 主として海上災害の場合 

ウ 空港事務所長 … 主として航空機遭難の場合 

（２）市長の措置 

ア 市長（防災危機管理課）は、災害の状況を踏まえ、要請権者に派遣要請の要求をす

るものとする。 

イ 市長（防災危機管理課）は、事態が切迫し、速やかに派遣を要すると認めたときは、

もよりの部隊等に直接通知することができる。 

 

２ 要請手続 

市（防災危機管理課）は、自衛隊災害派遣要請依頼書により県本部（防災危機管理課）

へ要求する。緊急を要する場合は、電話等による要求を行い、事後速やかに依頼文書を提

出するものとする。 

なお、市長（防災危機管理課）は知事に対して派遣要請の要求ができない場合には、そ

の旨及び災害の状況を防衛大臣に通知することができる。この場合において、事後速やか

にその旨を知事に通知すること。 

 

［資料］３－６－４ 自衛隊災害派遣要請依頼書 

 

区

分 
要請先 所在地 活動内容 

陸

上

自

衛

隊 

第１７普通科連隊長 

第１３旅団長 

 

中部方面総監 

山口市  ０８３－９２２－２２８１ 

広島県安芸郡海田町 

０８２－８２２－３１０１ 

兵庫県伊丹市 

０７２７－８２－０００１ 

車両・船艇・航空

機・地上部隊によ

る各種救助活動 

海

上

自

衛

隊 

第３１航空群司令 

小月教育航空群司令 

下関基地隊司令 

呉地方総監 

 

佐世保地方総監 

岩国市  ０８２７－２２－３１８１ 

下関市  ０８３－２８２－１１８０ 

下関市  ０８３－２８６－２３２３ 

広島県呉市 

０８２３－２２－５５１１ 

長崎県佐世保市 

０９５６－２３－７１１１ 

艦艇又は航空機

をもてする人員、

物資の輸送、状況

偵察、応急給水等 

航

空

自

衛

隊 

第１２飛行教育団司令 

航空教育隊司令 

西部航空方面隊司令 

 

第３術科学校長 

防府市  ０８３５－２２－１９５０ 

防府市  ０８３５－２２－１９５０ 

福岡県春日市 

０９２－５８１－４０３１ 

福岡県遠賀郡芦屋町 

０９３－２２３－０９８１ 

主として航空機

による偵察・人

員・物資輸送、急

患搬送等 

防衛省 東京都  ０３－３４０８－５２１１  
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３ 自衛隊との連絡 

（１）情報連絡 

自衛隊の派遣を要請した者は、自衛隊の活動が円滑に行われるよう、気象情報、被害

状況その他の情報を適時連絡するものとする。 

また、自衛隊においても、積極的に関係機関が実施する応急対策活動の実施状況等に

かかる情報収集に努めるものとする。 

（２）集結地 

東部体育広場 

 

第３項 災害派遣受入 

 

１ 部隊の受入準備 

派遣部隊及び県との連絡を担当させるため、市（総務課）から連絡担当員を指名する。

連絡担当員は、応援を求める作業内容又は作業方法、資機材等について計画しておく。部

隊が集結した後、直ちに指揮官と作業計画について協議し、調整の上必要な措置をとる。 

 

２ 自衛隊活動等に関する報告 

市（防災危機管理課）は、派遣部隊の指揮官から当該部隊の長の官職氏名、隊員数、到

着日時の申告を受け、また、従事している作業の内容その進捗状況等について報告を受け、

県本部室（防災危機管理課）に報告するものとする。 

 

３ 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関の措置 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関の措置における災害派遣部隊の受

入措置は、市の場合に準じて行うものとする。 

 

４ 経費の負担区分 

（１）自衛隊が負担する経費 

ア 部隊の輸送費 

イ 隊員の給与 

ウ 隊員の食料費 

エ その他部隊の直接必要な経費 

（２）派遣を受けた市が負担する経費 

（１）に掲げる経費以外の経費 

 

第４項 自主派遣の場合の措置 

 

１ 市長（防災危機管理課）は、知事からの通知又は部隊の長から直接連絡を受けた場合は、

直ちに前記第３項に定める措置に準じた措置をとるものとする。 

 

２ 自主派遣した後において知事等から要請があった場合には、その時点から当該要請に基

づく救援活動となることから、市（防災危機管理課・総務課）は前記第３項に定める措置

をとるものとする。 
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第５項 災害派遣部隊の撤収 

 

１ 撤収要請の時期 

（１）要請権者が、災害派遣の目的が達成され、その必要が無くなったと認めるとき。 

（２）市長（防災危機管理課）から災害派遣撤収依頼があったとき。 

（３）知事は、市長から撤収の依頼を受け又は自ら撤収の必要を認めた場合にあっても、民

心の安定、民生の復興に支障がないよう各機関の長及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡

班と協議して撤収要請を行うものとする。 

 

２ 撤収要請の手続き 

撤収要請は、災害派遣撤収要請依頼書によるものとする。 

 

［資料］３－６－５ 自衛隊災害派遣撤収要請依頼書 
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第７章 緊急輸送計画 

 

 

 

  

 緊急輸送ネットワークの整備 緊急輸送施設等の整備 

広域輸送拠点の整備 

輸送車両等の確保 

緊
急
輸
送
計
画 

緊急輸送施設の指定 

  

輸送の範囲 

輸送手段の確保措置 

緊急道路啓開 

発災時における緊急輸送施設の 

確保 

臨時ヘリポート設定計画 

交通規制 

啓開道路の選定 

緊急啓開作業体制 

緊急啓開道路の選定基準  

道路啓開に必要な資機材の確保 

輸送の期間 

輸送の費用 

災害救助法による輸送基準 

海上交通規制 

航空交通規制等 

道路交通規制 

緊急通行車両の確認 

臨時ヘリポートの設定 

臨時ヘリポート設置作業 

 
臨時ヘリポートの整備 

 

広域活動（進出）拠点の整備 
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第１節 緊急輸送ネットワークの整備 

 

第１項 緊急輸送施設の指定 

 

１ 道路 

県は、県庁、広域輸送拠点、市町庁舎及び隣接県並びに災害拠点病院等とを接続し、ま

た、これを補完する道路を緊急輸送道路として指定する。 

 

［資料］３－７－１ 緊急輸送道路路線 

 

２ 港湾 

海路による救援物資等の受け入れ港として、またそれを補完する港として港湾（漁港）

を指定している。 

 

３ 空港等 

空路による救援物資等の受け入れ並びに負傷者の緊急輸送のための臨時航空基地として、

また臨時ヘリポートとして山口宇部空港等を指定する。 

また、大規模災害時の災害応急対策活動を支援するために、必要に応じて県内自衛隊基

地を活用する。 

 

第２項 緊急輸送施設等の整備 

 

緊急輸送施設として指定された施設の管理者は施設の災害に対する安全性の確保等防災対

策に努めるものとする。 

 

第３項 広域輸送拠点の整備 

 

市（防災危機管理課）は、県等からの緊急物資等の受け入れ、一時保管並びに各地避難所

等への配分等の拠点としての輸送基地を次のように定める。また県は、高潮や液状化等によ

る沿岸地域の輸送基地の被災等に備え、バックアップのための施設・用地を県内内陸部を中

心に確保し、拠点ヤードとして活用する。 

 

区 分 施 設 名 称 管理者 

陸上輸送拠点 恩田運動公園 

(物資集積場所は宇部市野球場) 

宇部市 

海上輸送拠点 宇部港芝中西岸壁 山口県 

航空輸送拠点 山口宇部空港 山口県 

臨時ヘリポート 

 

 

 

 

山口宇部空港 山口県 

恩田運動公園陸上競技場 宇部市 

小野スポーツ広場 宇部市 

楠中学校 宇部市 

宇部市楠体育広場 宇部市 
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旧吉部小学校グランド 宇部市 

真締川ダム南側広場 宇部市 

アクトビレッジおの多目的広場 宇部市 

厚東川二俣瀬桜づつみ公園 山口県 

山口大学医学部附属病院 山口大学 

※山口宇部空港と宇部港芝中西岸壁は、県の輸送岸壁にも指定されている。 

 

第４項 発災時における緊急輸送施設の確保 

   

１ 大規模災害時には、県は緊急輸送ネットワークの中から必要な広域輸送拠点を開設する

とともに、市は輸送拠点を開設し、緊急輸送施設の確保を図る。 

 

２ 県災害対策本部内に、災害救助部を中心とした「緊急支援物資対策チーム」を設置し、

支援物資に係る対応を一元的に処理する。 

 

３ 支援物資等の円滑な調達・供給を図るため、同チーム及び広域輸送拠点に民間物流専門

家等の派遣を要請するとともに、広域輸送拠点施設の運営に必要な人員を配置するために

職員等を確保する。 

 

４ 広域輸送拠点施設の運営等については、山口県支援物資物流マニュアルによるものとす

る。 

 

第５項 広域活動（進出）拠点の整備 

 

 県は、被災地における他県等からの応援部隊の活動拠点を確保する間などに、その集合拠

点として活用する広域活動（進出）拠点を整備する。 

 

 

第２節 緊急道路啓開 

 

緊急道路啓開とは、災害発生直後における道路上の各種障害物の除去及び道路施設の応急

修復を行うことで、各道路管理者において、対象道路の障害物の除去、道路の損壊等の応急

補修を優先的に行うこととする。 

 

第１項 緊急啓開道路の選定基準 

 

被災状況を確認して、山口県緊急輸送道路ネットワーク計画の対象路線から選定する。た

だし、対象道路の損傷が大きく応急復旧が困難である場合には代替路線を詮索する。 
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第２項 啓開道路の選定 

 

１ 啓開道路の選定 

県及び市は、国土交通省中国地方整備局、西日本高速道路株式会社等の関係機関と協議

の上、それぞれが管理する幹線道路を中心として、これらを有機的に連携させた緊急啓開

道路を選定する。 

 

２ 災害対策基本法に基づく車両の移動命令等 

【各道路管理者】 

  各道路管理者は、港湾管理者又は漁港管理者（本節において「道路管理者等」という。）

は、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行

車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあ

り、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その区

間を指定して、当該区間内にある者に対して当該区間を周知し、以下の措置をとることが

できる。 

（１）当該車両その他の物件の所有者等に対し、当該車両等の道路外への移動その他必要

な措置をとることの命令。 

（２）所有者等が（１）の命令によっても当該措置をとらないとき又は現場にいないとき

等には、道路管理者等自らによる当該措置の実施。この場合、やむを得ない限度にお

いて、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

（３）上記の措置をとるため必要な限度において、他人の土地の一部利用又は竹木その他

の障害物の処分。 

（４）（２）又は（３）の措置をとったときは、通常生ずべき損失の補償。 

 

３ 国土交通省、県知事からの指示 

  国土交通省（中国地方整備局）は、道路管理者である県又は市町又は港湾管理者に対し、

県（土木建築部）は、道路管理者である市に対し、広域的な見地から、必要に応じて上記

２の措置をとることについて指示をすることができる。 

 

第３項 緊急啓開作業体制 

 

１ 緊急啓開路線の分担 

啓開作業は、各道路管理者等が行う。 

なお、道路啓開にあたっては、被災地方公共団体、その他の道路管理者等及び関係機関

等と連携を図りつつ計画的に作業を実施する。 

 

２ 啓開作業 

市（道路整備課）は、区域内の道路被害及び道路上の障害物等の状況を速やかに調査し、

県に報告するとともに、所管する道路については啓開作業を実施する。 

（１）市は、所管する道路の被害状況、道路上の障害物の被害を速やかに調査するとともに、

他機関からの情報収集に努め県に報告するとともに、緊急度に応じ啓開作業を実施する。 

（２）道路の損壊、建物倒壊等による障害物の除去については、占用工作物管理者等の協力

を得て実施する。 
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（３）特に避難、救出及び医療救護、緊急物資の輸送に必要な主要路線を重点的に優先して

実施する。 

（４）被害の規模、状況によっては、各関係機関と連携し、自衛隊の支援を要請するととも

に、受け入れ体制の確保に努める。 

（５）道路啓開に必要な人員及び資機材を確保するため、建設業協会、高速道路株式会社等

の支援を要請する。 

 

第４項 道路啓開に必要な資機材の確保 

 

各道路管理者は、平素から道路啓開に必要な資機材の備蓄整備を行うとともに、建設業界、

高速道路株式会社等を通じて使用できる建設機械等必要な資機材確保に努める。 

 

 

第３節 輸送車両等の確保 

 

第１項 輸送手段の確保措置 

 

１ 輸送手段の確保については、それぞれ応急対策を実施する課が行うこととするが、災害

が激甚でこれらの課において輸送力の確保ができないときは、防災危機管理課が調整を行

い、県へ要請する。 

（１）輸送区間及び借上期間 

（２）輸送人員又は輸送量 

（３）車両等の種類及び必要台数 

（４）集結場所及び日時 

（５）車両用燃料の給油所及び給油予定量 

（６）その他参考となる事項 

 

２ 輸送方法 

（１）車両による輸送 

ア 公用車、市営バス 

イ 日本通運株式会社 宇部支店       TEL ２１－５１３５ 

ウ 防長交通株式会社 小郡営業所      TEL ０８３－９７３－００２２ 

エ サンデン交通株式会社 小野田営業所   TEL ８３－２４０９ 

オ 中国ジェイアールバス株式会社 山口支店 TEL ０８３－９２２－２５１９ 

カ 山口県トラック協会           TEL ０８３－９２２－０９７８ 

キ 船木鉄道㈱               TEL ６７－０３２１ 

（２）列車による輸送（西日本旅客鉄道株式会社） 

災害時における市からの物資輸送の協力要請は、本社営業部又は中国統括本部で対応

し、輸送力の確保及び運賃減免等を行う。 

（３）船艇による輸送 

ア 海上保安署所属船艇への支援要請 

イ 運輸局に対する海上輸送措置の斡旋又は調整の要請 

ウ 漁業協同組合等の公共的団体所有の船舶による輸送の協力要請 
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［資料］３－７－２ 宇部海上保安署所属船艇 

 

（４）他の輸送手段が確保できない場合、自衛隊派遣要請の要求をする。 

ア 自衛隊所有車両による輸送支援の要請 

イ 海上自衛隊所属艦艇による輸送支援の要請 

ウ ヘリコプター等航空機による輸送支援の要請 

 

［資料］３－７－３ 船舶運送事業者及び運送力 

［資料］３－７－４ 港湾事業者及び従業者数 

 

 

第４節 災害救助法による輸送基準 

 

第１項 輸送の範囲 

 

１ 被災者を避難させるための輸送（交通局） 

市長（各課）、警察官等避難指示者の指示に基づき、避難等を行う場合の輸送 

 

２ 医療及び助産のための輸送（地域医療対策室） 

（１）重傷患者で救護班が処置できない場合等の病院又は産院への輸送 

（２）救護班が仮設する診療所等への入院又は通院のための輸送 

（３）救護班の人員輸送 

 

３ 被災者の救出のための輸送（交通局、消防局） 

救出された被災者の輸送及び救出のための必要な人員、資材等の輸送 

 

４ 飲料水供給のための輸送（水道局） 

飲料水の輸送及び確保のために必要な人員、ろ水器その他の機械器具、資材等の輸送 

 

５ 救済用物資の輸送（地域福祉課） 

被災者に支給する被服、寝具、その他の生活必需品、炊き出し用食料、薪炭、学用品、

医薬品、衛生材料及び義援物資等の輸送 

 

６ 遺体捜索のための輸送（地域医療対策室、環境政策課） 

（１）遺体処理のための救護班員等の人員の輸送及び遺体の処置のための衛生材料の輸送 

（２）遺体を移動させるための輸送及びこれに伴う人員の輸送 

 

７ 輸送の特例 

応急救助のため輸送として上記１～６以外の措置を必要とする場合は、市（地域福祉課）

は知事（厚政課）に依頼し、知事は内閣総理大臣に対して特別基準の申請を行う。 

 

 

 



3－7－7 

第２項 輸送の期間 

 

１ 救助法による各救助の実施期間とする。 

 

２ 各救助の期間が延長されたときは、その救助に伴う輸送の期間も自動的に延長させるも

のとする。 

 

第３項 輸送の費用 

 

１ 輸送業者における輸送又は車両、船舶の借上のための費用は、当市における慣行料金（国

土交通省認可料金以内）によるものとする。 

 

２ 輸送実費の範囲は、運送費（運賃）、借上料、燃料費、消耗器材費及び修繕料とする。 

 

３ 輸送業者以外の者の所有する車両、船舶の借上に伴う費用（借上料）は、輸送業者に支

払う料金の額以内で、各実施機関が車両等の所有者と協議して定めるものとする。 

 

４ 官公署及び公共的団体の所有する車両、船舶を借上げる場合は、原則として使用貸借に

よるものとし、特に定めがない限り無償とする。 

 

５ 各救助を実施する各担当課は、次の帳簿類を整備し、防災危機管理課に提出しなければ

ならない。防災危機管理課は内容確認の上、地域福祉課に提出し、地域福祉課は県（厚政

課）に提出し、保存するものとする。 

（１）救助実施記録日計票（様式５－２） 

（２）燃料及び消耗品受払簿 

（３）輸送記録簿（様式２２） 

（４）輸送関係支払関係書類 

 

 

第５節 交通規制 

 

第１項 道路交通規制 

 

１ 交通規制の内容 

（１）規制の実施区分 

被災地域の人口集中地域を対象に、第一次交通規制、第二次交通規制の区分を設け、

路線の規制を行うとともに、必要に応じて地域指定して、規制を実施する。 

ア 第一次交通規制 

災害発生直後における交通混乱を最小限に止めるため 

（ア）被災地域方向へ向かう車両の通行禁止等の交通規制を実施し、流入交通の抑制を

する。 

（イ）避難車両の通行路を確保し、被災地域からの流出交通の整理・誘導を実施する。 

（ウ）救出、救助、消火、医療救護活動等の緊急通行車両の通行を確保し、交通の整理・
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誘導を実施する。 

イ 第二次交通規制 

（ア）緊急交通路を指定し、緊急通行車両の通行を確保する。 

（イ）一般車両の流入、通過交通の抑制を図る交通規制を実施する。 

（ウ）被災地域住民の生活道路の確保のための交通規制を実施する。 

（２）規制の実施種別 

実施者 規制種別 規制理由等 規制対象 根拠法令 

公安委員会 通行の禁止

又は制限 

県内又は隣接県、近接県に災

害が発生し又は発生しよう

とする場合において、災害応

急対策を的確かつ円滑に行

うため必要があるとき 

緊急通行

車両以外

の車両 

災対法 

第７６条第１項 

県内の道路に、災害による道

路の損壊等危険な状態が発

生した場合において、その危

険を防止し、その他交通の安

全と円滑を図るために必要

があるとき 

歩行者 

車両等 

道路交通法 

第４条第１項 

警察署長 同上 上記の場合において、他の警

察署の所管区域に及ばない

もので、期間が１箇月未満の

ものについて実施するとき 

同上 道路交通法 

第５条第１項 

警察官 同上 災害発生時等において交通

の危険を防止するため、緊急

措置として必要があると認

めたとき 

同上 道路交通法 

第６条第４項 

道路管理者 同上 道路の破損、決壊その他の事

由により、交通が危険である

と認めるとき 

同上 道路法 

第４６条第１項 

 

２ 交通情報の収集伝達 

警察本部（交通管制センター）は、道路管理者等と連携して交通情報を収集するととも

に、各種広報媒体を活用して、地域住民及び広く道路利用者に対して情報伝達を実施する。 

（１）交通情報の収集 

管制施設（カメラ等）、航空機、車両、警察官等により、次の事項を調査する。 

ア 幹線道路の被害状況 

イ 交通規制の実施状況 

ウ 鉄道、駅等の被害状況 

エ 交通の流れの状況 

オ その他 

（２）交通情報の伝達 

収集した情報は、次の広報媒体を活用して、広報を実施する。 
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ア 管制施設（交通情報板、路側通信等） 

イ ラジオ、テレビ等の放送施設 

ウ 日本道路交通情報センター 

エ その他 

 

３ 交通規制の実施要領 

（１）第一次交通規制 

ア 被災地域への流入交通の抑止 

（ア）被災地域における救援、救護活動を円滑に実施するため、被災地域に向かう車両

に対して、被災地域外の交通要所において緊急通行車両以外の車両の流入抑止の規

制広報を実施する。 

（イ）迂回措置の可能な地点において、警察官等により、被災地に向かう緊急通行車両

以外の車両通行禁止措置を行うとともに、一般通行車両の迂回誘導を実施する。 

イ 避難車両の流出誘導の実施 

（ア）被災地域内にある道路のうちから避難交通路を確保し、交通の要所において、避

難車両の流出誘導を実施する。 

（イ）被災地域内にある一般車両もできるだけ迅速に被災地から離れるよう整理、誘導

する。 

（２）第二次交通規制 

ア 緊急交通路の指定 

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、次により規制を実施する。 

（ア）緊急交通路の指定に併せて、通行障害となっている物件を除去する。 

（イ）迂回措置の可能地点において、被災地に向かう緊急通行車両以外の通行禁止規制

及び一般車両の迂回についての広報を実施する。 

（ウ）規制地点については、検問を実施し、一般車両と緊急車両を区分けし、一般車両

については他の路線に迂回誘導する。 

イ その他の交通規制の実施 

（ア）道路交通法上の規制を有効に活用して、一般車両の被災地域への流入抑止を図る

とともに、路線を指定して、被災地域への出入り交通路を確保する。 

（イ）被災地域内の生活道路の確保を図る。 

（３）警察官等の規制実施体制及び規制資機材の活用 

ア 警察官等の規制実施体制及び隣接県、近接県等を含めた広域的な交通規制の必要が

ある場合、県公安委員会は、これらの県の公安委員会に対して交通規制及び広報につ

いて要請する等、相互の連携を取りながら実施する。これらについては別に定める。 

イ 交通規制に当たっては、道路交通法第４条第５項に基づく道路標識、区画線及び道

路標示に関する命令に定める標識、災対法第７６条第１項の規定に基づく、同法施行

規則第５条第１項に定める標識及びロープ、防護柵等の装備資機材を有効に活用して

実施する。 

ウ 道路交通機能を確保するため、警察官等による交通整理、誘導を行うほか信号機の

早期機能回復を講ずる。 
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４ 交通規制用資機材及び道路交通機能確保用資機材の整備 

交通規制措置に必要な所要の資機材及び電力停止に対応した信号機装置の整備を計画的

に行う。 

 

５ 被災現場措置 

（１）現場措置 

災対法に基づいて、警察官、自衛官、消防吏員は、通行の禁止又は制限に係る区域又

は区間において次の措置を行うことができる。 

区

分 
項目 内容 

根拠条文 

（災対法） 

警

察

官 

応急対策の障害

となる車両及び

物件の移動等の

措置命令 

車両その他の物件が、緊急通行車両の通行の

妨害となることにより、災害応急対策に著し

い支障が生じるおそれがあると認めるとき

は、その管理者等に対し、道路外への移動等

の必要な措置をとることを命ずることがで

きる。 

第７６条の３ 

第１項 

命令措置をとら

ないとき又は命

令の相手方が現

場にいない場合

の措置 

上記措置を命ぜられたものが措置をとらな

いとき又は命令の相手方が現場にいないと

きは、自らその措置を行うことができる。 

第７６条の３ 

第２項 

移動措置に係る

車両その他の物

件の破損行為 

上記措置をとるためやむをえない限度にお

いて、車両その他の物件を破損することがで

きる。この場合通常生ずべき損失の補償を行

うことになる。 

自

衛

官

・

消

防

吏

員 

警察官がその現

場にいない場合

の措置 

それぞれの緊急通行車両の通行を確保する

ため、上記警察官の権限を行使することがで

きる。 

第７６条の３ 

第３項、第４項 

命令、措置を行っ

た場合の管轄警

察署長への通知 

ア 命令に係る通知 

命令を実施した場所を管轄する警察署

長に直接又は管轄する県警察本部交通部

交通規制課を経由して、別記様式により行

うものとする。 

イ 措置に係る通知をとった都度、措置を行

った場所を管轄する警察署長に直接又は

管轄する県警察本部交通部交通規制課を

経由して別記様式により行うものとする。 

（ア）措置を行った場合、措置に係る物件の

占有者、所有者又は管理者の住所又は氏

名を知ることができないときはその理

由及び措置に係る物件の詳細な状況を

通知書に記載するものとする。 

第７６条の３ 

第６項 
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（イ）破損行為を行った場合は、原則として、

破損前後の写真を撮影するとともに、損

害見積もりを貼付の上、通知の際送付す

るものとする。 

（２）車両運転者の義務 

項 目 内 容 根拠条文 

移動措置の義務 通行禁止等がおこなわれたときは、速やかに、

車両を指定区域の道路外に、また、指定道路の

区域外に移動しなければならない。 

災対法 

第７６条の２ 

第１項、第２項 

移動困難な場合の

退避義務 

移動困難な場合は、できる限り道路左側に添う

等、緊急通行車両の通行の妨害とならないよう

な方法で駐在しなければならない。 

災対法 

第７６条の２ 

第１項、第２項 

移動等の命令に対

する受任義務 

警察官の移動又は駐車命令に従わなければなら

ない。 

災対法 

第７６条の２ 

第４項 

（３）公安委員会の規制内容等の周知措置 

ア 公安委員会は、災対法に基づく規制を行った場合（又は行う場合）、住民等に対して

規制内容等の周知措置を行うものとする。 

イ 県（交通安全対策班）は、通行者の安全確保を図るため、警察、道路管理者との調

整及び住民への災害時交通安全について、周知措置を行うものとする。 

 

［資料］３－７－５ 措置命令・措置通知書 

 

６ 道路管理者に対する要請 

  公安委員会は、災対法に基づく規制を行うため必要があると認めるときは、道路管理者、

港湾管理者又は漁港管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定及び

必要な措置をとることを要請することができる（第２節第２項２参照）。 

 

第２項 海上交通規制 

 

１ 情報の収集及び情報連絡 

海上保安部署は、被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、

船艇、航空機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接

な情報交換等を行うものとし、特に地震災害等にあっては、次に掲げる事項に関し情報収

集活動を行うものとする。この場合、航空機による陸上における被害状況に関する情報収

集活動の実施については、海上及び沿岸部の被災状況に関する情報収集活動の実施その他

海上における災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において行うものとする。 

（１）海上及び沿岸部における被害状況 

ア 被災地周辺海域における船舶交通の状況  

イ 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

ウ 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

エ 石油コンビナートの被害状況 
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オ 流出油等の状況 

カ 水路、航路標識の異常の有無 

キ 港湾等における避難者の状況 

（２）陸上における被害状況 

 

２ 規制措置 

（１）在港船舶に対する措置 

ア 海上保安署長、港長は在港船舶の安全を確保するため、港則法に基づき在港する船

舶に対して移動（避難）を命ずる。 

イ 港長は、港則法に基づき、危険を防止するため必要と認められる場合、特定港内に

おいて修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な船員の乗船を命ずる。 

（２）航行規則 

ア 海上保安署は、被災地域の港湾に入出港する船舶に対し、港則法に従い、必要な交

通管制を行い航行規制を実施する。 

イ 状況に応じて、所属巡視艇により航行の制限、禁止、避難指示等所要の措置を講ず

るとともに港内の船舶が輻輳する航路等において交通整理を行う。 

 

第３項 航空交通規制等 

 

広島空港事務所又は北九州空港事務所は、災害が発生した場合、航空機の安全を図る観点

から以下の対策を講じる。 

 

１ 飛行規制措置 

（１）一定空域での飛行の注意喚起 

（２）救援機等の飛行経路の周知等による飛行空域の一般航空機との分離のための協力要請 

（３）救援機以外の航空機の一定空域での一定期間の飛行自粛の協力要請 

（４）関係機関から場外離着場について協議があった場合の必要な指導 

２ その他の応急措置 

（１）情報の収集、伝達及び報告並びに関係行政機関、航空会社その他の機関との連絡調整

を行う。 

（２）空港長及びその他の関係機関に対して、航空機とその輸送能力の報告を求め、常にそ

の状況を把握する。 

（３）施設の点検、整備等必要な保安措置及び航空機による二次災害防止措置、その他の応

急救護活動等の措置を行う。 

（４）航空会社と常に連絡調整を図り、人命救助及び緊急輸送等の協力を求める。 

 

第４項 緊急通行車両の確認 

 

１ 確認実施機関 

（１）県が保有し、応急対策活動に使用する車両及び応急対策活動に必要として調達した車

両については知事が確認を行う。 

（２）県が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会が行う。 
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２ 確認対象車両 

（１）第１段階 

ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品、透析用水等人命救助に要する人員、

物資 

イ 消防・水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設

保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物

資 

カ 災害応急対策用車両 

（２）第２段階 

ア 上記（１）の続行 

イ 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地以外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

オ 応急復旧対策用車両 

（３）第３段階 

ア 上記（２）の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 

 

３ 緊急車両通行証明書等の交付 

緊急車両通行証明書の発行は公安委員会（警察本部及び警察署）又は県（物品管理班）

において行い、緊急輸送車両の標章及び証明書を交付する。 

 

４ 事前届出・確認制度 

市及び指定地方行政機関、指定公共機関等は、保有する車両について、あらかじめ公安

委員会（警察署）に届出をし、事前届出済証の交付を受け、車両に携行しておく。 

災害が発生し、交通規制が行われたときは、事前届出済証を警察署へ提出し、緊急車両

通行証明書の標章及び証明書の交付を受ける。 

 

［資料］３－７－６ 緊急通行車両等の事前届出手続要領 

 

 

第６節 臨時ヘリポート設定計画 

 

第１項 臨時ヘリポートの設定 

 

１ 臨時ヘリポートの設定 

（１）市は、災害時の対応に備え、山口宇部空港、恩田運動公園陸上競技場、小野スポーツ

広場、楠中学校、宇部市楠体育広場、旧吉部小学校、真締川ダム南側広場、アクトビレ

ッジおの多目的広場、厚東川二俣瀬桜づつみ公園、山口大学医学部附属病院を臨時ヘリ
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ポートとする。 

（２）県は、大規模災害時の物資輸送等に対応するため、市町が確保した予定地のうちから、

広域市町圏内に１カ所の広域臨時ヘリポートを選定する。 

 

２ 臨時ヘリポートの選定 

災害派遣時における臨時ヘリポートの予定地については、市長（防災危機管理課）が県

（防災危機管理課）経由により陸上自衛隊第１７普通科連隊（第１３飛行隊）と協議し、

現地調査の上、定める。 

 

３ ヘリポートの選定条件 

具体的事項 備 考 

１ 着陸帯は、平坦な場所で転圧されて

いること。 

コンクリート又はアスファルトで舗装されて

いることが望ましいが、堅固な場所であれば土

又は芝地でも着陸可能である。 

２ 着陸帯の地表面には、小石、砂又は

枯れ草等の異物が存在しないこと。 

風圧による巻き上げ防止、あるいはエンジン等

に異物が混入するのを防ぐため、着陸帯の清

掃、設置面が土の場合は散水等をしておく。 

３ 着陸帯の周囲に高い建造物、密生し

た樹木及び高圧線等がないこと。 

 

４ ヘリコプターの進入及び離脱が容

易に実施できる場所であること。 

進入離脱の最低条件 

・着陸地点中心から半径５０ｍ以内は平坦で障

害物がないこと。 

・着陸地点中心から半径１００ｍ以内は高さ１

２ｍ以上の障害物がないこと。 

・着陸地点中心から半径１５０ｍ以内は高さ２

０ｍ以上の障害物がないこと。 

５ 天候による影響の少ない場所であ

ること。 

山岳地に設定する場合は、できるだけ乱気流

（風）の影響が少なく、雲等に覆われない場所

を選定する必要がある。 

 

第２項 臨時ヘリポート設置作業 

 

１ ヘリポートの表示 

ヘリコプターによる救援を要請した者はヘリコプターの着陸地点に次の標識を掲げるも

のとする。 

（１）ヘリポートの標識 

 

［資料］３－７－７ ヘリポートの標識 
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（２）標示方法 

標示場所の区分 具体的事項 

地面の堅い所 石灰（その他白い粉末）等で、規定どおり標識図を標示する。 

ヘリコプターが着陸する場合、風圧が強いので吹き飛ばされやす

いものは使用しない。 

積雪のある所 周囲が雪の場合は、色彩ペイント等を使って標識図を標示する。 

原則として雪の積もっている所への着陸は困難である。 

このため、ヘリコプターが着陸するのに必要な最低面積の雪を取

り除き、周囲を踏み固める。 

風向認識の標示 ポール等に紅白（紅白がない場合は識別しやすい色）の吹き流し

を掲揚する。ポール等（３ｍ以上）の位置は、ヘリポートの地点

に建てる。 

この場合、離発着の障害とならない地点を選定する。 

 

第３項 臨時ヘリポートの整備 

 

市及び県は、災害時のヘリコプターの活用に対応できるよう、ヘリポートの確保整備に努

めるものとする。 
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第８章 災害救助法の適用計画 

 

 

災害救助法の適用 

救助の実施基準 

応急救助の実施 
災
害
救
助
法
の
適
用
計
画 

強制権の発動 

賃金職員等の雇い上げ計画 

実施  

雇い上げ 

救助の実施 

適用手続 

市の事務 
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第１節 災害救助法の適用 

 

第１項 救助の実施 

 

１ 実施機関 

（１）知事は国の機関として救助の実施にあたる。 

（２）市長は知事からあらかじめ委任を受けた応急対策について実施する。 

救助実施内容 実施機関 

１ 避難所の設置 地域福祉課 

２ 応急仮設住宅の供与 

 （１）建設 

 （２）敷地の選定 

 （３）入居予定者の選考 

 

県 

住宅政策課 

 〃 

３ 炊き出しその他による食品の給与 地域福祉課 

４ 飲料水の供給 水道局 

５ 被服、寝具、その他の生活必需品

の給与又は貸与 

地域福祉課 

６ 医療及び助産 県、地域医療対策室 

７ 被災者の救出 消防局、警察、海上保安署 

８ 被災した住宅の応急修理 住宅政策課、営繕課 

９ 生業に必要な資金の貸与 県、地域福祉課 

１０ 学用品の給与 県、学校教育課 

１１ 埋葬 環境政策課 

１２ 遺体の捜索 消防局、警察、海上保安署 

１３ 遺体の処理 環境政策課、警察、海上保安署 

１４ 障害物（土石、竹木等）の除去 県、土木河川課 

（３）実施区分については、各種の救助を迅速に実施するため、通常市が処理すべき業務の

範囲の基準を救助法第３０条に基づき委任することとして、「市町村長に対する事務の委

任に関する規則」によりあらかじめ定めたものである。 

（４）委任事項の報告 

救助の実施に関し、知事の職権の一部の委任を受けた市長（地域福祉課）は、その職

権を行使したときは、直ちにその内容を詳細に知事（厚政課）に報告するものとする。 

 

２ 適用基準 

（１）市内の人口に応じて次に定める数以上の世帯の住家が滅失していること。 

人口１００，０００人以上３００，０００人未満の場合は、住家が滅失した世帯の数

が１００以上。 

ただし、半壊・半焼は１／２、また床上浸水は１／３に換算する。 

（２）県の区域内の住家のうち、滅失した世帯の総数が１，５００世帯以上であって、市内

の被害住家のうち、滅失した世帯の数が上記の基準の１／２以上に達した場合。 

（３）県の区域内の住家のうち、滅失した世帯の総数が７，０００世帯以上であって、市内

の被害世帯数が多数の場合。 
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（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難

とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の住家が滅失した場合。 

特別な事情とは、災害にかかった者食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の

補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とする場

合であり、具体的には次のような場合であること。 

ア 被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給が極めて困

難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合。 

イ 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そ

のために特殊の技術を必要とする場合。 

ウ 水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救出等の特

殊の技術を必要とする場合。 

（５）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合。（４号適用） 

この適用については、災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数

の者が、避難して継続的に救助を必要とする場合であり、具体的には、次のような場合

であること。 

ア 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を

受けて避難生活を余儀なくされる場合 

イ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

また、災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の

補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とする

場合とは具体的には、次のような場合であること。 

（ア） 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

（イ） 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

（ウ） 豪雪により多数の者が危険状態となる場合。 

(１) 平年に比して、短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその危

険性の増大 

(２) 平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

(３) 雪崩発生による人命及び住家被害の発生 

※（３）～（５）の被害程度の「多数」については、適用基準に関わらず、被害の態様、四

囲の状況に応じて、市の救護活動が困難であるかどうかの被害程度によって判断するもの

とする。 

※ 適用基準の算定方法（単位：世帯） 

     適用基準 ＝（全壊・全焼・流出等） 

＋｛（半壊・半焼等）×１／２｝＋｛（床上浸水・土砂の堆積等）×１／３｝ 

例えば、全壊等０、半壊等０、床上浸水等３００の場合は基準に達する。 

 

第２項 適用手続 

 

１ 適用手続に係る処理事項 

（１）報告 

ア 被害が発生した場合、防災危機管理課は地域福祉課に報告するものとする。 

イ 市長（地域福祉課）は、市内の被害が適用基準に達した場合又は達する見込みのあ

るときは、直ちにその旨を知事（厚政課）に報告する。 



3－8－4 

ウ 適用基準に達する見込みがない地域であっても、他の地域との関連で救助を実施し

なければならない場合もあるので、災害の状況に応じて被害報告をするものとする。 

エ 報告内容は、被災総数・人的被害・住家の被害及び非住家の被害とする。 

オ 報告系統は、関係各課→防災危機管理課→地域福祉課→県厚政課とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）適用の公告 

救助法を適用したときは、知事は速やかに公告する。 

 

２ 適用時における市長の措置 

市長（地域福祉課）は、災害の事態が切迫し、知事による救助の実施を待つことができ

ないときは単独で救助に着手することができるものとする。 

この場合、直ちにその状況を知事（厚政課）に報告し、その後の処理について知事の指

揮を受けるものとする。 

 

第３項 救助の実施基準 

 

救助法に基づき、各種の救助実施にあたって必要となる救助の方法、程度、期間、国庫補

助限度額、必要な書類等に係る具体的な取り扱いについては、厚生労働省社会・援護局監修

の「災害救助の実務」によるものとする。 

 

第４項 応急救助の実施 

 

救助の種類 第３部該当章 県担当部局 市担当部局等 

救助の総括 第８章 健康福祉部 地域福祉課 

被害状況等の調査 第２・８章 健康福祉部 関係各課 

被害状況等の報告 第２・８章 健康福祉部 地域福祉課 

避難所の設置 第５章 健康福祉部 地域福祉課 

応急仮説住宅の供与 

被災した住宅の応急修理 

第１１章 健康福祉部 

土木建築部 

地域福祉課、 

住宅政策課、営繕課 

炊き出しその他による食品の給与 第９章 健康福祉部 

農林水産部 

地域福祉課 

飲料水の供給 第９章 環境生活部 水道局 

被服、寝具、その他の生活必需品

の給与又は貸与 

第９章 健康福祉部 

商工労働部 

地域福祉課 

学用品の給与 第１５章 教育庁 学校教育課 

関係各課 被害調査 

市防災危機管理課 

災害対応票等 

地域福祉課 

救助法関係帳簿等 

県防災危機管理課 
総括表 

県厚政課 
救助法適用申請 
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救助の種類 第３部該当章 県担当部局 市担当部局等 

医療及び助産 第４章 健康福祉部 地域医療対策室 

被災者の救出 第４章 健康福祉部 

警察本部 

消防局 

遺体の捜索 第１０章 健康福祉部 

警察本部 

消防局 

遺体の処理・埋葬 第１０章 健康福祉部 

環境生活部 

警察本部 

環境政策課 

障害物の除去 第１０章 健康福祉部 土木河川課 

業務協力 輸送協力 第７章 会計管理局 防災危機管理課 

労務協力 第８章 商工労働部 企業立地推進課 

 

第５項 強制権の発動 

 

知事は、災害の混乱期において、迅速に救助事務を遂行するにあたり特に必要があると認

めるときは、次に掲げる強制権を発動することができる。 

 

１ 従事命令及び協力命令 

（１）従事命令 

一定の職種の者（医療、土木建築工事又は輸送関係者）を救助に関する業務に従事さ

せることができる。（救助法第２４条） 

（２）協力命令 

被災者、その他近隣の者を、救助に関する業務に協力させることができる。（救助法第

２５条）  

 

２ 管理、使用、保管命令及び収用・損失補償 

（１）管理、使用、保管命令及び収用 

ア 知事は次に掲げる場合において、施設を管理し、土地、家屋もしくは物資を使用し、

特定業者に保管命令を発し、又は救助に必要な物資を収用することができる。（救助法

第２６条第１項） 

（ア）救助を行うため特に必要があると認めるとき。 

（イ）救助法第３１条の規定による厚生労働大臣の応援命令を実施するため必要がある

と認めるとき。 

イ 管理 

病院、診療所、助産所、旅館、飲食店等を管理する権限。 

ウ 使用 

土地、家屋等を収容施設として用いるような場合で、管理と異なり、土地、家屋物

資を物的に利用する権限。 

エ 保管 

災害時の混乱時に、放置すれば他に流れてしまうおそれのある救助その他緊急措置

に必要な物資を、一時的に業者に保管させておく権限。 
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オ 収用 

災害の時に、必要物資を多量に買いだめ、売惜しみしているような場合、その物資

を収用する権限。 

カ 公用令書の交付 

物資の保管命令、物資の収用、施設の管理又は土地、家屋もしくは物資を使用する

場合には、当該物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対して、公用令書を交付し

て行うものとする。 

（２）損失補償 

知事は、管理、使用、保管命令及び収用の処分を行ったときは、その処分により通常

生ずべき損失を補償する。（救助法第２６条第２項） 

 

第６項 市の事務 

 

１ 救助事務の処理上必要な帳簿の整備、記録、保存 

市（地域福祉課）は、救助の種類ごとに必要な台帳、帳簿及び関係書類を整備して保存

しなければならない。関係各課は、台帳、帳簿及び関係書類の作成に協力するものとする。 

救助の種類ごとに整備すべき帳簿等は、厚生省社会・援護局監修の「災害救助の実務」

による。 

救助の種類 様式 整備保存帳簿 作成課 提出先 整備保存課 

避難所の設置 ５-２ 

・ 

７ 

・ 

 

・ 

救助実施記録日計票 

避難所用物資受払簿 

避難所設置及び収容状況 

避難所設置に要した支払証

拠書類 

避難所設置に要した物品受

払証拠書類 

管理主管課又

は避難拠点要

員 

防災危

機管理

課 

地域福祉課 

応急仮設住宅

の供与 

５-２ 

８ 

・ 

 

・ 

 

 

・ 

救助実施記録日計票 

応急仮設住宅台帳 

応急仮設住宅用敷地貸借契

約書 

応急仮設住宅建築のための

原材料購入契約書、工事契

約書、その他設計書等 

応急仮設住宅建築のための

工事代金等支払証拠書類 

住宅政策課 防災危

機管理

課 

地域福祉課 

炊出しその他

による食品の

給与 

５-２ 

・ 

 

・ 

 

救出実施記録日計票 

炊出しその他による食品給

与物品受払簿 

炊出しその他による食品給

与のための食料購入代金等

地域福祉課 

 

避難拠点要員 

防災危

機管理

課 

地域福祉課 
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救助の種類 様式 整備保存帳簿 作成課 提出先 整備保存課 

 

・ 

支払証拠書類 

炊出しその他による食品給

与のための物品受払証拠書

類 

飲料水の供給 ５-２ 

６ 

 

１０ 

・ 

救助実施記録日計票 

給水用機械器具燃料及び浄

水器薬品資材受払簿 

飲料水の供給簿 

飲料水供給のための支払証

拠書類 

水道局 防災危

機管理

課 

地域福祉課 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

５-２ 

・ 

・ 

１１ 

・ 

・ 

救助実施記録日計票 

物資受払簿 

物資の配分計画表 

物資の給与状況 

物資購入関係支払証拠書類 

備蓄物資払出証拠書類 

地域福祉課 防災危

機管理

課 

地域福祉課 

学用品の給与 

 

 

 

 

５-２ 

・ 

１８ 

・ 

 

・ 

救助実施記録日計票 

学用品の配分計画表 

学用品の給与状況 

学用品購入関係支払証拠書

類 

備蓄物資払出証拠書類 

教育委員会 防災危

機管理

課 

地域福祉課 

医療 ５-２ 

・ 

１２ 

１３ 

・ 

・ 

救助実施記録日計票 

医療品衛生材料受払簿 

救護班活動状況 

病院、診療医療実施状況 

診療報酬に関する証拠書類 

医療品衛生材料等購入関係

支払証拠書類 

地域医療対策

室 

防災危

機管理

課 

地域福祉課 

助産 ５-２ 

・ 

１４ 

・ 

救助実施記録日計票 

衛生材料等受払簿 

助産台帳 

助産関係支払証拠書類 

地域医療対策

室 

防災危

機管理

課 

地域福祉課 

災害にかかっ

た者の救出 

５-２ 

・ 

 

１５ 

・ 

救助実施記録日計票 

被災者救出用機械器具燃料

受払簿 

被災者救出状況記録簿 

被災者救出用関係支払証拠

書類 

消防局 防災危

機管理

課 

地域福祉課 

遺体の捜索 ５-２ 

・ 

救助実施記録日計票 

捜索用機械器具燃料受払簿 

消防局 防災危

機管理

地域福祉課 
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救助の種類 様式 整備保存帳簿 作成課 提出先 整備保存課 

・ 

・ 

遺体の捜索状況記録簿 

炊出しその他による食品給

与のための物品受払証拠書

類 

課 

 

［資料］３－８－１ 救助法関係様式 

 

２ 罹災者台帳の作成 

市（地域福祉課）は、関係課による被害調査により、各世帯別の被害を確認したときは、

「罹災者台帳」を速やかに作成するものとする。資産税課、市民税課、収納課は、協力応

援を行うものとする。 

 

３ 罹災証明書 

市長は、災害が発生した場合、被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その

他の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書面「罹災証明書」を交付するも

のとする。火災については、消防局が発行し、その他については地域福祉課が発行する。 

災害の混乱時又は被災現場の確認をしていない場合においては「罹災届出証明書」を発行し、

後日必要に応じ「罹災証明書」と取り替えることができるものとする。 

市長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、

災害による被害調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、他の地方公共団体又

は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

［資料］３－８－２ 被害家屋損害割合判定表 

［資料］３－８－３ り災証明書 

［資料］３－８－４ り災届出証明書 

 

４ 被災者台帳 

（１）被災者台帳の作成 

市長は、災害が発生した場合、被災者の援護総合的かつ効率的に実施するため必要がある

と認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする「被災者台帳」を作成するもの

とする。 

被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他の被害の状況 

カ 援護の実施の状況 

 キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

 ク 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

市長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に

関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用す
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ることができるものとする。 

市長は、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その

他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができるものとする。 

（２）台帳情報の利用及び提供 

市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、被災者台帳に記載し、又は記録された

情報（以下、「台帳情報」という。）を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために自ら利用し、又は提供することができるものとする。 

 ア 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

 イ 市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

 ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき 

 

 

第２節 賃金職員等の雇い上げ計画 

 

第１項 実施 

 

第３部第６章「応援要請計画」による応援をもってしても、また、第３部第１４章「ボラ

ンティア活動支援計画」による活動をもってしても、災害応急対策を実施できない場合につ

いて定めるものとする。 

 

第２項 雇い上げ 

 

１ 方法 

公共職業安定所を通じて行う。 

 

２ 公共職業安定所管内別紹介可能見込者数 

宇部管内５０名 

 

３ 給与の支給 

賃金職員等に対する給与は、法令その他により別に基準のあるものを除き、賃金職員等

を使用した地域における通常の実費を支給する。 
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４ 救助法による雇い上げ 

（１）賃金職員等雇い上げの範囲 

対象種別 内 容 

罹災者の避難 災害のため、現に被害を受け又は受ける恐れのあるもの

を安全地帯に避難させるため、市長（防災危機管理課）

等が雇い上げる賃金職員等 

医療及び助産における移送 （１）救護班によることができない場合において、患者

を病院、診療所へ運ぶための賃金職員等 

（２）救護班に属する医師、助産婦、看護婦等の移動に

伴う賃金職員等 

（３）傷病が治癒せず重傷ではあるが、今後自宅療養に

よることとなった患者の輸送のための賃金職員等 

罹災者の救出 （１）罹災者救出行為そのものに必要な賃金職員等 

（２）救出に要する機械、器具その他の資材を操作し又

は後始末をするための賃金職員等 

飲料水の供給 （１）飲料水そのものを供給するために必要な賃金職員 

  等 

（２）飲料水の供給のための機械、器具の運搬、操作等

に要する賃金職員等 

（３）飲料水を浄化するための医薬品の配布に要する賃

金職員等 

救済用物資（義援物資を含

む）の整理、輸送及び配分 

（１）救済用物資の種類別、地区別区分、整理、保管の

一切にかかる賃金職員等 

（２）救済用物資の被災者への配分にかかる賃金職員等 

遺体の捜索 （１）遺体の捜索行為自体に必要な賃金職員等 

（２）遺体の捜索に要する機械、器具その他の資材の操

作又は後始末のための賃金職員等 

遺体の処理（埋葬は除く） （１）遺体の洗浄、消毒等の処理をするための賃金職員 

  等 

（２）遺体を安置所等まで輸送するための賃金職員等 

特例（特別基準） 上記の他、次の場合は内閣総理大臣の承認を得て賃金職

員等の雇い上げをすることができる。 

（１）埋葬のための賃金職員等 

（２）炊き出しのための賃金職員等 

（３）避難所開設、応急仮設住宅建築、住宅の応急修理

等のための資材を輸送するための賃金職員等 

（２）雇い上げの期間は、それぞれの救助の実施期間とする。ただし、これにより難いとき

は、内閣総理大臣の承認を得て期間延長ができる。 

（３）賃金の限度は、雇い上げた地域における通常の実費とする。 
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第９章 食料・飲料水及び生活必需品等の供給計画 

  

食料供給計画 食
料
・
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
供
給
計
画 

食料の供給体制  

生活必需品等の供給計画 

炊き出し、その他の食品の給与 

水道対策 

救助法による飲料水の供給 

応急給水活動  

飲料水供給計画 

生活必需品等の供給体制  

救助法による生活必需物資の給与 
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第１節 食料供給計画 

 

第１項 食料の供給体制 

 

応急用食料の供給は、市（地域福祉課）が実施するものとする。県は、被災市町の要請を

受け、主食である米穀を中心に、必要により副食等についても供給する。 

 

１ 主食の供給 

（１）応急用米穀の供給 

災害時の応急用米穀の供給については、農林水産省政策統括官が定める「米穀の買入

れ・販売等に関する基本要領」により実施するものとする。 

「米穀の買入れ、販売等に関する基本要領」による措置 

救助法が適用された場合は、次により、知事が政府所有米穀を直接買受けて実施し、

又はこれを市に引き渡し、市長が供給の実施にあたるものとする。 

（ア）救助法が適用され、通常の供給方法では米穀の供給ができない場合においては、

市は県に災害救助用米穀の供給を要請する。 

（イ）県は被災地の場所、状況等を考慮の上、農林水産省に必要量の災害救助用米穀の

供給を要請する。 

（ウ）農林水産省は、受託事業体に対し、県又は県の指示する者（原則として被災市長

とする。）に必要な災害救助用米穀を引渡すよう指示する。 

（エ）県又は県の指示する者は、受託事業体より、応急用米穀の引渡しを受け、直接又

は市を通じその供給を行う。 

（オ）市は、交通・通信の途絶のため上記の手続きをとることができない場合で緊急の

引渡しを必要とするときは、農林水産省に直接その引渡しを要請することができる。 

 

２ 副食等の供給 

県は、次の食料について被災市から要請を受けたときは、あらかじめ締結した協定等に

基づき、関係団体、民間企業等に対して、必要量の出荷要請等を行い、市への供給措置を

講じる。 

 

パン、おにぎり、弁当、即席めん、育児用調製粉乳、缶詰、レトルト食品、野菜、食肉、

鶏卵、魚介類、農産物加工品、海産物加工品等 

 

３ 食料の輸送 

（１）輸送方法 

調達した食料については、実施機関である市が、直接引き取ることを原則とし、県は、

被災状況、輸送距離等から自ら輸送することが適当と認めるときは、市が指定する集積

地までの輸送を行う。この場合、食料等の輸送に県有車両等の配車が必要となったとき

は、物品管理班に配車要求を行うものとする。 

（２）自衛隊等への輸送要請 

知事は、県有車両等での輸送が困難となった場合、又は車両等による輸送が困難な地

域への緊急輸送の必要が生じた場合は、自衛隊、海上保安部・署に対し、緊急輸送の要

請を行うものとする。 
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第２項 炊き出し、その他の食品の給与 

 

１ 実施機関 

（１）炊き出し等による食品の給与は、市長（地域福祉課）が行う。 

（２）救助法が適用された場合、救助法による炊き出し等の食品の給与は、市長（地域福祉

課）が行う。 

（３）知事は、市長から炊き出しの実施について応援要請を受けたとき、又は自ら必要と認

めたときは、日赤奉仕団に応援要請を行う。 

 

２ 食品の給与措置 

（１）対象者 

ア 避難所に収容された者。 

イ 住家の被害が全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水等であって、炊事のできない者。 

なお、旅館の宿泊人、一般家庭の来訪客等で、当該災害に遭遇した者については、

被災地において炊き出しの対象とすることができる。 

（２）給与の方法 

ア 炊き出しは、避難所内又はその近くの適当な場所で実施する。 

適当な場所がない場合は、飲食店又は旅館等を使用することも認められる。 

イ 食品の給与は、現に食し得る状態にある物を給する。 

ウ 食品の給与は、産業給食（弁当等）によっても良い。 

エ 乳幼児に対する食品の給与は、ミルク等によっても差し支えない。 

（３）給与のための費用 

救助法に基づく、炊き出しその他の食品の給与に関する経費（１人１日当たり１，０

２０円以内）は県が負担する。 

ただし、市において定められた基準以外のことを行った場合は、その基準以外の費用

については、全て市が負担することになる。 

（４）給与の期間 

災害発生の日から７日以内。 

ただし、大規模災害が発生し、この基準期間内で給与を打ち切ることが困難な場合は、

内閣総理大臣の承認を得て、必要最小限の期間を延長することができる。 

（５）整備保存帳簿 

地域福祉課又は炊出し実施者は、次の帳簿類を整備し、防災危機管理課に提出しなけ

ればならない。防災危機管理課は内容確認の上地域福祉課に提出するものとする。 

ア 救出実施記録日計票（様式５－２） 

イ 炊出しその他による食品給与物品受払簿 

ウ 炊出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類 

エ 炊出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類 
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第２節 飲料水供給計画 

 

第１項 応急給水活動 

 

１ 実施機関 

（１）被災者に対する応急給水は、水道局が実施する。 

（２）県は、被災市の応急給水活動が円滑に実施できるよう、県が備蓄する給水資機材を提

供するとともに他市町、隣接県に対し、応援要請を行う。 

また、自衛隊に対し、応急給水活動の実施を要請する。 

 

２ 実施場所 

水道局があらかじめ定めた場所を給水拠点とし、応急給水活動を実施する。 

 

３ 給水の方法 

（１）災害時における供給水量の基準 

ア 飲料水の確保については、生命維持に必要な最低必要量として１人１日３リットル

の給水を基準とする。 

イ 生活用水については、給水体制の確保及び復旧状況等を勘案し、必要に応じて実施

するものとする。 

給水条件 給水基準量 備 考 

救助法による飲料水の供給 １人１日当り 

３リットル 

飲料水のみ 

給水は困難であるが、搬送による給水

ができる場合 

１人１日当り 

１４リットル 

飲料水、雑用水 

（洗面、食器洗い） 

給水できる状態であるが、現地で雑用

水が確保できない場合 

１人１日当り 

２１リットル 

上記用途＋洗濯用水 

上記の場合で比較的長期にわたるとき

は必要の都度 

１人１日当り 

３５リットル 

上記用途＋入浴用 

（２）給水の確保 

ア 被災地において飲料水の確保ができないときは、被災地に近い水道等から給水車又

は容器により運搬して確保する。 

イ 通常使用していない井戸水、また、飲料水が汚染した場合にあっては、非常用浄水

装置により浄水し、かつ、消毒して供給するとともに、必要に応じて検査を実施する。 

ウ 防疫その他衛生上、浄水（消毒）の必要がある時は、浄水剤（消毒剤）を投入して

給水し、又は使用者に浄水剤（消毒剤）を交付して、飲料水を確保するものとする。 

 

４ 給水体制 

（１）水道局 

ア 車両輸送を必要とする給水拠点については、給水タンク、ポリ容器等の応急給水用

資機材を活用し、水道局保有車両及び雇い上げ車両などにより輸送する。 

イ 後方医療機関となる病院、透析医療機関、医療救護所及び重症重度心身障害者施設

等への給水については、必要な情報収集に努め、万全を期する。 
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５ 給水の応援要求 

市において飲料水の確保及び供給ができないときは、水道局は次により応援の要求を健

康福祉センター（保健所）に行うものとする。 

なお、緊急を要する場合は、直接近隣市町に行うことができるものとする。また、応援

要求を行った場合、水道局は速やかに防災危機管理課に報告するものとする。 

（１）応援要求に必要な事項 

ア 供給水量（何人分又は１日何リットル） 

イ 供給の方法（自動車搬送、その他の方法） 

ウ 供給地及び現地への道路状況 

エ 供給を必要とする期間 

オ その他参考となる事項 

（２）県の給水支援 

ア 市長から応援要求を受けた健康福祉センターは、管内の市町に応援要請を行うとと

もに、県災対本部（生活衛生班）に報告するものとする。 

イ 県災対本部（生活衛生班）は、健康福祉センター管内の市町の応援では対応できな

いと認めるときは、直ちに他市町及び隣接県に対して応援要請を行う。 

（３）自衛隊の給水支援 

自衛隊の給水支援を必要とするときは、生活衛生班は、直ちに県災対本部本部室班（防

災危機管理課）に対し連絡するとともに、受け入れ体制を健康福祉センターに指示する。 

 

６ 給水施設、給水拠点の整備及び資機材の整備 

（１）給水施設等の整備 

ア 水道局長は、水道施設・設備等の災害に対する安全性の確保のため、必要に応じて

施設の補強を計画的に実施するものとする。 

また、被災時の飲料水確保対策のため、配水池等に緊急遮断弁を計画的に整備する。 

イ 病院、透析医療機関、避難所、多数の入園（所）を要する施設の管理者は、災害時

の断水へ対処できるよう所要の措置を講ずるものとする。 

（２）給水拠点の整備 

市は、災害時の円滑な給水活動を確保するため、避難所あるいはその周辺地域に給水

設備、貯水槽等を計画的に整備するものとする。 

（３）資機材の整備 

水道局は、応急給水に必要な資機材を計画的に整備しておく。 

 

［資料］３－９－１ 応急給水用機器材 

［資料］３－９－２ 浄水剤（消毒剤）主要取扱業者 

 

第２項 水道対策 

 

１ 水道水の緊急応援（水道法第４０条） 

知事は、災害発生の場合において、緊急に水道用水を補給する必要があると認めるとき

は、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施

設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命じる

ことができる。 
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２ 市における対策 

（１）災害発生のおそれがあるとき、又は災害が発生した場合における水道応急対策は、水

道局が行う。 

（２）水道施設被害報告 

水道局長は、「水道、飲料水施設被害状況等調査報告書」を健康福祉センターを通じて

県生活衛生課に報告するものとする。また、速やかに防災危機管理課に報告するものと

する。 

水道局長は、「水道事故報告書」を健康福祉センターを通じて県生活衛生課に報告する

ものとする。 

 

第３項 救助法による飲料水の供給 

 

１ 飲料水供給の措置 

（１）対象者 

災害の発生により、現に飲料水を得ることができない者。 

（２）飲料水供給の方法 

ア 災害のため、飲料に適する水がない場合に実施されるものであること。 

イ 飲料水の供給という中には、非常用浄水装置等による浄水の供給及び飲用水中に直

接投入する浄水剤の配布も含まれるものであること。 

（３）給水量の基準 

１人１日最大概ね３リットル（飲料水としてのみ） 

（４）飲料水供給のための費用 

県が負担する。ただし、知事が定める基準以外のことを市が行った場合は、その基準

以外分についての費用は、全て市の負担になる。 

ア 非常用浄水装置その他給水に必要な機器 

イ 浄水用の薬品及び資材費 

ウ 供給確保のための水源の開発、天然水等の送水管に係る経費は、対象とならない。 

（５）飲料水供給の期間 

災害発生の日から７日以内。ただし、災害が大規模でこの基準期間内に打ち切ること

が困難な場合は、内閣総理大臣の承認を得て必要最小限の期間を延長することができる。 

（６）整備保存帳簿 

水道局は次の帳簿類を整備し、防災危機管理課へ提出しなければならない。防災危機

管理課は内容確認の上地域福祉課に提出し、地域福祉課は県厚政課に提出し、保存する

ものとする。 

ア 救助実施記録日計表 

イ 給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿 

ウ 飲料水の供給簿 

エ 飲料水供給のための支払証拠書類 
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第３節 生活必需品等の供給計画 

 

第１項 生活必需品等の供給体制 

 

１ 生活必需品等の給与 

（１）給与基準 

災害によって住家に被害（全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水）を受け、被

服、寝具その他生活上必要な最小限の家財を喪失し、資力の有無にかかわらず、これら

の家財を直ちに入手することができない状態にある者。 

（２）被災者への物資の給与又は貸与 

ア 被災者に対する物資の給与又は貸与の措置は、地域福祉課が行う。 

イ 市において給与又は貸与の実施が困難な場合は、市長（地域福祉課）は知事（厚政

課）に応援要請を行う。 

ウ 市（地域福祉課）は、被災者に生活必需品等を給与又は貸与する場合、その配分方

法等について、県（厚政課）と協議し、あらかじめ定めておく。 

 

２ 調達体制 

個人からの支援物資については、持ち込まれる物資の規格等を統一し、搬入・搬出作業

の効率化を図るため、受入品目・梱包・規格・表示等に関する指針を作成し、十分な周知

を行うものとする。 

 

３ 生活必需品等の集積地及び輸送拠点 

集積する物資には、調達分、他県・他市町、その他一般等からの応援分があり、被災者

に対して迅速、円滑な供給を実施するには、これらの物資を計画的に集積する必要がある

ため、具体的に、第３部第７章「緊急輸送計画」に定める。 

 

第２項 救助法による生活必需物資の給与 

 

１ 対象者 

（１）災害により住家に被害（全焼、全壊、流失、半壊、半焼及び床上浸水）を受けた者で

あること。 

（２）災害により被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財を喪失又は損傷した者で

あること。 

（３）災害により被服、寝具、その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むこと

が困難な者であること。 

 

２ 給与又は貸与の方法 

（１）物資の購入計画 

県は、市（地域福祉課）からの「世帯構成員別被害状況報告」に基づき、購入計画を

立てる。 

この場合、災害発生による混乱のため、正確な被害状況を入手できず、一方において

緊急に物資の手配をする必要があるときは、その被災市の平均世帯構成人員により算出

して、購入計画を作成し、事後修正する方法をとるものとする。 
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（２）物資の確保及び購入計画 

市内において調達可能な物資については、地域福祉課の指示により、契約監理課が確

保するものとする。 

市内で調達不可能の場合は、地域福祉課は県厚政課に応援要請をするものとする。こ

の場合、地域福祉課は速やかに防災危機管理課にその旨を報告するものとする。 

 

３ 物資の送達及び配分の措置 

（１）救助物資の送達 

原則として県災対本部（救助総務班・物品管理班）が実施するが、被災市が輸送能力

を有し、かつ緊急に配分を要する事情があるときは、市が輸送を担当することもありう

るものとする。 

（２）割当て及び配分 

地域福祉課は、全壊（焼）、流失世帯と半壊（焼）、床上浸水世帯について、それぞれ

世帯の構成員数に応じて、実情に則した割り当てを行うものとする。 

被災者に対する物資の直接支給の配分は、地域福祉課が実施する。 

現物支給で行い、下表金額の範囲内とする。 

（単位：円）夏季（４～９月）冬季（１０～３月） 

区分 
１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以上１人増す

毎に加算する額 

全壊 

全焼 

流出 

夏 17,700 22,700 33,500 40,100 50,900 7,400 

冬 29,200 37,700 52,700 61,800 77,500 10,600 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 5,800 7,700 11,600 14,000 18,000 2,400 

冬 9,200 12,200 17,400 20,600 25,900 3,400 

 

４ 被服、寝具その他の生活必需品の品目 

品目 内容 

寝具 

外衣 

肌着 

身回品 

炊事道具 

食器 

日用品 

光熱材料 

タオルケット・毛布・布団 

洋服・作業衣・子供服 

シャツ・パンツ等の下着類 

タオル・手拭い・靴下・サンダル・傘等の類 

炊飯器・鍋・包丁・ガス器具等の類 

茶碗・皿・箸等の類 

石鹸・ちり紙・歯ブラシ・歯磨き粉・ござ等の類 

マッチ・プロパンガス・ローソク等の類 

原則として以上の８品目に限られるが、個々の品目については、例示した品目以外のも

のも考えられるため、これらに限定するものではない。 

また、調達については要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとす

る。 

５ 物資給与の期間 

災害発生の日から１０日間以内に対象世帯に対する物資の給与を完了するものとする。 
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ただし、この期間内で給与を打ち切ることが困難な場合には、内閣総理大臣の許可を得

て、必要最小限の期間を延長することができる。 

 

６ 整備保存帳簿 

地域福祉課は、次の帳簿類を整備し、防災危機管理課に提出しなければならない。防災

危機管理課は内容確認の上、地域福祉課に提出し、地域福祉課は県厚政課に提出し、保存

するものとする。 

ア 救助実施記録日計票（様式５－２） 

イ 物資受払簿 

ウ 物資の配分計画表 

エ 物資の給与状況（様式１１） 

オ 物資購入関係支払証拠書類 

カ 備蓄物資払出証拠書類 
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第１０章 保健衛生計画 

 

 

防疫及び食品衛生監視 

保
健
衛
生
計
画 

防疫活動  

食品衛生監視 

廃棄物処理計画 

し尿処理計画 

障害物除去計画  

遺体の処理計画 

遺体の捜索 

遺体の処理 

埋葬 

災害廃棄物等処理計画 
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第１節 遺体の処理計画 

 

第１項 遺体の捜索 

 

１ 実施機関 

市及び消防局が、警察、海上保安署、日赤奉仕団等の協力を得ながら、捜索に必要な機

械器具等を借り上げて実施するものとする。 

 

２ 捜索の対象 

対象となる者は、行方不明の者で四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者

に対して行う。なお、災害発生後、３日を経過した者は一応死亡したものと推定する。 

 

３ 遺体の捜索期間 

救助法が適用された場合は、災害発生の日から１０日以内とする。 

ただし、期間内の捜索が困難と思われるときは、知事は内閣総理大臣に対し、期間延長

の申請を行うものとする。 

 

４ 救助法対象経費 

（１）借上費 

船艇その他捜索のために必要な機械器具の借上費で、直接捜索作業に使用したものに

限る。 

（２）修繕費 

捜索のために使用した機械器具の修繕費。 

（３）燃料費 

機械器具の使用に必要なガソリン代・石油代、捜索作業を行う場合の照明用灯油代等。 

 

第２項 遺体の処理 

 

１ 遺体処理の内容 

（１）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

（２）遺体の一時保存 

遺体の身元識別のために相当な時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に埋

葬ができない場合において、遺体を特定の場所に集めて埋葬等の処置をするまで保存す

る。 

（３）検案 

ア 遺体について検案を行い、必要に応じて医学的検査を行う。 

イ 検案は救護班又は医師により行う。 

 

２ 遺体処理の方法 

（１）実施機関 

市（地域医療対策室、市民課、環境政策課） 

ア 遺体の処理（遺体の洗浄、縫合、消毒等）は救護班又は医師により行う。 
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イ 遺体の収容及び一時保存 

被害現場付近の適当な場所に遺体収容所を開設し、収容する。この場合、適当な建

物がない場合は天幕、幕張り等の設備をする。 

ウ 警察、海上保安署による検視及び救護班による検案を終えた遺体を、遺体収容所に

輸送する。 

エ 遺体の身元を確認し、遺体処理票及び遺留品処理票を作成の上納棺し、氏名及び番

号を記載した「氏名札」を棺に貼付する。また、埋火葬許可証を発行する。 

（２）遺体処理期間 

災害発生の日から１０日以内とする。ただし、この期間内に遺体の処理を打ち切るこ

とができないときは、知事は、内閣総理大臣に対し、期間の延長を申請する。 

（３）遺体の処理に関する費用の範囲 

ア 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用（遺体１体当り２，８００円以内） 

イ 遺体の一時保存のための費用（遺体１体当り５，０００円以内） 

ウ 検案に要する費用 

ただし、通常の場合は救護班により実施するので費用は支出しない。 

（４）救助法適用地域以外の遺体の処理 

救助法適用地が社会的混乱のため遺体の引き取りができない場合に限り、次により取

り扱う。 

ア 遺体の身元が判明している場合 

（ア）県内の他の市町に漂着した場合 

当該地の市長（地域医療対策室）は知事の補助機関として遺体処理を実施するも

のとし、その費用は県が負担する。 

（イ）他の県内の市町村に漂着した場合 

漂着地の市町村において処理されるものとし、その費用については、救助法３５

条の規定により求償を受ける。 

イ 遺体の身元が判明していない場合 

（ア）身元が判明しない場合であっても、遺体が被災地から漂着したものであると推定

できる場合は上記アと同様に取り扱うものとする。 

（イ）身元が判明せず、かつ被災地から漂着したものであるとの推定ができない場合は、

漂着地の市町村長が、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」の規定により処理するもの

とする。 

 

第３項 埋葬 

 

１ 実施機関 

市（環境政策課） 

 

２ 埋葬の要件等 

（１）埋葬の要件 

ア 対象となる者は、災害時の混乱の際に死亡した者（災害の混乱の際に死亡した者で

あれば直接災害により死亡した者に限らない。災害発生以前に死亡した者であってま

だ葬祭が終わっていないものも含まれる。） 

イ 災害のため次のような理由で埋葬を行うことが困難な場合 
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（ア）緊急避難を要するため、時間的、労力的に埋葬を行うことが困難であるとき。 

（イ）墓地又は火葬場が浸水又は流出、破損し、個人の力では埋葬を行うことが困難で

あるとき。 

（ウ）経済機構の一時的混乱のため、棺、骨壺等が入手できないとき。 

（エ）埋葬すべき遺族がいないか、又はいても高齢者、幼年者等で埋葬を行うことが困

難であるとき。 

（２）埋葬の方法 

埋葬は市長（環境政策課）が現物給付することを原則とし、棺、骨壺等埋葬に必要な

物資の支給及び火葬、土葬又は納骨の役務の提供をする。 

埋葬は原則として火葬に付し、遺骨等を遺族に引き渡す。この場合、外国人、宗教等

の違いにより火葬が必ずしも適当な処置とならないことに留意する必要がある。 

ア 市は遺体を火葬する場合は、「災害遺体埋葬送付票」を作成の上、指定された火葬場

に送付する。 

イ 市は遺骨及び遺留品の整理のため「遺骨及び遺留品処理票」を付し、所要の保管場

所に一時保管する。 

ウ 家族その他の者から遺骨及び遺留品の引き取りの希望があった場合は、「遺骨及び遺

留品処理票」を整理の上引き渡す。 

（３）身元不明遺体の取扱い 

ア 身元不明の遺体については、警察官と連絡し調査にあたるとともに、埋葬は土葬と

する。 

イ 身元不明遺体の取扱については、遺品の保管、遺体の撮影及び性別、年令、容貌、

身体的特徴等を記録する。 

ウ 事故等による遺体については、警察機関から引き継ぎを受けた後、埋葬する。 

エ 遺留品は、所定の場所に保管し、身元の判明に努める。 

（４）埋葬の実施期間 

救助法が適用された災害の場合は、災害発生の日から１０日以内とする。ただし、こ

の期間内に埋葬を打ち切ることができないときは、知事は内閣総理大臣に対し期間の延

長を申請する。 

（５）救助法対象経費 

ア 大人１体当り１４９，０００円以内（満１２才以上） 

小人１体当り １１９，２００円以内 

イ 棺、骨壺及び火葬又は土葬の価格は、その地方の通常の際の市価による実費とし、

埋葬の際の人夫賃及び輸送費についても限度額に含まれる。 

ウ 埋葬の際の供花代、読経代、酒代等はこの経費の対象としない。 

（６）必要施設の確保 

市（環境政策課）は、災害時に近隣の市町に協力依頼ができるよう火葬場の把握に努

める。 

（７）体制の確保 

市（環境政策課）は、平常作業及び臨時雇い上げ等により埋葬体制を確立するととも

に、あらかじめ棺、骨つぼの調達が迅速に図られるよう、業者との連携体制を確保して

おく。 

 

［資料］３－１０－１ 近隣火葬場 
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第２節 災害廃棄物等処理計画 

 

第１項 廃棄物処理計画 

 

１ 実施機関 

市（廃棄物対策課・環境保全センター施設課） 

 

２ 処理体制の整備 

市（廃棄物対策課）は、臨時雇い上げ等による応援体制を確立し、必要に応じ、県（健

康福祉センター）を通じて近隣市町等から人員及び資機材の応援を得て実施する。 

このため、市はあらかじめ民間の廃棄物処理関連業界に対して、災害時における人員、

資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えておくもの

とする。 

なお、被害が甚大で、市が自ら処理することが困難であり地方自治法第２５２条の１４

の規定に基づく事務の委託を行った場合は、県が災害廃棄物の処理を実施することができ

る。 

 

３ 災害廃棄物等の処理対策 

（１）収集運搬体制 

市は、一般家庭から排出される生ゴミ、破損家財ゴミ等、生活上速やかに処理を必要

とするゴミについては、収集可能となった時点からできるかぎり早急に収集する。 

（２）仮置場の選定・確保、仮設焼却場の設置 

市は、焼却施設が被災することも考慮に入れ、廃棄物の集積場所及び処理施設の確保

を図る。 

その際、必要な広さを有し、環境衛生に支障のない公有地等を利用し、仮置場とする

などの対策を講じる。 

また、災害時には、粗大ゴミ、不燃ゴミをはじめ、多様な廃棄物が大量に排出される

ことから、災害廃棄物の迅速かつ適切な分類・処理・処分に必要な仮置場の確保や仮設

焼却場の設置等の方策を講じる。 

（３）環境対策 

市は、地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気質、騒音・振動、土壌、

臭気、水質等の環境モニタリングを行い、被災後の状況を確認し、情報の提供を行う。 

県環境生活対策部 

廃棄物・リサイクル対策班 

宇部健康福祉 

センター 

宇部市 

環境保全センター 

支援都道府県 支援市町村 

県内健康福祉 

センター 

県内市町 

応援の要請 応援の指示 応援 

応援 応援 

応援の指示 

連絡・報告 応援の要請 
・報告 

技術指導 指示 

協議・連絡 

応援の指示・調整 
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（４）倒壊家屋等の解体・撤去 

鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り等非木造建物の倒壊、解体時に生じる廃棄物につい

ては、（１）及び（２）の対策終了後、速やかに処理をする。 

また、解体工事及び廃棄物の運搬は、原則として建物の所有者に協議の上、市又は工

事請負事業者が行うこととし、県はこれらの廃棄物の処分について、情報の提供、調整

を行うものとする。 

（５）有害性・危険性廃棄物 

市は、有害性・危険性がある廃棄物を業者引取ルートの整備等の対策を通じて適正に

処理する。 

（６）土砂及び津波堆積物の処理 

市は、水害に伴う土砂や津波堆積物の取扱いについて、悪臭等により人体や生活環境

への影響が懸念されるヘドロを優先して処理を進める。 

（７）思い出の品等の取扱い 

市は、写真や位牌、賞状等の所有者によって価値のある思い出の品等については、市

で保管・管理・返却を行うとともに、貴重品・有価物については警察に届け出る。 

（８）その他 

ア 死亡獣畜処理 

（ア） 牛、馬、豚、山羊、綿羊の死体処理は、事業者が死亡獣畜取扱場で処分する。 

（イ） 死亡獣畜取扱場で処分することが困難な場合は、県（健康福祉センター）の

指示により処分するものとする。 

イ 放射線物質の処理 

放射線物質の処理については、消防局が、県が別途定める処理要領等により処分す

るものとする。 

 

第２項 し尿処理計画 

 

１ 実施機関 

市（環境政策課、廃棄物対策課） 

 

２ 仮設トイレの要請 

市（環境政策課）は、災害により仮設トイレが必要となった場合、県環境生活部廃棄物・

リサイクル対策課（０８３－９３３－２９８３）に要請をする。 

また、必要に応じて、障害者用トイレの確保についても要請する。 

 

３ 仮設トイレの設置 

市環境政策課は、地域福祉課、公園緑地課等関係課と調整の上、避難所又は断水地域の

公園等に設置する。 

設置の数量については、おおむね次によるものとする。 

 

［資料］３－１０－２ 宇部市災害廃棄物処理計画 
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項  目 計算式、パラメータ等 

仮設トイレ必要基数 仮設トイレ必要人数／仮設トイレ設置目安 

仮設トイレ必要人数 避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

断水による仮設 

トイレ必要人数 
［水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）］×断水率×１／２ 

仮設トイレ設置目安 仮設トイレの容量／し尿の一人１日平均排出量／収集頻度 

仮設トイレ容量 ４００Ｌとする。 

し尿の一人１日 

平均排出量 
し尿収集量／し尿収集人口 

収集頻度 ３日／１回 

 

４ 収集体制 

大規模災害発生時においては、市の収集機能が停止することも想定されることから、市

（廃棄物対策課）は、、民間業者及び県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課並びに近隣市

町に応援を求め、速やかに収集・運搬体制を整えるものとする。 

 

５ 収集対策 

避難所、仮設トイレのし尿収集は、衛生環境確保の上から優先的に行うものとする。 

 

［資料］３－１０－３ 清掃施設・器材等 

 

第３項 障害物除去計画 

 

１ 住居関係障害物の除去 

（１）実施機関 

救助法による障害物の除去は地域福祉課が土木河川課に依頼し、土木河川課がこれを

実施する。 

（２）障害物除去の対象者 

ア 生活保護法の被保護者並びに要保護者 

イ 特定の資産のない高齢者、障害者 

（３）障害物除去の戸数 

ア 救助法適用市の区域において、半壊、床上浸水戸数の１５パーセント以内とする。 

イ 上記の基準（１５％）を超えて実施する必要があると認められるときは、知事は適

用市町間の戸数の融通を行うことができるものとする。 

ウ 上記の適用市町間の融通によっても基準を超えている場合は、市（土木河川課）が

行うものとする。 

（４）障害物除去の方法 

ア 対象世帯の調査・選定 

防災関係課、資産税課、市民税課、収納課は、半壊及び床上浸水した全世帯を明ら

かにして、それぞれの世帯人数、職業、年収、世帯状況、市民税課税状況、被害状況

を調査し、防災危機管理課へ報告する。 

防災危機管理課は、取りまとめた罹災台帳を地域福祉課へ提出する。地域福祉課は、
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罹災者台帳を基に「障害物除去対象者名簿」を作成し、土木河川課に依頼する。 

イ 除去作業の実施 

土木河川課は、賃金職員等、技術者を動員し、機械器具等を借り上げて実施する。 

ウ 救助法対象経費 

１世帯当り１４１，１００円以内とする。 

（５）障害物除去の実施期間 

ア 災害発生の日から１０日以内とする。 

イ 上記の期間に実施することができないときは、知事は内閣総理大臣に対し特別基準

の申請を行うものとする。 

（６）救助法の適用がない場合の処理（災対法第６２条） 

市（土木河川課）が、生活保護法の被保護者並びに要保護者、特定の資産のない高齢

者、障害者を対象として、地域福祉課の依頼を受けて実施する。 

 

２ その他の障害物の除去 

（１）道路関係障害物の除去 

市（道路整備課）は、道路上の障害物の状況を調査し、速やかに県土木建築事務所に

報告するとともに、所管する道路上の障害物を除去する。 

（２）河川・港湾関係障害物除去 

所管する施設に関わる障害物を除去する。 

一次対策としては、物資輸送、配送等の拠点として活用する施設等について障害物を

除去する。 

（３）汚物 

一般的には廃棄物処理法の規定により実施されるものであるが、汚物が生活上著しい

障害となっている場合、救助法による救助として除去することができる。 

 

 

第３節 防疫及び食品衛生監視 

 

第１項 防疫活動 

 

１ 市の防疫措置 

（１）防疫組織 

災害地における防疫は、市（健康増進課）が行い、災害の規模により必要な人員を防

災危機管理課が各部に指示して編成する。 

防疫班及び検病調査班の編成は、次の基準とする。 

※検病調査班は、「宇部市災害時保健活動マニュアル」に基づき、健康増進課長の指示

により、市の保健福祉専門職で編成し、状況によって医師等を編入するなど弾力的

な班編成とする。 

検病調査班 保健師又は看護師２名程度 

防疫班 職員２名 

（２）防疫活動 

検病調査班 ア 災害状況により、被災地の検病調査を実施する。 
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・滞水地域 … 週１回以上 

・避難所等 … 状況に応じた回数 

イ 健康診断を実施する。 

ウ 災害の状況及び感染症発生状況により、種類、対象、期間を定め

て予防接種を実施する。 

防疫班 ア 浸水家屋、下水その他不潔場所の消毒を実施する。 

イ 避難所等の便所その他不潔場所の消毒を実施する。 

ウ 井戸の消毒を実施する。 

エ 感染症患者の住居の消毒を実施する。 

オ ねずみ族昆虫等の駆除について地域、期間を定めて実施する。 

カ 被災地域の清掃を実施する。 

キ 感染症発生予防の広報。 

 

２ 県の防疫措置 

（１）防疫組織 

災害救助部健康管理・防疫班及び健康福祉センターに防疫活動を統括する医師１名を

置くとともに、防疫班及び検病調査班を設置する。 

防疫班及び検病調査班の編成は、次の基準とし、状況に応じて医師等を編入する等弾

力的な班編成とする。 

検病調査班 保健師又は看護師２名 

防疫班 衛生技術者１名・事務職員１名・作業員１名 

（２）措置事項 

ア 市町指導 

健康福祉センター所長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（以下「感染症予防法」という。）第２７～２９条により、災害の状況に応じて職員

を現地に派遣し、市町が実施する防疫活動等の必要な措置を指導する。 

イ 応援の措置 

（ア）災害救助部長は、市町から防疫班及び検病調査班の応援要請があった場合、又は

防疫措置の必要を認めた場合は、直轄防疫班及び検病調査班を派遣する。 

（イ）健康福祉センター所長は、市町から要請を受けた場合、直ちに、健康管理・防疫

班に報告するとともに、管内市町による応援措置について、調整指示を行う。 

（ウ）健康管理・防疫班は、健康福祉センター所長から防疫措置についての応援要請に

かかる連絡を受けた場合は、直ちに次の措置をとる。 

・区域外の健康福祉センター等で編成する県直轄防疫班及び検病調査班の派遣 

・区域外の市町に対する応援の指示又は応援の調整 

（エ）被災地を管轄する健康福祉センター所長の指揮のもとに、それぞれ次の業務実施

基準に従い、迅速かつ的確に行うものとする。 

検病調査班 ア 災害状況により、被災地の検病調査を実施する。 

・滞水地域 … 週１回以上 

・避難所等 … 状況に応じた回数 

イ 検病調査の状況等により、被災地の全井戸について細菌検査を

実施し、その結果に基づき、使用の禁止又は許可をする。 
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ウ 一類及び二類感染症患者に対し、入院の勧告をする。 

エ 健康診断を実施する。 

オ 災害の状況及び感染症発生状況により、種類、対象、期間を定

めて予防接種を実施する。 

カ 就業制限を実施する。 

防疫班 ア 浸水家屋、下水その他不潔場所の消毒を実施する。 

イ 避難所等の便所その他不潔場所の消毒を実施する。 

ウ 井戸の消毒を実施する。 

エ 感染症患者の住居の消毒を実施する。 

オ ねずみ族昆虫等の駆除について地域、期間を定めて実施する。 

カ 生活用水の停止期間中、生活用水の供給の指示を市町に対して

行う。 

キ 被災地域の清掃を実施する。 

ク 感染症発生予防の広報（ポスターの掲示・チラシの配布・広報

車の活用により行う） 

ウ 市町に対する指示及び命令 

（ア）感染症予防法に基づく指示 

・物件に係る措置に関する指示 

・感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関する指示 

・ねずみ族昆虫等の駆除に関する指示 

・生活用水供給の指示 

（イ）予防接種法に基づく実施又は指示 

・臨時予防接種に関する命令（予防接種法第６条） 

エ 代執行 

市町における被害が甚大であるため、又は市町の機能が著しく阻害されているため、

知事の指示、命令により市町長が行うべき業務が実施できないか、実施しても不十分

であると認めるときは、知事は、感染症予防法により代執行を行うものとする。 

オ 健康診断の実施 

検病調査の結果、必要に応じて健康診断を実施する。（感染症予防法） 

（３）記録の整備 

災害による防疫活動を実施した場合は、関係書類を整備保管するものとする。 

３ 防疫薬剤の使用基準等 

（１）防疫薬剤の使用基準 

種別 単位 使用薬剤 使用量 

一般防疫 

井戸等飲料水施設の消毒 １個当り 

クロース石灰 水量の１／５００ 

次亜塩素酸 

ナトリウム 
水量の１／１５００ 

浸水家屋

便所等の

消毒 

床上浸水家屋 一戸当り クレゾール ２００グラム以内 

床下浸水家屋 一戸当り クレゾール ５０グラム以内 

全浸水家屋 一戸当り 生石灰 ６キログラム以内 

鼠族昆虫

駆除 
全浸水家屋 一戸当り 

ダイアジン ４リットル 

殺蛆剤 １．８リットル 
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（２）代替薬剤と使用目的 

・クレゾール水（家屋、便所、手指の消毒） 

・塩化ベンザルコニウム（家屋、便所、手指の消毒） 

・生石灰（便所、溝の消毒） 

・５％ダイアジノン乳剤（はえ、蚊、のみ、ごきぶりの駆除） 

・オルソジクロールベンゾール剤（含有量５０％以上）（はえの幼虫の駆除） 

（３）所要薬剤の状況把握 

健康福祉センターは、災害発生時の防疫活動に備えて、管内業者の薬剤在庫量を把握

し、所要の資料を整備しておくものとする。 

 

第２項 食品衛生監視 

 

災害時には、停電、断水等により、食品の保存性の低下、飲料水の汚染等を招くことから、

飲食に起因する危害の発生が、被災直後から危惧される状況となる。 

このため、県は必要に応じて食品衛生監視班による監視活動を行い、食品の安全確保を図

る。 

 

１ 食品衛生監視班の編成 

１班あたりの構成は、２名とし、状況に応じて増員する。 

 

２ 食品衛生監視班の活動内容 

食品衛生監視班は、健康福祉センター所長の指揮のもとに、次の活動を行う。 

（１）救護食品の製造、運搬、保管、喫食等における衛生管理指導及び検査 

（２）ライフラインに被害のあった地区の食品関係営業施設の監視指導及び使用水の簡易検

査 

（３）継続的に食料供給が必要な施設（特に老人ホーム、病院等）の食品衛生指導 

（４）その他必要と判断される食品衛生指導 
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第１１章 応急住宅計画 

 

 

 

 

 

応急仮設住宅の供与 

応
急
住
宅
計
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建設資機材等の調達 

被災住宅の応急修理 

応急仮設住宅資機材等の調達 

国に対する調達要請 

対象者の調査及び選定 

住宅の応急修理を受ける者の 

条件 

応急修理の方法、基準 

公営住宅の応急修理 

公営住宅等の確保 

応急仮設住宅の供与  

建設型応急住宅 

借上型応急住宅 

 

 
旅館ホテル等の宿泊施設の確 

保 
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第１節 応急仮設住宅の供与 

 

災害のため住家が滅失した被災者は、応急的に避難所に収容されるが、避難所は、被災直

後の混乱時に避難しなければならない者を一時的に収容するものであるから、その期間は短

期間に限定される。 

このため、これら被災者の一時的な居住の安定を図るため、公営住宅等の確保に努め、救

助法の規定に基づき応急仮設住宅を供与するものとする。 

 

【県（厚政課・住宅課）・市】 

 

第１項 公営住宅等の確保 

 

１ 公的住宅の確保 

災害のため住家が滅失した被災者の一時的な居住の安定を図るため、県及び市町は、積極

的に県営住宅、市営住宅の確保に努める。 

 

２ 入居資格等 

（１）公営住宅に緊急入居させる者に対する入居資格、入居手続き等について、あらかじめ

定めておくものとする。 

なお、この場合において、高齢者、障害者等に配慮するものとする。 

（２）被災者の一時的な入居については、地方自治法第２３８条の４第７項に基づく目的外

使用許可として入居の許可を行う。 

（３）入居条件は、原則として以下の事項を除いては、公営住宅法、同法施行令、山口県営

住宅条例及び宇部市営住宅条例（以下「公営住宅法等」という。）を準用する。 

ア 入居期間は、原則として１年以内とする。 

イ 収入基準等の入居者資格要件は問わないものとする。 

ウ 災害による暫定入居として公募除外対象とする。 

エ 入居期間中の家賃及び敷金は免除する。 

（４）被災者か否かは、原則として市町が発行する当該地震に係る罹災証明書等により行う。 

（５）一時的な入居を行った者で、被災市街地復興特別措置法及び公営住宅法等の入居資格

要件に該当する者については、必要に応じて正式入居に切り替えるものとする。 

 

３ 他の事業主体への要請 

（１）公営住宅の確保にあたっては、中国・四国・九州各県相互応援協定等に基づき、隣接

県等に対しても、住宅の確保、提供を要請する。 

（２）独立行政法人都市再生機構等が所管する公的住宅についても、その確保、提供を要請

する。 

（３）企業の社宅等の提供についても、積極的に協力要請を行うものとする。 
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第２項 応急仮設住宅の供与 

 

１ 供与の目的 

公営住宅等の提供では不足する場合には、自己の資力では居住する住家を確保できない被

災者に対して知事（委任を受けた市町長）は、救助法の規定に基づき建設（以下「建設型応

急住宅」という。）又は民間賃貸住宅等を借上げ（以下「借上型応急住宅」という。）ること

により応急仮設住宅を供与する。 

 

２ 応急仮設住宅に収容する被災者の条件 

（１）住家が全焼、全壊又は流出した者で、現に居住する住家がない者等 

（２）自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない者 

これについては、具体的にはその判定が困難な場合が多いものと予想されるが、これらの

者を例示すれば、次のとおりである。 

ア 生活保護法の被保護者並びに要保護者 

イ 特定の資産がない失業者 

ウ 特定の資産がない未亡人、母子世帯 

エ 特定の資産がない高齢者、病弱者、障害者 

オ 特定の資産がない小企業者 

カ 上記に準ずる経済的弱者等 

（３）災害時に、現実に救助法適用市町に居住していること。（被災地における住民登録の有

無は問わない。） 

 

３ 対象者及び入居予定者の選定 

（１）対象者の把握及び入居予定者の選考の業務は、市町長が行う。 

（２）入居資格については、２「応急住宅に収容する被災者の条件」に掲げる者とするが、

選考に当たっては、高齢者、障害者等要配慮者世帯に配慮すること。 

（３）市町長は、民生委員の意見を聴くなど被災者の資力その他の生活条件を十分調査して

選定する。 

（４）入居者の決定は、市町長にその職務を委任した場合を除き、知事が行う。 

 

４ 応急仮設住宅の管理等 

（１）建設型応急住宅 

ア 県（厚政課）が市町に委託し、市町長が公営住宅に準じて維持管理する。 

イ 供与できる期間は、建築工事が完成した日から２ヵ年以内とする。 

（２）借上型応急住宅 

ア 県（厚政課）が民間賃貸住宅の所有者と定期建物賃貸借契約を締結した上で供与

する。 

イ 供与期間は原則２年以内で県が定める期間とする。 

ウ 県（厚政課）は、入居契約等転貸借に関する事務を市町に委任する。 
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第３項 建設型応急住宅 

 

１ 建設の実施機関 

知事が行うが、知事が直接建設することが困難な場合は、市町長に委任して実施する。 

 

２ 建設場所の選定 

（１）建設場所は、あらかじめ市町が選定した建設候補地から建設地を決定する。 

（２）（１）の候補地で不足する場合には、市町が公有地等を優先して建設敷地を決定する。 

なお、公有地の確保が困難な場合は、私有地への建設も必要となるが、その場合、所

有者と市町との間に土地賃貸借契約を締結するものとする。 

（３）建設場所の選定にあたっては、災害により発生する廃棄物の仮置き場（一次集積所、

二次集積所）と調整を図るものとする。 

（４）生活保護法による要保護者を収容する応急仮設住宅の建設に当たっては、国有地の貸

付けが可能であることから、国の協力を得て確保する。（国有財産法第２２条） 

 

３ 建設方法 

（１）県災害救助部救助総務班と土木建築対策部住宅班が協議して定める。 

（２）県が建築業者に請負わせて建設する。 

（３）県は、市町において建設することが適当と認めたときは、市町に対し設計図書等を示

すものとする。 

（４）建設に関して、（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事業協会の協力を

求めるに当たっては、両協会との協定書に基づいて行うものとする。 

（５）建設に当たっては、二次災害に十分配慮するものとする。 

 

４ 建設基準 

（１）延べ床面積 

１戸当たりの床面積は、２９．７㎡を基準とし、世帯構成人員等を考慮して増減するこ

とができる。 

（２）構造は、１戸建、長屋建、アパート式のいずれか適当な構造とする。 

入居予定者の状況によって、高齢者、障害者向けの仕様にも配慮する。 

（３）同一敷地内又は隣接する地域内に概ね５０戸以上設置した場合は、居住者の集会等に

利用するための施設を設置することができる。 

（４）高齢者、障害者、日常の生活上特別な配慮を要する者を数人以上収容する福祉仮設住

宅を設置することができる。 

 

５ 設計図書 

入居予定者の状況により、県が決定する。（救助総務班と住宅班が協議して定める。） 

 

６ 建設期間 

（１）災害発生の日から２０日以内に着工する。 

（２）災害の状況により、２０日以内に着工できないときは、知事は、内閣総理大臣に特別

基準（着工の延長）の協議を行う。 
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第４項 借上型応急住宅 

 

被害状況等によっては、民間住宅を救助法の仮設住宅として供与する必要も生じることか

ら、民間住宅の確保に努める。 

民間賃貸住宅の確保に関して、（一社）山口県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産

協会山口県本部、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会及び（公財）日本賃貸住宅管理協会

の協力を求めるに当たっては、各団体との協定に基づいて行うものとする。 

 

第５項 旅館ホテル等の宿泊施設の確保 

 

旅館ホテル等の宿泊施設は施設整備が整っており、食事等についても確保されることから、

旅館組合等との協定の締結により、高齢者、障害者等要配慮者の一時収容先として確保に努

める。 

 

 

第２節 被災住宅の応急修理 

 

第１項 住宅の応急修理を受ける者の条件 

 

災害発生によって、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのま

までは当面の日常生活を営むことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理がで

きない者又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難と認められる程度に住家が

半壊した者。 

 

第２項 対象者の調査及び選定 

 

市（地域福祉課）が、被災者の資力その他の生活条件を十分調査し、市が発行する罹災証

明書に基づき、県が選定する。場合によっては、当該市に選定事務を委任する。 

 

第３項 応急修理の方法、基準 

 

１ 応急修理の方法等 

（１）市（営繕課）が、建設業者に請け負わせる。 

（２）応急修理は、日常生活に必要欠く事のできない部分（居室、炊事場、便所等）及び屋

根の応急対応に限るものとする。 

（３）他の者が行う応急修理は排除しない。 

ア 家主が貸家を修繕する場合 

イ 親類縁者の相互扶助による場合 

ウ 会社が自社所有の住家（寮、社宅、飯場等）を修繕する場合 

 

２ 修理の期間 

（１）災害発生の日から３ヵ月（災害対策基本法第２４条の３第１項に規定する特定災害対

策本部、同法第２４条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第２８条の２第１項
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に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、６月以内）以内に完成させ

るものとする。 

 

（２）期間内に修理を完了できない特殊事情があるときは、知事（厚政課）は、内閣総理大

臣に特別基準の申請を行う。 

 

第３節 建設資機材等の調達 

 

第１項 応急仮設住宅資機材等の調達 

 

１ 応急仮設住宅の資機材は、関係団体（（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建

設事業協会）の協力を得て調達する。 

 

２ 用材の確保については、県災対本部農林水産対策部林務班が、災害救助部及び土木建築

対策部からの依頼により、木材業者団体（（一社）山口県木材協会）又は生産工場を通じて

確保する。 

 

第２項 国に対する調達要請 

 

第１、２項によってもなお資機材が不足する場合は、国に対して資機材の調達を要請する

ものとする。 

 

 

第３節 公営住宅の応急修理 

 

被災した公営住宅については、各管理者において被害状況を緊急に調査し、応急修理を実

施する。 
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第１２章 災害警備計画 
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第１節 陸上警備対策（警察） 

 

第１項 警備体制 

 

１ 職員の招集・参集 

職員は、県内に災害が発生し、又は発生が予想される場合は、あらかじめ定められたと

ころにより、非常招集又は非常参集するものとする。 

 

２ 警備体制の種別 

（１）第１次体制 

災害に関する事前情報等から判断して被害の発生が予想されるとき。 

（２）第２次体制 

災害に関する事前情報等から判断して相当の被害の発生が予想されるとき。 

（３）第３次体制 

大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき。 

 

３ 警備本部の設置 

県内に災害が発生し、又は災害の発生が予想される場合は、山口県警察災害警備計画等

に定めるところにより、県警察本部及び関係警察署に所要の災害警備本部を設置する。 

県に災害対策本部が設置された場合には、災害警備本部は、県本部の公安部としての活

動を実施する。 

 

４ 災害警備本部の組織等 

災害警備本部の組織、事務分掌及び警備部隊の編成、運用は、山口県警察災害警備計画

の定めるところによる。 

 

第２項 警備対策 

 

大規模な被害が発生した場合における警備対策は、次のとおりとする。 

 

１ 情報の収集等 

（１）被害状況の把握 

警備体制を要する災害が発生した場合、直ちに被害実態を把握するため、ヘリコプタ

ーによる上空からの被害情報の収集を行うほか、併せて交番、駐在所、パトカー、白バ

イ等の勤務員をもって地上からの情報収集にあたる。 

（２）災害情報の交換 

防災関係機関等と連携し、相互の災害情報の交換を行い、実態的な被害の把握に努め

る。 

 

２ 救出救助活動等 

（１）機動隊等の出動 

把握した被害状況に基づき、迅速に機動隊・管区機動隊等を被災地管轄警察署等に出

動させる。 
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また、被害の状況により他都道府県警察の広域緊急援助隊の応援を要請する。 

（２）警察署等における救出救助活動 

被災地を管轄する警察署長は、自署員及び応援部隊により救出救助部隊を速やかに編

成し、被害の実態に応じた効率的、効果的な救出救助活動を行う。 

また、消防・自衛隊等防災関係機関の現場責任者との連携を密にし、現場での活動が

円滑に行えるように配意する。 

（３）行方不明者の捜索等 

行方不明者の捜索等及び関連情報の収集を行うとともに、必要な手配を行う。 

 

３ 避難誘導等 

避難誘導を行うに際しては、市等関係機関と連携し、被災地域、災害危険区域等現場の

状況を把握し、安全な避難経路を選定して行う。 

また、障害者等の要配慮者については、できるだけ車両等を利用するなど、避難の手段、

方法等について配意する。 

 

４ 危険箇所等における避難誘導等の措置 

石油コンビナート等の危険物施設、火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等

の危険箇所について、速やかに、災害発生の有無について調査を行う。 

また、当該施設等の管理者等から二次災害のおそれがある旨の通報を受けた場合は、施

設内滞在者及び施設周囲住民の避難誘導や交通規制等災害の拡大を防止するための的確な

措置をとる。 

 

５ 交通規制の実施 

（１）緊急交通路の確保 

災害による被害が発生し又は発生するおそれがある場合において、公安委員会が災対

法第７６条第１項に基づき、災害応急対策上、緊急の必要があると認められる場合は、

区域内又は区間を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限し、緊急通

行車両の通行を確保する。 

（２）一般規制の実施 

被災地域への緊急性の少ない車両の流入を抑止するため、広報及び必要な交通規制を

実施するとともに、被災地域から避難する車両等流出する車両の誘導を行うなど、交通

総量の削減措置を講じる。 

（３）緊急交通路等機能の確保 

ア 災害による被害発生時における緊急交通路の確保のために行われた通行禁止の区域

又は区間において、車両又は物件等が緊急通行車両の通行の妨害となり、災害応急対

策に著しい支障がある場合で必要と認めるときは、災対法第７６条の３に基づき、そ

の物件の管理者等に対し、道路外等への移動命令等必要な措置をとる。 

イ 信号機の滅灯に対処するため、警察官による交通整理を行うとともに、信号機の早

期機能回復措置を講じるものとする。 

 

６ 遺体捜索・検視等 

警察の行う応急活動に付随して、市が行う遺体の捜索に協力する。また、医師等との連

携に配意し、迅速な検視、身元の確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努める。 
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７ 二次災害の防止 

二次災害のおそれのある災害危険区域等の調査を実施し、把握した情報について市災害

対策本部に連絡するとともに、関係機関等と連携して関係住民の避難措置をとる。 

 

８ 社会秩序の維持 

被災地域等における援助物資の搬送路及び集積地での混乱、避難所内でのトラブル等の

防止のため、警ら等を強化する。 

また、被災地等で発生しがちな悪徳商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団に

よる民事介入暴力事件等の取締まり等を重点に、被災地の社会秩序の維持に努める。 

 

９ 災害情報等の伝達 

（１）被災者等のニーズに応じた情報の伝達 

災害関連情報、避難措置に関する情報、交通規制等警察措置に関する情報等、被災者

等のニーズに応じた情報を部内外の広報媒体を幅広く活用して伝達する。 

（２）相談活動の実施 

被災者の肉親等の相談に応じるため、相談窓口の設置等を行う。 

また、避難所等の被災者の不安を和らげるため、警察官の立寄り等の活動を推進する。 

 

１０ 通信の確保 

災害により被害が発生し又は発生が予想される場合は、警察通信施設及び資機材の適切

な運用によって、災害時における通信連絡の確保を図るものとする。 

 

 

第２節 海上警備対策（海上保安署） 

 

第１項 治安の維持 

 

海上保安署は、海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視

船艇等及び航空機により次に掲げる措置を講ずるものとする。 

 

１ 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

 

２ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

 

［資料］３－１２－１ 海上保安部・署の管轄区域 

 

第２項 海上交通安全の確保 

 

海上保安署は、海上交通の安全を確保するため、次の措置を講じるものとする。 

 

１ 災害による危険が予想される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外、沖合

等安全な海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて、入港を制限し、又は港内に停

泊中の船舶に対して移動を命じる等、規制を行うものとする。 
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２ 船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理・指導を行

うものとする。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

 

３ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危機が生じ又は生じるおそれがあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止するものとする。 

 

４ 海難船舶又は漂流物・沈没物その他の物件により、船舶交通の危険が生じ又は生ずるお

それがあるときは、速やかに必要な応急措置を講じるとともに、船舶所有者等に対し、こ

れらの除去、その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧

告するものとする。 

 

５ 水路の水深に異常を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

 

６ 航路標識が損傷又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて、応急

標識の設置に努めるものとする。 

 

７ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段

等、船舶の安全な運航に必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供を

行う。 

 

第３項 通信の確保 

 

海上保安署は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、必要な通信を確保する

ため、必要に応じて次に掲げる措置を講じるものとする。 

 

１ 情報通信施設の保守を行い、またその施設が損壊したときは、あらゆる手段を用いて必

要な機材を確保し、その復旧を行う。 

 

２ 携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等を搭載した船艇を配備する。 

 

３ 携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等を被災地に輸送し、所要の場所に配備する。 

 

４ 非常の場合の通信を確保するため、通信施設の配備及び通信要員の配備を行う。 

 

５ 映像伝送システムを搭載した巡視船艇及び航空機を配備する。 

 

６ 関係機関等との通信の確保は、携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等利用可能なあら

ゆる手段を活用するとともに、職員を派遣し、又は関係機関等の職員の派遣を要請する。 
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第１３章 要配慮者支援計画 

 

 

 

  

 

避難誘導・避難所の管理等 

要
配
慮
者
支
援
計
画 

保健・福祉対策 

実施体制の確保  

社会福祉施設の対応 

保健対策  

避難誘導  

生活の場の確保  

避難所の設置・運営  

福祉対策  

在宅避難  
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第１節 避難誘導・避難所の管理等 

 

第１項 避難誘導 

 

１ 避難の指示の伝達 

避難の指示を行う市長（防災危機管理課）及び消防局は、情報の伝わりにくい高齢者（高

齢者総合支援課）、障害者（障害福祉課）、外国人（観光交流課）、妊産婦や乳幼児のいる世

帯（こども支援課）等への伝達や夜間における伝達には特に配慮し、地域の避難支援者等

の協力を得るなどして伝達するものとする。避難の必要が無くなった場合も同様とする。 

  また、地理に不案内な外国人旅行者を含む観光客にも配慮するものとする。 

 

２ 避難誘導の方法 

避難指示が出された場合、市は、警察署、消防局、消防団、自主防災組織等の協力を得

て、地域住民を緊急避難場所に誘導するが、この場合、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦

等優先して避難誘導する。 

 

３ 移送の方法 

自力で避難できない場合又は避難途中危険がある場合、高齢者、障害者、乳幼児、傷病

者等の避難に際しては、車両等による移送に配慮する。 

 

４ 避難行動要支援者名簿等の活用 

  市は、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿や個別避

難計画の情報を避難支援等関係者その他の者に対し提供するなど効果的に利用し、避難行

動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

 

第２項 避難所の設置・運営 

 

１ 避難所の管理 

（１） 避難所を設置した場合、管理責任者は避難者名簿の作成にあたり、負傷者、衰弱し

た高齢者、障害者、妊産婦、遺児等の把握に努める。また、民生・児童委員など福祉関

係者等の連絡・協力を得ながら、要配慮者へ配慮した適切な対応を行う。 

市（障害福祉課、高齢者総合支援課）は、平常時に把握している避難行動要支援者名

簿、在宅福祉サービス利用者、一人暮らし・寝たきり高齢者、障害者等の名簿を活用す

るなどして安否確認を行う。 

（２）要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な対策を講じるため、手話通訳者、要

約筆記者、ホームヘルパー、介護職員、カウンセラー等を配置し、要配慮者対応の相談

窓口を設置する。 

介護支援専門員などの福祉人材が不足する場合は、県に応援要請を行う。 

（３）避難所において高齢者、障害者等については、行動しやすい位置や必要なスペースの

確保、障害者用仮設トイレの設置など、良好な生活環境の確保や精神的なケア等も含め、

健康状態の把握に十分配慮する。また、女性や子育てのニーズを踏まえた避難所運営な

ど、要配慮者や多様な主体の視点等に配慮するものとする。 

（４）自らでは情報把握の困難な高齢者、障害者等への情報が徹底されるよう努める。とり
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わけ一人暮らし高齢者、視覚・聴覚障害者については、的確な情報が伝わるよう、その

伝達手段の確保に配慮する。 

（５）避難所においては、感染症対策マニュアルにより、感染症対策を行う。 

（６）避難所においては、生活必需品である水、食料、毛布、医薬品等のほか、哺乳瓶、粉

ミルク、紙おむつなどの育児用品、車椅子の確保等にも配慮するとともに、ボランティ

アの協力を得ながら高齢者、乳幼児、病弱者等へ配慮した適温食の確保、食事の介助、

生活物資の供給等の支援を行う。 

（７）県は、市町等からの応援要請を受けた場合、関係福祉団体と調整し、必要な福祉人材

の派遣を行う。 

 

２ 被災者の他地区等への移送 

  要配慮者の障害の状態や心身の健康状態を考慮し、一般の避難所での生活が困難と判断

した場合で、専門施設への入所に至らないまでの者については、必要性の高い者から優先

的に福祉避難所へ移送する。 

避難所での生活が極めて困難な高齢者、障害者等については、宿泊施設や公的住宅、社

会福祉施設等への一時的な収容、移送など必要な配慮を行う。 

 

第３項 在宅避難 

 

（１）避難所の運営にあたり、避難所で生活する避難者だけでなく、個々の事情によりその

地域において在宅にて避難生活を送ることを余儀なくされた者等も、支援の対象とする

ものとする。 

（２）そのため、避難所は、在宅避難者を含めた被災者に対する情報発信の場所となるとと

もに、被災者が情報を収集する場所となること、在宅避難者が必要な物資を受け取りに

来る場所となること等の機能を有する地域の支援拠点として位置付けるものとする。 

 

第４項 生活の場の確保 

 

高齢者、障害者等にとって厳しい避難生活となるハンディキャップを少しでも取り除くた

め、生活の場として、次のような応急仮設住宅の確保に努める。 

 

１ 応急仮設住宅の建設・供与 

（１）応急仮設住宅の建設に当たっては、入居予定者の状況により、高齢者、障害者向けの

仕様にも配慮する。 

（２）入居者の選考に当たっては、高齢者、障害者、妊産婦世帯等に配慮する。 

 

２ 公営住宅・一般住宅の確保 

設備の整った公営住宅や一般住宅は、高齢者、障害者等健康面で不安のある者にあって

は最も適した住居となることから、県及び市はその確保に努める。 

 

３ 宿泊施設の確保 

宿泊施設は、施設設備が整っており、食事等についても確保されることから、高齢者、

障害者等の一時収容先として確保に努める。 
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第２節 保健・福祉対策 

 

第１項 実施体制の確保 

 

１ 市の体制 

市（健康福祉部）は、災害救助事務等に平行して、時間経過に応じた組織と人員の投入

等に留意し、不足する場合は市（職員課）を通じて県又は他の市町等に応援職員の派遣を

要請し、援護等の措置事務や相談業務が早急に講じられる体制を確保する。 

 

２ 県の体制 

県は、市町からの要請に応じ福祉関係職員を派遣するとともに、相談援助業務等に支障

が生じるおそれがある場合は、国又は他の都道府県、さらには各種施設・協議会関係団体

の職員派遣等の協力要請を行う。 

 

第２項 保健対策 

 

被災者にとっては、心身の健康の確保が特に重要であるので、市（健康増進課）は、「宇部

市災害時保健活動マニュアル」に基づき、保健師・栄養士等による次のような健康相談、精

神保健活動等を実施する中で高齢者、障害者等の健康管理に十分配慮する。 

 

１ 巡回健康相談・栄養指導 

保健師等による避難所、仮設住宅等の巡回健康相談・栄養指導を行う。 

 

２ メンタルヘルスケア 

県精神保健福祉センター、健康福祉センター等によるメンタルヘルスケアを行う。 

 

３ 在宅保健サービス 

訪問指導、訪問看護等の在宅保健サービスを早期に実施する。 

 

第３項 福祉対策 

 

被災後の生活においては、高齢者、障害者等のニーズも多岐にわたることが見込まれるの

で、市（障害福祉課、高齢者総合支援課）は県等の応援職員、ボランティア等の協力を得な

がら、介護等の必要な高齢者、障害者に対し遅くとも１週間以内をめどに組織的・継続的な

福祉サービスを実施する。 

 

１ 要配慮者の把握等 

市（障害福祉課、高齢者総合支援課、健康増進課、こども支援課）は、発災後直ちに職

員、ホームヘルパーを中心としたパトロールチームを編成し、介護等の必要な高齢者、障

害者、さらには家庭での保育や養育の困難となった児童等の実態把握調査を行うとともに

定期的な巡回活動によりニーズの把握や生活情報の提供、生活相談の受付等を行う。 

この場合、市社会福祉協議会が福祉の輪づくり運動を通して行う見守り活動等との連携

を図る。 
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２ 福祉サービスの提供 

（１）市（障害福祉課、高齢者総合支援課）は介護の必要な高齢者、障害者について、特別

養護老人ホーム、障害者施設への緊急一時入所など、手続きの弾力的な運用による柔軟

な対応を行う。 

（２）県は市と連携して、家庭での保育や養育が困難になった児童について、親族による受

け入れの可能性を探るとともに、保育所での一時預かり、児童養護施設や里親等への一

時保護委託等を行う。 

また、児童等の心の不安を解消するため、児童相談所での相談活動を強化する。 

（３）市は、関係団体等の協力を得ながら、仮設住宅や居宅で生活している高齢者、障害者

等へのホームヘルプサービス、デイサービス等、ニーズを踏まえた在宅福祉サービスを

緊急に整備する。 

 

３ 情報の提供 

県及び市は、災害に関する情報、医療、生活関連情報等が高齢者、障害者等に的確に伝

わるよう、掲示板、パソコン等の活用、報道機関との協力による新聞、ラジオ、文字放送、

手話付テレビ放送等の利用など、情報伝達手段を確保する。 

視覚障害者、聴覚障害者については、聴覚障害者用ＦＡＸ等により緊急通報をする。ま

た、手話・点字通訳者、要約筆記者等の確保に配慮する。 

 

４ 生活資金等の貸付 

県は、緊急の生活資金の必要な低所得者等の生活安定を図るため、生活福祉資金特例貸

付（小口資金貸付制度）の実施について国に要請するとともに、貸付主体である県社会福

祉協議会と連携した周知など適切かつ速やかな対応を行う。 

また、生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金等の貸付支援措置を講じる。 

 

第４項 社会福祉施設の対応 

 

１ 入所者等の安全確保 

（１）社会福祉施設の管理者は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、入所者を安全スペ

ース等へ迅速・的確に退避させるとともに、入所者、職員等の安全を確認し、負傷者が

ある場合は、症状・負傷の程度に応じた応急手当又は必要に応じ医療機関への移送等を

行う。 

（２）発災後直ちに、火元の点検、初期消火活動を実施するとともに、ガス漏れ、漏電、ボ

イラーの破損等二次災害の原因となるもの及び給水、供電、給食等の施設設備の安全を

確認する。 

（３）県及び市は、ライフラインの復旧について優先的な対応が行われるよう事業者へ要請

するとともに、復旧までの間、水、食料等の生活必需品の確保に努める。 

 

２ 要配慮者の受入れ 

（１）被災地の社会福祉施設は、入所者の処遇の継続を確保した後、可能な限り余裕スペー

ス等を活用して、介護等の必要な高齢者、障害者等の緊急一時受入れを行うものとする。 

なお、不足する生活必需品等については、その不足量を把握し、相互支援関係にある

近隣施設又は県・市に対し支援を要請する。 
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県及び市は、これら社会福祉施設の対応を支援する。 

（２）被災地以外の地域の施設は、県又は市の要請に基づき、入所者の処遇に支障をきたさ

ない範囲内で、要配慮者の受け入れに協力するものとする。 
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第１４章 ボランティア活動支援計画 
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第１節 市災害ボランティアセンターの設置運営 

 

第１項 市災害ボランティアセンターの設置 

 

１ 市（地域福祉課）は、被害の程度が災害救助法の適用に達すると判断した場合や自主防

災会の共助の能力を超えるおそれがあると判断した場合は、市社会福祉協議会に対して、

市災害ボランティアセンターの設置を助言する。 

 

２ 市社会福祉協議会は、地域住民からの情報等から住民共助の能力を超える（ボランティ 

アの力を必要とする）と判断した場合に、市災害ボランティアセンターの設置を判断する。  

 

３ 市社会福祉協議会は、被災地域等を十分考慮して、市の災害対策・受援状況等を確認・

相談し、速やかに市及び施設管理者の了解を得て、市災害ボランティアセンターの設置準

備を進める。  

 

４ 市社会福祉協議会は、市災害ボランティアセンターの開設を決定した場合は、市並びに

県社会福祉協議会に報告するとともに広報を行う。その場合、各種支援団体、企業経済団体 

及び個人ボランティア等からの支援の問合せ窓口を設置するとともに、被災者への周知を 

行う。 

 

５ 感染症が懸念される状況下では、感染症の情報提供体制、感染が発生した場合の行政、

保健所、医療機関等の支援体制を、県、市の協力により確保する。また、必要に応じて保

健師、医師会、感染症に詳しい専門家等から助言を得ながら、衛生管理を徹底する。 

 

第２項 市災害ボランティアセンターの運営 

 

１ 市災害ボランティアセンターの運営は、市社会福祉協議会が中心となり、本来の地域福

祉推進、福祉サービス提供者としての強みを生かし、「被災者中心」「地元主体」「協働」を

三原則として、県内外の社会福祉協議会、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支

援Ｐ）、ボランティア団体、地域住民等の協力を得て行う。 

 

２ 市災害ボランティアセンターの役割は、被災世帯調査及び被災者ニーズの把握、ボラン

ティアの募集、ボランティア活動の支援（受付、オリエンテーション、活動調整（マッチ

ング）、資機材の調達、安全衛生管理）、情報発信、災害対策本部や関係機関との連絡調整、

ボランティア活動保険や高速道路無料化等の事務などがある。 

 

３ 市災害ボランティアセンターを運営するにあたっては、市社会福祉協議会は、市（地域

福祉課）、宇部市民活動センター青空、県社会福祉協議会、県共同募金会、日本赤十字社山

口県支部及び特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡ

Ｄ）との連携に努める。 
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４ 被災規模が大きい場合には、市災害ボランティアセンターの主な活動以外に、ＮＰＯ等

の多様な主体による様々な支援活動も行われることがある。これらのＮＰＯ等の活動が円

滑になるように、支援者間の情報共有と支援環境の整備（コーディネート）等を行う「市

被災者支援団体連絡会議」を、県社会福祉協議会や特定非営利活動法人全国災害ボランテ

ィア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）との協力を得て、原則として市災害ボランティ

アセンターに併設する。その場合、市（市民活動課）は、原則として会議に出席し、連絡

調整を行う。 

 

５ 市災害ボランティアセンターの開設運営資金は、原則として、社会福祉法第 118条に基

づく共同募金会による災害等準備金の助成で行う。ただし、災害等準備金対象外のボラン

ティア活動経費（ＮＰＯ等共有会議活動経費を含む）については、原則として市（地域福

祉課）が協力する。 

 

第３項 市災害ボランティアセンターの活動 

 

１ 一般ボランティアによる主な活動としては、被災家屋内外の片づけ、救援物資の仕分け・ 

配布、炊き出し等の避難所運営、避難者や在宅被災者に対する生活関連情報等の情報提供、 

仮設住宅への引越支援、復興期における地域おこしの手伝いなどがある。 

 

２ 支援活動を行う多様な主体には、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、難民支援などを行 

うＮＧＯ（国際協力分野で活躍する非政府組織）、ボランティア団体、市民活動団体、一般 

社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教 

法人、医療法人、協同組合、企業・労働団体・経済団体などがある。 

  また、看護師、通訳、弁護士、行政書士などの士業や、士業以外でも重機の操縦や手話 

通訳など専門的な知識や技術能力を生かした活動がある。 

 

３ 市被災者支援団体連絡会議の主な活動としては、多様な支援活動を行うボランティアの 

自主性を尊重しつつ、各支援団体の活動方針、活動状況及び活動を通しての気づきや課題 

等を共有し、各支援団体間における活動の重複や過不足等の気づきを促し、連携・協働を 

促進します。 

 

［資料］３－１４－１ 主なボランティア団体の連絡先 
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第１５章 応急教育計画 
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第１節 文教対策 

 

第１項 文教対策の実施 

 

１ 文教対策実施系統図 

（１）市立学校関係 

  

 

 

 

（２）県立学校関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）私立学校関係 

  

 

 

 

２ 被害報告の内容 

（１）被害報告の種別 

・災害速報 

・公立学校人的被害に関する報告 

・公立学校物的被害に関する報告（施設、教科書等） 

・要保護準要保護児童生徒に対する就学援助等の調査報告 

・県立学校生徒等被害調査報告 

・総合支援学校児童生徒被害調査報告 

・私立学校人的被害に関する報告 

・私立学校物的被害に関する報告 

・学校給食関係被災状況調査報告 

・教職員住宅被害報告 

（２）学校施設の被害判定基準 

「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」による。 

ア 全壊（全焼、流出） 

建物が滅失するか又は建物の垂直材の全部若しくは一部が水平状態となり、かつ屋

根の全部又は一部が地上に落ちた状態程度以上の被害 

イ 半壊（半焼、半流出） 

全壊には至らないが建物が傾斜し、柱、梁、小屋組等が破損し、又は仕口、継手が
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はずれたもので、傾斜直し、歪み直し又は補強を行った程度では復旧できない状態の

被害 

ウ 大中破 

建物構造部分（土台、柱、梁、胴差等の軸組、小屋組、床組、壁体）が破損し、か

つ傾斜直し又は補強、補修すれば復旧できる状態の被害 

 

第２項 児童生徒等の安全対策 

 

県（教育庁各課・学事文書課）及び市教育委員会は、災害発生時において、児童生徒等の

生命身体の安全を確保するため、これまでも計画的、組織的に児童生徒等に対して防災教育

を実施してきたが、さらに次の視点に立った取り組みを推進していく。 

取り組みの主な視点 

ア 様々な災害を想定した学校安全計画の充実 

イ 大規模災害を想定した避難訓練の実施 

ウ 安全に関する職員研修の充実 

エ 通学路の安全点検 

オ 家庭・地域社会との連携強化 

カ ボランティア活動の推進 

キ 自他の生命を尊重する態度の育成 

ク 安全な生活態度や習慣の確立 

 

１ 応急対策 

（１）事前対策 

ア 学校における災害応急対策計画の策定指導 

県及び市教育委員会は、学長、校長又は園長（以下「校長」という）に、学校の立

地条件、児童生徒等の特性を考慮した、次のような項目を内容とする災害時の応急対

策計画の策定及びその計画について、児童生徒等、教職員、保護者に周知するよう指

導する。 

県教委及び市教委は、上記について校長に指導する。 

(ア) 防災組織・情報伝達（組織の役割分担） 

(イ) 参集体制（災害種別、勤務時間外等における連絡・参集の体制） 

(ウ) 情報収集（気象情報（警報等）に基づく情報の収集・伝達） 

(エ) 休校等の決定（休校（自宅待機）の決定、報告） 

(オ) 連絡体制（県・市教育委員会、警察署、消防局、消防団及び保護者等への連絡体

制） 

(カ) 避難指示及び避難誘導（避難場所（２次避難場所）、避難ルート、避難方法、在

校時・登下校時・休日等の状況に応じた避難誘導） 

(キ) 実験・実習中の対策 

(ク) 火元の遮断と初期消火活動 

(ケ) 救護活動（児童生徒等、避難者） 

(コ) 避難所の開設・運営（市との連絡体制・初動対応） 

(サ) 児童生徒等登下校方法及び保護者への引渡し方法 

(シ) 総合支援学校及び寄宿舎を有する学校における対策（避難方法、保護者への連絡
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方法、引渡し方法、登下校時の対応、寄宿生への食料・飲料水の確保等） 

イ 防災訓練の実施 

校長は、児童生徒等が災害時に迅速的確な対応がとれるよう、県、市及び防災関係

機関が実施する防災訓練等への参加又は自ら防災訓練を実施するものとする。 

ウ 学校施設設備及び通学路の安全点検 

校長は、災害発生時の被害を最小限に止めるため、日常から学校施設設備の点検を

実施するなどして、常に保安状況を把握しておくものとする。 

 

［資料］３－１５－１ 学校施設の点検事項 

 

（２）災害時の対応 

ア 県（教育庁各課・学事文書課）及び市教育委員会は、所管する学校において作成し

た「応急対策計画」が円滑に実施できるよう、指導及び支援に努める。 

また、学校教育施設の確保を図るため、下記（４）に記述する学校施設の応急復旧

に必要な措置を実施し又は指導、助言を行う。 

イ 校長の措置 

校長は、災害発生時においては、児童生徒等の安全確保を第一として、各校におい

て策定した「応急対策計画」に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 

（ア）学校の管理する危険物安全措置 

学校が管理する危険物（電気、ガス、危険薬品、アルコール類、石油等）につい

ては、二次災害発生のおそれが高いことから、これらの使用の停止又は安全な場所

への移動等必要な措置を講ずるものとする。 

（イ）保健衛生に関する指導、助言 

災害時における清掃、防疫その他の保健衛生に関して必要な指導、助言を行う。 

・飲料水（井戸等利用の場合）汚染時の使用禁止及び消毒の実施措置 

・汚染校舎の水洗、清掃、消毒の実施 

・被災地域における伝染病予防上の措置 

（ウ）校長は、災害の規模、児童生徒等、教職員及び学校施設、設備の被害状況を速や

かに把握するとともに、県（学事文書課）又は市教育委員会に報告する。 

児童生徒等の安否状況の把握については、地区ごとに教職員の分担を定めるなど

して行うものとするが、被害の状況により、把握の都度報告する。 

また、被害状況については写真等で記録すること。 

 

［資料］３－１５－２ 学校被害状況報告 

 

（エ）校長は、状況に応じ県（教育庁各課・学事文書課）又は市教育委員会と連絡の上、

臨時休校等適切な処置をとる。 

（オ）校長は、設備の応急復旧を行い、授業再開に必要な施設の確保措置をとる。 

（カ）校長は、施設、設備の応急復旧状況を把握し速やかに応急教育計画を作成し、県

又は、市教育委員会に報告するとともに、応急教育の開始時期及び方法を児童生徒

等及び保護者に連絡する。 

（キ）校長は、寄宿生等に必要な食料、飲料水の確保が困難なときは市（地域福祉課）

に応援を求める。 
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ウ 県教育委員会及び市教育委員会の措置 

（ア）各学校等の応急教育計画の作成にあたり、県教委及び市教委は、所管する学校を

指導助言及び支援する。 

（イ）災害が大規模または広域にわたるため、下記（４）イに記述する「学校施設の被

害に応じた施設確保の基準」による授業再開が必要な施設の確保について市町教

委での対応が困難な場合は、必要に応じて県教委及び市町教委による対策チーム

（リーダー：義務教育課）を設置し、異校種間の調整や市町域を越える対応等に

ついて速やかに検討し、対応を決定する。 

（ウ）県教委及び市教委は、ふれあいセンター等の学校施設として代替可能な公共施設

の状況（収容人数、教育設備・備品の状況や通学手段の有無等）について、あら

かじめ把握しておくこと。 

（３）災害復旧時の対応 

ア 県及び市教育委員会は、授業再開に必要な対策について所管する学校を指導及び支

援する。 

（ア）学習場所の確保等 

（イ）教員の確保 

（ウ）教科書等の供給 

イ 市教育委員会は、被災学校ごとに担当職員を定め、情報収集及び指示等の伝達に万

全を期する。 

この場合において、人員等が不足するときは、他の部局に職員の応援を求めるなど

して確保を図るものとする。 

ウ 市教育委員会は、災害の規模等により必要があると認められるときは、被災地の児

童生徒についての教育事務の委託を隣接市に対して行うことができるものとする。 

エ 県（教育庁各課、学事文書課）及び市教育委員会は、被災地の児童生徒の転入学の

弾力的な運用を他の都道府県及び市教育委員会に依頼するものとする。 

カ 校長は、教職員、児童生徒等を掌握するとともに、県（教育庁各課、学事文書課）

及び市教育委員会と連絡し、校舎内外の整備並びに教科書及び教材の確保に努める等、

教育再開に向けての体制を整備する。 

キ 校長は、被災児童生徒等のうち、当該学校以外の避難所に避難している児童生徒等

については、教職員の分担を定め、実情の把握に努め、避難先を訪問するなどして、

必要な指導を行う。 

ク 校長は、避難所として学校施設を提供したため、長期にわたって教室等が使用不可

能となった場合は、市教育委員会に対し、他の公共施設等への学習場所確保の斡旋依

頼を行う。 

ケ 校長は、災害復旧の推移を把握し、当該教育委員会と緊密に連絡の上、できるだけ

早く平常授業に戻すように努め、その時期について保護者及び関係者に連絡する。 

コ 校長は、授業再開に当たっては、児童生徒等の登下校時の安全確保に留意するもの

とする。 

（４）被災後の教育施設等の確保 

ア 学校施設の応急復旧 

（ア）災害直後における施設の安全点検と危険箇所の表示 

（イ）応急復旧計画の樹立等の措置 

（ウ）応急復旧のための設備及び資材の確保措置 
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（エ）被害状況の詳細な記録（写真等） 

（オ）現地指導員の派遣 

イ 学校施設の被害に応じた施設確保の基準 

（ア）応急的な修理で使用できる場合、当該施設の応急復旧により使用する。 

（イ）学校施設の一部が使用できない場合、特別教室、屋内体育館等を利用する。 

（ウ）校舎の大部分が使用できない程度の場合、ふれあいセンター等公共施設の利用又

は被災を受けていない隣接学校の施設設備等を利用する。 

（エ）特定の地区が全体的に被害を受けた場合は、避難先の最寄りの学校、被災を免れ

たふれあいセンター等公共的施設を利用する。なお、利用すべき施設、設備がない

場合は、応急仮設校舎の建設を要請する。 

 

第３項 児童生徒等の援助 

 

１ 教科書の供給 

教科書の供給及び報告については、「災害により教科書が滅失又は棄損した場合における

教科書の供給等について」（昭和５２年４月８日付け文初管第２１１号）によるものとする。 

 

２ 救助法適用時の学用品の給与 

（１）給与対象 

住家の全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水により、学用品を喪失又は損傷し、

就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒（総合支援学校の小学部児童及び中学部生

徒を含む） 

（２）給与実施者 

知事から委任を受けた市長が教育委員会及び校長の協力を得て調達から配分までの業

務を行うものとする。 

（３）給与する学用品等 

次に掲げる品目の範囲内で現物を給与する。 

ア 教科書及び教材 

（ア）「教科書の発行に関する臨時措置法第２条」に規定する教科書 

（イ）教科書以外の教材で教育委員会に届出又は承認を受けて使用しているもの 

イ 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

ウ 通学用品 

運動具、雨傘、カバン、雨靴等 

エ 私立学校において使用する教材については、公立学校が使用している教材に準じる。 

（４）学用品給与の時期 

ア 教科書・教材 

災害発生の日から１ヶ月以内 

イ 文房具及び学用品 

災害発生の日から１５日以内 

３ 学校給食の確保 

市教育委員会は、災害時における学校給食物資の確保及び給食の実施を図るため、県（教

育庁学校安全・体育課）の指導により次の措置を行う。 
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（１）災害時における給食物資の確保 

ア 学校給食用施設設備の被害状況の把握と応急対策 

学校又は共同調理場の設置者は、調理施設、洗浄用機器、水道施設、排水施設、食

器等の学校給食用施設設備について、被害状況（規模及び程度）を把握し、県教委ま

たは市教委へ報告する。県教委及び市教委は、施設設備の確保を図るため、必要な措

置を実施し又は指導助言を行う。 

イ 保管倉庫の安全措置と水濡れ等の防止 

学校又は共同調理場の設置者は、冷凍用倉庫をはじめとする食材用保管庫について、

電気系統を含めた機能の維持を確認する。また、倉庫、学校給食用施設の天井、壁面、

床面等からのガス・水漏れの有無について確認を行い、水漏れのある場合は、これを

防止するための措置をとる。 

ウ 物資の調達措置 

学校又は共同調理場の設置者及び管理者は、平時から学校給食施設に保存してある

給食物資（食材）について、給食での使用が可能か把握する。また、学校給食会等の

食材納入業者に、食材の調達に支障が生じていないか確認し、調達が困難な場合は他

の食材納入業者等に協力を求めるなどの措置を講じる。 

（２）応急給食の実施 

学校給食施設の安全点検を実施し、学校としての機能が正常化するまでの間、応急給

食を実施する。 

ア 給食施設設備の安全点検及び衛生管理 

学校又は共同調理場においては、給食施設設備の破損、部品の欠損及び動作につい

て安全点検を行うとともに、学校給食衛生管理基準に基づく施設設備の清掃及び洗浄

消毒を行う。 

イ 給食材料の衛生管理、調理等における完全熱処理 

学校又は共同調理場においては、学校給食衛生管理基準に基づく十分な衛生管理及

び加熱調理を行う。なお、給食用食器の不足が生じた場合は、使い捨ての紙コップ、

紙皿を使用するなど、衛生管理に留意する。 

ウ 調理従事者の確保及び健康診断 

県教委及び市教委は調理員及び調理業務委託業者との連携等により、応急給食の実

施に必要な調理業者を確保する。また、調理従業者については、検便を実施するなど

所要の健康診断を行い、食中毒の防止に十分留意する。 

エ 学校給食と被災者炊き出しとの調整 

学校又は共同調理場においては、学校給食衛生管理基準に基づき、施設設備の清掃

及び洗浄消毒の徹底に努めるなど、衛生管理に留意する。特に、被災者への炊き出し

の協力などのため調理従事者以外が使用した場合については、十分留意する。 

（３）大規模・広域災害への対応 

ア 災害が大規模又は広域にわたり、単一の学校または市町で対応できない場合は、県

教委及び市町教委による対策チーム（リーダー：学校安全・体育課）を設置し、当該

チームにおいて応急給食に係る全県的な対策を速やかに検討し、対応を決定する。 

イ 県教委及び市教委は、各学校及び共同調理場の調理能力（提供可能最大食数等）及

び配送可能近隣校、代替可能給食施設の有無等について、あらかじめ把握しておくこ

と。 
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４ 児童生徒等に対する就学援助 

（１）被災による生活困窮家庭の児童、生徒に対する就学援助 

要保護、準要保護家庭の小中学校児童、生徒については「就学困難な児童及び生徒に

係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づく援助措置が講じられる。 

ア 援助を必要とする児童、生徒数の把握 

  

イ 援助措置の内容 

児童、生徒に対する援助の種類 

学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、

修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費等 

（２）被災総合支援学校児童生徒等就学奨励 

総合支援学校児童生徒の就学による保護者の経済的負担軽減を図るため「特別支援学

校への就学奨励に関する法律」等に基づき、就学奨励費の援助措置が講じられる。 

ア 援助を必要とする児童・生徒数の把握   

 

※ 寄宿舎入居中の児童生徒については、その者の属する世帯の住家被害による 

イ 援助措置の内容 

（ア）児童、生徒に対する援助の種類 

学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、

修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費等 

（イ）援助額 

全部又は一部 

（ウ）交付手続 

児童生徒の属する世帯が被災した場合は、就学についての経費認定資料を校長が

提出する。 

 

５ 授業料及び聴講料の減免及び学資貸与 

（１）県立学校授業料及び聴講料の減免等（山口県使用料手数料条例等） 

ア 生徒等の被災状況の調査報告 

県立大学→県（学事文書課） 

イ 減免措置 

県（学事文書課）は、減免を決定し、関係学校に通知する。 

（２）私立高等学校生徒に対する授業料減免補助 

子育て支援のための私立高校生授業料等減免補助金により、私立高等学校を設置して

いる学校法人が行う授業料軽減措置に対して補助する。 

（３）奨学金及び育英資金の貸与 

被災生徒等に対しては、必要に応じ山口県ひとづくり財団（旧山口県奨学会）及び日

本学生支援機構（旧日本育英会）による奨学金の貸与措置が講じられる。 

 

 

 



3－15－9 

第２節 災害応急活動 

 

第１項 避難所としての活動 

 

学校が避難所となる場合、避難所の開設・運営は市（地域福祉課又は避難拠点要員）が行

うものとする。 

教職員は、災害応急対策が円滑に行われるよう、避難所の運営体制が整備されるまでの間、

協力するものとする。 

 

第２項 避難所としての施設設備の整備 

 

１ 情報連絡体制の整備 

災害応急活動を迅速かつ的確に実施し、地域の被災状況、被災者の安否情報等の連絡体

制を確立するため、地域防災無線、パソコンネットワーク等多様な連絡手段による情報ネ

ットワークの整備に努める。 

 

２ 必要な設備の整備 

学校が避難所として、防災上重要な役割を担っていることに鑑み、シャワー室、備蓄倉

庫の設置等必要に応じ、防災機能の整備に努める。 

 

３ 必要な資機材等の備蓄 

避難所としての機能を果たすため、災対本部からの緊急物資が届くまでの間、必要な資

機材等の備蓄に努める。 
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第１６章 ライフライン施設の応急復旧計画 

 

 

電力施設 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
施
設
の
応
急
復
旧
計
画 

実施機関   

ガス施設 

災害時の活動体制 

災害時の活動体制 水道施設 

下水道施設 

電気通信設備 

応急対策 

情報連絡体制  

工業用水道施設 

ガス事業者（旧簡易ガス事業者）の応

急対策 

ガス事業者（旧一般ガス事業者）の応

急対策  

ＬＰガス、燃焼器具の供給対策 

応急対策 

復旧対策 

災害時の活動体制 

災害時の応急活動体制 
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第１節 電力施設 

 

第１項 実施機関 

 

１ 中国電力ネットワーク株式会社宇部ネットワークセンター 

 

第２項 災害時の活動体制 

 

１ 災害対策の基本方針 

所管する電気施設に係る災害への対応及びその復旧に関する事項については、非常災

害対策規程により実施する。 

電力施設に係る災害への対応及びその復旧のため、各職位は、この規程に基づき対策

の万全を期するものとするが、緊急やむを得ないときは、臨機の措置をとり、非常災害の

防護・復旧に努めなければならない。 

 

２ 防災体制 

（１）非常災害が発生し、又は発生することが予測される場合は、その状況に応じて防災体

制を発令する。 

（２）防災体制は，警戒体制・非常体制および特別非常体制に区分する。 

  ａ 防災体制の発令の考え方 

区 分 発令基準 

警戒体制 ・台風等が接近し，担当区域に大規模な被害が予測される場合 

・担当区域内に被害が発生し、応急対応を実施する必要がある

場合 

非常体制 ・担当区域内に大規模な被害が発生し、応急対応を実施する必

要がある場合 

特別非常体制 ・担当区域に甚大な被害が発生し、復旧に相当の時間を要する

など、社会的影響が非常に大きい場合 

 

３ 各体制の組織編成等 

（１）各体制の組織編成等は原則として、「事業所（支社を除く）における各体制の組織編成

および本部長・副本部長の役割」によるものとする。 
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ア 警戒体制 

山
口
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー組

織
編
成

【災害対策準備本部】

宇
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー組

織
編
成

準備本部長
山口ネットワークセンター所長
・準備本部の統括

準備本部長補佐
山口ネットワークセンター副所長

統括復旧班

広 報 班

復 旧 班

支 援 班

宇部ネットワークセンター
副準備本部長
宇部ネットワークセンター所長
・宇部ネットワークセンターの統括

副準備本部長補佐
宇部ネットワークセンター副所長

支援スタッフ

広 報 班

復 旧 班

イ 非常体制・特別非常体制 

山
口
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー組

織
編
成

【災害対策本部・特別災害対策本部】

宇
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー組

織
編
成

本部長
山口ネットワークセンター所長
・本部の統括

本部長補佐
山口ネットワークセンター副所長

統括復旧班

広 報 班

復 旧 班

支 援 班

宇部ネットワークセンター
副本部長
宇部ネットワークセンター所長
・宇部ネットワークセンターの統括

副準備本部長補佐
宇部ネットワークセンター副所長

支援スタッフ

広 報 班

復 旧 班

総合復旧班長
山口ネットワークセンター副所長
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（２）各班の編成については、各班のマニュアルに定めるところによる。 

（３）防災体制が発令された場合、各班長は前（２）項により指名された班員を招集し、防災

体制の組織を編成する。 

 

４ 防災体制時の増員 

防災体制が発令され、災害の規模、その他の状況により本部・副本部要員の増員を必要

とするときは、本部長・副本部長は、各班長の要請に基づき、所要人員の動員を指示す

る。 

 

５ 復旧目標の設定 

総括復旧班長は、被害状況を把握し被害規模・動員能力を勘案のうえ、復旧目標を策定

する。 

 

６ 復旧対応 

復旧作業は、復旧班長の指揮の下に行う。対応については、気象状況、避難指示等の状

況を勘案するなど、二次災害の防止に配慮しつつ、「復旧班運営マニュアル」を標準とし

て処理する。 

 

７ 応援の要請 

本部長等は必要により近隣事業所の本部長等に各班員の応援を依頼することができる。 

この場合の応援依頼ならびに応援者の受入れについては各班のマニュアル等に定めると 

ころによる。 

 

８ 官公庁・自治体・外部機関への応援要請，要員派遣 

本部長は、必要により官公庁、自治体，外部機関へ応援要請、要員派遣を行う。 

 

９ 官公庁・自治体・外部機関への情報提供 

広報班は、広報班マニュアルに定めるところにより官公庁、自治体、外部機関へ停電状

況等の情報提供を行う。 

 

 

第２節 ガス施設 

 

第１項 ガス事業者（旧一般ガス事業者）の応急対策 

 

１ 実施機関 

山口合同ガス株式会社（宇部支店） 

 

２ 災害時の活動体制 

災害が発生した場合、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、ガス事業者はあらか

じめ定めている計画に基づき、必要な活動体制を確立するものとする。 

（１）山口合同ガス株式会社（宇部支店） 

ア 災害対策本部組織 
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［資料］３－１６－３ 山口合同ガス株式会社（宇部支店）の災害発生時応急体制 

 

イ 緊急出動（動員）体制 

災害時における出動体制は、山口合同ガス株式会社（宇部支店）緊急出動組織によ

る。 

 

３ 応急対策 

（１）災害時における初動措置 

ア 県、市、防災関係機関及び事業所等から被害情報等の情報収集 

イ 供給設備等の点検 

ウ 供給設備における送出入量の調整又は停止 

エ 被害状況に応じたガス導管網のブロックごとの遮断及び減圧措置 

オ その他状況に応じた措置 

（２）応急措置 

ア 本社・各地区対策本部の指示に基づき各事業所は有機的に連携を図り、施設の応急

復旧措置に当たる。 

イ 設備の点検を行い、機能及び安全性を確認する。 

ウ 工場の製造設備が被災の場合は、ガスホルダーにより供給する。 

エ 供給設備及び導管が被災し、被災状況が緊急対応能力を超えるおそれがある場合は、

該当地区の供給を停止する。 

オ ガス貯蔵設備が被災した場合は直ちに付近住民の避難措置が必要かどうかの判断を

行い、市、県、消防、警察等に連絡を取るとともに、必要に応じて避難誘導を行う。 

（３）復旧対策 

ガス設備の被災に係る保安、応急工事の施工等応急対策の実施の基準は、ガス事業法

関係法令の保安基準に基づいて実施するものとする。 

ア ガス設備の復旧活動 

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害の発生防止を第一とし

て、復旧作業を進める。 

（ア）供給設備における復旧作業 

（イ）中圧導管の復旧作業 

（ウ）低圧導管と需要家設備の復旧作業 

イ 供給再開時における事故発生防止措置 

ガスを停止した場合特に問題となるのは、ガス供給再開時における取り扱いである。

操作手順を誤ると思わぬ二次災害に結びつくため、特に慎重な対応のもと実施する。 

（ア）供給設備 

ガス事業関係法令の保安基準等に基づく作業手順により、二次災害を防止するた

め各設備の点検を実施し、必要に応じて補修を行い、各設備の安全性を確認の上、

供給を開始する。 

（イ）需要家設備 

各需要家の内管検査及びガスメーターの個別復帰試験を実施し、ガスの燃焼状態

を確認した後使用を再開する。 

（４）供給を停止した場合の需要家への周知措置 

ア ラジオ、テレビ、広報車等を通じ、以下の内容について周知する。 
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（ア）ガスの供給を停止したこと。 

（イ）ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉めておくこと。 

（ウ）ガス事業者が安全を確認するまでガスを使わないこと。 

イ 市等関係機関へガスの供給を停止したことを伝えるとともに、広報活動への協力を

要請する。 

ウ 供給継続地区へのガス安全使用についての注意喚起の実施。 

（５）資機材の調達・応援体制 

ア 資機材の調達 

復旧用資機材の確保については、在庫、予備品等を把握し、不足する資機材は、次の

いずれかより確保する。 

（ア）取引先、メーカー等からの調達 

（イ）各事業所間の流用 

（ウ）他ガス事業者からの融通 

イ 応援体制 

「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」に基づき、地震発生時、救援要請時

に、迅速かつ的確に中国部会を通じて日本ガス協会に連絡を行う。 

 

４ 中国四国産業保安監督部 

ガス事業者（旧一般ガス事業者）に対し、災害時における応急措置、応急対策について

必要な指導、助言を行う。 

 

５ ガス事業者は、経済産業省の「ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に

関するガイドライン」に基づき災害の発生の防止に関し、相互に連携・協力に努めるもの

とする。 

 

第２項 ガス事業者（旧簡易ガス事業者）の応急対策 

 

１ ガス事業者（旧簡易ガス事業者）（山口合同ガス株式会社（宇部支店）） 

（１）ガス事業者（旧一般ガス事業者）に準じた応急対策をとり、被害の拡大防止及びガス

供給の再開に努めるものとする。 

（２）（社）日本コミュニティガス協会中国支部の「簡易ガス事業防災相互援助要綱」に基づ

き、災害の発生又はその拡大を防止し、相互に必要な援助活動を行う。 

 

２ 中国四国産業保安監督部 

ガス事業者（旧簡易ガス事業者）に対し災害時における応急措置、応急対策について必

要な指導・助言を行う。 

 

第３項 ＬＰガス、燃焼器具の供給対策 

 

１ 調達・供給確保 

（１）市において、ＬＰガス等の確保が必要となった場合は、県災対本部（防災危機管理課）

にあっせんを要請する。 
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（２）県災対本部は、ＬＰガス、ガス器具等の供給について、（一社）山口県ＬＰガス協会に

要請する。 

（３）（一社）山口県ＬＰガス協会は県災対本部からの要請に基づき、供給可能な事業者を県

災対本部に連絡する。 

（４）県災対本部は、要請市町に連絡するとともに、物資の引渡し場所について要請市町と

調整の上決定する。 

（５）連絡を受けた当該市町は、当該事業者に連絡し、必要なＬＰガス等を調達するものと

する。また、引渡しに当たっては、県災対本部又は要請市町は物資の引渡し場所に職員

を派遣し、物資の確認を行う。 

 

 

第３節 水道施設 

 

第１項 災害時の活動体制 

 

１ 動員体制の確立 

（１）要員の確保 

ア 災害時における飲料水の確保、復旧及び情報連絡活動等に従事する要員を確保する

ため、あらかじめ各事業所別に職員の配備体制を確立し、職員を指名し、担当業務を

明らかにしておく。 

イ 休日、夜間等の勤務時間外に発生した場合は、職員は被害状況に応じ、所属事業所

又は最寄りの事業所に参集し、応急対策に従事する。 

ウ 水道局職員で不足する場合の人員の確保は、庁内各部、隣接、近接の地方公共団体、

県災対本部（生活衛生班）へ応援を求める。 

（２）関係機関及び関係業者への協力要請 

ア 被災施設の応急処置及び復旧は、業者に委託して実施することから、指定給水装置

工事事業者等へ協力要請を行う。 

この場合、市内業者も被災していることが考えられることから、隣接、近接市町又

は県災対本部（生活衛生班）に応援要請を行い、必要業者の確保を図る。 

イ 隣接、近接の市町に対して応援を要請するが、それでも対応できないと判断される

ときは、県災対本部（生活衛生班）に対して、他県等への要請を依頼する。 

（３）情報連絡活動 

ア 応急対策を効率よく実施するためには、正確な情報を迅速に、収集・伝達すること

が必要になる。このことから、情報収集の手段、連絡手段（防災無線等）、受持地区等

をあらかじめ定め、災害発生時に混乱が起きないようにしておく。 

イ 大規模な火災等による被害が発生した場合は通常広範多岐にわたることから、他の

協力を必要とする事態も多分に生じる。このため、市災対本部との連絡調整に必要な

要員をあらかじめ指名するなどしておく。 

 

２ 応急対策 

（１）災害復旧用資機材の整備 

復旧に必要な管・弁類等の材料については、日常から在庫数量を把握するとともに整

理をしておく。 
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（２）施設の点検 

ア 貯水、取水、導水、浄水施設及び工事現場等を点検し、被害状況を把握する。 

イ 管路等については、巡回点検を実施し、水圧状況や漏水、道路陥没等の有無及び被

害の程度のほか、地上構造物の被害状況等の把握に努める。 

ウ 次の管路等については優先して点検を行う。 

（ア）主要送水管路 

（イ）医療救護施設、避難所及びこれに至る管路 

（ウ）都市機能を維持するための重要施設である発電所、変電所等に至る管路 

（エ）河川、鉄道等の横断箇所 

（３）応急措置 

被害箇所の本復旧までの間、被害が拡大するおそれがある場合及び二次災害のおそれ

がある場合には、速やかに応急措置を実施する。 

ア 取水、導水、浄水施設の給水所 

取水塔、取水堰等の取水設備及び導水施設に亀裂、崩壊等の被害が生じた場合は、

必要に応じて取水・導水の停止又は減量を行う。 

イ 送水・配水管 

（ア）漏水等により道路等に陥没が発生し、道路交通上危険な箇所は、断水措置を講じ

た後、保安柵等による危険防止措置を実施する。 

この場合、道路管理者、警察に直ちに通報連絡を行い、速やかに救助活動等への

支障とならないように努める。 

（イ）管路の被害による断水区域を最小限に止めるために、速やかに配水調整を行う。 

 

３ 復旧対策 

（１）取水・導水の施設の復旧活動 

取水・導水施設の被害は、浄水機能に大きな支障を及ぼすため、その復旧は最優先で

行う。 

（２）浄水施設の復旧活動 

浄水施設の機能に重要な影響を及ぼすものについては、速やかに復旧を行う。 

（３）管路の復旧計画 

ア 復旧に当たっては、随時配水系統等の切り替え等を行いながら、被害の程度及び復

旧の難易度被害箇所の重要度、浄水場・給水所の運用状況等考慮して、復旧効果が最

も上がる管路から順次行う。 

イ 資機材の調達、復旧体制及び復旧の緊急度等を勘案し、必要に応じて仮配管、仮復

旧を実施する。 

ウ 送水・配水管路における復旧の優先順位 

（ア）第一次指定路線 

送水管及び主要配水幹線として指定した給水上重要な管路 

（イ）第二次指定路線 

重要配水管線として指定した第一次指定路線に準ずる管路及び給水拠点へ至る管

路 

エ 給水装置の復旧活動 

（ア）送水管の復旧及び通水と平行して実施する。 

（イ）需要家の給水装置の復旧は、緊急度の高い医療施設、人工透析治療施設等を優先
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して行う。 

（４）広報活動 

ア 災害時における住民の不安を沈静させる意味からも水道事業の果たす役割の大きい

ことに鑑み被害状況、応急給水、復旧予定等について適時的確な広報を実施する。 

イ 広報活動は、広報車、ラジオ及び新聞等の報道機関を併用して実施する。 

 

 

第４節 下水道施設 

 

第１項 災害時の活動体制 

 

１ 要員の確保 

（１）災害時における応急措置、復旧及び情報連絡活動に従事する要員を確保するため、あ

らかじめ職員の配備体制を確立し、担当業務、担当者を明らかにしておく。 

この場合、休日、夜間等の勤務時間外に発生した場合についても、迅速な対応がとれ

るようにしておくものとする。 

（２）職員が不足する場合は、部内で調整する。 

 

２ 関係機関及び関係業者への協力要請 

（１）被災施設の応急処置及び復旧は通常業者に委託して実施することから、あらかじめ関

係業者と災害時の対応について協議をしておき、必要に応じ要請するものとする。 

（２）大規模災害発生の場合、市内業者も被災していることが考えられることから、隣接、

近接市町又は県災対本部（都市施設対策班）に応援あっせんの要請を行い、必要業者の

確保を図る。 

 

第２項 応急対策 

 

１ 災害復旧用資機材の整備 

応急措置に必要な資機材（発電機、バール等）等について、調達先等を把握整理し、確保

体制を講じておく。 

 

２ 施設の点検 

（１）処理施設、ポンプ場等を点検し、被害状況を把握する。 

（２）管渠等については、巡回点検を実施し、漏水、道路陥没等の有無及び被害の把握に努

める。 

 

３ 応急措置 

（１）処理場、ポンプ場において、停電のためポンプ機能が停止した場合、非常用発電機等

によって運転を行い、排水機能の確保を図る。 

（２）管渠の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を講ずる。 

（３）工事施行中の箇所については、請負者に被害を最小限に止めるよう指示を行い、必要

に応じて現場要員の張り付け、必要資機材の確保を行わせる。 
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４ 応急仮設トイレの確保 

所管する施設に被害が発生し下水道が使用不可能となった場合は、代替対策として、応

急仮設トイレ等の確保対策を行う。 

この場合、下水道整備課は環境政策課に対し、避難所に仮設トイレの設置を要請する。 

 

第３項 復旧対策 

 

１ 処理場・ポンプ場 

処理場・ポンプ場の機能に重要な影響を及ぼすものについては、速やかに復旧を行う。

停電となった場合は、非常用発電機等により排水機能を確保し、電力の復旧とともに速や

かに主要施設の機能回復を図る。 

 

２ 管渠施設 

復旧順序については処理場、ポンプ場、幹線管渠等の主要施設の復旧に努め、その後枝

線管渠、排水桝、取付管の復旧を行う。 

 

３ 広報活動 

被害状況、復旧予定、状況等について広報活動を実施する。広報活動は、広報車、ラジ

オ、テレビ及び新聞等の報道機関を併用して実施するものとする。 

 

 

第５節 電気通信設備 

 

第１項 災害時の応急活動体制 

 

１ 災害対策本部の設置 

（１）災害が発生し又は発生するおそれのある場合において、当該災害の規模、その他の状

況により災害応急対策及び災害復旧を推進するため、特に必要と認めたときは、西日本

電信電話（株）職制（以下、「職制」という。）の規定に関わらず、山口支店に災害対策本

部を設置する。 

（２）災害対策本部には、「情報統括班」、「設備サービス班」、「お客様対応班」及び「総務厚

生班」を設け、本部長の指示のもとに、被害状況、通信その他の疎通状況等及び重要通

信並びに街頭公衆電話の疎通確保、設備の復旧、広報活動その他の業務を行う。 

 

２ 災害情報連絡体制の確立 

（１）災害情報の収集伝達概要 

ア 災害状況等の報告経路 

山口支店災害対策組織は、各支店の災害対策組織からの報告を取りまとめ、速やか

にＮＴＴ西日本災害対策組織に連絡する。 

イ 災害対策情報の伝達 

山口支店は、事業所からの速報を一元的に収集し、的確な災害対策を実施するため、

必要な事項を指示又は通知するとともに、災害指定の要否についても検討する。 
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ウ 災害対策情報の広報及び報告 

（ア）県（災対本部又は防災危機管理課）への報告は、情報連絡班（本部を設置していな

い場合は安全・災害対策担当）が行う。 

（イ）報道機関への情報提供等外部機関に対する周知については、総務厚生班（本部を

設置していない場合は総務担当）が行う。 

（ウ）県へ伝達を要する場合 

・重大な被害（通信不通区間を生じたとき）が発生した場合 

・気象警報発表中における一般電話のり障状況 

エ 災害予報 

災害の発生又は発生が予想される場合で、電気通信設備に被害を与えると予想され

る場合には電気通信施設の被害の有無にかかわらず「災害予報」を行うものとする。 

オ 災害速報 

（ア）災害速報と災害概況 

災害が発生した場合、まず第１報として災害発生速報（日時、場所及び判明模様）

を報告し、一般社会的被害状況並びに救助法の発動状況等については、判明次第災

害概況を取りまとめ報告する。 

（イ）報告様式 

 

[資料］３－１６－４ 電気通信設備被害速報 

 

（ウ）報告の期間 

災害が発生した時点から、応急復旧を完了し、再発のおそれがほぼなくなるまで

行うものとする。 

（エ）速報の経路 

災害速報経路図 

  
 

カ 災害対策組織設置報告 

災害対策組織を設置した場合は、その日時並びに情報連絡責任者正副各１名及び担

当者名を関係事業所に報告又は連絡するものとする。 
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キ 社内外への災害情報の周知 

（ア）社内 

・支店内は、店内放送により災害情報を周知する。 

・事業所に対しては、適時管内の被害状況を周知する。 

（イ）社外 

・総務厚生班から災害情報を提供する。 

 

３ 応急対策 

（１）災害対策機器の配備 

ア 非常用可搬型収容装置類 

災害により、ＮＴＴの交換機等が被災したときに運搬し、電話やインターネットサ

ービスを提供します。 

イ 無線装置 

通信途絶のおそれがある地域へ衛星無線（ポータブル衛星）及び可搬無線機を配備

している。 

ウ 移動電源車 

災害時の長時間停電に対して、通信用電源を確保するため、移動電源車を主要支店

に配備している。 

エ 応急復旧ケーブル 

応急復旧用として各種のケーブルを各事業所に配備している。 

（２）災害時臨時電話・電報受付場所設置 

ア 臨時電話・電報受付所の開設 

救助法が適用された場合（救助法の発動が確実と思われる場合を含む）は、当該地

域を受け持つ支店の窓口、救助活動拠点、避難所、救護所等に臨時電話、電報受付所を

開設する。 

イ 特別災害用公衆電話の設置 

災害時は、硬貨を使用せず通話が可能な特別災害用公衆電話を必要に応じ設置する。 

（３）電気通信設備の点検 

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合には、次の設備機材の点検等を行う。 

ア 電気通信設備の巡回、点検並びに防護 

イ 災害対策用機器及び車両の点検、整備 

ウ 応急対策及び復旧に必要な資材、物資の点検及び確認、輸送手段の確認と手配 

（４）応急措置 

災害により通信施設が被災又は異常輻輳により、通信の疎通が困難あるいは途絶した

場合には、最低限の通信を確保するため、次のような応急措置を実施する。 

ア 臨時回線の作成 

イ 中継順路の変更 

ウ 規制等疎通確保 

エ 災害応急用無線電話機等の運用 

オ 特設公衆電話の設置 

カ その他必要な措置 
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４ 復旧対策 

（１）被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。 

（２）必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する

要員・資材及び輸送の手当てを行う。 

（３）復旧に当たっては、行政機関、ライフライン事業者と連携し、早期に努める。 

（４）災害復旧工事の計画 

ア 応急復旧工事 

イ 現状復旧工事 

ウ 本復旧工事 

（５）復旧の順位等 

被災した電気通信設備の復旧については、あらかじめ順位等を定め、計画的に実施す

る。 

 

第６節 工業用水道施設 

 

工業用水道は、企業活動にとって必要不可欠なものであり、災害等により工業用水道施設

に被害が発生した場合は、産業経済活動に与える影響も大きいことから、県（企業局）では、

災害発生時における応急・復旧対策について必要な事項を定めている。 

 

第１項 実施機関 

  県（企業局）厚東川工業用水道事務所 

 

第２項 情報連絡体制 

 

災害発生直後は、被災状況の把握が急務である。このため、管理事務所の監視装置による

データの収集を行うとともに、施設の巡視を行う。また、本局、出先及び各ユーザーを含め

た連絡体制を密にしながら関係機関及び住民等から管路等の破損、漏水等の情報収集に努め

る。 

事故発見者 厚東川工業用水道事務所 県企業局（電気工水課）

関係機関

水 道 局

受水企業

 

第３項 応急対策 

 

１ 発生直後の保安 

工業用水道施設は配水管、貯水槽等の施設を有していることから、当施設の損傷等によ

る二次災害の発生を防止するため、当該地域における総合的な対応マニュアルに基づき応
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急措置を講じ、被害を最小限に止める。 

 

２ 復旧対策 

施設台帳、管路台帳等の関係図書類及び資機材（管種管径に応じた継輪、携帯用発電機、

排水ポンプ等）を整備し、迅速な対応がとれるようにしておくとともに、あらかじめ緊急

事故対応業者を選定しておき、早急に対応させる。 

 

３ 広域支援 

  災害により被災自治体だけでは対応が困難な場合は、「中国地域における工業用水道災害

時等の相互応援に関する協定書」に基づき、相互支援体制を確立するものとする。 
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第１７章 公共施設等の応急復旧計画 

 

 

 

公共土木施設 

公
共
施
設
等
の
応
急
復
旧
計
画 

実施機関、応急措置 

及び応急復旧対策 

鉄道施設 

応急工事施工の体制 

応急措置 

災害時の活動体制  

応急復旧 

公共施設 

応急対策 

復旧対策 
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第１節 公共土木施設 

 

第１項 実施機関、応急措置及び応急復旧対策 

 

１ 道路・橋梁（道路整備課） 

災害が発生した場合、各道路管理者等は、所管する道路、橋梁について、被害状況を速

やかに把握し、道路交通の確保を図るために、交通規制等の措置、あるいは、迂回路の選

定など通行車両の安全対策を講じるとともに、道路状況等について、パトロールカー、報

道機関等の協力を得て適時適切な広報を実施するほか被災箇所については応急措置及び応

急復旧工事を実施する。 

＜第３部第７章「緊急輸送計画」参照＞ 

（１）災害時の応急措置 

被害状況の把握及び応急措置の実施は、緊急輸送道路を優先して実施するものとし、

各機関のとるべき対応については、次のとおりとする。 

ア 道路、橋梁の被害状況を速やかに把握し、警察と協力して交通規制を行い、被災地

域における発災直後の交通混乱を回避する。 

イ まず、緊急輸送道路の確保に全力をあげ、必要な措置を講ずる。 

ウ 次に、二次災害の発生のおそれのある箇所の応急措置及び所管する他の道路の啓開

や障害物を除去する。 

（２）応急復旧対策 

ア 応急復旧作業は、緊急輸送道路の道路啓開を最優先に行う。 

イ その後、一般道路のうち応急復旧活動、市民生活に必要となる道路で、二次災害を

誘引する被災箇所（陥没、隆起、決壊等）の応急復旧工事を実施する。 

ウ 応急工事は、被害の状況に応じて必要な仮工事を実施する。 

エ 上下水道、電気、ガス、電話線等道路占用施設の被害が併せて発生した場合は、当

該施設の管理者と相互に連絡し、適切な応急措置を講じるものとする。 

 

２ 河川、ダム、ため池及び内水排除施設（施設の管理担当課） 

（１）管理する施設が、火災・事故による被害を受けたときは、直ちに防災危機管理課及び

県に報告するとともに、必要な応急措置を講ずるものとする。 

（２）下水ポンプ場等の排水施設に被害を受けた場合は、特に汚水の氾濫による被害防止に

重点を置き、速やかに施設の応急復旧に努める。 

 

３ 港湾・漁港施設（商工振興課、水産振興課） 

港湾・漁港施設は、道路等の陸上輸送と併せ、物資の流通に大きな役割を担っている。

特に、大規模災害が発生し陸上輸送路が途絶したときには、海上による輸送の必要が生じ

る。 

火災・事故により、港湾、漁港等のけい留施設、荷揚げ施設等が被災した場合には、応

急措置及び応急復旧対策を実施する。 

（１）応急措置・応急復旧対策 

ア 港湾施設 

県は、港湾施設の被災の調査点検を行い、被害状況を把握し、海上保安署等に連絡

する。 
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イ 漁港施設 

水産振興課は、漁業協同組合等の協力を得て、被害状況の把握と施設の点検を実施

する。 

ウ 海上輸送基地として指定された宇部港芝中西岸壁については、機能の確保が早期に

図られるよう応急復旧工事に着手する。 

エ 港湾・漁港に係る応急工事 

（ア）後背地に対する防護 

火災・事故による防潮堤の破堤又は決壊のおそれがある場合には、補強工事を行

い、破堤又は決壊した場合は、潮止工事、拡大防止応急工事を施行する。 

（イ）航路、泊地の防護 

土砂、がれき等の流入により航路、泊地が埋塞し、使用不能となった場合は、応

急措置として浚渫を行う。 

（ウ）係留施設 

岸壁、荷揚げ場等の決壊に対する応急措置は、決壊部分の応急補強工事を行い、

破壊拡大を防止する。 

 

［資料］２－４－１ 港湾 

 

４ 海岸保全施設（商工振興課、水産振興課） 

海岸施設が、火災・事故により被害を受けるおそれがあるときは、水害を警戒、防御し、

被害が生じた場合は、二次災害から住民を守るため必要な応急措置、復旧工事を実施する。 

管理する施設が火災・事故の被害を受けたときは、被害状況を速やかに調査し、応急復

旧工事を実施する。 

 

５ 空港施設 

災害により、滑走路、エプロンその他空港施設が被災した場合は、輸送機能の確保の観

点から、被災施設の応急復旧に努める。 

（１）空港施設の被害状況の点検調査を実施し、被害の有無を直ちに関係者及び県（港湾課・

交通政策課）に連絡する。 

（２）空港閉鎖について利用客への周知措置を行う。 

（３）施設に被害を受けた場合は、空港業務を部分的でも再開するため、必要な応急復旧に

努める。 

特に、緊急輸送物資の臨時航空基地としての機能の維持及び確保に必要な措置を講じ

る。 

 

第２項 応急工事施工の体制 

 

１ 要員・資材の確保 

（１）技術者の現況把握及び動員 

市防災関係課は、応急工事の施工に必要な技術者、技能者の現況を把握し、職種別、

地域別、人員等の資料を整備するなどしておき、緊急時において適切な動員措置を講ず

るものとする。 
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（２）建設業者の現況把握及び動員 

市防災関係課は、地元建設業者の施工能力を常に把握し、災害時においては、緊急動

員できるよう適切な措置を講じるものとする。 

（３）建設機械、応急復旧用資材の確保 

応急措置、応急復旧工事を迅速に施工するため、応急措置等実施機関は、大型建設機

械及び土嚢用袋、かます、杭等の応急用資材及びスコップ、掛矢、足場等の応急用器具

の調達先を把握しておき、緊急確保の措置を講じるものとする。 

輸送体制についても、あらかじめ輸送方法、輸送経路等を定め、緊急時に混乱を起こ

さないようにしておくものとする。 

 

２ 関係機関に対する応援要請 

大規模災害が発生した場合において、市単独で対応できない場合には、防災危機管理課

を通じて県に必要な資機材の提供及び職員の派遣等を要請し、応急復旧に努める。 

また、自衛隊の派遣を要請する場合も、防災危機管理課を通じて県に要請するものとす

る。 

 

３ 建設機械等の緊急使用計画 

（１）現況把握 

公共土木施設復旧に係る建設機械の現況把握については、県（土木建築部）が地域別

に主要建設業者等の現況を調査して、機械等種類別に所有者、数量、能力等を明らかに

した台帳を作成しておくものとする。 

この台帳は、年１回以上検討を加え、現況整理を行うものとする。 

（２）緊急使用のための調達 

災害又は広域に及ぶ災害のため、各対策部では建設機械等の調達が不可能であるとき、

もしくは建設機械が不足するときは、県（土木建築対策部）が、県域全般の調達計画の

樹立及び調整、運用等の措置を担当する。 

ア 処理系統図                

  

イ 調達要請事項 

建設機械の確保、調達の要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。 

（ア）使用場所及び使用期間 

（イ）使用目的（作業内容） 

（ウ）機械の種類及び必要台数 

（エ）その他必要な事項 
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第２節 公共施設 

 

第１項 応急対策 

 

１ 応急対策計画の策定 

公共施設等の各施設管理者は、災害時における応急対策を円滑に実施するため、応急対

策計画を定めておく。応急対策については、それぞれの施設の管理者が定めるものである

が、計画すべき対策の要点は、次のとおりである。 

（１）災害情報等の施設利用者等への伝達 

（２）避難誘導等利用者の安全確保措置 

（３）応急対策を実施する組織体制の確立 

（４）火災予防等の事前措置 

（５）応急救護措置 

（６）施設設備の点検 

 

２ 災害時の応急措置 

（１）緊急避難の指示 

管理者は、災害状況に応じ適切な避難誘導を実施し、入所者等の安全確保に努める。 

（２）被災状況の把握 

管理者は、災害の規模、利用者・入所者、職員、施設設備等の被災状況の把握に努め

る。 

（３）応急対策の実施 

ア 被災当日及びその後における施設の運営 

イ 施設管理に必要な職員を確保し、施設設備の保全措置 

ウ 利用者・入所者の家族への連絡措置 

（４）報告・応援要請 

管理者は、被災状況について各施設所管課に報告するとともに、必要な応援要請を行

う。 

 

第２項 復旧対策 

 

各施設管理者は、各施設所管課と協議の上、施設設備の応急復旧を実施する。 

 

 

第３節 鉄道施設 

 

第１項 災害時の活動体制 

 

１ 災害、運転事故対策本部の設置 

（１）西日本旅客鉄道株式会社 

ア 災害が発生した場合、鉄道災害の未然防止、併発事故及び被害の拡大防止並びに早

期復旧を図るため、中国統括本部に事故対策本部を、また、被災現場に現地対策本部

を設置する。 
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イ 現地対策本部を開設するにいたらない程度の事故が発生したときは、管理駅長等が

対応する。 

ウ 事故が発生した場合、復旧担当箇所の長は、現地対策本部長が到着するまでの間、

暫定現地対策本部長として任務を遂行し、現地対策本部長が到着したときはその任務

を引き継ぐものとする。 

エ 事故対策本部及び現地対策本部の業務は、概ね次のとおりとする。 

（ア）事故対策本部 

・運転事故、防災及び災害の情報に関すること。 

・併発事故、災害の未然防止に関すること。 

・被害の拡大防止に関すること。 

・運転事故、災害の復旧に関すること。 

・応急輸送に関すること。 

（イ）現地対策本部 

・運転事故並びに災害の復旧及び負傷者等の救護に関すること。 

・運転事故及び災害の情報に関すること。 

・被害の拡大防止に関すること。 

・応急輸送に関すること。 

（２）日本貨物鉄道株式会社 

災害が発生した場合、西日本旅客鉄道㈱の事故対策本部及び現地対策本部に加わり、

各種情報交換を行うとともに、西日本旅客鉄道㈱と同様の事故対策本部及び現地対策本

部を設置して、同様の業務を行う。 

 

２ 警戒体制（西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社） 

（１）中国統括本部又は支店の関係各課は、それぞれの現業機関の警戒体制を把握するとと

もに必要な指示を行う。 

特に台風、洪水等については、関係地方気象台と直接電話等により情報の入手に努め

る。 

（２）広島支社長等は、災害等のため、業務に支障を及ぼす事態が発生するおそれがあると

きは、現地に急行し、関係現業機関の長を指揮督励して、災害の未然防止及び被害の拡

大防止に努める。 

（３）天候不良時の警戒については、関係地方気象台からの鉄道気象電報等及びその地区の

気象状況等により線路等の警戒を行うとともに、関係地方気象台との連絡及びラジオそ

の他による気象情報に注意し、気象の推移、台風の進路等の予測に努める。  

（４）強風、豪雨発生時には、それぞれの基準により、列車の運転休止又は運転速度の制限

を行う。  

 

３ 通信連絡体制 

（１）西日本旅客鉄道株式会社 

ア 災害情報及び応急連絡及び指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、

指令電話、鉄道電話等で行う。 

イ 通報経路は、次のとおり。 
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（ア）在来線における事故発生時の速報体制 

事故等発生
（乗務員及び

現地の社員）
指令所等

警察通信指令室

箇所長等

・統括本部長
・統括本部及び支社

・国土交通省
・地方自治体

・警察署
・消防署

 

（イ）新幹線異常時の連絡体制 

社 員

警察・消防

山陽新幹線地区司令

通報を受けた箇所長等

東
京
新
幹
線

総
合
指
令
所

（いずれかの方法による）

※社員から事故等の連絡を受けた箇所長等は、警察・消防への連絡の有無を確認すること。

 

（２）日本貨物鉄道株式会社 

ア 事故・災害発生時の部内連絡体制 
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第２項 応急措置 

 

災害が発生したとき、又は発生が予想される場合は、人命の救護を第一とし、併発事故等

被害の拡大防止に努めるとともに、関係箇所への連絡等の適切な処置をとるものとする。 

また、事故の状況を判断して部外機関の応援を必要と認めたときはその出動を要請する。 

 

第３項 応急復旧 

 

１ 西日本旅客鉄道株式会社 

（１）災害が発生した場合、所管する施設設備について早期復旧及び被害の拡大防止をする

ため、「事故対策本部」及び「現地対策本部」は、あらかじめ定められた復旧計画に基づ

き必要な対策を講じる。 

（２）事故対策本部長並びに現地対策本部長は、必要により次の部外機関の協力を要請する。

なお、駅長はあらかじめこれら部外機関と災害時の対応について打ち合わせておくもの

とする。 

ア 関係行政機関（市町及び県・国の機関） 

イ 警察署 

ウ 消防局 

エ 地方交通機関 

オ ＮＴＴ 

カ 自衛隊 

キ クレーン車所有者 

ク アマチュア無線士 

（３）事故対策本部及び現地対策本部が設置された場合の部外機関との連絡等は、それぞれ

の本部において行う。ただし、自衛隊の派遣要請については、事故対策本部長が県知事

（防災危機管理課）に要請する。 
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（４）部外機関との連絡系統図 

自 衛 隊

山 口 支 社 長

山口県知事
平常時 交通政策課
０８３－９３３－３１２０
異常時
０８３－９３３－２４５２
ＦＡＸ
０８３－９３３－２４７９

宇部市役所防災危機管理課
０９０－８９９９－４９００
０９０－８９９９－４９０１
０９０－８９９９－４９０２
０９０－８９９９－４９０５
０９０－３１７７－４９０４
０８０－８２４７－９０６６
０８０－８２４７－９０６７
０８０－８２４７－９０６８
０９０－７１３０－３７７２
ＦＡＸ
０８３６－２９－４２６６

宇部・山陽小野田消防局
消防指令センター
０８３６－２１－２８６６
ＦＡＸ
０８３６－３３－０７４５

西日本旅客鉄道株式会社
中国統括本部

統括本部対策本部

駅 長 等
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第１８章 火災対策計画 

 

 

火災防御計画 

火
災
対
策
計
画 

林野火災対策計画 

火災気象通報及び火災警報の伝達 

林野火災に係る消防活動 

実施機関及び組織 

広域消防応援 

自衛隊の支援活動  

火災気象通報及び火災警報の伝達 

知事の指示権 

実施機関及び組織 

市の消防活動 

広域消防応援  

住民等の安全対策 

災害広報 

残火処理 
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第１節 火災防御計画 

 

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護すると

ともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、

災害時による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。（消防組織法第１条） 

 

第１項 実施機関及び組織 

 

１ 実施機関 

（１）市（消防局） 

現行の消防組織は市町村組織が原則であり、従って区域内における建物、山林、船渠

又は埠頭に係留された船舶その他の工作物等の火災にかかる防御活動を実施する。 

（２）海上保安署 

海上における船舶等の火災にかかる防御活動の実施 

（３）県 

大規模火災で必要がある場合、または被災市町から要請のある場合、市町相互間の連

絡調整又は火災防御のための必要な指導、助言若しくは勧告等を行い市町を支援する。 

（４）警察本部 

住民の生命身体及び財産の保護を図るため、消防と相互に協力して火災の防御に必要

な措置（交通規制等）を行う。 

 

２ 消防の組織体制 

消防局の系統及び県との関係は下記のとおりである。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 消防の組織 

 

［資料］２－１４－１ 消防組織及び人員 

 

４ 消防機械資機材等の現況 

 

［資料］２－６－６ 消防ポンプ自動車等 

［資料］２－６－４７ 消防水利 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資機材等 

［資料］２－１４－４ 県農林事務所（森林部）所有林野火災対策用資機材 

指示 　管理

非常時で特に

必要のある
場合のみ

（消防組織法43条）
消防職員

消防団員
　指揮監督

（消防保安課）

　消防団は、消防長、消防署

　長の管轄の下に行動する

消防長
（消防局）

消防署長
（消防署）

指揮監督

指揮監督

知　　事
市長

消防団長
（消防団）
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第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達（消防法第２２条） 

 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第１節第１項、第２項参照＞ 

 

第３項 知事の指示権（消防組織法第４３条） 

 

知事は、地震、台風、水火災等で、数市町にまたがる広域災害、一市町の全域にわたって

甚大な被害が発生するなどの非常事態の場合で、特に必要があると認める時は災害対策基本

法第７２条及び消防組織法第４３条の規定による知事の指示権により、市長、消防長又は水

防法に規定する水防管理者（市長）に対して、災害防御措置に関し指示し、又は他の市町長

に応援出動の措置を指示して、人的被害の防止に努める。 

 

１ 指示権を発動する場合の基準 

応急対策措置については、市町長が第一次的に相互応援又は応援要求により処理すべき

であり知事の指示権は、市町の機能では適切な防御措置を講じることができない場合に発

動する。 

（１）指示の範囲 

ア 対策要員の応援派遣 

イ 災害防御、鎮圧の措置 

ウ その他災害防御措置に関し必要と認める事項 

（２）指示権の発動の区分 

指示権の発動区分及び派遣人員の基準は原則として下記によることとするが、指示先

の市町と協議のうえ、出動人員は適宜増減する。 

第１次指示権の発動 災害が一つの地域に限られる場合に発動するものであって、被災

地の隣接の市町に対してその所属する消防職員、消防団員、水防団員の実員の１／３の

人員を派遣することを指示する。 

第２次指示権の発動 災害が一つの地域に限られる場合に発動するものであって、被災

地の周辺の市町に対してその所属する消防職員、消防団員、水防団員の実員の１／２の

人員を派遣することを指示する。 

第３次指示権の発動 災害が２地区以上に及び、その被害が甚大の場合発動するもので

あって、被災地域以外の市町に対して、その所属する消防職員、消防団員、水防団員の

１／２の人員を派遣することを指示する。 

 

第４項 市の消防活動 

 

１ 非常災害時の部隊編成 

消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び現場における情報の収集並びに防御対策を樹立す

るため、災害の状況に応じて警防本部を設ける。 

警防本部の長は消防長とし、その下に総務班、情報財政班、警防班、通信指令班、予防

班及び消防署所を置く。 
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２ 動員体制 

（１）招集 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、宇部・山陽小野田消防組合警防規

程の非常招集計画の定めるところにより必要な人員を招集する。また消防団員の招集に

ついては、第１次では地元分団とし、第２次以降は災害の状況又は応援指令（要請）に

基づき招集するものとする。 

（２）災害警備 

地震、洪水、高潮その他の非常時下の水火災（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがあると認めるときは、宇部・山陽小野田消防組合警防規程に基づいて

次のとおり警防体制を確立し、災害警備活動の効果的な運用を図る。 

ア 第１次警備体制 

（ア）警防本部の設置 

（イ）広報隊の配置 

（ウ）分遣隊又は補強隊の配置 

イ 第２次警備体制 

（ア）警防本部の強化 

（イ）警戒隊の編成及び出場 

（ウ）第１次消防部隊の重点的増強 

なお、各警備体制において、その総力を必要としないときは、必要度に応じた人

員の招集を行い、警備体制の適正を期す。 

 

３ 出場計画 

宇部・山陽小野田消防組合警防規程の定めるところにより所要の隊が出場するものとし、

火災の場合の出場方法は、第１次出場、第２次出場、第３次出場及び特命出場とする。ま

た、消防団の出場については、第１次は地元分団とし、第２次以降は災害の状況又は応援

指令（要請）に基づき出場するものとする。 

 

４ 火災警防計画 

火災現場における警防活動を迅速的確に行い、人的物的被害の軽減を図るための計画で

あり、当市の実態に即応した計画を作成する。 

（１）一般火災警防計画 

平常時の一般建物及び建物以外の火災に対しては、火災防御要綱の定めるところによ

る。 

（２）火災危険区域警防計画 

建築物の密集度が高く火災が発生した場合、人命危険及び延焼拡大のおそれが大であ

る区域を対象とする。 

（３）特殊建物警防計画 

多数の者を収容し、又は多数の者が出入りする建築物で火災の際多数の人命損傷の危

険があるものを対象とする。 

（４）危険物施設警防計画 

危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに高圧ガスその他引火性、爆発性物件の存在

する施設で火災発生の危険が大で、かつ、消火困難なものを対象とする。 
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（５）異常時警防計画 

断、減水時、強風時又は地震発生時等における火災に対しては、火災防御要綱の定め

によるほかこの計画による。 

（６）林野火災警防計画 

山林原野における火災を対象とする。 

 

５ 火災防御対策 

（１）火災危険区域の火災防御 

ア 自主活動 

地域住民による初期消火活動及び要配慮者の避難誘導 

イ 消防機関 

（ア）火災通報時の状況により延焼拡大の危険があると判断した場合、第１次、第２次

出場を同時に指令し、又は特命出場によって消防隊を出場させる。 

（イ）関係機関に通報する。 

（ウ）火災の状況により現場指揮本部を設置する。 

（エ）人命検索及び救助活動 

（オ）火災の規模に応じての防御線の設定 

（カ）消防警戒区域の設定と住民への避難指示 

（キ）飛火に対する警戒隊の配置 

（ク）現場広報 

（ケ）火災の原因及び損害の調査 

（２）特殊建物火災防御 

ア 自主活動 

消防対象物の関係者による初期消火活動及び避難誘導等の実施 

イ 消防機関 

（ア）出場計画により覚知と同時に第１次出場を指令し、火災の状況により第２次又は

特命出場を指令して消防隊を出場させる。 

（イ）関係機関に通報する。 

（ウ）火災の状況により現場指揮本部を設置する。 

（エ）人命検索及び救助活動と併せての防御活動 

（オ）消防警戒区域の設定 

（カ）飛火に対する警戒隊の配置 

（キ）現場広報 

（ク）火災の原因及び損害の調査 

（３）危険物施設の火災防御 

ア 自主活動 

（ア）消防対象物の関係者、自衛消防隊等による初期消火及び延焼阻止活動 

（イ）危険物の未然排除 

（ウ）化学消火剤の確保 

イ 消防機関 

（ア）危険物の種類、火災の状況に応じ、第１次、第２次及び特命出場によって消防隊

を出場させる。 

（イ）関係機関に通報する。 
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（ウ）火災の状況により現場指揮本部を設置する。 

（エ）化学消火剤の確保、搬送手配 

（オ）火災警戒区域、消防警戒区域の設定 

（カ）消防隊（自衛消防隊を含む。）の防御活動 

（キ）危険区域外への避難指示 

（ク）火災の規模によっては応援協定締結市町等に応援要請 

（ケ）現場広報 

（コ）火災の原因及び損害の調査 

（４）異常時の火災防御 

ア 自主活動 

地区住民の初期消火活動及び要配慮者の避難誘導 

イ 消防機関 

（ア）火災の状況により、第１次、第２次出場を同時に指令し、又は特命出場によって

消防隊を出場させる。 

（イ）関係機関に通報する。 

（ウ）火災の状況により現場指揮本部を設置する。 

（エ）消防隊の防御活動と消防警戒区域の設定 

（オ）水利統制と増水対策 

（カ）地域住民への避難の指示 

（キ）火災の規模によっては応援協定締結市町等に応援要請 

（ク）現場広報 

（ケ）火災の原因及び損害の調査 

 

６ 水利統制対策 

火災現場における消防水利の運用は、火災防御上極めて重要である。水利統制は、その

地域内の水利の実情によってあらかじめ計画しておく計画統制と、その都度現場において

指揮者が必要に応じて臨時に実施する活動方針及び一時的に行う臨時統制に区分する。 

（１）計画統制 

事前の計画統制は、平素水量の不足地域内の水道水圧を調査し、さらに配水系統、配

管口径、制水弁の位置、配管経過年数、増水手配及び増圧までの時間等を検討し、これ

を警防計画に活かし、消防隊の水利部署を定める。 

（２）戦術統制 

火災現場において指揮者が火災の状況に応じて水利部署の制限、水利の移動、指定等

を指示する。 

（３）臨時統制 

渇水期又は消火栓等の故障、工事等により一時的に水道が断水する地域について事前

に計画する。 

 

［資料］２－６－４７ 消防水利 

 

７ 飛火警戒対策 

飛火によって第２、第３の火災が続発して大火を導引するおそれがある場合、飛火警戒

隊を編成し、飛火の警戒に当たらせる。 
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（１）飛火防御部隊の編成 

飛火警戒隊は、主として消防団員によって編成する。拡大火災の場合は、地域住民の

協力を求める。 

（２）飛火警戒の実施 

ア 通常風速５ｍ以内においては、おおむね風下５００ｍ以内 

イ 風速１０ｍ以内においては、おおむね風下１，２００ｍ以内 

（３）配置 

風下方面４００ｍ以内は消防団を主体とし、その他の地域は地域住民をもって警戒に

当たらせる。 

 

８ 消防警戒区域の設定 

＜第３部第５章「避難計画」第１節第３項参照＞ 

 

９ 火災警戒区域の設定 

＜第３部第５章「避難計画」第１節第３項参照＞ 

 

１０ 救急業務実施計画 

＜第３部第４章「救助・救急、医療等活動計画」第１節第１、２項参照＞ 

 

１１ 危険物保安計画 

（１）保安措置 

危険物製造所等及び火薬類ＲＩ（放射性物質）等の保管施設の災害においては、これ

らの責任者と緊密な連絡をとって安全な取り扱いを指導し、必要に応じ取締まりを行い、

災害の拡大防止に努める。 

（２）応急措置 

ア 危険物製造所等の施設 

災害が発生し、又は災害発生のおそれのあるときは、次により応急保安措置を講ず

る。 

（ア）関係者に対し危険物の集荷及び取扱いの禁止、移動搬出、防御対策その他自主的

応急措置の実施について緊急命令を発する。 

（イ）災害の発生が予想される場合は、特に危険と認められる施設に対して消防職員を

派遣し、保安措置の実施について現地指導を行う。 

（ウ）災害が発生した場合は、直ちに所定の消防部隊を出動させるとともに消防局職員

を派遣し、施設の管理責任者と連絡をとり、警戒区域の設定、従業員の避難及び被

災者の救出、救護、付近住民の避難誘導その他必要な防災措置を講ずる。 

（エ）各危険施設における化学消火剤を相互に提供する援助体制を整える。 

イ ＲＩ（放射性物質）貯蔵施設 

（ア）当該施設の火災その他これに類する災害においては、他施設への延焼阻止を主眼

に防御活動を行い、汚染区域の拡大防止に努める。 

（イ）警戒区域を設定し、立入禁止を行い、危険場所内所在者の避難誘導を行う。 

（ウ）放射線の種別を確認し、検知器所有者に対して検出を依頼し、必要な汚染防止措

置を講ずる。 

（エ）危険区域内に立ち入った者の個人別時間の記録をとる。 
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＜第３部第２０章「危険物等災害対策計画」第１節関連＞ 

ウ 大規模な油流出事故対策 

岸壁に係留中の油タンカー又は陸上貯油施設等の事故により多量の油が流出した場

合は、被害を最小限度に防止するため次の応急措置を講ずる。 

（ア）関係機関に通報する。 

（イ）火災が予想される場合における人命救助 

（ウ）火災警戒区域の設定 

（エ）付近住民に対する広報及び状況に応じての避難指示 

（オ）関係事業所及び関係機関と協力しての油拡散防止措置並びに出火防止措置 

（カ）火災発生に備えての防御隊出場並びに化学消火剤の確保及び搬送手配 

＜第３部第１９章「交通災害対策計画」第１節関連＞ 

 

１２ 警戒体制の確立 

火災警報発令時及び台風の接近その他災害の発生が予想され、警戒の必要があるとき消

防長は、次の区分により警戒を発令し、警戒体制を強化して警戒を実施、災害の未然防止

と被害の軽減に努める。 

（１）特別警戒の種別 

ア 火災警報発令時特別警戒 

火災警報が発令されたとき行う警戒 

イ 非常災害時特別警戒 

地震、暴風雨その他これらに準ずる事故により災害発生の危険があると認められる

とき行う警戒 

ウ 特命時特別警戒 

歳末、火災期、水害期、特殊行事その他消防長において、特に必要と認めたときに

行う警戒 

（２）警戒対策 

ア 火災警報発令時特別警戒 

（ア）状況により公休及び休暇職員の補充を行い、警防体制の強化を図る。 

（イ）機械器具の特別点検整備を実施し、災害出動に万全を期する。 

（ウ）隊員の徒歩巡回による警戒又は車両及び防災行政無線により、市民に対して火災

予防条例の規制事項の徹底その他防火意識の高揚を図る。 

（エ）地理、水利の特別調査を行い、消防車の通行障害となる物件の排除や水利の確認

に努める。 

（オ）随時通信施設の試験を行い、機能保持に努めるとともに事故時等の処置を講じる。 

イ 非常災害時特別警戒 

（ア）状況により非番消防職員及び消防団員の一部又は全部を招集し、警防体制の強化

を図る。 

（イ）消防署、消防団ごとに警戒隊を編成し、災害発生の早期発見と被害の軽減に努め

る。 

（ウ）上水道の使用不能を考慮し、自然水利の確保に努める。 

（エ）強震以上の地震時、消防車の安全地移動 

（オ）優先電話の途絶を考慮し、無線局の効率的運用に努める。 
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ウ 特命時特別警戒 

歳末、火災期、水害期等において、火災その他の災害発生のおそれがあるとき、当

務消防職員で徒歩又は車両による巡回を実施し、災害予防及び災害発生時の応急措置

方法の徹底に努める。 

 

１３ 情報収集活動 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第２節第１項２参照＞ 

 

１４ 資機材の確保 

的確な消火活動を展開するには、消防部隊等に適切な資機材、物資の供給が必要となる

ことから、平時から次により、必要資機材の把握に努める。 

（１）資機材の配置状況 

（２）必要資機材等の種別 

（３）資機材等の使用状況及び予備資機材の状況 

（４）資機材等の調達先（協力先の状況） 

（５）資機材等の使用期間 

 

［資料］２－６－６ 消防ポンプ自動車等 

［資料］２－６－４７ 消防水利 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資機材等 

［資料］２－１４－２ 消防局・署、団及びポンプ配置図 

［資料］２－１４－４ 県農林水産事務所（森林部）所有林野火災対策用資機材 

 

１５ 情報伝達 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第２節第１項２参照＞ 

 

１６ 避難指示 

＜第３部第５章「避難計画」参照＞ 

 

１７ 災害広報 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第５節参照＞ 

 

第５項 広域消防応援 

 

１ 広域消防応援の基本 

火災等災害発生時に際して、市は所有する消防力の総力を挙げて被害の軽減、拡大防止

を図ることになるが、市の全力を挙げても対応出来ないと判断されるときは、市長（消防

長）は県内及び他の都道府県の消防隊の応援を受けて消防の任務を遂行する。 

 

２ 広域消防応援活動 

（１）山口県内広域消防相互応援によるもの（消防組織法第３９条） 

（２）消防組織法第４４条の規程に基づく消防広域応援については山口県知事に応援を要請

する。 
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（３）消防相互応援系統図 

        

     

３ 県内広域消防相互応援協定 

（１）応援準備体制の整備 

応援要請が迅速かつ的確に行われるようあらかじめ応援可能な隊、資機材及び連絡先

等必要事項を他の協定市町等に届け出ておくものとする。 

（２）要請手続 

ア 応援要請は災害の規模を勘案して次の区分により行うものとし、原則として第一、

第二要請の順に行うものとする。 

応援を求められた市町等の長は特別な理由がない限り応援要請に応じる。 

第一要請 隣接市町等に対して要請する 

第二要請 第一要請に加えて他の地域の市町等に対して要請する 

イ 要請方法 

県内の市町長に要請する場合は、山口県内広域消防相互応援協定（第５条第２項）

に基づき、次の事項を明確にして要請を行い、県（防災危機管理課・消防保安課）に

対しては、要請したことを電話等で通報する。 

（ア）災害の状況（災害の種別、発生日時、場所等）及び応援を要請する理由 

（イ）要請する人員、車両等の種別、資機材の数量 

（ウ）応援隊の活動内容 

（エ）応援隊の到着希望日時及び集結場所 

（オ）その他必要な事項 

 

４ 緊急消防援助隊 

大規模な災害発生時において人命救助活動、支援等の必要を認めた場合にあっては、緊

急消防援助隊の要請を災害対策本部長を通じて要請する。部隊の編成、出動については、

消防長が定める緊急消防援助要綱に基づき編成出動がなされる。 
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［資料］３－１８－２ 緊急消防援助隊出動計画 

［資料］３－１８－３ 山口県大隊組織等 

 

５ 大規模災害消防応援実施計画 

大規模災害が発生した場合において、他の都道府県等による広域応援体制が機能しはじ

めるまでの間、消防組織法第３９条の精神のもといち早く被災地の消火、救急、救助等の

応援活動を展開するため、全国消防長会の総意に基づき「大規模災害消防応援実施計画」

が樹立され、必要な対応をとることになっている。 

（１）大規模災害消防応援実施計画の位置付け 

ア 実施計画による応援体制は消防組織法第３９条で立ち上がり、緊急消防援助隊出動

等の消防庁長官の措置が実施されるまでの間のものである。 

イ 消防庁長官の措置による体制が機能しはじめると、当初から立ち上がっていた本実

施計画による応援体制は、消防組織法第４４条に基づくものに移行する。 

ウ 応援の根拠が消防組織法第３９条から第４４条に変わっても、具体的な応援活動は

基本的に変わらない。 

（２）部隊編成 

応援部隊の編成は、都道府県大隊指揮隊、救助中隊、消火中隊、救急中隊、後方支援

部隊、特殊災害中隊、特殊装備中隊で構成される。 

（３）応援要請 

応援要請手続きの概略は以下のとおり。 
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（４）応援要請先・連絡事項等 

要請連絡は、電話、ＦＡＸを利用して行う。 

ア 要請時の連絡事項 

（ア）災害発生時、場所 

（イ）被害状況 

（ウ）人的、物的被害の状況 

（エ）必要応援部隊種別、隊数、必要資機材等 

（オ）応援部隊集結場所（活動拠点）及び当該地へのルート等 

（カ）緊急避難場所以外のヘリコプター離発着場所の位置、名称 

（キ）応援活動に利用可能な港湾施設を有する場合は、当該港湾施設の位置、名称等 

イ 応援要請・連絡先 

連絡要請窓口 電話番号 ＦＡＸ番号 

県会長 下関市消防局 
平日 警防課 083-233-9112 

083-224-0119 
休日夜間 情報指令課 083-233-9119 

中国支部長 広島市消防局 

平日 警防部警防課 082-546-3451 082-249-1160 

休日夜間 
警防部警防課 

（指令係） 
082-546-3456 082-542-1007 

山口県 
消防保安課 

(防災危機管理課) 

平日 消防救急班 083-933-2399 083-933-2408 

休日夜間 当直専用電話 083-933-2390  

 

６ 広域航空消防応援 

地震、風水害、林野火災等の大規模災害やコンビナート等の特殊災害が発生した場合、

迅速な対応を図るため、消防機関が所有する消防ヘリコプター（消防防災へリコプターを

含む）を活用する。 

（１）応援要請の手順   
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（２）要請の方法 

ア 消防長は、広域消防応援が必要になったときは、応援側消防本部等の保有するヘリ

コプターの応援可能地域を勘案し、要請先を決定する。 

イ 知事への要請は、次のことを明らかにして行う。 

（ア）要請先市町村 

（イ）要請者、要請日時 

（ウ）災害の発災日時、場所、概要 

（エ）必要な応援の概要 

ウ 応援隊への連絡事項 

（ア）必要とする応援の具体的内容 

（イ）応援活動に必要な資機材等 

（ウ）離発着可能な場所及び給油体制 

（エ）災害現場の最高指揮者の職氏名及び無線による連絡の方法 

（オ）離発着場所における資機材の準備状況 

（カ）現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況 

（キ）他の消防本部にヘリコプターを要請している場合の本部名 

（ク）気象状況 

（ケ）ヘリコプターの誘導方法 

（コ）要請側消防局の連絡先 

（サ）その他の必要事項 

 

［資料］３－１８－４ 広域航空消防応援要請先 

 

７ 広域消防応援に係る担当窓口 

（１）県の窓口 

ア 消防保安課消防救急班   ０８３－９３３－２３９９ （平日） 

イ 当直専用電話       ０８３－９３３－２３９０ （休日・夜間） 

（２）国の窓口 

ア 消防庁防災課（平日） 電話  ０３－５２５３－７５２５ 

（衛星） ０４８－５００－７５２５ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３５ 

イ 消防庁宿直室     電話  ０３－５２５３－７７７７ 

（衛星） ０４８－５００－７７８２ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５３ 

 

８ 広域応援要請に係る受援体制 

応援要請を決定した場合は、次の事項について受入れのための準備を行う。 

（１）一般活動要請時 

ア 消防部隊集結場所の確保 

イ 誘導員の配備 

ウ 必要資機材の確保 

エ 補給物資の確保 

オ 指揮体制及び通信体制の確保 
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カ その他必要事項 

（２）ヘリコプター要請時 

＜第３節第７章「緊急輸送計画」第６節参照＞ 

ア 飛行場外離着陸場を指定する場合は、次の用件を満たすようにする。 

（ア）ヘリコプターの不時着あるいは吊下物の落下を考慮し、離着陸方向に人家、道路

がない場所を選定する。 

（イ）重荷重状態（消火剤を吊り下げたとき）では、離着陸方向にこだわらず、風向き

に正対して着陸することが多いので、離着陸方向以外の方向にも障害物が無い場所

を選定する。 

（ウ）離着陸時の風圧により巻き上げられる危険性のあるものは撤去し、砂塵の舞い上

がるおそれがあるときは十分散水する。 

また、積雪がある場所は除雪又は展圧をする。 

（エ）離着陸時には、風圧等による危険があるので、関係者以外の者の接近をさせない。 

（オ）気流の安定した場所を選定する。 

（カ）安全進入方向を示すため、吹流し又は旗、発煙筒を用意する。 

（キ）連絡要員及び作業要員を待機させる。 

（ク）夜間時の使用の場合に備え、照明等の設備及び警戒要員を確保する。 

イ 補給用燃料の確保 

応援側消防本部と連絡を取り、使用燃料の種類を確認し、取扱業者を確保するとと

もに必要数量を手配する。 

燃料輸送に当たっては、必要に応じてパトロールカーによる誘導を警察に依頼する。 

 

 

第２節 林野火災対策計画 

 

第１項 実施機関及び組織 

＜本章第１節第１項参照＞ 

 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達（消防法第２２条） 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第１節第１項、第２項参照＞ 

 

第３項 林野火災に係る消防活動 

１ 消防活動の実施機関 

（１）消防組合管理者（市長）は、当該区域における消防責任を有していることから、林野

火災の予防対策及び消防活動について全力を傾注して実施する。 

（２）県は、自ら出火防止対策に必要な措置をとるとともに、市が実施する消防活動の円滑

化を図るため、関係機関、他の市町との連絡調整等の任にあたる。 

火災の規模が拡大し、非常事態の場合に特に必要があるときは、市町長、消防長に対

して知事は災害防御措置に関し指示し、又は他の市町に対して応援出動の措置を求める。 

知事の指示権に係る具体的事項については、第１節第３項知事の指示権参照 

 

２ 消防活動の組織体制 

＜本章第１節第１項参照＞ 
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３ 林野火災対応の概要 

林野火災の消防対応については、地理的・地形的・気象的要因等により多くの困難を伴

い、又活動そのものも特殊な対応を求められる。迅速かつ的確な消火活動を実施するには

林野火災対応の概要をあらかじめ把握しておく必要があることから以下にその概略を示す。 

 

事象の経過 市 ・ 消 防 機 関 の 対 応 関 係 機 関 の 対 応 

 

 異常気象  

警戒体制措置 

１ 火災警報の発令 

２ 広報の実施 

３ 森林パトロールの強化 

４ 出動準備体制 

（１）消防車両、資機材等の点検整備 

（２）指揮命令系統の確認 

（３）非番職員（消防団員）の招集準備 

１ 下関地方気象台 

  「火災気象通報」の発表 

２ 山口県 

（１）防災危機管理課（消防保安課） 

   市・消防本部、森林整備課へ「火災気象通報」

の伝達 

（２）森林整備課（農林水産事務所） 

   森林保全巡視指導員によるパトロールの強化 

 

 出  火  

覚知（通報受信） 

１ 覚知情報の伝達 

２ 出動 

（１）火災初期における防御体制 

 ア 非番職員、消防団員の非常招集 

 イ 現場指揮本部の開設 

 ウ 車両部署、水利部署位置の選定 

 エ 消火隊員の進入位置、注水位置の選定 

 オ 現場全体の状況把握と飛火警戒 

１ 覚知情報入手 

（１）県の対応 

ア 消防防災ヘリコプターによる状況把握 

イ 自衛隊への通報・協議 

ウ 県警察ヘリによる状況把握要請 

エ 市町からの情報収集 

オ 関係先連絡 

カ 下関地方気象台からの情報収集 

（２）森林組合等 

（３）隣接市町・消防機関 

ア 警戒体制 

イ 応援出動準備 

   ・ 応援隊員の確保 

   ・ 資機材の確保と点検 

・ 応援隊輸送準備 

 

 火災拡大  

１ 広域応援要請（隣接・他県消防） 

２ 自衛隊派遣要請 

３ 空中消火準備 

（１）ヘリポート位置の決定・設営 

（２）水利の選定 

（３）空中消火基地要員の準備 

（４）隣接市町等から空中消火資機材の確保 

 ア 水のう 

 イ 消防ポンプ車 

 ウ 無線通信設備 

４ 付近住民に対する広報と協力要請 

５ 危険地域住民に対する避難指示 

６ 広域応援、自衛隊応援に係る必要な体制の

確立 

（１）指揮・連絡調整体制の確立 

（２）補給体制の確立 

（３）通信体制の確立 

（４）宿泊施設の確保 

（５）必要資機材の確保 

県の対応 

（１）消防防災ヘリコプターによる空中消火 

（２）隣接県への広域応援要請 

ア 消防庁への要請 

イ 近隣県防災危機管理課への連絡 

（３）自衛隊災害派遣要請 

ア ヘリコプター・要員の派遣 

イ 消火資機材の搬送 

ウ 地上部隊員の派遣 

（４）消火活動基地に防災危機管理課（消防保安

課）職員を連絡調整員として派遣 

 

 鎮  圧  

１ 残火処理 

（１）再発防止対策 

 ア 残火処理部隊の編成 

 イ 警戒要員の配置 

２ 関係機関への連絡 

県の対応 

１ 関係機関への報告等 

（１）消防庁、林野庁 

（２）部隊派遣関係県 

（３）自衛隊派遣部隊先 

２ 派遣部隊撤収要請 
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 鎮  火  

１ 関係機関への連絡 

２ 出動部隊の撤収 

（１）部隊人員、負傷者の確認 

（２）利用資機材の点検 

３ 火災調査 

（１）出火原因関係 

（２）火災防御鎮圧活動関係 

県の対応 

１ 関係機関への報告等 

（１）消防庁、林野庁 

（２）部隊派遣関係県 

（３）自衛隊派遣部隊先 

警察の対応 

１ 火災原因の究明等 

 

４ 消防資機材の貸付け 

（１）県（防災危機管理課・農林水産事務所）が保有する林野火災対応資機材 

県（防災危機管理課）は、林野火災対策用資機材として、空中消火時に使用する水の 

う等の整備を進め関係先に寄託している。 

また、農林水産事務所は、樹木伐採用に保有するチェーンソーを、必要に応じて貸し 

付けることができるものとする。 

（２）貸付け手続き 

ア 借受側（市）の手続き 

「災害対策用資機材貸付け申請書」を、空中消火用資機材にあっては県防災危機管

理課長へ、農林水産事務所（森林部）所有資機材にあっては関係（最寄りの）農林水

産事務所森林部長に提出する。 

ただし、事態が急迫している場合は、口頭又は電話により行い事後速やかに申請書

を提出する。 

イ 連絡先 

（ア）勤務時間内 山口県防災危機管理課（TEL083-933-2367又は 2360） 

岩国農林水産事務所  （TEL0827-29-1565） 

周南  〃      （TEL0834-33-6461） 

山口  〃      （TEL083-922-6700） 

美祢  〃      （TEL0837-52-1071） 

萩   〃      （TEL0838-22-3366） 

下関農林事務所    （TEL083-766-1182） 

（イ）勤務時間外 

防災危機管理課長宅（連絡員室経由）、農林水産事務所森林部長宅（森林整備課長

宅） 

ウ 借用証の提出 

借受に係る資機材を受領するときは、「資機材借用証（様式第２号）」を、防災危機

管理課長又は農林水産事務所森林部長（以下、「貸付者」という。）あてに提出する。 

エ 貸付け条件 

（ア）貸付資機材については、借受者の責任において管理する。 

（イ）災害派遣要請に基づき出動した自衛隊、他市町、他県等からの応援者が使用する

場合は派遣を要請した市町長に貸付けたものとする。 

この場合の借受手続は（２）の手続による。 

（ウ）借受者は、借受資機材の輸送、使用に係るオイル、ガソリン等の補給に要する経

費を負担する。 

（エ）借受資機材を滅失又は破損したときは、貸付者に報告し、その指示に従い、借受

者において補てん又は修繕を行う。 

ただし、借受者の責任でないことが明らかであると貸付者が認めた場合はこの限

りでない。 
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（オ）借受者は、借受資機材を目的外に使用してはならない。 

（カ）その他貸付者が必要と認めた事項 

 

［資料］３－１８－５ 災害対策用資機材貸付申請書 

［資料］３－１８－６ 災害対策用資機材借用証 

 

（３）空中消火資機材の運用 

県が備蓄している空中消火資機材（消火薬剤散布装置、溶解機、動力ポンプ、消火薬剤）

に係る運用については「山口県林野火災用空中消火資機材運用要綱」により取り扱う。 

 

［資料］２－１４－６ 県林野火災用空中消火資機材運用要綱 

［資料］２－１４－７ 林野火災用空中消火資機材運用基準 

 

第４項 広域消防応援 

 

市の消防力の全力をあげても林野火災への対応が困難なときには、近隣市町、他県の消防

隊の応援（航空消防応援）を得て対応することになる。 

広域消防応援要請に必要な手続き等については、第１節第５項参照 

 

第５項 自衛隊の支援活動 

 

大規模な林野火災になると広域消防応援に加え自衛隊の消防活動が必要になる。特にヘリ

コプターによる空中からの消火活動支援は、火災の早期鎮圧を図る上で必要であることから、

派遣要請等に係る事項について定める。 

 

１ 自衛隊の災害派遣要請 

災害応急対策活動に係る自衛隊の災害派遣要請に係る一般的事項については、第３部第

６章第２節参照 

 

２ ヘリコプターの派遣要請にあたっての留意事項 

要請にあたっては、次のことを十分考慮する。 

（１）空中消火を実施する時間帯は日の出から日没までであること。 

（２）要請したヘリコプターが現地に到着するのに要する時間 

（３）空中消火基地（給水・薬剤補給活動拠点）設営の準備に要する時間 

（４）空中消火用資機材（水のう・薬剤等）の集積に要する時間 
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３ 林野火災発見から自衛隊ヘリコプター出動までの手順 

 

４ 空中消火活動体制 

（１）現地指揮本部 

ア 現地指揮本部は、空中消火を効果的に実施するため、地上消火隊と空中消火隊の連

携を図り、統一的な指揮をとる。 

自衛隊が派遣された場合、現地に自衛隊連絡調整所を設置することになるが、指揮

本部の機能を充実して対応することもできる。 

イ 現地指揮本部の空中消火に関する任務 

（ア）情報統括 

上空偵察用航空機、空中消火用ヘリコプター、地上消火隊及びその他の関係機関

からの情報収集及び情報の統括を行う。 

（イ）空中・地上消火隊との活動統制 

防御戦術の実施に際して、各消防隊が有機的に活動できるよう関係機関との間の

連絡調整を図る。この場合自衛隊の災害派遣部隊指揮者との連絡調整の円滑化に特

に配慮する。 

（２）補給基地ヘリポート 

ア 補給基地ヘリポートの選定 

補給基地ヘリポートの設置場所は、火災現場及び現地指揮本部に近く、資機材及び

人員輸送等のための車両の進入が容易で、おおむね次の条件を満たす平坦な場所を選

ぶ。 

（ア）ヘリコプターの不時着あるいは吊下物の落下を考慮し、離着陸方向に人家、道路

等がない場所であること。 

（イ）消火剤吊り下げ時は風向きに正対して離陸することが多いので、離着陸方向以外

にも障害物がない場所であること。 

（ウ）気流の安定した場所であること。 

警察本部地域課 

山 口 県 
 

（防災危機 
管理課） 

自 衛 隊 
 

・中部方面総監 
・第１７普通科連隊 

 

宇 部 市 
 
 

（消防局） 

発見者 

地上消火隊 

 

現地指揮本部設置 

 

・ヘリポート設置 
・補給基地 〃 
・連絡調整所〃 

備 蓄 基 地 
（市町・消防局） 

①通報 

②出動 

②発生速報 

③詳細情報 
 把握指示 
④災害派遣依頼 

③通報・協議 

⑤派遣要請 

⑤連絡調整員派遣 

②
必
要
対
応
指
示 

⑥ヘリコプター派遣 
⑥資機材搬送 
⑥連絡幹部派遣 

⑤資機材貸 
出指示 

③県警ヘリ偵察要請 

⑤ヘリポート設定指示 
 必要資機材借入指示 
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（３）補給作業 

ア 補給作業体系 

 

イ 補給作業の内容                          

（ア）給水作業 

（イ）薬剤準備・投入作業 

（ウ）撹拌作業 

（エ）消火剤注水作業 

ウ 作業１個班の人数 

市（消防局）が受け持つ作業内容を上記とした場合の一般的人数は下記のとおり。 

要員の確保にあたってはこれを目安に要員を確保するものであること。 

班長 給水係 
薬剤 

注入係 

連絡 

警戒員 
計 備 考 

１ ４ ４ ６ １５ 

消防無線・消防ポンプ車（１台）・

防塵眼鏡・防塵マスク・ハンドマ

イク・手旗等用意 

 

５ 自衛隊派遣部隊の現地組織 

自衛隊空中消火現地組織図 

  

 

 

水源 
給水 

（消防ポンプ車） 
撹拌 

（撹拌機） 
注水 

（水のう） 
吊上げ 散布 

薬剤投入 

市 自衛隊 

（消防局） （17普通科連隊） 

市 

（消防局） 

自衛隊 

（中央方面総監） 
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６ 空地連絡体制 

現地指揮本部の責任者、県からの派遣者及び自衛隊災害派遣部隊連絡幹部は、空中消火

作業開始前、途中において次の事項について綿密に協議を行い空中消火作業に支障のない

ようにするものとする。 

（１）空地連絡 

上空と地上の間における連絡手段、要員の配備 

（２）偵察 

火災の状況、空中消火区域など地図（地形・林相図等）に基づき十分打合せをし、必

要により火災現場の調査飛行を行う。 

（３）地上消火隊との連携 

効果的に消火活動が行えるよう火災現場の延焼状況、風向等を常に把握し、消火及び

防御方法について地上消火隊との連携を図る。 

（４）消火効果の連絡 

地上消火隊と緊密な連絡をとり、空中消火薬剤の散布状況と効果を正確に把握する。 

 

７ 安全基準 

空中消火活動時にあたっては、次の事項に十分注意し、事故の防止を図るものとする。 

（１）一般的注意事項 

ア 作業開始前に連絡方法等について十分打ち合わせた後、作業を開始すること。 

イ 作業時の服装は、行動しやすく安全を考慮したものを着用すること。 

ウ ヘリコプターの行動には十分注意を払うこと。 

エ 補給基地及びヘリポートの周囲には、標識を立て関係者以外立入禁止するとともに、

ヘリコプターの飛行経路下には注意標識を立てるなどして一般人の注意を喚起するこ

と。 

オ 燃料（ガソリン、ヘリコプター燃料補給車等）の周囲５０ｍ以内は、火気の使用を

禁止するとともに、常に火災予防に心がけ、火気の使用に細心の注意を払うこと。 

（２）ヘリコプター活動中の注意事項 

ア 飛行及び地上作業要領について、事前の連絡調整を十分行い、相互の意思の疎通を

図ること。 

イ ヘリコプターから半径１５ｍ以内での火気の使用を禁止すること。 

ウ ヘリコプターの離着陸地点付近及び離着陸方向は常に開放しておくこと。 

エ ローター回転中はヘリコプターの直前を横切ったり、みだりに接近しないこと。 

オ ヘリコプターに接近する場合は、誘導員（多くの場合自衛隊員）又はパイロットに

連絡（合図）した後、前方から接近すること。 

 

第６項 住民等の安全対策 

 

１ 避難指示、警戒区域の設定 

（１）市長は、林野火災の延焼拡大により住民の生命安全に危険が及ぶとき、又は予想され

るときは、法に基づき必要と認める地域の居住者、滞在者に対して避難指示を行うとと

もに、火災警戒区域、消防警戒区域の設定を行い、住民の生命身体の安全確保を図る。 

避難指示及び警戒区域の設定に係る事項については、第３部第５章「避難計画」第１

節参照） 
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（２）入山者、遊山者があるときは、入山の状況、所在等について、付近住民等から情報を

収集し、広報車、携帯拡声器、ヘリコプター等を利用し、安全な場所に避難するよう呼

び掛け誘導する。 

 

２ 避難場所、避難誘導 

避難についての措置すべき事項は、第３部第５章「避難計画」第１節及び第２節参照 

 

第７項 災害広報 

 

県、市及び消防局は、地域住民の不安や混乱の防止及び消火活動への協力を得るため必要

な情報を住民等に伝達する。林野火災時において住民への伝達事項等は下記のとおり。 

火災時における広報活動等に関しては第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第５節

参照 

 

１ 災害広報事項 

（１）気象予警報発表状況 

（２）災害危険区域等に関すること 

（３）避難、警戒区域設定に関すること 

（４）消火活動の概況及び関係機関の対応に関すること 

（５）その他必要事項 

 

２ 伝達手段 

（１）防災メール、Ｆネット、エリアメール・緊急速報メールなど 

（２）テレビ・ラジオ等公共放送機関 

（３）広報車 

（４）職員及び自主防災組織による口頭伝達 

 

第８項 残火処理 

 

林野火災の場合は消失面積も広大で、区域全般について詳細に残火を点検し処理すること

は困難であり、特に堆積可燃物下の深部、老古木の空洞、根株、朽木類の残火は長時間にわ

たって燃焼する。 

また、残火処理の段階になると消火隊員の疲労もピークに達しており、注意力も散漫にな

りやすく、これらの特性を踏まえ、特に次の事項について留意するものとする。 

 

１ 残火処理留意事項 

（１）残火処理隊を特に編成して組織的に残火処理にあたること。 

（２）残火処理については、防御した焼失線の端から逐次発火点に向かって処理する。 

（３）堆積可燃物の処理にあたっては、注水可能な場合は十分に浸潤させ、残火の堀り返し

を併用して入念に消火する。 

また、注水が十分行えないときは、覆土によって窒息消火を行う。 

（４）朽木、空洞木等で、樹幹内に火が残っているおそれがあるものは、注水又は切り倒し

て確実に処理する。 
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（５）残火処理が終了した後も、必要な監視警戒を行うための要員を残留させ、巡視及び応

急措置を行わせる。 

 

２ 事後措置 

（１）確認事項 

残火処理が終了し、部隊の撤収に際して現地本部責任者（指揮者）は、次の項目につ

いて確認するものとする。 

ア 部隊人員、負傷者の有無、負傷者に対する措置等 

イ 利用資機材の点検 

ウ その他 

（２）火災調査 

鎮火（鎮圧）に成功したときは、直ちに火災調査班を編成して、出火原因、火災の推

移及び損害額等について調査する。 

（３）調査事項は、おおむね次のとおりとする。 

ア 火災原因関係 

（ア）火災発生日時、場所 

（イ）発生原因 

（ウ）失火地域の地況、林況及び発火前後の気象条件  

（エ）被害状況 

イ 火災防御鎮圧活動関係 

（ア）消防機関の覚知時刻及び経過 

（イ）出動人員及び出動時刻 

（ウ）現場到着時刻、経路及び到着時の火勢の状況 

（エ）防御活動状況（応急防火状況、応用戦術、防火線設定種類・延長等） 

（オ）広域応援部隊の活動状況 

（カ）残火処理活動 

（キ）防御指揮及び防御作業の経過概要 

（ク）救護、資機材給与概要 

（ケ）その他 
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第１９章 交通災害対策計画 

 

 

海上災害対策計画 

交
通
災
害
対
策
計
画 

陸上交通災害対策計画 

航空災害対策計画 応急対策活動 

空港の所在地、管理者等 

消防活動  

陸上交通災害対策 

実施方針と実施機関 

鉄道災害、運転事故対策 

海上火災、危険物大量流出等に対する 
応急対策 

海難救助対策 

情報の伝達 

海上交通災害対策  
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第１節 海上災害対策計画 

 

第１項 情報の伝達 

 

海上災害が発生した場合における一般的な通報連絡体制は次のとおりである。 

なお、宇部地域における大量油流出事故等の連絡系統は、「関門・宇部海域排出油等防除協

議会」で定める連絡系統による。 

＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第２節参照＞ 

 

［資料］２－１５－１ 関門・宇部海域排出油等防除協議会会則・活動要綱 

 

第２項 海上火災、危険物大量流出等に対する応急対策 

 

海上災害は、事故発生原因者がその責任において対処し、海上保安署、地方整備局、県、

市（消防団）、消防局、警察等関係機関は、必要な応急対策を実施するとともに、状況に応じ

て関係団体（港湾管理者、漁業協同組合、関係企業等）、地域住民に対して協力を求めるもの

とする。 

 

１ 災害発生事業所の措置（船舶所有者等（管理者、占有者、使用者）・施設の設置者） 

（１）海上保安署、消防局、市等関係機関に対して、直ちに災害発生の通報を行うとともに、

現場付近の者又は船舶に対して注意の喚起を行う。 

なお、付近住民に危険が及ぶと判断されるときは、住民に対して避難するよう警告す

る。 

（２）自衛消防隊、その他の要員により次の消火活動、流出油防除活動を実施するとともに、

必要に応じて他の関係企業、防災機関等の応援を得て災害の拡大防止に努める。 

なお、消火活動等を実施する場合にあっては、陸上への拡大防止について十分留意し

て実施するものとする。 

ア 大量の油の流出があった場合 

（ア）オイルフェンスの展張、その他流出した油の拡大を防止するための措置の実施 

（イ）損傷箇所の修理等、新たな油の流出防止措置の実施 

（ウ）損壊タンク内等における残油の抜取り、移替え等の措置の実施 

（エ）流出した油の回収の実施 

（オ）油処理剤の散布等による流出油の処理の実施 

（カ）関係機関への情報連絡・報告 

イ 危険物（原油、液化ガスその他政令で定める引火性の物質）の排出があった場合 

（ア）損傷箇所の修理の実施 

（イ）損壊タンク内の危険物の抜取り、移し替え等の措置 

（ウ）薬剤の散布等による流出した危険物の処理の実施 

（エ）火気の使用制限及びガスの検知の実施 

（オ）船舶にあっては安全な海域への移動等 

（カ）自衛消防隊による消火活動の準備 

（キ）必要に応じ付近住民への避難指示 
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ウ 海上火災が発生した場合 

（ア）放水、消火薬剤による消火活動の実施 

（イ）事故付近の可燃物の除去 

（ウ）火災が発生していないタンク等への冷却放水の実施 

（エ）火点の制御活動の実施 

（オ）船舶にあっては安全な海域への移動等 

エ 消防機関、海上保安署等による消火・防除活動が円滑に行えるよう誘導員・連絡員

の配置を行い、爆発危険の有無、現場付近の引火性物品の所在施設、船舶の配置及び

災害の態様等を報告するとともに消防機関、海上保安署の指揮に従い積極的に消火活

動及び流出油等の防除活動を実施する。 

 

２ 海上保安署の措置 

（１）巡視船艇及び航空機を活用した被害状況の把握並びに関係機関に対する情報の伝達 

（２）遭難船舶、事故船舶の乗客・乗組員の救助 

（３）流出油応急対策実施に必要な資機材の確保及び輸送 

（４）付近航行船舶の安全確保のため、巡視船艇及び航空機による現場付近海域の警戒 

（５）船舶交通安全確保のため、周辺海域において航行の制限又は禁止、現場海域での火気

使用制限、退去命令、進入禁止命令等の措置を講じ、船舶通信により船舶への周知徹底

を図る。 

（６）応急措置義務者（災害発生船舶の船長等）、防除措置義務者（船舶所有者等）及び関係

者に対する指導及び命令を行う。 

（７）油、有害液体物質、危険物等の漏洩及び排出があった場合は、必要に応じて海上保安

庁の機動防除隊の派遣を受け、防除措置の指導にあたらせる。 

（８）船体並びに流出油の非常処分の実施 

（９）巡視船艇及び航空機を出動させ、関係市町村、消防機関、警察と連携し、港湾関係団

体等の協力を得て、消火活動及び流出油・危険物の拡散防止措置及び除去活動を実施す

る。 

（10）必要に応じ、自衛隊に対して災害派遣を要請するとともに防災関係機関に対して応援

を要請する。 

（11）必要な資機材の確保について県及び関係者に応援を要請する。 

 

３ 県の措置 

（１）海上保安署、関係市町村（他県等）、漁協等から必要な情報を収集し、また自衛隊に対

して航空機による情報収集を要請するなどして早期の状況把握に努め、関係者に伝達す

る。 

（２）応急活動に必要な体制を確立し、海上保安部・署、地方整備局又は関係市町（消防機

関）が実施する防除活動に協力するとともに、所有船舶を出動させ警戒活動、防除活動

を行う。 

（３）港湾、漁港等の管理者として、港湾・漁港等への入港制限及び施設の利用制限等の制

限措置を講じるとともに災害発生に伴う防除措置を実施する。 

（４）備蓄資機材（オイルフェンス、処理剤、吸着剤等）の搬送、その他必要資機材の調達

確保を行う。 

（５）漁具の移動、オイルフェンスの展張等関係者に対して自衛措置を指導する。 
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（６）水質環境に係る調査、保全措置を行う。 

（７）その他、陸上での水火災等発生時の場合に準じて必要な支援、指導又は自ら必要な措

置を行う。 

ア 関係沿岸住民に対する情報の伝達及び応急対策上必要な指示及び支援 

イ 化学消火薬剤等の調達確保 

ウ 他市町、他県、国等への応援要請 

エ 必要に応じて自衛隊の災害派遣要請 

オ 市町が実施する医療・救護活動等への支援 

（８）発災後速やかに情報のニーズを見極め、情報の収集・整理を行い被災者、被災者の家

族等に対して、適切な情報提供を行う。 

（９）大量油流出事故発生時における県の応急活動実施体制 

第１警戒体制 

（連絡調整会議） 

○山口県近海で大量油流出事故が発生し、県沿岸への漂着の可

能性等その状況を監視する必要があるとき 

○沿岸海域で少量の油流出事故等が発生したとき 

１ 体制 

応急対策関係課の担当者で連絡調整会議を設置する 

（構成） 

・防災危機管理課、消防保安課、環境政策課、廃棄物・リサ

イクル対策課、厚政課、農村整備課、水産振興課、漁港漁

場整備課、河川課、港湾課 

・関係出先機関（下関水産振興局、農林水産事務所、港湾管

理事務所、土木建築事務所） 

２ 実施する活動の概要 

（１）早期情報収集体制の確立 

ア 海上保安部・署、警察、自衛隊、その他関係機関から

の情報収集 

イ 県所有船舶による情報収集 

ウ 県関係出先機関への早期情報収集体制の指示 

エ 市町（消防機関）への早期情報収集体制の指示 

オ 漁協への早期情報収集体制の指示 

（２） 油防除資機材（オイルフェンス、処理材、吸着材等）の

所在地、数量の確認及び点検 

ア 県、市町保有分 

イ 民間企業等（特防協、油災協、漁協等）保有分 

（３）漂着油回収資機材（蓋付き空ドラム缶等）の調達先数量

の確認 

（４）他県からの応援要請への対応 

第２警戒体制 

（警戒本部） 

○山口県近海で大量油流出事故が発生し、県沿岸に到達する可

能性が高いと見込まれるとき 

○県の沿岸域で油流出事故等が発生し、相当量の流出が認めら

れるが、漂着量が少量であると見込まれ、県の総力をあげて対

応するまでに至らないとき 
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１ 体制 

総務部長を警戒本部長とし、関係課の課長で警戒本部を設

置する 

（構成） 

・第１警戒体制の構成課に次の課を加える 

広報広聴課、県民生活課、自然保護課、医療政策課、農林

水産政策課、監理課、物品管理課、県警警備課 

・出先機関については、地域行政連絡協議会としての対応と

する。 

２ 実施する活動の概要 

（１）海上保安署、自衛隊、その他関係機関からの情報収集 

（２）県所有船舶による警戒、防除活動 

（３）油防除資機材（オイルフェンス、処理材、吸着材等）の

現地への搬送（保管場所、輸送手段の確保等） 

（４）漂着油回収資機材の現地への搬送（保管場所、輸送手段

の確保等） 

（５）不足資機材の確保 

（６）他県への応援要請事項等の整備及び窓口、手順等の確認 

（７）防除活動要員（ボランティアも含む）の確保 

（８）状況により自衛隊の派遣要請 

災害対策本部体制 ○流出油が大量に本県に漂着すると認められるとき 

１ 構成 

知事を本部長とし、全課、全出先機関により災害対策本部

を設置する。この場合において、現地での円滑な応急対策が

必要と認めたときは現地に「現地災害対策本部」を設置する 

２ 実施する活動の概要 

（１）全庁をあげての防除活動及び応急対策の実施 

（２）自衛隊の派遣要請 

（３）他県、他関係機関への応援要請 

（４）復旧・復興対策 

 

４ 市の措置（消防機関を含む） 

（１）関係者・関係機関から情報の収集を行うとともに、海上保安署、県等関係機関に通報

伝達する。 

（２）災害の危険が及ぶおそれのある沿岸住民及びふ頭又は岸壁に係留された船舶に対して

災害状況の周知を図るとともに、必要とあると認めるときは、警戒区域を設定し、火気

使用の禁止等の措置命令又は一般住民の立入制限、退去等の措置命令を行うとともに、

周知のための広報活動を実施する。 

（３）沿岸漂着油の防除措置を講じるとともに市内沿岸海面の浮流油の巡視・警戒を行う。

また、必要に応じて、避難の指示を行う。 

（４）事故貯油施設の所有等に対して海上への油等流出防止措置について指導する。 

（５）消防隊を出動させ、海上保安署と連携するとともに港湾関係団体等の協力を得て、消

火及び油・危険物等の流出拡散防止活動を実施する。 
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（６）火災、救助規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合、又はさらに消

防力等を必要とする場合は、陸上における火災の場合に準じて他の市町又は県、その他

関係機関に対して応援の要請を行う。 

（７）必要な資機材の確保について県及び関係者に応援を要請する。 

（８）遭難者、負傷者等の救護・医療活動を行う。 

（９）港湾、漁港施設への被害の未然防止、利用等への被害防止に必要な措置を行う。 

（10）大量油流出事故等発生時における市の応急対策活動実施体制 

＜第３部第１章「応急活動計画」第１節第１項参照＞ 

 

５ 警察の措置 

（１）警備艇、ヘリコプターによる油等の流出海面のパトロール、他船舶又は陸上からの火

気、可燃物の投棄等危険行為の警戒取締まり及び防除活動 

（２）その他陸上災害に準じての応急対策活動 

ア 警戒区域の設定、避難誘導 

イ 海上保安署、消防機関と連携した、人命の救助活動の実施 

ウ 危険防止又は民心安定のための防犯活動、広報活動等 

 

６ 九州地方整備局の措置 

油流出事故が発生した場合、要請等を受けて油回収船を出動させ、防除活動を行う。 

 

７ その他の企業、関係機関・団体、住民等の措置 

消火資機材、油防除資機材、有効に活動できる機動力、技能等を有するものは、海上保

安署をはじめ防災関係機関から協力を求められた場合は、その指示に従い、必要な応急措

置の実施に協力するものとする。 

 

８ 応援協力関係 

（１）海上保安署、市町、民間企業等は、海上災害発生時における応急対策を迅速円滑に実

施するための応援協定等を締結し、相互に支援・協力する体制を整えている。 

＜第３部第６章「応援要請計画」第１節第３項参照＞ 

（２）排出油防除協議会等 

機関の名称：関門・宇部海域排出油等防除協議会 

会   員：国、県、市町村、事業所、漁協等 

 

［資料］２－１５－１ 関門・宇部海域排出油等防除協議会会則・活動要綱 

 

（３）化学消火剤共同備蓄に関する協定 

危険物火災、その他の特殊火災発生時に消火活動が有効適切に行えるよう、消防機関、

関係企業は消火剤の共同備蓄を行っている。 

 

［資料］３－６－３ 宇部海上保安署と宇部・山陽小野田消防局との船舶消火に関す

る業務協定 
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９ 応急対策用資機材及び薬剤等の保有状況 

海上保安署、県、市、企業等は海上への油流出災害に備えて、それぞれ必要な資機材（オ

イルフェンス、処理剤、吸着剤等）の備蓄を行っている。 

 

［資料］２－６－４８ 空ドラム缶 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資機材等 

［資料］３－１９－２ 海上消防力 

［資料］３－１９－３ オイルフェンス展張船 

［資料］３－１９－４ 油回収能力を有する船舶 

［資料］３－１９－５ 流出油処理剤等販売製造業者 

 

１０ 海上災害防止センター 

（１）海上災害防止センターの業務 

ア 海上保安庁長官の指示を受けて排出油の防除のための措置を実施すること。 

イ 船舶所有者等の委託を受けて海上防災のための措置を実施すること。 

（昭和６２年４月から、排出された有害液体物質等の防除措置についても実施） 

ウ 油回収船、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船

舶所有者の利用に供すること。 

エ 海上防災訓練に関すること。 

オ 海上防災に関する調査研究を行うこと。 

（２）海上災害防止センターの保有資機材等 

海上災害防止センターは、全国２９箇所に排出油防除資材の備蓄基地を設置し、流出

油防除作業が迅速に行えるよう必要な態勢を整えている。 

山口県内には岩国、徳山下松、小野田、関門の４基地があり、それぞれの基地におい

て基地業務の代行、資材の保管及び運搬の業務実施について現地業者と契約を締結して

いる。 

ア 備付資機材の状況 

 

［資料］３－１９－６ 海上災害防止センター備付資機材 

 

イ 現地業者との契約締結状況 

基地名 基地業務代行 
防除作 

業手配 
保管、管理 陸上輸送 海上輸送 

岩国 山九㈱岩国支店 同左 同左 同左 日本海事興業㈱ 

岩国出張所 

徳山 

下松 

山九㈱周南支店 同左 山九㈱周南支

店 

㈱シーゲート

コーポレーシ

ョン 

山九㈱ 

周南支店 

㈱シーゲートコーポ

レーション 

熊谷海事興業㈱ 

日本海事興業㈱ 

徳山出張所 

小野田 西部マリンサー

ビス㈱ 

同左 同左 富士運輸

㈱ 

西部マリンサービス

㈱ 



3－19－8 

関門 西部マリンサー

ビス㈱ 

同左 同左 － 仁徳海運㈱ 

関門タグ協会 

洞海タグ協会 

 

１１ 流出油処理剤の使用基準 

流出油の応急対策に使用する処理剤については、その有効活用及び処理剤による二次災

害の防止等を図る観点から国（国土交通省）において使用基準が定められており、応急対

策実施機関等はこれを十分留意して使用するものとする。 

 

［資料］３－１９－７ 流出油用処理剤の使用基準 

 

第３項 海難救助対策（海上保安署、県、市（消防団）、消防局） 

 

１ 海難救助活動に関する協力体制 

海上における遭難者の捜索、救助活動等については、国際条約（ＳＡＲ条約「１９７９

年の海上における捜索及び救助に関する条約」）により、必要な対策を講じてきている。 

捜索救助業務は、各機関の総合的な調整を行うための「連絡調整本部」が海上保安庁に、

また「救助調査本部（ＲＣＣ）」が各管区海上保安部に設けられるとともに、それぞれ活動

方針が定められている。 

また、関係省庁（警察庁、防衛省、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、水産庁、国

土交通省、海上保安庁、気象庁、消防庁）の間で「海上における捜索救助に関する協定」

が締結され、必要な対策が講じられることになっている。 

なお、遭難船舶の救護事務は最初に事件を認知した市町村長が実施する（水難救護法）

ことになっており、市長は海上保安署と協力して必要な応急対策活動を実施するとともに

県、関係機関へ協力要請を行うものとする。 

 

２ 応急対策活動 

（１）海難捜索救助 

海難捜索救助に関して海上保安署、県、市及び防災関係機関が実施する応急対策活動

は「海上における捜索救助に関する協定」及び県・市地域防災計画に基づき必要な対策

を実施するものとする。 

＜第３部第４章「救助・救急、医療等活動計画」第１節参照＞ 

 

［資料］３－１９－８ 海上における捜索救助に関する協定 

 

（２）医療救護活動 

＜第３部第４章「救助・救急、医療等活動計画」第２節参照＞ 

 

第４項 海上交通災害対策（海上保安署（港長）、海事事務所、地方整備局、県・市（港湾管

理者、漁港管理者、河川管理者、海岸管理者）、船舶所有者等） 

 

海上交通の安全確保については、「海上衝突予防法」、「海上交通安全法」、「港則法」のいわ

ゆる海上交通３法によりその確保が図られる。 
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１ 被災区域の交通規制等 

災害により交通障害となる事態が発生し、船舶の安全を確保する必要がある場合、航路

又は区域を指定するなどして船舶の航行を禁止又は制限し、次の措置を講じる。 

（１）実施する規制措置にかかる公示を行うとともに応急標識等の設置に努める。 

（２）規制措置について付近航行船舶、関係者に対して周知を図る。 

 

２ 被災区域内の交通整理 

巡視船艇等をもって被災区域の船舶交通の整理を行う。 

 

３ 漂流物、沈没等航路障害物の処理 

漂流物、沈没等により航路の障害となる事態が発生した場合は次の措置を講ずる。 

（１）障害物については当該物件の所有者又は占有者に対して除去を命じ，応急措置を必要

とするものについては関係機関が協力し除去する。 

（２）除去した障害物等の処理は状況により次の措置をとる。 

ア 水難救護法の規定により、市長に当該物件を引き渡す。 

イ 災害対策基本法の規定により海上保安署に保管し、また公売、所有者への引渡し等

を行うことができる。 

 

４ 在港船舶対策 

（１）台風、津波、高潮、河川の氾濫等の気象災害及び火災、爆発等により船舶に災害が発

生するおそれがある事態、あるいは及ぶ事態が生じたときは、必要に応じて港内にある

船舶に対して、移動命令、停泊の制限を行う等必要な防災上の措置を講じる。 

（２）市内港湾の状況及び避難港、避泊地としての適正等の状況 

ア 市内港湾の状況 

 

［資料］２－４－１ 港湾 

［資料］３－１９－９ 避難港及び避泊地としての適正、収容能力 

 

５ 災害事象別防災措置の一般的基準（例示） 

災害事象 実施措置 措置の概要 

台風 避難指示 台風の進路方向により、錨地を選定して移動するよ

う勧告する。 

風速１５ｍ／ｓｅｃ以上の場合、危険物荷役を中止

させる。 

津波 避難指示 台風に準じて安全な場所に避難するよう勧告する。 

火災 曳船移動による消火 （１）他船への延焼を防止するため、曳船により移

動し消火にあたる。 

（２）曳船不能の場合は、付近在泊船に対して移動

を命じ又は勧告する。 

流木 船舶交通の制限・注

意喚起・障害の除去 

必要に応じ、港則法等により、船舶の航行を制限す

るほか、所有者等に対し障害となる流木を速やかに

回収・除去するよう命じ又は勧告する。 
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＜第３部第５章「避難計画」第１節参照＞ 

 

６ その他の防災上の措置 

海上交通災害に関連しておおむね以下の措置を講じる。 

（１）気象情報の収集及び関係者への伝達 

（２）在泊船舶の状況把握 

（３）港内整理及び避泊地の推選 

（４）必要に応じ、係留施設の使用制限又は禁止 

（５）必要に応じ、移動命令及び航泊制限の適用 

（６）乗組員不在船舶に対する保安要員の配置指導、並びに在泊船舶全般に対する荒天準備

の指導 

（７）港湾台風対策委員会との相互連絡及び防災措置の推進 

（８）港内巡回による避難の指示、避泊地への誘導等の臨船指導 

（９）危険物荷役の事故防止指導 

（10）海上における流出油の処理 

（11）自衛隊等への災害派遣の要請 

 

 

第２節 航空災害対策計画 

 

山口宇部空港及びその周辺における航空機の墜落事故並びに空港における火災その他の災

害が発生したときは、迅速かつ適切な応急対策を実施するものとする。 

 

第１項 空港の所在地、管理者等 

 

１ 所在地 

山口県宇部市沖宇部６２５番地 

 

２ 空港の名称 

山口宇部空港（特定地方管理空港） 

 

３ 管理者 

山口県知事 

 

第２項 応急対策活動 

 

１ 実施機関 

（１）県 

ア 航空機の墜落炎上、遭難等の発生を知ったとき、又は発見者からの通報を受けたと

きは、２に定める通報連絡系統により関係機関に通報するとともに必要な体制を確立

する。 

イ 市の実施する消防、救急活動等について必要に応じて指示を行うとともに必要によ

り他の市町に対して応援を指示する。 
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ウ 大規模航空機事故の発生又は発生が予想される場合で、地元医療機関のみでは対応

が困難な場合、自ら医療救護班の派遣を行うとともに、日赤山口県支部及び県医師会

等の医療機関に対して救護班の出動要請を行う。 

エ 市から自衛隊の災害派遣要請の依頼を受けたとき又は必要があると認めたときは、

自衛隊に対し災害派遣を要請する。 

オ 市から指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めら

れたときは、関係の機関に対してあっせんを行う。 

また、特に必要があるときは、指定行政機関及び指定地方行政機関に対して職員の

派遣を要請し、又は内閣総理大臣に対してそのあっせんを求める。 

カ 関係機関が実施する応急対策活動の調整を行う。 

キ 山口宇部空港事務所がとる措置 

（ア）航空機の墜落炎上、遭難等の発生を知ったとき又は発見者から通報を受けたとき

は、２に定める通報連絡系統により関係機関に通報する。 

（イ）空港内及び周辺地域において航空機事故が発生した場合には、別に定める「山口

宇部空港消防救難隊設置業務要領」、「山口宇部空港消防救難隊についての業務協定」

に基づき初期消火、救助活動、空港利用者等の避難誘導措置等を講じるとともに、

地元消防機関、警察の協力を得て消防活動、救助活動等必要な措置を講じる。 

（ウ）空港内及び周辺地域での大規模な航空機事故により多数の死傷者が発生した場合、

救護所、負傷者の収容所及び遺体の一時収容所等を確保する。 

（エ）空港事務所長は、災害の状況に応じて知事（港湾課又は防災危機管理課）に自衛

隊の災害派遣に係る要請を行う。 

（オ）応急対策に必要な臨時電話、電源その他の資機材の確保を関係機関に要請する。 

 

［資料］３－１９－１１ 山口宇部空港消防救難隊設置業務要領 

［資料］３－１９－１２ 山口宇部空港消防救難隊についての業務協定 

 

（２）市（消防機関） 

ア 航空機の墜落炎上、避難等の発生を知ったとき又は発見者からの通報を受けたとき

は、２に定める通報連絡系統により県及び関係機関に通報するとともに必要な体制を

確立する。 

イ 空港事務所と協力して危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは、

警戒区域を設定し一般住民等の立入り制限・退去等を命じる。 

ウ 空港事務所、地元関係機関の協力を得て被災者の救助及び消防活動を実施する。 

この場合、発災地消防機関の消防力では対応が困難な場合は、近隣市町消防機関及

び他県の消防機関に対して応援を要請するなどして被害の軽減に努める。 

＜第３部第１８章「火災対策計画」第１節第５項参照＞ 

エ 負傷者が発生した場合、救護所、負傷者の収容所及び遺体の一時収容所の設置又は

手配を行うとともに地元医療機関等の応援を受け、医療班を編成して現地に派遣し、

応急措置を施した後適切な医療機関に搬送する。 

山口宇部空港内での災害にあっては、空港事務所と協力して救護所、収容所の設置

を行う。 

＜第３部第１０章「保健衛生計画」第１節参照＞ 
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オ 必要に応じて、被災者及び家族等の関係者に対して食料及び飲料水等を提供する。

また家族等への宿泊施設のあっせん等も航空会社と協力して行う。 

カ 応急対策に必要な臨時電話、電源その他の資機材の確保を関係機関に要請する。 

キ 救助活動等に関して自衛隊の災害派遣を必要とする場合は、県（防災危機管理課）

に対して自衛隊の派遣要請をするとともに、化学消火薬剤等、必要資機材の派遣要請

をするとともに、化学消火薬剤等、必要資機材の確保について応援を要請する。 

ク 事故が大規模で、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に職員の派遣を要

請するとともに、県に対しては指定行政機関又は指定地方行政機関の職員派遣につい

てあっせんを求める。 

（３）警察 

ア 航空機の墜落炎上、遭難等の発生を知ったとき又は発見者からの通報を受けたとき

は、２に定める連絡系統により県および関係機関に通報するとともに必要な体制を確

立する。 

イ 事故発生現地及びその周辺地域において、関係者以外の者に対する避難の指示・警

告及び避難誘導を行う。 

ウ 市職員が現場にいないとき又はこれらの者からの要求があったときは、警戒区域を

設定し一般住民の立入制限、退去等を命じる。 

エ 行方不明者の捜索及び人命救助活動の実施 

オ 遺体の検視及び捜査活動の実施 

カ 必要に応じて事故発生地及び周辺の交通規制の実施 

キ 関係機関の実施する救助活動及び復旧活動の支援 

（４）海上保安署 

ア 航空機の墜落炎上、遭難等の発生を知ったとき又は発見者からの通報を受けたとき

は、２に定める通報連絡系統により県及び関係機関に通報するとともに必要な体制を

確立する。 

イ 海上における遭難機の捜索、被災者の救助救出活動、行方不明者の捜索及び救護班

の緊急輸送を実施する。 

ウ 事故現場及び周辺海域の警戒及び航行船舶の規制等の措置の実施 

エ 関係機関が実施する救助活動及び普及活動の支援 

（５）地元医療機関・日赤山口県支部・県医師会等 

ア 市町又は県の要請により医療救護班を編成し、現地での医療救護活動の実施及び負

傷者の受け入れを行う。 

＜第３部第４章「救助・救急、医療等活動計画」第３節参照＞ 

イ 必要に応じて救援物資の提供及び日赤奉仕団による救援活動の実施。 

（６）自衛隊 

空港事務所長又は県知事からの災害派遣要請を受け、航空機、船艇等を活用して遭難

機の捜索、被災者の救助救出活動及び行方不明者の捜索等について地元消防機関、空港

事務所等と協力しながら応急対策活動を実施する。 

 

２ 関係機関に対する通報連絡 

山口宇部空港地内及び周辺地域で発生した場合の連絡系統については、第３部第２章「災

害情報の収集・伝達計画」第２節第１項を参照。 
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３ 組織及び動員体制 

 

 

４ 航空機事故等発生時 

 

災害事象 県の実施体制 実施する応急対策の概要及び実施機関等 

１ 

山口宇部空港

就航機が途中

で遭難又は行

方不明になっ

た場合 

第１非常体制 

（１）土木建築部内に次の課

で構成する「航空機遭難

救助連絡本部を設置す

る。 

（２）構成課及び出先機関 

ア 港湾課 

イ 監理課 

ウ 防災危機管理課 

エ 消防保安課 

オ 交通政策課 

カ 広報広聴課 

キ 出先機関 

・山口宇部空港事務所 

・宇部県民局 

遭難の事実確認、遭難場所、乗客の安否等

の情報収集活動を主体とする体制で、関係

機関、航空会社、墜落現場等から得た情報

を県に連絡するとともに、県民に対し安否

情報等の広報を実施する。 

《応急対策活動の概要等》 

（１）情報収集活動 

ア 捜索救難調整本部、大阪航空局（広

島・岩国・北九州空港事務所）との間

の連絡調整  

イ 消防庁を通じての情報収集 

ウ 警察庁を通じての情報収集 

エ その他自衛隊、海上保安部等を通じ

ての情報収集 

オ 航空会社を通じての情報収集 

（２）利用客、家族等への広報活動 

ア 遭難者数及び住所、氏名 

イ 遭難発生（見込み）場所情報 

ウ 航空会社、国、県等の対応状況 
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エ 事故後等の運航状況 

オ 住民等への協力依頼 

カ その他必要事項 

２ 

山口宇部空港

又は周辺地域

において航空

機事故発生し

た場合 

第２非常体制 

（１）土木建築部内に次の課

で構成する「航空機事故

連絡本部を設置する。 

（２）構成課及び出先機関 

ア 港湾課 

イ 監理課 

ウ 防災危機管理課 

エ 消防保安課 

オ 医療政策課 

カ 厚政課 

キ 交通政策課 

ク 広報広聴課 

ケ 出先機関 

・山口宇部空港事務所 

・宇部地域行政連絡協議

会 

（３）なお、災害の状況によ

っては「災害対策本部」

を設置する。 

航空機のトラブル、アクシデント等による

山口宇部空港への緊急着陸等の情報が入

った場合で、空港内又はその周辺地域にお

ける墜落炎上等緊急事態に備える体制で、

情報の収集、人命の確保、被害の軽減に必

要な体制の確立及び事前の応急対策を実

施する。 

《応急対策活動の概要等》 

（１）情報収集活動 

ア トラブル、アクシデントの状況 

イ 乗客・乗務員数及び住所・氏名 

ウ その他必要事項 

（２）防災関係機関への通報連絡 

（３）初期対応事項 

ア 利用者の避難指示・誘導 

イ 空港施設への立入禁止措置 

ウ 空港周辺道路の交通規制措置 

エ 空港周辺海域航行船舶への注意の呼

びかけ等 

オ 必要に応じて周辺地域、利用者への

広報 

 

――広報事項として考えられる事項―― 

 ・トラブル、アクシデントの状況 

 ・緊急着陸予定時刻 

 ・乗客・乗務員数及び住所、氏名 

 ・航空会社、国、県、市町村等の対応 

状況の概要 

 ・今後の空港の利用、航空機の運航予 

定状況 

 ・住民等への協力依頼（避難、救助活 

動等） 

 ・その他必要事項 

 

（４）防災関係機関への要員、資機材の派

遣要請等 

ア 地元医療機関 

イ 県医師会 

ウ 近隣消防本部 

エ 自衛隊 

オ 海上保安部・署 

カ その他関係防災機関 

（５）その他必要事項 
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 第３非常体制 

（１）知事は直ちに次の部か

らなる「災害対策本部」

を設置するとともに現地

に「現地災害対策本部」

を設置する。 

（２）構成対策部 

ア 総務部 

イ 総合政策部 

ウ 東京連絡部 

エ 災害救助部 

オ 商工労働対策部 

カ 土木建築対策部 

キ 公安部 

ク 災害の規模によっては

その他の部の設置もあ

る。 

（３）災害応急活動を円滑に

実施する上で関係機関の

調整が必要になったとき

は、現地災害対策本部内

に応急対策機関の長を構

成員とする「災害対策総

合連絡本部」を設置する。 

山口宇部空港内又はその周辺で航空機の

墜落炎上等の災害が発生した場合で、山口

県が防災関係機関と協力し、全力を上げて

人命の救助及び消火活動等に取り組む体

制。 

なお、関係機関が到着するまでの応急対策

は、現地関係機関が実施することになる。 

《応急対策活動の概要等》 

（１）発災初期の救助消火活動 

ア 山口宇部空港事務所長が指揮を執

り、山口宇部空港消防救難隊をもって、

初期消火、救助活動及び利用客等の避

難誘導活動等を実施する。 

イ また関係機関への通報連絡を行い、

早期に消火、救助体制を確立する。 

（２）応急対策活動 

ア 利用者の避難指示・誘導 

（ア）実施本部宇部・山陽小野田消防局 

（イ）実施事項 

・化学消防車、化学消火剤等による消

火活動を重点的に実施する。 

・消防長又は消防署長は、必要に応じ

て空港利用者及び付近住民の安全確

保を図るため警戒区域を設定する。 

・災害の規模が大きく、宇部・山陽小

野田消防局の消防力では対処できな

いと判断される場合は、相互応援協

定に基づき空港周辺市町、消防援助

隊及び他県の消防機関に応援を求め

る。 

また、状況によっては宇部小野田地

区特防協の西部石油㈱に協力を要請

する。 

イ 救助救出及び遺体の捜索 

（ア）実施機関 

・航空会社 

・県（本庁関係課及び関係出先機関） 

・宇部市、宇部・山陽小野田消防局 

・地元医療機関、山口大学医学部付属

病院 

・県警察本部(宇部警察署、近隣警察署) 

・県医師会、県歯科医師会、県薬剤師

会 
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・日本赤十字社山口県支部 

・宇部海上保安署、門司海上保安部 

・周辺市町消防機関 

・自衛隊（防府北基地、小月教育航空

群、第１７普通科連隊） 

・地元漁協等その他の機関 

（イ）実施事項 

航空機の乗客、被災者住民の救出、

救護、収容等について以下の対策を

主体に実施することになる。 

・救出班の派遣 

救助実施機関は救出班を編成し、

担架等救助工作資機材を投入し、迅

速に救助活動を実施する。 

・救護班の派遣 

負傷者の医療救護は、地元医師会、

県医師会、県歯科医師会、日赤山口

県支部及び県立総合医療センターが

編成する救護班の派遣を受け、応急

措置を施した後あらかじめ指定され

た市内、近郊の医療機関に搬送する。 

・救護所の開設 

負傷者救護のための救護所は、山

口宇部空港事務所長が、あらかじめ

定めた空港内の場所に開設する。 

・遺体の一時収容所等の設置 

遺体の収容は、空港施設内の適当

な場所又は市内の公共施設、寺院等

に設置する。 

・その他の救護活動 

被災者、家族等に対して必要に応じ

て食料、飲料水の供給等を実施する。 

ウ 交通規制 

（ア）実施機関 

・県警察（宇部警察署）、宇部海上保安

署  

（イ）実施事項 

・災害が発生した場合、県警察は空港

に通じる道路、空港周辺道路等につ

いて必要な規制を行う。 

・海上保安部・署は空港周辺海域への

船舶の航行規制等必要な規制を行

う。 
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・前記の交通規制を実施したときは、

その旨を地域住民、交通関係者、一

般利用者等に広報し協力を求める。 

 

５ 災害情報の収集伝達 

大規模航空機災害事故が発生した場合における災害情報の収集伝達について定める。 

（１）山口宇部空港事務所長 

ア 発見者、航空会社、関係機関等から事故等の通報を受けた場合は、直ちに第２項２

に定める通報連絡系統により港湾課及び関係機関に通報する。 

イ 発災初期の情報収集伝達にあたっては、災害の規模により必要に応じて、宇部県民

局に職員の応援を要請し、必要な体制を確立するものとする。 

ウ 事故等発生時の県への報告は、次の事項について電話、防災無線その他最も迅速な

手段でおこなうものとする。 

（ア）日時 

（イ）場所 

（ウ）状況 

（エ）事故機の国籍、登録番号、形式、所属 

（オ）便名、出発地及び目的地 

（カ）機長の氏名及び旅客数 

（キ）事故の概要 

（ク）その他判明している事項 

（２）市・消防機関 

ア 発見者、関係機関等から通報を受けた場合は、直ちに第２項２に定める通報連絡系

統により県（防災危機管理課）、近隣市町（近隣消防本部）、医療機関等の防災関係機

関に通報する。 

イ 情報収集伝達体制は、職員、消防団等の協力を得て必要な体制を確立するものとす

る。 

ウ 県への通報は国が定めている「火災・災害等速報要領」の様式により行うことにな

る。 

＜第３部第２章「情報の収集・伝達計画」第２節参照＞ 

（３）県 

ア 港湾課は、山口宇部空港事務所長から災害発生の通報を受けたときは、直ちに第２

項２に定める通報連絡系統により関係各課に連絡する。 

この場合において、港湾課は必要に応じて情報収集要員を山口宇部空港に派遣し、

必要な情報の収集にあたる。 

イ 関係各課は、応急活動を実施するために必要な関係機関、団体等に対して通報連絡

する。 

ウ 防災危機管理課は、市町、港湾課、関係機関等からの通報連絡を整備し、様式によ

り国（消防庁防災課）に通報するとともに、警察本部、自衛隊、海上保安部・署、県

内消防機関、隣接県等に連絡する。 

エ 山口宇部空港及び周辺地域以外における航空機事故等発生の情報を入手した場合は、

消防防災ヘリコプターによる捜索を行い、必要に応じ警察航空隊、自衛隊に対して直

ちに航空機による捜索の要請を行い、必要な情報の把握に努める。 
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（４）警察 

ア 発見者からの通報、中国四国管区警察局、関係機関等から事故発生の情報を入手し

たときは直ちに第２項２により県等関係機関に連絡する。 

イ 県内地域で、航空機事故発生又は遭難・行方不明の情報を得た場合は、警察航空隊

のヘリコプターにより捜索を行い、必要な情報の把握に努める。 

（５）海上保安署 

ア 発見者からの通報、又は海上保安庁、関係機関等から事故発生の情報を入手したと

きは直ちに第２項２により県等関係機関に連絡する。 

イ 航空機事故発生又は遭難・行方不明の情報を得た場合は、巡視船艇及び航空機によ

り捜索を行い、必要な情報の把握に努める。 

 

第３項 消防活動（空港管理者、市（消防機関）） 

 

航空機事故により火災が発生した場合、空港管理者及び消防機関は、化学消防車、化学消

火剤等を活用して早期の鎮火に努める。 

この場合において、空港管理者、消防機関の消防力では十分な対応が出来ない場合は直ち

に隣接消防機関等に対して応援要請を行い必要な消火活動を行う。 

 

［資料］３－１９－１３ 空港事務所が保有する化学消防車、化学消火剤等 

［資料］２－６－６ 消防ポンプ自動車等 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資材機材等 

 

 

第３節 陸上交通災害対策計画 

 

第１項 実施方針と実施機関 

 

１ 実施方針 

多数者の遭難を伴う大規模な交通機関の事故時における応急対策及び災害時における交

通規制並びに主要交通路線の確保について防災関係各機関は、本節及び県地域防災計画に

定めるところにより、各種の応急対策を実施し、住民の生命財産の保全に努めるものとす

る。 

 

２ 実施機関 

企業体 

市 

県 

警察 

道路管理者：国土交通省、県（土木建築事務所）、市（道路整備課） 

空港事務所 

西日本高速道路株式会社 

防災関係各機関 
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第２項 陸上交通災害対策 

 

１ 応急対策実施機関 

道路・・・自動車運輸業者、道路管理者、警察署 

 

２ 交通規制措置 

（１）規制の実施種別 

＜第３編第７章「緊急輸送計画」第５節参照＞ 

（２）標識等の設置 

ア 道路交通法第４条第１項の規定に基づく規制（公安委員会） 

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定める標識を設置する。 

イ 災対法第７６条の規定に基づく規制（公安委員会） 

ウ 道路交通法第５条第１項の規定に基づく規制（警察署長） 

同法施行令第３条の２に定める標識を設置する。 

エ 道路法第４６条の規定に基づく規則（道路管理者） 

（３）広報、連絡 

ア 警察本部（交通規制課）は、交通規制の実態を把握し、規制の内容及びう回路線の

状況等を関係機関及び一般に周知させるものとする。 

イ 道路管理者は、道路法第４６条の規定による規制を実施する場合においてはその内

容等を当該地域に管轄する警察署長に通知するものとする。 

（４）交通整理 

警察署長は、災害地における交通の混乱を防止するため、交通規制箇所の必要な地点

において交通規制を実施する。 

 

第３項 鉄道災害、運転事故対策 

 

＜第３部第１７章「公共施設等の応急復旧計画」第３節参照＞ 

 

１ 応急対策実施機関 

（１）軌道 … 西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部、日本貨物鉄道株式会社関西支社広島

支店、西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線統括本部 

（２）鉄道 … 西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部、日本貨物鉄道株式会社関西支社広島

支店、西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線統括本部 

 

２ 県の措置 

（１）大規模な鉄道災害、運転事故の発生を知ったとき、又は発見者からの通報を受けたと

きは第３編第１７章第３節に定める通報連絡系統により関係機関に通報するとともに必

要な体制を確立する。 

（２）国土交通省から受けた情報を関係市町、関係機関等へ連絡する。 

（３）地元市町の実施する消防、救急活動等について必要に応じて指示を行うとともに他の

市町に対して応援を指示する。 

（４）大規模な鉄道災害、運転事故の発生又は発生が予想される場合で、地元医療機関のみ

では対応が困難な場合、自ら医療救護班の派遣を行うとともに、日赤山口県支部及び県
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医師会等の医療機関に対して救護班の出動要請を行う。 

（５）地元市町から自衛隊の災害派遣要請の依頼を受けたとき又は必要があると認めたとき

は、自衛隊に対し災害派遣を要請する。 

（６）地元市町から指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求められたときは、

関係の機関に対してあっせんを行う。 

（７）また特に必要があるときは、指定行政機関及び指定地方行政機関に対して職員の派遣

を要請し、又は内閣総理大臣に対してそのあっせんを求めるとともに他の都道府県に対

しても応援を求める。 

（８）関係機関が実施する応急対策活動の調整を行う。 

 

３ 市（消防機関） 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとす

る。 
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第２０章 危険物等災害対策計画 

 

 

 

  

                          

危険物災害対策計画 

火薬類の保安対策 

特定物質による事故対策 

危
険
物
等
災
害
対
策
計
画 

化学消火剤の共同備蓄 

毒物劇物等災害対策計画 

ガス災害対策計画 

液化石油ガス漏れ事故等に係る応急対策 

サリン等による事故対策 

石油類等の保安対策 

簡易ガス事業者の応急対策 

地下店舗等における災害対策 

毒物劇物による事故対策 

一般ガス事業者の応急対策 

放射性物質の災害対策計画 放射性物質の保安対策 

高圧ガスの保安対策 

不発弾処理対策計画 不発弾処理対策 
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第１節 危険物災害対策計画 

 

第１項 石油類等の保安対策（県消防保安課、警察、海上保安署、市） 

 

１ 実施機関 

（１）施設の所有者及び管理者又は占有者（消防法、危険物の規制に関する政令） 

 

［資料］２－１６－１ 危険物施設 

［資料］２－４－２ 宇部・小野田地区等特別防災区域－宇部市 

 

（２）市 

ア 危険物の規制（消防法、危険物の規制に関する政令） 

消防局・署が実施する。 

イ 危険物災害応急対策全般（消防法、災対法） 

消防局、防災関係課 

（３）県 

ア 危険物の規制（消防法、危険物の規制に関する政令） 

消防本部及び消防署を置かない市町の区域について知事が実施する。 

イ 危険物災害応急対策全般（災対法） 

（４）警察（災対法、警察官職務執行法） 

（５）海上保安署（港則法、海上交通安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、

災対法）） 

 

２ 応急措置 

（１）施設の所有者及び管理者又は占有者の措置（指導方針） 

ア 施設内の使用火気は完全消火し、状況に応じて施設内の電源は、保安経路を除いて

切断する。 

イ 施設内における貯蔵施設の補強及び付属施設の保護措置を実施するとともに自然発

火性物質に対する保安措置を講じる。 

（２）県又は市（消防局・署、防災関係課）の措置 

ア 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所

もしくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限させる。（消

防法第１２条の３） 

イ 被害の状況により引火、爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設関係者

及び対策関係機関と連絡をとり、立入禁止区域の設置並びに区域内住民に対する避難、

立退き指示をする。 

ウ 火災の防御は、市の消防機関が実施するが、火災の状況、規模、並びに危険物の種

類により、化学消火剤の収集、化学消防車の派遣要請等の措置をとる。 

エ 転倒、流出及び浮上したタンク等は、使用の禁止を命じ、危険物排除作業を実施さ

せる。 
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（３）警察の措置 

ア 県及び市（防災危機管理課）、消防局と連絡をとり、施設管理者等に対する保安措置

の指導、取締りを行うとともに、警戒区域の設定並びに付近住民の避難措置等により

被害の拡大防止に努める。 

イ 市長からの要求があったときは、災対法第５９条の規定に基づき、災害を拡大させ

るおそれがあると認められる施設又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害

の拡大を防止するため必要な限度において、その設備又は物件の除去、保安その他必

要な措置をとることを指示する。（事前措置） 

（４）海上保安署の措置 

ア 被災地港湾への危険物積載船舶の入港を制限し、又は禁止する。 

イ 危険物荷役中の船舶に対し、荷役の中止その他保安上必要な措置を行う。 

ウ 港内に被害が及ぶおそれがあるときは、港内の航行、停泊を禁止するか又は停泊地

を指定する。 

エ 被災その他の原因により、自力航行能力を失った危険物積載船舶に対し安全な場所

への救出措置を講じる。 

 

３ 化学消防車及び化学消火剤の所在状況 

 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資機材等 

 

第２項 火薬類の保安対策（中国経済産業局、県商政課、警察、海上保安署、市） 

 

１ 実施機関（火薬類取締法） 

（１）火薬類の製造者及び火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者 

 

［資料］２－１６－２ 火薬類販売業者及び火薬庫 

 

（２）中国経済産業局 

（３）県（ただし、火薬類取締法施行令第１６条により権限委任されたもの） 

（４）警察 

（５）海上保安署 

（６）市、消防局 

 

２ 応急措置 

（１）火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の措置（指導方針） 

ア 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕が有る場合は、移動の措置をとり、見張りを厳重

にする。 

イ 危険又は搬送の余裕がない場合は、火薬類を水中に沈める等の安全措置を講じる。 

ウ 火薬庫の入口、窓等を完全密閉し、木部に防火措置を講じるとともに、必要によっ

ては、付近住民に避難の警告を行う。 

エ 吸湿、変質、不発、反爆等のため著しく原性能もしくは原形を失った火薬類又は著

しく安定度に異常を呈した火薬類は廃棄する。 
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（２）県の措置（商政課） 

ア 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部

の使用の一時停止を命じる。 

イ 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して製造、販売、貯蔵、

運搬消費又は廃棄を一時禁止し又は制限する。 

ウ 火薬類の所有又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又は廃棄を命じる。 

エ 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命じる。 

（注）緊急措置命令（火薬類取締法第４５条） 

経済産業大臣（鉄道、軌道、索道、航空機による運搬については国土交通大臣、

自動車、軽車両その他の運搬については県公安委員会）は、災害の防止又は公共の

安全の維持のため必要があると認めるときは、上記の措置について緊急措置命令を

発する。 

（３）市の措置 

消防局からの連絡により、住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。ま

た、多数の傷病者が発生した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（４）警察の措置（第１項石油類等の保安対策における措置に準じる。） 

（５）海上保安署の措置（第１項石油類等の保安対策における措置に準じる。） 

 

第３項 特定物質による事故対策 

 

１ 実施機関 

（１）企業（特定物質を発生する施設を有する工場又は事業場） 

（２）県（環境政策課） 

 

［資料］２－１６－３ 特定物質を発生する施設を有する会社工場 

 

２ 応急措置 

（１）企業の措置 

特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出

されたときには、直ちにつぎの措置をとる。 

ア 被害の拡大防止及び施設の復旧措置 

イ 知事に対する事故状況の届出 

（２）知事の措置 

（１）イの届出その他の方法で事故の発生を知った場合は、直ちに常時監視局により

大気汚染の状態を把握し、企業に対して事故の拡大又は再発防止のため必要な措置につ

いて協力を求め、又は勧告するとともに関係機関と協調して必要な応急対策を実施する。 

 

第４項 化学消火剤の共同備蓄 

 

１ 化学消火剤共同備蓄等 

消防機関及び関係企業は、危険物火災、その他特殊火災の消火を有効適切に行うため、

化学消火剤の共同備蓄を行っている。 
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［資料］２－６－５０ 化学消火剤共同備蓄 

 

２ 化学消火剤、油処理剤等の調達先 

 

［資料］２－６－５１ 特別防災区域の防災資機材等 

［資料］３－１９－５ 流出油処理剤等販売製造業者 

 

 

第２節 毒物劇物等災害対策計画 

 

第１項 毒物劇物による事故対策 

 

１ 実施機関 

（１）毒物劇物を製造する者、輸入する者、販売する者、業務上取り扱う者 

（２）県（薬務課） 

（３）市、消防局 

（４）警察 

（５）海上保安署 

 

２ 応急措置対策 

（１）毒物劇物取扱者の措置（毒物及び劇物取締法第１７条） 

ア 事故の状況を健康福祉センター、警察署又は消防機関に直ちに届け出る。 

イ 保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講じる。 

ウ 毒物劇物の中和等に必要な資材を十分に備蓄する。（指導方針） 

（２）県又は市の措置 

ア 被害の状況により、保健衛生上の危害が発生するおそれがあると判断された場合は、

施設関係者及び対策関係機関と連絡をとり、立入禁止区域の設定並びに区域内住民に

対する避難、立退き指示をする。 

イ 中和剤等の資材が不足するときは、その収集あっせんを行う。 

ウ 消防局からの連絡により、住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。

また、多数の傷病者が発生した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（３）警察の措置 

県及び市消防機関と連絡をとり、施設管理者等に対する保安措置の指導取締りを行う

とともに、警戒区域の設定並びに付近住民の避難措置等により被害の拡大防止に努める。 

（４）海上保安署の措置 

ア 被災地港湾への毒物劇物積載船舶の入港を制限し、又は禁止する。 

イ 毒物劇物荷役中の船舶に対し、荷役の中止その他保安上必要な指示を行う。 

ウ 港内に被害が及ぶおそれがあるときは、港内の航行、停泊を禁止するか又は停泊地

を指定する。 

エ 被災その他の原因により、自力航行能力を失った毒物劇物積載船舶に対し、安全な

場所への救出措置を講じる。 
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第２項 サリン等による事故対策（サリン等による人身被害の防止に関する法律） 

 

１ 実施機関 

（１）知事（薬務課） 

（２）市長、消防局 

（３）警察 

（４）海上保安署 

 

２ 応急措置対策 

（１）サリン等又はサリン等である疑いがある物質の発散により人の生命又は身体の被害が

生じており、又は生じるおそれがあると認めるときは、直ちに、その被害に係る建物、

車両、船舶、その他の場所への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる者を退去させ、

サリン等を含む物品その他のその被害に係る物品を回収し、又は廃棄し、被害の拡大を

防止するために必要な措置をとる。 

（２）警察、海上保安署、消防局は相互に緊密な連携を保ち、（１）の措置に関し、それぞれ、

関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、技術的知識の提供、装備資機材の貸与、

その他必要な協力を求める。 

（３）市は、消防局からの連絡により住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。

また、多数の傷病者が発生した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（４）市民は、サリン等若しくはサリン等である疑いがある物質若しくはこれらの物質を含

む物品を発見した場合は、速やかに警察等に通報するよう努めるものとする。 

 

［資料］３－２０－１ サリン等 

 

 

第３節 ガス災害対策計画 

 

第１項 一般ガス事業者の応急対策 

 

１ 実施機関 

山口合同ガス株式会社（宇部支店） 

 

２ 一般ガス事業者の応急対策 

ガス事業者が実施する応急対策は、おおむね次のとおりとする。 

（１）緊急時の連絡、出動体制の確立 

ガス事業者は、緊急事故に備え、あらかじめ出動体制、連絡体制等を確立しておくも

のとする。 

出動体制は、常に要員、車両、資材を確保し直ちに出動し、適切な処置がとれる体制

を整えておくものとする。 

（２）消防、警察、関係官署への連絡、通報 

事故の状況、内容により消防局、警察、関係官署に連絡し協力、指示を求めるものと

する。 

市は、消防局からの連絡により、住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行
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う。また、多数の傷病者が発生した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（３）事故発生時の措置 

ア 初動措置は、事故の状況に応じ適切な措置を講じなければならない。また常に適切

な措置がとれるよう訓練しておかなければならない。 

イ ガス事故により災害が拡大、波及するおそれがある事故については、交通規制等に

より、事故拡大の防止に努めなければならない。 

（４）供給停止の場合の措置 

ア やむを得ずガスの供給を停止する場合には、供給先に周知徹底を図り二次災害の防

止に努めなければならない。 

イ 供給停止後は、早期に供給が再開されるよう努めなければならない。 

 

第２項 簡易ガス事業者の応急対策 

 

１ 実施機関 

簡易ガス事業者  

 

２ 応急対策 

（１）一般ガス事業者に準じた応急対策をとるものとする。 

（２）日本簡易ガス協会中国支部の「簡易ガス事業防災相互援助要綱」に基づき、災害の発

生又はその拡大を防止し相互に必要な援助活動を行う。 

 

第３項 高圧ガスの保安対策（県消防保安課、警察、中国四国産業保安監督部、海上保安署、

市） 

 

１ 実施機関（高圧ガス保安法） 

（１）高圧ガスを製造する者、販売する者、特定高圧ガスを消費する者、高圧ガスの貯蔵を

する者又は充てん容器の所有者もしくは占有者（以下「製造業者という。） 

 

［資料］２－１６－８ 高圧ガス製造、販売、貯蔵所 

 

（２）県（消防保安課） 

（３）警察 

（４）中国四国産業保安監督部 

（５）海上保安署 

（６）市、消防局 

 

２ 応急措置 

（１）製造業者等の措置（指導方針） 

ア 製造施設又は消費施設が危険状態になったときは製造又は消費の作業を中止し、製

造又は消費のための設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、この作業に必要

な作業員のほかは退避させる。 

イ 販売施設、貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になったときは、施設内のガスを

安全な場所に移す。 
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ウ 消防機関、警察機関等に通報するとともに、必要に応じて付近住民に退避の警告を

行う。 

エ 充てん容器が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを廃棄し、

又はその充てん容器を水中もしくは地中に埋める。 

（２）県の措置（消防保安課） 

ア 製造もしくは販売のための施設、高圧ガス貯蔵所又は特定高圧ガスの消費のための

施設の全部又は一部の使用の一時停止を命じる。 

イ 製造、引渡、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時停止し、又は制限する。 

ウ 高圧ガス又はこれを充てんした容器の廃棄又は所在場所の変更を命じる。 

（注）緊急措置命令（高圧ガス保安法第３９条） 

経済産業大臣又は知事は、災害の防止又は公共の安全の維持のため必要がある場

合は、上記の措置について緊急措置命令を発する。 

（３）警察（第１項石油類等の安全対策における措置に準じる。） 

（４）海上保安署（第１項石油類等の安全対策における措置に準じる。） 

（５）市の措置 

住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。また、多数の傷病者が発生し

た場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

 

第４項 地下店舗等における災害対策 

 

１ 実施機関 

（１）施設管理者（ガス使用者） 

（２）ガス供給業者（地下店舗等へガスを供給するものをいう。以下同じ。） 

（３）市、消防局 

（４）警察 

（５）県（消防保安課） 

 

２ 「地下店舗等」の範囲 

（１）消防法施行令別表第１（１６の３）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が１，０

００平方メートル以上で、かつ、同表（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項

又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が５００平方

メートル以上のもの 

（２）消防法施行令別表１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項及び（９）項イ

に掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が１，０００平方メートル以上のもの 

（３）消防法施行令別表１（１６）項イに掲げる防火対象物の地階のうち、床面積の合計が

１，０００平方メートル以上で、かつ、同表（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）

項及び（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が５００平

方メートル以上のもの 

 

３ 対応対策 

（１）施設管理者（ガス使用者）の措置 

ア ガス漏れ等、消費設備に事故が発生したときは、ガスの消費を中止し、ガス供給業

者又は消防機関に通報するとともに、必要に応じ、応急措置に必要な人員以外は待避
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させるものとする。 

イ 事故によりガスの消費を中止したときは、ガス供給業者によって安全性が確認され

るまでは消費を再開してはならない。 

（２）ガス供給業者の措置 

ア 事故が発生したときは、事故状況を的確に把握し、速やかに初動措置を講じなけれ

ばならない。 

イ 事故の状況、内容により、関係機関に連絡し、必要に応じ協力、指示を求めるもの

とする。 

ウ 災害が拡大し、波及するおそれがあるときは、関係機関と連絡をとり、避難、立入

制限等の措置を講じ、事故の拡大防止に努めなければならない。 

エ ガスの供給を停止したときは、当該供給先の安全性を確認した後でなければ供給を

再開してはならない。 

（３）市の措置 

ア 事故が発生したときは、あらかじめガス供給業者と協議された事項に基づき速やか

に初動措置を講じなければならない。 

イ 事故の状況により災害が拡大、波及するおそれがあるときは、関係機関と連絡をと

り、警戒区域の設定、負傷者の救出、避難、立入制限、火気使用制限等の措置を講じ

るものとする。 

ウ 住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。また、多数の傷病者が発生

した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（４）警察の措置 

事故の状況により、関係機関との連携をとりながら、警戒区域の設定、避難広報及び

誘導、立入禁止、交通規制、負傷者の救出等の措置をとり、被害の拡大防止に努めるも

のとする。 

 

４ 事前対策 

（１）ガス供給業者と関係機関との協議 

ガス供給者と消防機関は事故に備え、あらかじめ次の各事項について協議し、防災体

制を確立しておくものとする。 

ア ガス供給業者の初動体制 

イ 連絡通報体制 

ウ ガス漏れ等の現場におけるガス供給業者と消防機関との連絡体制 

エ 初動時におけるガス供給停止 

（２）共同点検の実施 

ガス供給者は、地下店舗等の定期点検の実施にあたっては、事前に消防機関に点検計

画を連絡するとともに、消防機関が実施する地下店舗等に対する予防査察について協力

するのとする。 

（３）ガス漏れ等の連絡方法の周知徹底及び共同訓練の実施 

ガス供給業者及び関係機関は、ガス漏れ等の緊急時におけるガス供給業者及び消防機

関への連絡方法について地下店舗の管理者、ガスの使用者その他関係者に対し周知徹底

を図るとともに、協力して随時、これらの者を含めたガス防災訓練を行うものとする。 

（４）連絡協議会等への参加 

消防機関等が主催する地下店舗等のガス保安対策についての連絡協議会に、ガス供給
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業者は積極的に参加し、関係機関との連携、強化に努めるものとする。 

 

第５項 液化石油ガス漏れ事故等に係る応急対策 

 

１ 実施機関 

（１）ガス消費者 

（２）ガス供給事業者（液化石油ガス法第３条の登録を受けている液化石油ガス販売事業者

に限るものとする。） 

 

［資料］３－２０－２ 液化石油ガス製造事業所 

 

（３）市（防災関係課）、消防局 

（４）警察 

（５）県（消防保安課） 

（６）中国四国産業保安監督部 

 

２ 「ガス漏れ事故等」とは、次の各事項に掲げるものとする。 

（１）ガス漏れ事故 

（２）ガス漏れの疑いの通報のあったもの 

（３）ガス爆発事故 

（４）ガス火災 

（５）故意によるガス放出事故 

（６）その他対応を必要とするガス事故 

 

３ 応急対策 

（１）ガス消費者の措置 

ア ガス漏れ事故等を発見したとき又はガス漏れ事故等の事実を知らされたときは、ガ

スの消費を中止するなどの応急措置を講じるとともに、ガス供給業者又は消防機関に

通報する。 

イ ガス漏れ事故等によりガスの消費を中止したときは、ガス供給業者によって安全性

が確認されるまでは、ガスの消費を再開してはならない。 

（２）ガス供給業者の措置 

ア ガス消費者等から通報があったとき又は自ら発見したときは、事故の状況を的確に

把握し、速やかに必要な初動措置を講じなければならない。 

イ ガス漏れ事故等が発生したときは、あらかじめ市（消防機関）と協議された事項に

基づいて、市（消防機関）に必要に応じ協力し、又は指示を求めて速やかに初動措置

を講じ、事故の拡大防止に努めなければならない。 

ウ ガスの供給を停止したときは、当該供給先の安全性を確認した後でなければ供給を

再開してはならない。 

（３）市の措置 

ア ガス漏れ事故等が発生したときは、あらかじめガス供給業者と協議された事項に基

づき、速やかに初動措置を講じなければならない。 

イ ガス漏れ事故等の状況により災害が拡大、波及するおそれがある場合は、関係機関
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と連絡をとり、警戒区域の設定、負傷者の救出、避難、立入制限、火気使用制限等の

措置を講じるものとする。 

ウ 住民を避難させる必要がある場合は、避難指示を行う。また、多数の傷病者が発生

した場合、集団発生傷病者救急医療計画を行う。 

（４）警察の措置 

ガス漏れ事故等の状況により、関係機関との連絡をとりながら、警戒区域の設定、避

難広報及び誘導、立入禁止、交通規制、負傷者の救出等の措置をとり被害の拡大防止に

努めるものとする。 

（５）県の措置 

事故の状況により、関係機関との連絡をとりながら必要に応じて、情報等の収集、伝

達及び技術的助言等を行い、事故の拡大防止に努めるものとする。  

 

４ 事前対策 

ガス供給業者と市（消防機関）は、ガス漏れ事故等が発生した場合に備えて、次の事項

についてあらかじめ協議を行い相互に文書でその内容を確認し、防災体制を確立しておく

ものとする。 

（１）連絡通報体制 

（２）出動体制 

（３）現場における連携体制 

（４）任務分担 

（５）事後の措置 

（６）共同訓練等の実施 

（７）その他必要な事項 

 

 

第４節 放射性物質の災害対策計画 

 

第１項 放射性物質の保安対策 県（消防保安課・環境政策課・厚政課・医務保険課・健康

増進課） 

 

１ 実施機関 

（１）施設の所有者及び管理者 

 

［資料］２－１６－１０ 放射性物質 

 

（２）市、消防局 

（３）県 

（４）警察 

（５）海上保安部・署 

 

２ 応急措置 

（１） 施設の所有者及び管理者の措置 

ア 放射性物質による環境の汚染等の発生若しくはおそれがある場合は、国（所轄労働



3－20－12 

基準監督署、海上保安部・署等）、警察、市等に通報する。 

イ 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、障害の発生防止

又は拡大の防止のための緊急措置を講じる。 

（２） 市の措置（消防局） 

ア 事故等の発生若しくはおそれがあると通報があった場合は、直ちに、県に通報する

とともに、必要に応じて付近住民への広報活動を行う。 

イ 放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合には、警戒区域の設定又は

付近住民等に対して避難の指示を行う。 

ウ 危険の排除のため、使用者等に対して必要な応急措置をとるよう指導する。 

エ 消防活動及び救助活動については、「原子力施設等における消防活動対策マニュア

ル」、「原子力施設等における消防活動対策ハンドブック」及び「原子力施設等にお

ける除染等消防活動要領」を参考に実施する。 

（３） 県の措置（消防保安課・環境政策課・厚政課・医務保険課・健康増進課） 

ア 事故等の発生若しくはおそれがあると通報があった場合、直ちに、国（消防庁）へ

通報する。 

イ 応急措置実施機関に対して、必要に応じて放射線防護資機材のあっせんを行う。 

ウ 放射性物質使用病院で被害が発生した場合、観測測定班等を編成して、漏えい放射

線の測定、危険区域の設定、立入禁止等の措置をとり、付近住民の不安の除去に努

める。 

エ 放射線被ばく及び汚染の可能性が認められるような場合は、必要な医療機関の確保、

あっせんを行う。 

（４）警察の措置 

ア 事故等の発生若しくはおそれがあると通報があった場合、警察庁、県へ通報する。 

イ 必要に応じて、警戒区域の設定、交通規制等を実施する。 

（５）海上保安部・署の措置 

ア 第 1節 第１項（４）ア～エの措置に準じた措置を講じる。 

イ 海上における緊急時モニタリングに関し、知事等からの要請に備え必要な準備をす

るとともに、要請があった場合は、現地に動員されたモニタリング要員及び機材を

搭載し、対応可能な範囲で必要な支援を行う。 

 

 

第５節 不発弾処理対策計画 

 

第１項 不発弾処理対策 

 

１ 基本方針 

  市内（市の海域を含む）で不発弾等の爆発物が発見された場合、地域住民等の安全確保

を最優先に、防災関係機関は迅速・的確に対処する。 

不発弾等そのものの除去・処理は、国（自衛隊）の責務によって実施される。 

  処理作業に伴い不発弾等が爆発するおそれがあり、住民避難等の対応が必要な場合につ 

いては、市は、関係機関を構成員とする「不発弾処理関係機関連絡調整会議」、「市不発弾 

処理対策本部」を設置し、円滑な住民避難その他の安全確保対策を実施する。 
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２ 情報収集・連絡経路（初動時） 

（１）警察、海上保安署は、不発弾等の発見の通報があった場合は、現地確認し、自衛隊、 

市に連絡する。その場合、通報者や現場近隣の安全確保を最優先に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市は、不発弾等発見の連絡があった場合、防災危機管理課長を情報統括責任者とし、

警察、海上保安署、消防、自衛隊等関係機関からの情報収集や連絡調整を行う。 

   不発弾等が爆発のおそれがない場合、自衛隊等により撤去され、市の対応は終了する。 

 

３ 爆発の恐れがある場合 

  不発弾等が爆発するおそれがあり住民避難等の対応が必要となる場合、関係機関等によ 

る不発弾処理対策連絡室体制、不発弾処理対策本部体制に移行し、対応していく。 

（１）市不発弾処理対策連絡室の設置 

  ア 副市長を室長として市不発弾処理対策連絡室（以下「連絡室」という。）を設置する。 

室員は発見場所の状況等により室長が指名する。 

  イ 連絡室は次の事項を所掌する。 

  （ア）処理までの警戒体制 

  （イ）避難計画及び避難先、現地対策本部の設置場所等の調整 

  （ウ）住民広報、マスコミ対応 

  （エ）その他不発弾等の処理に必要な事項 

  （オ）不発弾処理実施計画書（案）の作成 

（２）不発弾処理関係機関連絡調整会議 

  ア 市は、自衛隊、警察、海上保安署、消防局、県、交通機関、その他の関係機関等に 

よる不発弾処理関係機関連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を開催する。 

  イ 調整会議は次の事項を協議する。 

  （ア）不発弾等の処理日時に関すること 

  （イ）立入禁止区域の範囲に関すること 

  （ウ）交通規制に関すること 

  （エ）防護壁等の構築方法に関すること 

  （オ）その他不発弾等の処理に必要な事項 

発見者、施設管理者等 

宇部海上保安署 宇部警察署 宇部･山陽小野田消防局 

海上自衛隊 陸上自衛隊 
宇部市（防災危機管理課） 

山口県(防災危機管理課) その他必要に応じ関係機関へ連絡  

(海域の場合) (陸域の場合) 
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（３）自衛隊との協定締結等 

  ア 調整会議を踏まえ、不発弾等の処理にあたって本市と自衛隊とで締結する協定の主 

な内容は次のとおりとする。 

  （ア）自衛隊が実施する作業の範囲（不発弾等の信管除去及び運搬等） 

  （イ）本市が行う安全管理の対応（処理作業に伴い実施する住民避難等） 

  （ウ）不発弾等の処理を実施する期間等 

  （エ）その他処理に際して必要な事項 

（４）市不発弾処理対策本部及び現地対策本部の設置 

  ア 市長を本部長とし、不発弾等の処理に伴う住民対応をはじめとする諸活動を円滑に 

実施するため、市不発弾処理対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 

  イ 対策本部は、自衛隊による処理日時、処理方法等が決定された後に設置する。 

  ウ 現地対策本部は、処理をする地点付近の適切な場所に、処理当日に設置する。本部 

員は処理場所の状況等により本部長が指名する。 

  エ 対策本部は次の事項を所掌する。 

  （ア）不発弾処理実施計画書の作成 

  （イ）立入禁止区域の設定及び維持の決定 

  （ウ）調整会議の内容の確認 

  （エ）連絡室から引き継いだ所掌事項 

  （オ）その他不発弾等の処理に必要な事項 

  オ 現地対策本部は次の事項を所掌する。 

  （ア）避難の広報 

  （イ）住民等の避難誘導、残留者の確認 

  （ウ）避難場所に関する事項 

  （エ）交通規制の実施 

  （オ）爆発等不測の事態への対応 

  （カ）その他不発弾等の処理に必要な事項 

（５）対策本部は、不発弾等の処理が無事終了し、安全が確認されたときに、廃止する。 
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第２１章 石油コンビナート等災害対策計画 

 

 

 

                         

災害通報計画 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
対
策
計
画 

災害防御活動計画 

県石油コンビナート等現地防災本部 

災害状況等の報告 

異常現象の通報内容 

異常現象の通報 

配備要領 

県現地本部長及び県現地本部員
の処理事務 

所掌事務 

組織 

県現地本部の設置場所 

県現地本部の基準 

防御活動 

防御活動の主体と基本 

応援要請計画 
要請手続 

 

応援の要請 

防災資機材調達計画 

 

 

防災資機材調達先及び調達数量 

輸送の費用 

輸送力の確保 

調達手段 

実施機関 
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第１節 災害通報計画 

 

第１項 異常現象の通報 

 

１ 防災管理者の通報 

防災管理者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩その他異常な現象について

通報を受け、又は自ら発見したときは直ちにその旨を消防局に通報しなければならない。 

 

２ 異常現象の範囲 

異常現象の範囲は次のとおりとする。 

（１）出火 

人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある

燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるもの

の利用を必要とするもの 

（２）爆発 

化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設、設備等の破損が伴うもの 

（３）漏洩 

危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物その他有

害な物質の漏洩ただし、次に掲げる少量（液体の危険物及び可燃性液体類にあっては数

リットル程度）の漏洩で、漏洩範囲が当該事業所内に留まり、泡散布、散水等の保安上

の措置（回収及び除去を除く。）を必要としない程度のものを除く。 

（ア）施設又は設備（以下、「施設等」という。）に係る温度、圧力、流量等の異常な状態

に対し、正常状態への復帰のために行う施設等の正常な作動又は操作によるもの 

（イ）発見時に漏洩箇所が特定されたものであって、既に漏洩が停止しているもの又は施

設等の正常な作動若しくは操作若しくはバンド巻き、補修材等による軽微な応急措

置（以下、「軽微な応急措置」という。）により漏洩が直ちに停止したもの。 

（４）破損 

製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設

備（以下、「製造等施設設備」という。）の破壊、破裂、損傷等の破損であって、製造、

貯蔵、入出荷、用役等の機能の維持、継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止す

るため、直ちに使用停止等緊急の措置を必要とするもの。ただし、製造等施設設備の正

常な作動又は操作若しくは軽微な応急措置により直ちに、出火、爆発、漏洩の発生のお

それがなくなったものを除く。 

（５）暴走反応等 

製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の作動又は操

作によっても制御不能なもの、地盤の液状化等であって、上記１から４に掲げる現象の

発生を防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするもの 

 

３ 消防局の通報 

１により通報を受けた消防長は、災害の状況により次の基準によって種別の判断を行い、

関係機関に通報する。 

（１）第１種通報 

特定事業所において、異常現象が発生し、当該特定事業所の自衛防災組織等又は消防
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署の一部の防災力により短時間かつ迅速に応急対策が完了し異常現象がなくなる場合の

通報 

（２）第２種通報 

第１種通報の基準を越える異常現象が発生し、上記（1)以上の関係機関が応急対策を

実施する必要がある場合の通報 

 

４ 関係機関の通報 

（１）消防長から通報を受けた関係機関は、次の通報系統図により、遅滞なく情報を通報し

なければならない。 

（２）通報系統図 

 

［資料］３－２１－１ 特別防災区域の異常現象発生時の通報系統 

 

第２項 異常現象の通報内容 

 

１ 防災管理者の通報内容 

防災管理者から消防局に通報される第１報は、判明した範囲において行うこととし、そ

の後の状況は逐次報告するものとする。 

 

２ 消防長の通報内容 

消防長から関係機関に通報される内容は、次の第３項２、災害即報で示す即報様式の内

容に準じて判明したものから逐次行う。 

 

第３項 災害状況等の報告 

 

１ 災害情報の収集及び伝達 

関係機関及び特定事業者は、災害時における災害情報を積極的に収集し、相互に交換す

るとともに、防災本部（現地本部が設置されている場合は、現地本部）に逐次報告するも

のとする。 

なお、現地本部はこの災害情報を必要に応じて関係機関に伝達するものとする。 

（災害情報の内容） 

（１）災害の状況 

（２）災害応急措置の実施状況 

（３）今後予想される災害の態様 

（４）今後必要とされる措置 

（５）各機関の応急対策の調整を必要とする事項 

（６）その他必要な事項 

 

２ 災害即報 

消防局は、次の即報基準に該当する事故を覚知したときは、直ちに第１報を県石油コン

ビナート等防災本部（県消防保安課）を通じて消防庁に報告し、以後、即報様式「第２号

様式（特定の事故）」に定める事項について、判断したもののうちから逐次報告するものと

する。 
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＜第３部第２章「災害情報の収集・伝達計画」第２節参照＞ 

 

 

第２節 県石油コンビナート等現地防災本部 

 

第１項 県現地本部の基準 

 

県現地本部の設置及び廃止の基準はおおむね次に該当する場合とする。 

 

１ 設置の基準 

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急かつ

統一的な防災活動を実施するため、特別の必要があるとき。 

 

２ 廃止の基準 

災害防御活動が完了し、又はおおむね完了の見込みがついたとき。 

 

３ 設置及び廃止の手続 

（１）県防災本部長は、県現地本部を設置するときは災害の事象に応じ、市長、消防長又は

海上保安部長の意見を聞く。 

（２）県防災本部長は、県現地本部を廃止するときは県現地本部長の意見を聞くものとする。 

 

第２項 県現地本部の設置場所 

 

１ 設置場所 

（設置の住所 設置場所）  宇部市常盤町一丁目７番１号 宇部市役所内 

 

２ 本部室 

現地本部が設置されたとき、すみやかにかつ、円滑な運営をするため、現地本部に次の

物品を備え付ける。 

（１）机 

（２）椅子 

（３）黒板 

（４）現地本部標示板 

（５）腕章 

（６）電話 

（７）テレビ、トランジスターラジオ 

（８）企業配置図 

（９）製造工程図 

（10）その他応急対策に必要な物品等 
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第３項 組織 

 

１ 県現地本部長及び県現地本部員 

（１）県防災本部長は、次の者を県現地本部長及び県現地本部員としてあらかじめ指名して

おく。ただし、県防災本部長は、災害の形態及び被害の範囲により、その都度必要に応

じて、次の者以外の現地本部員を追加指名する。 

県現地本部 県現地本部員 

宇部市長 中国四国産業保安監督部長 

中国経済産業局長 

門司海上保安部長 

山口労働局長 

山口県警察本部長 

山口県総務部長 

山口県環境生活部長 

山口県健康福祉部長 

宇部・山陽小野田消防局消防長 

宇部小野田地区特別防災区域保安防災協議会長 

（２）県現地本部員は代理出席を認める。 

（３）現地本部の基本的構成は次のとおりとする。 

  
 

２ 事務局 

（１）県現地本部の運営を円滑にするため、事務局を設け、県現地本部の庶務を行う。 

（２）事務局に事務局長を１名と事務局員若干名を置く。 

（３）事務局長は、宇部市防災危機管理課長とし、事務局員は事務局長の所属する課及び消

防局の職員とする。 

 

３ 連絡員及び派遣者 

（１）連絡員 

ア 県現地本部員は県現地本部員の業務を補佐させるため、自機関の職員のうちから連

絡員を選出し、県現地本部に同行させることができる。 

イ 連絡員は、災害の情報及び自機関のとっている措置等について把握し、その内容を

自機関の県現地本部員並びに事務局に対し報告すること。 

ウ 連絡員は、県現地本部の調整事項及び関係機関のとっている措置等を自機関に連絡

すること。 

エ 連絡員は、県現地本部員の諸指示事項について連絡すること。 

（２）派遣者 

ア 災害発生特定事業所の災害状況及び各施設についての説明のため、災害発生特定事
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業者から派遣者を県現地本部に出席させること。 

イ 派遣者は、県現地本部に対し災害状況を報告し、現地本部の質問事項に答えること。 

ウ 派遣者は、県現地本部の調整事項及び関係機関のとっている措置等を自特定事業所

に連絡すること。 

エ 特定事業所は、県現地本部が設置された時、すみやかに派遣者を派遣させるため、

あらかじめ指名しておくこと。 

 

第４項 所掌事務 

 

１ 災害状況の把握をすること 

 

２ 関係機関等の活動状況の把握に関すること。 

 

３ 関係機関等が実施する災害応急対策に係る連絡及び調整をすること。 

 

４ 調整事項を災害応急対策を実施する現地活動関係部隊に対し、連絡すること。  

 

５ １～３について防災本部に逐次報告すること。 

 

６ 必要のある場合は記者発表を行うこと。 

 

７ その他防災本部が指示したことを実施すること。 

 

第５項 県現地本部長及び県現地本部員の処理事務 

 

現地本部長及び現地本部員は主として次の事務又は業務を処理し、総合的な災害応急対策

の実行を期するよう努める。 

 

１ 現地本部長 

（１）防災本部長の命令伝達及び現地本部員との総合調整に関すること。 

（２）災害応急対策の総合調整に関すること。 

（３）記者発表に関すること。 

 

２ 中国四国産業保安監督部長 

報告の徴収、情報の収集、伝達に関すること。 

 

３ 海上保安部長 

（１）海上災害の災害応急対策に関すること。 

（２）防災資機材の調達及び輸送に関すること。 

 

４ 山口労働局長 

労務災害の防止に関すること。 
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５ 中国経済産業局長 

  防災資機材の調達、斡旋に関すること。 

 

６ 山口県警察本部長 

（１）交通規制及び警戒区域に関すること。 

（２）地域住民の安全対策に関すること。 

（３）被害者の救出、救護に関すること。 

 

７ 山口県総務部長 

（１）県防災本部長との連絡調整に関すること。 

（２）災害情報及び被害状況のとりまとめに関すること。 

（３）各関係機関との連絡調整に関すること。 

 

８ 山口県環境生活部長 

公害の防止対策に関すること。 

 

９ 山口県健康福祉部長 

（１）救急医療機関の出動要請その他医師会等との連絡に関すること。 

（２）医療品等の確保に関すること。 

 

１０ 消防長 

（１）災害の鎮圧及び救急搬送に関すること。 

（２）火災警戒区域の設定に関すること。 

（３）避難指示及び誘導に関すること。 

（４）災害情報の収集、伝達、広報及び被害調査報告に関すること。 

 

１１ 市長（現地本部長） 

（１）消防機関等の応援要請に関すること。 

（２）周辺住民への広報に関すること。 

 

１２ 特定事業者 

特定事業者等への応援要請に関すること。 

 

第６項 配備要領 

 

１ 連絡方法 

県防災本部（県防災危機管理課・消防保安課）及び県現地本部の事務局（防災危機管理

課）は、県現地本部員及び派遣者に対し、次の系統図により県現地本部に配備するよう連

絡し、あわせて県現地本部の設置日時及び設置場所を通知する。 
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第３節 災害防御活動計画 

 

第１項 防御活動の主体と基本 

 

１ 防御活動の主体 

（１）陸上における防御活動は主として消防機関及び自衛防災組織等が担任する。 

（２）海上における防御活動は主として海上保安署及び自衛防災組織等が担任する。 

（３）岸壁（ふ頭、桟橋）に係留された船舶の災害の防御活動は、海上保安署と連携をとり

ながら主として消防機関及び自衛防災組織等が担任する。 

（４）消防機関並びに海上保安署は、常に密接な連携協力をするものとする。 

 

２ 防御活動の基本 

関係機関の活動の基本は次のとおり。 

（１）自衛防災組織等 

異常現象の発生を直ちに消防機関に通報するとともに防災規程の定めるところにより

初期防御活動を開始し、消防機関及び海上保安署の現場到着後は、この指揮下において、

消防機関及び海上保安署と一致協力し総力を挙げて防御活動を実施する。 

（２）消防機関 

異常現象の発生通報を受報すると同時に関係機関に連絡通報をし、直ちに災害現場に

出動し、自衛防災組織等及びその他の関係機関と連絡調整を密にしながら総力を挙げて

有効適確な防御活動を実施する。 

（３）海上保安署 

災害発生の情報を入手すると直ちに船艇等を現場に出動させるとともに、消防機関、

自衛防災組織等及びその他の関係機関と緊密な連絡調整を図りながら有効適確な防御活

動を実施する。 

（４）その他の関係機関 

消防機関、海上保安署等と緊密な連絡をとりながら、それぞれの防御活動を実施する。 

 

第２項 防御活動 

 

１ 火災、爆発 

（１）防御活動の開始にあたり消防隊員等の現場における把握事項 

ア 災害対象事物に共通する事項 

（ア）対象物における燃焼物質の種別、品名、残存数量等 

（イ）圧力の有無と状況 

県現地本部 宇部海上保安署 

宇部警察署 

宇部・山陽小野田消防局 

宇部・小野田地区特別防災区域保安防災協議会 

災害発生特定事業所の派遣者 

門司海上保安部警備救難課 
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（ウ）燃焼拡大方向と遮断物件、設備等の有無 

（エ）有毒性ガスの発生の有無と危険可能性 

（オ）燃焼物の化学的特性と化学変化、二次爆発発生の危険性の有無 

（カ）その他必要な広報事項の内容の設定 

イ ア以外で対象物ごとに必要な把握事項 

〔危険物タンク〕 

（ア）液面（燃焼表面）レベルの確認とタンク底板までの長さの確認 

（イ）固定泡消火設備の正常程度の確認と設備チャンバーの数、位置等 

（ウ）変形の有無状況と予想 

（エ）注入、払出し配管の状況とバルブの位置 

（オ）油槽、製品種別による油中ドレンの推測 

（カ）防油堤の状況と排水口、排水弁の状況 

（キ）その他 

〔装置〕 

（ア）遮断孤立の手段の確認 

（イ）脱圧可能の有無と脱圧手段の確認 

（ウ）注水危険部位の確認 

（エ）装置に接近するバルブの群の状況と多方面からの流れ込み危険物、ガス等の状況 

（オ）不活性ガスヘッダーの位置と使用可能の有無の確認 

（カ）ストラクチャー内の高圧、特殊危険性のある塔槽類の位置の確認 

（キ）その他 

〔高圧ガス施設〕 

上述の装置の把握事項に準ずるほか、必要な事項の把握確認 

（２）防御方法 

ア 防御活動にあたり、消防隊員等が実施すべき共通事項はおおむね次のとおりとする。 

（ア）必要に応じ耐熱服、呼吸器等を着用する。 

（イ）水、消火薬剤等による直接鎮圧作業並びに付近施設への冷却注水活動をする。 

（ウ）消防警戒区域の設定をする。 

（エ）人命捜索と救出救助活動をする。 

イ 災害施設の種別ごとの原則的活動要領はおおむね次のとおりとする。 

〔危険物タンク火災〕 

（ア）泡消火薬剤及び防災資機材の必要量の推定と補給の手配をする。 

（イ）固定消火設備及び冷却散水設備の作動措置をする。 

（ウ）火災タンクの油抜き取り作業を実施する。 

（エ）火災タンク及び隣接タンクの冷却不足部分に対する冷却注水隊の配備運用を図る。 

（オ）泡放射隊の編成、配備運用を図る。 

（カ）泡消火薬剤等の現場補給作業を実施する。 

（キ）防油堤の点検、補強及び排水作業を実施する。 

（ク）堤内流出油の消火又は泡被覆処理を行う。 

（ケ）燃焼表面の位置とヒートウエーブの進行度合を常に注目し、スロップオーバー、

ボイルオーバー現象を起こさせないように適切な冷却を行う。 

（コ）その他必要な事項 
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〔装置火災〕 

（ア）装置の緊急遮断及び危険物の除去を行う。 

（イ）固定、半固定消火設備及び冷却散水設備の作動措置をする。 

（ウ）冷却及び援護注水隊の配備運用を図る。特にストラクチャー内の特別高圧容器類

への集中冷却を図る。 

（エ）流出油に備え、泡放射隊の編成、配備運用を図る。 

（オ）点火の隣接のタワー類の脱圧を図る。 

（カ）Ｎ2 注入を図り、このための必要な仮配管作業の実施を図る。 

（キ）装置火点の直上部配管群すべての遮断孤立を図る。 

（ク）大量冷却水の効果的な排水を図る。 

（ケ）装置の爆発、油の流出に備えるため、要所に土のうを配備する。 

（コ）無人放水銃の補充、集中配備を図る。 

（サ）注入危険箇所の表示及び周知徹底を図る。 

〔高圧ガス施設火災〕 

（ア）未然ガスの緊急遮断をする。 

（イ）災害発生施設の固定消火設備又は冷却散水設備の作動措置を図る。 

（ウ）隣接する施設の冷却散水設備の作動措置を図る。 

（エ）無人放水銃の補充、集中配備を図る。 

（オ）誘爆等の危険がある場合は、放水砲車等で遠隔放水を実施する。 

（カ）Ｎ2 による置換措置をし、常に低圧を維持させるとともに消火活動を実施する。 

（キ）可燃性ガス漏洩の有無及び濃度の測定並びに排除措置をする。 

（ク）有毒性又は刺激性ガスの発生を伴う場合は、呼吸器具の補充配備を図る。 

（ケ）スチームによるガス拡散の防止と希釈を図り、同時にスチームカーテンによる火

焔ののびを抑制する。 

（コ）その他必要な事項 

〔係留中等の船舶及び海面火災〕 

（ア）桟橋等の閉鎖と周辺海域の船舶の避難措置をする。 

（イ）消防艇その他消防能力を有する船艇による海上からの泡消火活動等の消火活動を

行う。 

（ウ）陸上部から泡消火活動等の消火活動を行う。 

（エ）未然、流出油面に対し、予備泡放射を実施する。 

（オ）沿岸至近施設に対する予備注水等の防護措置をする。 

（カ）泡消火薬剤、防災資機材の補給作業をする。 

（キ）オイルフェンスの展張等による油の拡大防止措置をする。 

（ク）必要に応じ、災害発生船舶の沖出しを実施する。 

（ケ）その他必要な事項 

 

２ 漏洩 

（１）施設の緊急遮断をする。 

（２）残ガスの減量、回収措置をする。 

（３）可燃性ガス等の漏洩拡散範囲を測定する。 

（４）避難命令及び火災警戒区域の設定をするとともに風向、風送の状況から必要な広報事

項を定める。 
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（５）有毒ガス、刺激性ガス発生源の薬剤中和処理をする。 

（６）可燃性ガス拡散のため、強力噴霧一斉放水を実施する。 

 

３ 流出 

〔防油堤（防止堤を含む）内の流出油〕 

（１）堤の弱体箇所の点検補強をする。 

（２）流出破損箇所の応急修理をする。 

（３）石油タンク内残油の抜き取りを実施する。 

（４）重質油はバキューム車等で回収するほか，導流溝による防災ピットへの導流を図ると

ともに、防災ピットから専用ポンプで他のタンクに緊急移送する。 

（５） 軽質油は泡放射および中和剤等を投入したのち、引火のおそれのない方法で回収する。 

（６）軽質油の場合は泡放射隊を配備する。 

（７）その他土のう等必要な準備をする。 

（８）防油堤を越えた流出油については、次の防除活動を図る。 

ア 防止堤の補強を行う。 

イ 応急誘導溝を構築する。 

ウ 警戒及び油の回収をする。 

エ 油の回収は、堤内流出油に準じる。 

オ 防災上重要施設等に消火隊を配備する。 

カ 流出防止資機材の補充配備をする。 

〔海上流出〕 

（１）防御活動開始にあたり、次の事項を調査する。 

ア 船名、停泊係留の状況又は、施設の状況及び付近停泊船舶の状況 

イ 船体の状況又は流出油容器の損傷状況 

ウ 流出状況及び火災発生の危険性及び人体への影響の有無 

エ 当面とっている措置 

オ 品名、性状、重量、容積 

カ 積載又は管理状況 

キ 船舶所有者、荷送人、荷受人、代理店又は施設の設置者、管理者の住所氏名又は名

称 

ク 現場付近の気象・海象 

（２）防御方法 

ア 潮流、風向、風力等を勘案して危険のある海域（範囲）を判断する。 

イ アにより警戒区域を設定し、火気及び船舶航行の制限、禁止措置を講じ、警戒を実

施する。 

ウ 船舶所有者、船長、荷送人、荷受人等に対し流出油拡散防止又は除去を命じる。 

エ 専門技術者、作業員の動員及び所有資機材の輸送の手配をする。 

オ 付近の住民、船舶等の避難命令及び広報を実施する。 

カ 必要に応じ、災害発生船舶の安全海域への曳航をする。 

キ 流出箇所の応急修理（専門技術者等）、瀬取船による瀬取り又は他のタンクへの移動

をする。 

ク オイルフェンス等による拡散防止措置をする。 

ケ 中和剤、油処理剤等により中和処理を行う。 
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コ 回収船、回収器具等による回収処理を行う。 

サ 吸着剤等による回収処理を行う。 

シ 消防艇、消防能力を有する船艇を配備する。 

ス 沿岸パトロール及び広報を実施する。 

 

 

第４節 応援要請計画 

 

第１項 応援の要請 

 

１ 特定事業所及び関係企業に対する応援要請 

災害発生特定事業所は応急措置の実施のため必要があると認めるときは、関係特定事業

所及び関係企業間の応援協定等に基づき他の特定事業所及び関係企業等に対し応援の要請

を行う。 

 

［資料］３－２１－２ 宇部地区共同防災規程 

 

２ 市町に対する応援要請 

＜第３部第６章「応援要請計画」第１節第３項参照＞ 

＜第３部第１８章「火災対策計画」第１節第５項参照＞ 

 

３ 都道府県に対する応援要請 

＜第３部第６章「応援要請計画」第１節参照＞ 

 

第２項 要請手続 

 

応援を要請する場合は、次に掲げる事項を記載した文書をもって要請し、協議のうえ行う

こと。ただし、緊急をやむを得ない場合は、口頭、電話、又は電信等によるものとし、事後

において文書により処理する。 

＜第３部第６章「応援要請計画」第１節第３項４項参照＞ 

 

 

第５節 防災資機材調達計画 

 

第１項 実施機関 

 

１ 災害時における資機材等の調達輸送は、それぞれ災害応急対策を実施する機関が自ら又

は協定等に基づき行うものとする。 

 

２ 災害応急対策実施機関において資機材等の調達及び輸送ができないときは関係機関の応

援を求めて実施するものとする。 
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第２項 調達手続 

 

資機材等を調達する場合は、調達先に対し、次の事項を明らかにして行うものとする。 

（１）災害の状況及び調達理由 

（２）必要とする資機材等の数量 

（３）輸送方法及び区間 

（４）その他必要な事項 

 

第３項 輸送力の確保 

 

１ 輸送方法 

次の方法のうち、資機材等の種類及び災害状況等を総合的に判断して最も適切な方法に

よるものとする。なお輸送の迅速化を図るため、警察は必要に応じて警察の緊急自動車に

よる先導を行うものとする。 

（１）トラック等による輸送 

（２）船艇による輸送 

（３）人夫等による輸送 

 

２ 輸送力の確保基準 

（１）車両の確保 

実施機関が所有するトラック等の車両による輸送の確保が出来ないときは、次の車両

について、借上げ等の措置を講ずる。 

ア 公共的団体の車両 

イ 営業者所有の車両 

ウ 中国運輸局山口陸運支局に対する陸上輸送措置のあっせん又は調整の要請 

エ その他自家用車両 

（２）船艇の確保 

実施機関は、海上輸送を必要と認めるときは、適宜次の措置を講ずるものとする。 

ア 海上保安部、署所属船艇の出動要請 

イ 運輸局に対する海上輸送措置のあっせん又は調整の要請 

ウ 公共的団体等所有船舶による輸送の協力要請 

（３）自衛隊災害派遣による輸送力の確保 

自衛隊災害派遣要請権者は、必要と認めるとき、自衛隊に対し次の措置を講ずるもの

とする。 

ア 自衛隊所有車両による輸送支援の要請 

イ 海上自衛隊所属船艇による輸送支援の要請 

ウ ヘリコプター等航空機による輸送支援の要請 

（４）日本通運株式会社の輸送力の確保 

ア 防災に関する組織 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、下関特定支店に総括本部を、宇

部支店の防災本部を設けるものとする。 

イ 防災本部間の関連 

下関特定支店総括本部は、各支店防災本部の総合的統制調整を行う。 



3－21－14 

ウ 災害時における県、市への協力体制 

（ア）県からの輸送力要請の受理 

下関特定支店総括本部が受理する。 

（イ）市からの輸送力要請の受理  

宇部支店防災本部が受理する。 

エ 宇部支店防災本部の連携措置 

（ア）輸送の要請 

宇部支店防災本部において臨機の輸送措置を講ずる。 

（イ）宇部支店防災本部 

下関特定支店総括本部に要請及び措置の内容を連絡する。 

（ウ）下関特定支店総括本部 

下関特定支店総括本部を中心として総合対策を樹立する。 

オ 輸送力及び物資輸送の確保 

災害の規模により、山口県内の日通保有車両による輸送力の確保とともに他府県所

在の日通車両の応援を求める等の措置を講ずる。 

カ 関係機関に対する協力 

県及び市以外の他の関係機関から輸送の協力要請があったときは、この計画の体制

により処理する。 

 

第４項 輸送の費用 

 

１ 輸送業者による輸送又は車両、船舶の借上げのための費用は、本県の地域における慣行

料金（国土交通省認可料金以内）によるものとする。 

 

２ 輸送実績の範囲は、輸送費（運賃）、借上料、燃料費、消耗機材費及び修繕料とする。 

 

３ 輸送業者以外の者の所有する車両、船舶の借上げに伴う費用（借上料）は、輸送業者に

支払う料金の額以内で、各実施機関が車両等の所有者と協議して定めるものとする。 

 

第５項 防災資機材調達先及び調達数量 

 

各地区の関係機関、海上保安部及び県の応援可能防災資機材、調達数量は資料編に定める。 

県下の他の市町、漁業協同組合、特定事業所以外の会社工場及び薬剤等の販売メーカーあ

るいは他県の応援を求めて調達する方途を考慮するものとする。 

 

［資料］３－２１－３ 各地区の防災資機材の応援可能数 

 


